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1. 設置の趣旨及び必要性 
 
1-1 学校法人平成医療学園及び宝塚医療大学の沿革 

宝塚医療大学（以下、「本学」という。）の設置法人は「学校法人平成医療学園」

（以下、「本学園」という。）であり、併設校としては「平成医療学園専門学校」

「横浜医療専門学校」「なにわ歯科衛生専門学校」「名古屋平成看護医療専門学校」

「日本総合医療専門学校」がある。 
本学園は、平成 12（2000）年 4月に「全国柔整鍼灸協同組合」が母体となり、柔道

整復、 はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧の施術を行う治療家達が、「自らの後

継者を自らの手で育てよう」という理念に基づき、厚生大臣（現：厚生労働大臣）か

ら柔道整復師養成施設の認可を受け、「平成柔道整復専門学院」を開設したことに始

まる。 
平成 13（2001）年に、大阪府知事から準学校法人の認可を受け、本学園を発足さ

せ、「学校法人平成医療学園寄附行為」において、本学園の目的を「教育基本法及び

学校教育法に従い、学校教育を行い、社会に貢献する有徳の人材を育成することを目

的とする。」と定めた。 
本学園は、平成 23（2011）年に、1 学部（保健医療学部）3 学科（理学療法学科、

柔道整復学科、鍼灸学科）を有する宝塚医療大学を、兵庫県宝塚市に設置した。 
令和 2（2020）年 4 月には、和歌山県和歌山市に１学部（和歌山保健医療学部）１

学科（リハビリテーション学科）を新たに設置し、令和 4（2022）年には、和歌山保

健医療学部に看護学科を開設した。 
 

1-2 宝塚医療大学保健医療学部口腔保健学科設置の趣旨  
歯科界で歯科衛生士不足の声が聞かれるようになって久しい。また、高齢者におけ

る誤嚥性肺炎予防や周術期管理、高齢者のフレイル予防等、従前の歯科衛生士業務に

加えて、新しい分野での歯科衛生士の貢献が求められるようになった。さらには、エ

ビデンスに基づいて医療・保健・福祉サービスを提供することや、口腔保健学研究へ

の貢献も求められるようになってきた。 
これらの要望に応えるためには、歯科衛生士の 4 年制教育課程を設置する必要があ

ると考え、本学の保健医療学部に新たに 1 学科（入学定員 64 人、収容定員 256 人）

を設置することにした。 
 

1-3 宝塚医療大学 保健医療学部 口腔保健学科設置の必要性 
(1) 前述したように、歯科界で歯科衛生士不足の声が聞かれるようになって久しい。

この問題に対応するために、これまで多くの歯科衛生士養成機関が設立され、多く

の入学者を受け入れてきた【資料 1】。また、一般社団法人全国歯科衛生士教育協

議会の令和 3（2021）年 6 月の「歯科衛生士教育に関する現状調査の結果報告」に

よると、当該協議会会員校 173 校の卒業者数は 6,752 名、就職者数は 6,182 名であ

り、就職率は 91.6％であった。これに対して求人件数は 74,444 件で、求人人数は

119,994 名、就職者に対する求人倍率は 19.4 倍で、平成 28（2016）年度から非常

に高い倍率のまま横ばいである【資料 2】。 
また、株式会社リクルートの調査によると、令和 3（2021）年度大学卒業予定者

の求人倍率が 1.53 倍であり、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い企業の採用意欲

が低下している中、歯科衛生士については高い求人倍率となっており、歯科衛生士

の人材が全国的に不足していることがうかがえる。 
さらに、平成29（2017）年度に開始された厚生労働省の「歯科衛生士に対する復

職支援・離職防止等推進事業」は、歯科衛生士不足の改善を目的としたものであり、

令和 3 年度まで毎年本事業を実施する団体が公募されている【資料 3、4、5、6、



7】。 
以上より、我が国における歯科衛生士不足は明らかであり、早急に改善すべき大

きな問題であると言える。 
 

(2) 近年、高齢者における誤嚥性肺炎予防や周術期管理、高齢者のフレイル予防にお

いて、口腔衛生状態や機能の維持・改善の重要性が認識されるようになった。その

結果、歯科界のみならず、医科界や保健・福祉の分野からも歯科衛生士の貢献が求

められるようになってきた。このことは、日本歯科衛生士会が公表した平成 22
（2010）年度、平成 27（2015）年度、令和 2（2020）年度の「歯科衛生士の勤務

実態調査報告書」において「病院・大学病院」「介護保険施設」に勤務する歯科衛

生士の割合が、経年的に増していることからも分かる【表 1】。 
 
（表 1）歯科衛生士勤務先の経年的変化 

勤務先 勤務者全体に占める割合(%) 
2010 年度 2015 年度 2020 年度 

病院・大学病院 12.8 14.5 16.6 

介護保険施設 3.6 4.3 4.7 
「歯科衛生士の勤務実態調査報告書」を基に作成       

     
これらの分野で求められる役割を果たすためには、医療・保健・福祉を担う組織

とその業務について理解するとともに、全身の状態や疾患、治療法等に関する知識

の修得が必要である。このように、従前よりもはるかに幅広い学びが求められるよ

うになったことから、本学は、4 年制の歯科衛生士課程を設置し、前述の業務を実

施する能力を有する人材を輩出することにより、医療・保健・福祉関係者のみなら

ず、サービスを受ける国民の期待にも応える必要があると考えた。 
 

(3) 健康に関する重要な課題について、医療利用者と提供者の意思決定を支援するた

めに、システマティックレビューによりエビデンスの総体を評価し、益と害のバラ

ンスを勘案して、最適と考えられる推奨を提示する文書として診療ガイドラインが

ある。日本歯科医学会のホームページには、歯科診療に関して 31のガイドラインが

掲載されている【資料 8】。当然のことながら、歯科衛生士もこれらのガイドライ

ンの内容を理解し、歯科医師とともに診療にあたる必要がある。そのためには、歯

科診療に関する充分な知識を有するとともに、科学的思考力が必要である。この思

考力を醸成するためには、研究を体験し研究結果を論文としてまとめさせることが

極めて効果的である。このような教育を行うには、最短でも 4 年が必要である。   
また、科学的思考力やシステマティックレビューの内容を理解する力は、エビデ

ンスに基づいた効果的で安全な医療の提供だけでなく、多職種連携やインフォーム

ドコンセントの実施にも大いに役立つと考えられる。 
 

(4) 日本歯科衛生士会は、歯科衛生の実践に根ざした学術研究の振興に努め、もって

人々の健康と福祉に貢献することを目的に平成18（2006）年に日本歯科衛生学会を

創設し、歯科衛生士養成機関在学時に行った研究に授与する学術賞として「学生研

究賞」を設けた【資料 9】。このことは、職能団体である歯科衛生士会自身が学術

研究の重要性を認識し、歯科衛生士養成機関の学生が在学時に研究を体験し、卒業

後も研究を行える能力を修得することを期待していることの証左である。本学もこ

の考えに則り、研究の基礎を修得した歯科衛生士を輩出したいと考えた。 



 
(5) 本学は、教育基本法及び学校教育法に則り、「徳義の涵養と人間性尊厳の実践」

を建学の精神としていることから、専門領域で求められる知識・技能を教授するの

みならず、人間性豊かで幅広い視野を持った人材を育成することを目的としている。

これらの素養を有する歯科衛生士は、サービスを受ける国民のみならず、共に働く

同僚や他職種からも広く求められている。 
 

以上の背景に則って、医療・保健・福祉分野等で活躍できる歯科衛生士を養成する

ことは、各分野の関係者ならびに各サービスを受ける国民が強く期待するところであ

る。 
このことから、大学機関として歯科衛生士を養成する必要があると考え、本学保健

医療学部に口腔保健学科を設置し、我が国の医療・保健・福祉分野を始めとした広い

分野に寄与することを目的として、令和 5（2023）年 4 月に、兵庫県宝塚市と大阪府

大阪市において、宝塚医療大学保健医療学部口腔保健学科を設置することを計画した。 
 

1-4 教育研究上の理念・目的 
(1) 人材養成の目的 
本学の建学の精神は「徳義の涵養と人間性尊厳の実践を理念とし、医療人たる社会

的責務を自覚せしめ、国際社会に伍して恥じぬ恒心をもつ、有徳の人材を育成する。」

であり【資料 10】、学則第 1 条に定める本学の目的は「宝塚医療大学は、教育基本法

及び学校教育法に則り、『徳義の涵養と人間性尊厳の実践を教授研究し、人間性豊か

で幅広い視野を持った人材を育成することを目的とする。』を理念として、広く一般

教養を授けるとともに深く学術・教育の理論及び応用を教授研究し、人間性豊かで幅

広い視野を持った人材を育成すること。」である。 
これらに基づき、保健医療学部口腔保健学科では、以下の人材を養成することを教

育研究上の目的とした。 
 

ア.   幅広い教養と医療人として必要な高い倫理観・道徳心を身につけた人材 
イ.  歯科衛生士として必要な医療に関する基礎的知識と社会人として様々な分野

で活用できる知識を身につけた人材 
ウ. 歯科衛生士として必要な専門的な医療知識及び技術を身につけた人材 
エ. 研究の素養を身につけ、自ら課題を発見し、解決策を見いだす力を持つ人材 

  
(2)  卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー） 

① 大学全体のディプロマポリシー 
本学の教育理念・目標を達成するため、学部共通教育（教養教育）、専門基

礎（基礎医学及び臨床医学の教育）、専門教育を通じて、下記に掲げる幅広い

教育を行い、基準となる単位数を修得することを学位授与の要件としている。 
 

ア. 豊かな人間性と高い倫理観 
「多様な文化、思想、歴史及び自然科学に関する幅広い素養」を持ち、生

命を尊重し、人間の尊厳に関する深い洞察力を培う。 
イ. 社会の要請に応えうる知識と技術 

学部・学科に関わる職業の現場で要求される専門的な知識と技術に加え、

コミュニケーションスキルや、情報処理能力などの社会人としての能力（コ

ンピテンシー）を身につける。 
ウ. 論理的思考力 

自然や社会の現象を普遍的な尺度や数量的指標を用いて科学的に理解する



能力を養う。 
エ. 高い創造性と問題解決能力 

思考プロセス（事実の把握、問題点の発見、さらに仮説の検証を自ら行

う。）に基づき、自らすじみちを立てて解決策を見出すことができる能力を

養う。 
 

② 保健医療学部口腔保健学科のディプロマポリシー 
本学科では、「1-4 教育研究上の理念・目的」の項に記載した「口腔保健学

科における人材養成の目的」を基として、ディプロマポリシーを以下のように

定めた。この要件を満たした者に、「学士（口腔保健学）」の学位を授与する。 
 

ア. 幅広い教養と医療人として必要な高い倫理観・道徳心を身につける。 
イ. 歯科衛生士として必要な医療に関する基礎的知識及び社会人として様々な分

野で活用できる知識を身につける。 
ウ. 歯科衛生士として必要な専門的な医療知識及び技術を身につける。 
エ. 研究の素養を身につけ、自ら課題を発見し、解決策を見いだす力を養う。 

 
③  口腔保健学科の教育課程編成・実施の方針（カリキュラムポリシー） 
前項に記載したディプロマポリシーを達成するために、「教育課程編成・実施の

方針」（カリキュラムポリシー）を以下のように定めた。 
 
     「口腔保健学科では、学部共通科目をとおして幅広い知識と倫理観・道徳心を

身につけます。専門基礎科目では、医療専門職として必要な医学の基礎を学

び、専門科目では、口腔保健学の理論と実践を学びます。選択必修科目では、

科学的根拠に基づき課題を発見し、解決策を見いだす能力を養います。 
 カリキュラム全体をとおして医療専門職にふさわしい人間性と倫理観を持

ち、社会の要請に応えられる社会人を育成します。」 
      

④  口腔保健学科のディプロマポリシーと養成する人材像・カリキュラムポリシー

との相関 
カリキュラムマップ（履修系統図）【資料 11】を見ると明らかであるが、ディ

プロマポリシーのアは「学部共通科目」の授業を主として、イは「専門基礎科

目」の授業を主として、ウは「専門科目」の授業を主として達成させる計画であ

る。また、エは主に「選択必修科目」の授業をとおして達成させる。 
 
（3） 研究対象とする中心的な学問分野 

本学科が組織として研究対象とする中心的な学問分野は、「保健衛生学関係（看護

学関係及びリハビリテーション関係を除く）」である。本学科の専任教員には歯科医

師も多く、また、歯科医師と協同研究を行ってきた歯科衛生士の専任教員も多く、

「歯学関係」も中心的な学問分野となる。 
 
（4） 教育上の具体的な到達目標 

歯科界における歯科衛生士不足が早急に解消されるべき問題であることから、本学

を卒業した歯科衛生士国家試験受験者が全員合格することを具体的な到達目標とす

る。 
 
【資料 1】図 1 歯科衛生士養成所の入学定員と入学者数の推移（平成 5 年度～令和 3 年

度） 



【資料 2】図 4 就職者数、求人人数、求人倍率の推移（平成 25 年度～令和 2 年度） 
【資料 3】平成 29 年度復職支援・離職防止等推進事業 
【資料 4】平成 30 年度復職支援・離職防止等推進事業 
【資料 5】平成 31 年度復職支援・離職防止等推進事業 
【資料 6】令和 2 年度復職支援・離職防止等推進事業 
【資料 7】令和 3 年度復職支援・離職防止等推進事業 
【資料 8】 歯科診療ガイドラインライブラリ 
【資料 9】 公益社団法人 日本歯科衛生学会 学術表彰 

  【資料 10】建学の精神・建学の理念及び目的・教育目標について 
【資料 11】カリキュラムマップ（履修系統図） 

 
２. 学部・学科の特色 

 
本学科では、厚生労働省が定めた「歯科衛生士学校養成所指定規則」【資料 12】、「歯

科衛生士養成所指導ガイドライン」【資料 13】と、全国歯科衛生士教育協議会が作成した

「歯科衛生学教育コア・カリキュラム ―教育内容ガイドライン―」【資料 14】を基とし

て歯科衛生士養成教育を行うが、4 年制の歯科衛生士養成機関として「高度専門職業人の

養成」を行うことを計画している。また、歯科衛生士教育における豊富な経験を有する教

員も多く【資料 15】、交通の便が良い大阪市北区に専門教育を行う校舎を構えることから、

「地域の生涯学習機会の拠点」としても貢献する計画である。 
 

2-1 高度専門職業人の養成 
（1） 科学的思考力の醸成 

近年、多くの疾患で、診療ガイドラインに沿った治療が行われるようになってき

た。診療ガイドラインは、システマティックレビューによりエビデンスの総体を評価

し、益と害のバランスを勘案して、最適と考えられる推奨を提示する文書であり、医

療施設や医療者が独自で決めた診療方針とは大きく異なる。歯科医療においても多く

の診療ガイドラインが作成され、それらに基づいた治療が行われるようになってきた

【資料 8】。このような状況においては、歯科衛生士もガイドラインを理解し、診療

に臨むことが強く求められる。 
また、多職種連携や歯科保健指導等においても科学的エビデンスが非常に重要であ

る。このような観点から、本学科では、①2 年次の「科学英語演習Ⅰ」と「科学英語

演習Ⅱ」の授業で抄読する各論文のエビデンスレベルについて把握させるとともに、

科学研究を構想、実施し、得られた結果を発表する際の論理的思考法について学ばせ

る。また、この思考力を醸成するためには、研究を体験し研究結果を論文としてまと

めさせることが極めて効果的であることから、②3 年次の「口腔保健学研究演習Ⅰ」

と「口腔保健学研究演習Ⅱ」で学生自身に研究を体験させ、その成果をまとめさせ

る。①の教育を行う前（1 年次）には、学部共通科目（3 科目）と選択必修科目（1 科

目）で、英語力を高められるように計画した。 
また、②の教育を行う前（2 年次後期）には、「口腔保健学研究論」で博士号を有

する歯科医師・歯科衛生士の専任教員が自ら行った研究について講義することによ

り、研究テーマの選択や研究の手法、結果の発表法等について学ぶ機会を設けた。さ

らに、2 年次には、医療情報の処理と統計学・疫学に関する演習科目を配置し、研究

で収集したデータ等を扱う考え方と手法について学ばせるように計画した。口腔保健

学研究演習では、文献調査研究、疫学研究に加えて実験研究も行えるように、大阪中

津キャンパスに実験室を整備する。 
「専門基礎科目」、「専門科目」および「選択必修科目」の殆ど全ての授業科目



で、当該授業科目の教育経験と博士号を有する教員を授業の責任者とすることによ

り、科学的根拠を重視した教育を実施できるように配慮した。

（2） 新しいニーズに対応した教育

① 「口腔保健学科設置の必要性」でも記載したように、近年、高齢者における誤

嚥性肺炎予防や周術期管理、高齢者のフレイル予防において、口腔衛生状態や機

能の維持・改善の重要性が認識されるようになった。また、障害者や訪問診療の

ニーズも高まっている。その結果、歯科界のみならず、医科界や保健・福祉の分

野からも歯科衛生士の貢献が求められるようになってきた。このようなニーズに

応えるためには、高齢者や有病者・障害者の状態を充分把握した上で、適切なサ

ービスを提供できる歯科衛生士を養成する必要がある。このような観点から、本

学科では、「臨床医学」「基礎看護学」「救急蘇生学」「臨床検査学・歯科麻酔

学」「摂食嚥下障害学」「食生活指導演習」「口腔機能管理実習」「障害者歯科

学」「成人・高齢者歯科学」「社会福祉学」を配置した。また、前述のサービス

を適切に行うためには他職種との連携能力が重要であることから、「医療コミュ

ニケーション」「医療・保健・福祉における連携」を配置した。

また、歯科訪問診療の必要性が叫ばれて久しいが、依然としてニーズに応えら

れていないのが現状である。この原因の一つは、歯科医療専門職にとって訪問診

療を必要とする患者の全身状態の把握が難しいことがある。この問題を改善する

一つの試みとして、本学科では「歯科衛生士臨地実習Ⅲ」で医科訪問診療に同行

する実習を取り入れた。

前述した科目で適切な教育を行うためには、多分野の専門家に授業を担当して

貰う必要があるが、本学は、既に看護学科、理学療法学科、柔道整復学科、鍼灸

学科、介護福祉別科等で、各分野の専門家によるコメディカル教育を行う体制を

整えている。新設する口腔保健学科においても同様に、各専門分野の教員による

授業を受けることが可能である。さらに、本学科では、前述した新しいニーズに

対する臨床・教育・研究業績を有する教員が就任予定であることから、高度専門

職業人の養成に適した環境が整っていると言える。

また、医療職の教育では、体験的に学べる臨地実習は非常に重要であるが、病

院・高齢者施設・障害者施設・医科および歯科訪問診療所等と良好な関係を築

き、前述のニーズに応える教育を行うのに適した実習先を確保できた。

② 歯科医療機関における院内感染防止対策では、歯科衛生士が中心的な役割を果

たしている。2017 年に新聞に掲載された「歯科医療機関で歯の切削器具を使いま

わし」問題については、院内感染防止対策に関する施設基準【資料 16】が設定さ

れたことにより、歯科医療機関における医療機器の洗浄・滅菌処理が改善され

た。しかし、2020 年から始まった COVID-19 の流行により、医療機器を介する

経路以外の院内感染防止対策についても熟知する必要が生じた。

院内感染防止対策については「医療安全管理学」で講義するとともに、現状に

おける最良の医療機器滅菌・消毒法やエアロゾル対策を習慣的に実施できるよう

になることを意図して、切削機器の内部まで滅菌可能な高機能クラス B オートク

レーブやウオッシャーディスインフェクター、口腔外バキュームを実習室に整備

する。

また、多くの施設で、従来消毒で対応していた機器（超音波スケーラーのハン

ドピース、スリーウエイシリンジのシリンジケース、バキュームシリンジのシリ

ンジボディ等）【資料 17】の滅菌が可能なチェアーを装備し、滅菌の徹底にはど

のような手段があるかを体験的に学ばせる計画である。



 
③  ビジネスマナーの修得  

医療職は、専門的な知識と技術を基として患者を診ることを業とするが、医療

サービスの提供者でもある。後者の観点から、近年は接遇に関する卒後研修を実

施する医療施設が多い。しかし、歯科衛生士の多くは診療所に勤務することか

ら、卒後研修を受ける機会が少ない。このような状況下において、卒前教育とし

て「ビジネスコミュニケーション演習」を履修させ、ビジネスにおける実務マナ

ー、サービス接遇、ビジネス文書作成について教育する意義は大きい。教育効果

を高めるために、ビジネス系検定を実施する実務技能検定協会が実施する検定試

験に合格させることを一つの目標として授業を行うことにした。目標を明確にす

ることにより学生の学習意欲が向上するとともに、資格を取得することがキャリ

ア形成に繋がると考えられる。 
また、専門科目で「医療コミュニケーション」と「医療・保健・福祉における

連携」について学ばせることにより、医療・保健・福祉関連のビジネスマナーに

ついても学修させる計画である。 
 

2-2 地域の生涯学習機会の拠点  
卒後研修の実施 
「1-3 宝塚医療大学保健医療学部口腔保健学科設置の必要性」の（1）で述べたよ

うに、厚生労働省は歯科衛生士不足を解消するために「復職支援・離職防止等推進

事業」を実施している。しかし、本事業により選定される団体の数は少ないことか

ら、歯科衛生士不足を解消するためには、他の団体も同様の事業を行う必要がある。

また、新規の及び専門化した知識・技能を学修するためにも、卒後の研修・講習は

極めて重要である。 
このような背景もあり、大阪府及び兵庫県歯科衛生士会からは、卒後研修や講習

会の本学科での開催を期待する旨の要望書【資料 18】【資料 19】が届いている。

また、本学科の教員の多くが、これまでに歯科衛生士を対象とした講習会や研修会

の講師を務めた実績【資料 15】を持っている。さらに、2-4 年次に専門教育を行う

大阪中津キャンパスは設備も充実し交通の便も良い。これらの理由から、本学科は、

卒後研修会や講習会を開催することにより、歯科衛生士界の発展に貢献しようと計

画している。 
   
   【資料 12】歯科衛生士学校養成所指定規則 
   【資料 13】歯科衛生士養成所指導ガイドライン 

【資料 14】歯科衛生学教育コア・カリキュラム―教育内容ガイドライン―2018 年度

改訂版 
   【資料 15】歯科衛生士教育に関する業績 
   【資料 16】院内感染防止対策に関する施設基準 
   【資料 17】オートクレーブ滅菌手順 
   【資料 18】設置要望書（大阪府歯科衛生士会） 
   【資料 19】設置要望書（兵庫県歯科衛生士会） 
 
３. 学部・学科の名称および学位の名称 
 

3-1 学部・学科の名称および学位の名称 
保健医療学部    Faculty of Health Care Sciences 
口腔保健学科    Department of Oral Health Sciences 
学士（口腔保健学）     Bachelor of Oral Health Sciences 



 
3-2 当該名称とする理由 

近年、歯科衛生士の業務範囲が広がり、口腔機能管理や食支援なども含まれるよ

うになってきた。特に、４年制の歯科衛生士養成機関においては、前述の内容につ

いて充分な教育を行うことが求められるようになった。その結果、学科名や専攻名

として「口腔」や「保健」を含む名称が多く使用されるようになり、2022 年 4 月 1
日時点で存在する 4年制歯科衛生士養成機関 13校中 8 校が、「口腔保健学」を学科

名若しくは専攻名に用いている。本学科も、これに順じて学科名を「口腔保健学科」

とすることにした。また、学位に付記する専攻分野の名称を「口腔保健学」とする

ことにした。学科および学位の英訳名称については、日本語名称との整合性や国際

的な通用性を考慮し、各々、Department of Oral Health Sciences 、Bachelor of 
Oral Health Sciences とした。 

 
４. 教育課程編成の考え方及び特色 
 

4-1 教育課程編成・実施の方針（カリキュラムポリシー）と教育課程の全体像 
（1） 科目区分の設定及びその理由 

保健医療学部の教育課程は、学部共通科目（幅広い教養と医療人として必要な高い

倫理観・道徳心を身につけることを目的とした科目）、専門基礎科目（医療の基礎と

なる内容を身につけることを目的とした科目）、専門科目（各学科の専門的な領域の

知識及び技術を身につけることを目的とした科目）で構成されている。 
上記の教育課程により、口腔保健学科の人材養成の目的とディプロマポリシーが概

ね達成可能と考えられることから、本学科も保健医療学部の教育課程を基本とした

【資料 11】。その上で、本学科は、「高度専門職業人の養成」を特色として、「科学

的思考力の醸成」と「新しいニーズに対応した教育」を重視した教育を行う計画であ

ることから、「歯科衛生士養成所指導ガイドライン」【資料 13】で「各養成所におい

て独自に編成し、職務の特性に鑑みた内容」と記載された「選択必修科目」を追加し

た【資料 11】。 
 

（2） 各科目区分の科目構成とその理由 
① 学部共通科目 
前述したように、本学保健医療学部の共通科目は、「幅広い教養と医療人として

必要な高い倫理観・道徳心を身につけることを目的とした科目」であり、「一般教

育科目」「外国語科目」「情報処理」「スポーツ・健康科学」「総合教養科目」の

5つの科目群で構成されている。これらの授業科目は、1年次に宝塚キャンパスで履

修する。これらの科目群に配置された授業科目は、理学療法学科、柔道整復学科、

鍼灸学科の学生と共に学ぶ科目が多い。他の医療系の学科の学生と横断的に交流す

る機会となり、就業後の連携などに良い影響が期待できる。なお、本区分の科目は、

歯科衛生士学校養成所指定規則【資料 12】の教育内容分類「基礎分野」に対応する

【資料 20】。 
「一般教育科目」群は、人文、社会及び自然の 3 分野で構成されている。人文分

野では、物事をどのように捉え考えるかについて学ぶとともに、多文化への理解を

促すために「哲学」「東洋の歴史」「文化人類学」（各 2 単位）を配置した。社会

分野では、基本的な法の理解を通して社会人としてふさわしい遵法意識を高めるた

めに「日本国憲法」と「社会と法」（各 2 単位）を配置した。また、卒業後に医療

機関に就業する者が多いと予想されるため「医療経営学」（2 単位）を配置した。

自然分野では、根拠に基づいた科学的思考能力を養うための基本となる知識につい

て学ぶために「統計学」「数学」「物理学」「化学」「生物学」（各 2 単位）を配



置した。人文、社会及び自然の各分野において修得すべき単位数を 2 単位以上、2
単位以上、4 単位以上とし、学生が興味を持つ科目を履修できるように、全てを選

択科目とした。 
「外国語科目」群では英語に関する科目を 4 科目（「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」「英語

Ⅲ」「英会話」）配置し、3 技能（リーディング、リスニング、スピーキング）を

体得させるために、演習科目（各 1 単位）とした。また、学生の能力と興味に応じ

て履修できるように、何れも選択科目とした。2 年次に「科学英語演習Ⅰ」「科学

英語演習Ⅱ」を履修することから、英語力の強化を意図して、保健医療学部の他の

3 学科よりも履修単位数を増やした。 
「情報処理」科目群では、コンピューターを実際に活用し、アクティブラーニン

グさせることから演習科目とした。急速な発展を遂げている IT 技術に対応するため

に、コンピューターの基礎的操作能力は必須である。一方で、研究や臨床で得た情

報を活用するためには、統計学を用いたプログラミングの能力が求められるため、

統計処理ソフトを活用できる授業内容とする。これらの内容の重要性を鑑み「情報

処理演習Ⅰ」「情報処理演習Ⅱ」（各 1 単位）を 1 年次の前期・後期に配置し、い

ずれも必修とした。 
「スポーツ・健康科学」群は、講義系科目と実技系科目から成る。講義系科目に

ついては、各学生が関心の強い分野を学べるように「健康と体力づくり」「スポー

ツトレーニング論」「バイオメカニクス」の 3 科目（各 2 単位）を配置し、選択科

目（2 単位以上）とした。また、実技系科目では、健全な心身を維持するために効

果的なスポーツを継続する習慣を身につけさせることを目的として、「体育実技Ⅰ」

「体育実技Ⅱ」（各 1 単位）の授業科目を１年次の前期と後期に配置し、いずれも

必修とした。 
「総合教養科目」群には、大学教育への導入科目と、医療職一般に広く求められ

る基本的な知識とスキルを身につける科目を配置した。「基礎ゼミナール」（1 単

位）は、高校教育から大学教育への円滑な移行を目的として、スタディースキルや

レポートの書き方など、大学生活で必須となる能力を身につけることを目的とした

科目であることから、必修とした。また、医療職として働く上で特に重要である円

滑な対人関係を築く力を養うために、「コミュニケーション演習」（1 単位）を必

修とした。上記の 2 科目は修得した知識・技能を適切に活用できる必要があること

から、演習科目とした。このほか、医療分野で必要とされる種々の知識を学べるよ

うに「臨床心理学」「マーケティング論」「医療倫理」「少子高齢化と社会」（各

2 単位）を配置し、学生の知的関心に応じて学習できるように選択科目とした。な

お「総合教養科目」は、必修の 2 科目（2 単位）を含めて、4 単位以上履修する。 
これらの学部共通科目は専門教育の基礎となることから、全科目を 1 年次に配置

した。 
 
   ② 専門基礎科目 

専門基礎科目は、「医療の基礎となる内容を身につけることを目的とした科目」

である。歯科衛生士学校養成所指定規則【資料 12】で教育すべき分野名として使用

されている名称、および細分類に従って各科目を配置した【資料 20】。 
専門基礎科目は、「人体の構造と機能」「歯・口腔の機能と構造」「疾病の成り

立ち及び回復過程の促進」「歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み」

の 4 つの科目群から成る。 
「人体の構造と機能」群では、正常な人体の構造、機能及び発達について「全身

解剖学」（2 単位）「栄養代謝学・生化学」（1 単位）「組織学・発生学演習」（1
単位）を 1 年次に学ぶ。「組織学・発生学演習」では、教員の説明の後に演習を行

うことにより、人体を構成する組織や発生について体験的に学べるよう配慮した。 



「歯・口腔の機能と構造」群では、正常な歯・口腔の構造と機能について「口腔

解剖学」（2 単位）「口腔基礎科学演習」（1 単位）「生理学・口腔生理学」（2 単

位）で１年次に学ぶ。「口腔基礎科学演習」では、歯や頭蓋骨模型の観察とスケッ

チを行うとともに、測定機器を使って生理学測定を行うことにより、体験的に学べ

るように配慮した。 
「疾病の成り立ち及び回復過程の促進」群では、全身及び口腔の疾病について学

ぶ科目として「病理学・口腔病理学」（2 単位）を配置し、感染症と免疫について

学ぶ科目として「微生物学・免疫学」（2 単位）を配置した。また、薬剤による疾

病の回復促進について学ぶ科目として「薬理学・歯科薬理学」（2 単位）を配置

し、全身の疾病とその回復促進について学ぶ科目として「臨床医学」（2 単位）を

配置した。なお、「病理学・口腔病理学」「微生物学・免疫学」「薬理学・歯科薬

理学」は医学の基礎であることから 1 年次に履修させる。「臨床医学」について

は、正常な口腔の解剖と機能についての学習を終えた２年次以降に、履修すること

にした。 
「歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み」群では、全身及び歯・口

腔の健康と予防に関する科目として「衛生学・公衆衛生学」（1 単位）と「口腔衛

生学」（1 単位）を１年次に配置した。また、歯・口腔の健康と予防に関する人間

と社会の仕組みを学ぶ科目として「地域歯科保健」「衛生行政」（各１単位）を 2
年次に、また「社会福祉学」（1 単位）を 3 年次に配置した。これらの科目と密接

に関連する「歯科統計学・疫学演習」と「医療情報処理演習」（各 1 単位）を 2 年

次に配置した。また、これら 2 科目で修得した知識・技能は、3 年次前期・後期に

開講される「口腔保健学研究演習Ⅰ」「口腔保健学研究演習Ⅱ」で必要なことか

ら、2 年次に演習科目として配置した。 
専門基礎科目は、専門科目の基盤となる重要な科目であることから、全科目を必

修にするとともに、3 年次後期からの臨地実習が始まるまでに履修が完了するよう

に配置した。 
 

③ 専門科目 
専門科目は「各学科の専門的な領域の知識及び技術を身につけることを目的とし

た科目」である。歯科衛生士学校養成所指定規則【資料 12】で教育すべき分野名と

して使用されている名称、および細分類に従って各科目を配置した【資料 20】。 
専門科目は「歯科衛生士概論」「臨床歯科医学」「歯科予防処置論」「歯科保健

指導論」「歯科診療補助論」「臨地実習」の 6 つの科目群から成り、歯科衛生士と

して口腔保健分野に携わる際に求められる知識・技術・態度等について段階的に学

べるように各科目を配置した。 
具体的な開講科目については、以下のとおりである。 
  
 ・「歯科衛生士概論」群 

 歯科衛生士概論群では、歯科衛生士の誕生から今日に至るまでの歴史と歯

科臨床における歯科衛生士の役割と業務について学ぶことを目的として、「歯

科衛生士概論」（1 単位）を 1 年次前期に配置した。また、「口腔保健と専門

職」（1 単位）では、口腔保健に関係する他職種の役割と業務について学ぶと

ともに、歯科臨床以外の口腔保健分野における歯科衛生士の役割と業務につい

て学ぶことを目的としたことから、歯科衛生士の基本的な業務と役割を学んだ

後（3 年次前期）に履修することにした。 
   
 ・「臨床歯科医学」群 

臨床歯科医学群では、1 年次前期に「歯科臨床概論」（1 単位）で歯科臨床



全般について学んだ後に、歯科臨床に必要な知識について詳しく学ぶため

に、1 年次後期に、「歯科補綴学」（2 単位）「歯科放射線学」（1 単位）

「歯科材料学」（1 単位）を履修する。２年次前期には「歯科保存学」（2 単

位）「口腔外科学」（2 単位）「小児歯科学」（1 単位）「歯科矯正学」（1
単位）を配置し、2 年次後期には「障害者歯科学」（1 単位）「成人・高齢者

歯科学」（1 単位）を配置した。近年、有病者や高齢者に医療・保健・福祉サ

ービスを提供する機会が大幅に増えたことから、全身状態の管理に関する科

目として、「救急蘇生学」（1 単位）を 2 年次前期に、「臨床検査学・歯科麻

酔学」（1 単位）を 3 年次前期に配置した。 
また、安全な医療を提供するために必要な知識を修得する科目として、

「医療安全管理学」（1 単位）を 2 年次前期に配置した。また、「臨床口腔保

健応用医学演習」を 4 年次前期に配置することにより、臨地実習中に生じた疑

問の解消や問題点の改善を図れるように配慮した。 
高齢者・有病者・障害者の歯科受診数の増加や高度・先進化した歯科臨床

に適切に対応できるように、「歯科衛生士学校養成所指定規則」【資料 12】
で定める当該分野の修得単位数（8 単位）を大きく上回る 17 単位を、卒業に

必要な必修科目として配置した。 
 

         ・「歯科予防処置論」群 
歯科予防処置論群では、生涯を通じて継続的な口腔保健管理について充分

に理解させ、疾病やライフステージに応じた予防法や予防システムの構築に

ついて学ばせるために「歯科予防処置論」（2 単位）を 2 年次前期に配置し

た。また、歯科予防処置は歯科衛生士の 3 大業務の一つであり、知識ととも

に実技能力も重要であることから、歯科予防処置に関する実習科目（「歯科

予防処置実習Ⅰ」「歯科予防処置実習Ⅱ」「歯科予防処置実習Ⅲ」（各 2 単

位））を 2 年次前期・後期と 3 年次前期に配置した。歯科予防処置を歯科衛

生士免許取得直後から適切に実施できるように、知識・技術について確認、

改善することを目的として、「口腔保健特論演習Ⅰ」（2 単位）を 4 年次後

期に配置した。 
 

       ・「歯科保健指導論」群 
       ライフステージ毎に多様な生活環境・健康状態にある個人及び集団に対し

て，専門的な立場から歯科保健指導・健康教育の支援ができる能力を養うた

めに、以下の科目を配置した。2年次前期に「歯科保健指導論」（2単位）で

理論について学び、歯科保健指導実習では、種々の状態にある対象者からの

情報収集法や、口腔衛生の維持・改善法、生活習慣の把握・改善法、個別指

導と集団指導について体験的に学ぶために、2 年次前期から 3 年次前期にか

けて 4 科目（「口腔保健指導実習Ⅰ」「口腔保健指導実習Ⅱ」「口腔保健指

導実習Ⅲ」（各 1 単位）「口腔保健指導実習Ⅳ」（2 単位））を配置した。 
      近年、種々の原因で摂食嚥下障害を有する人々への食支援も歯科衛生士に

求められるようになったことから、2 年次前期に「摂食嚥下障害学」（1 単

位）を、2年次後期に「食生活指導演習」（1単位）を配置した。さらに、口

腔機能の低下に伴う全身機能の低下を予防することや周術期の口腔機能を管

理することに、歯科衛生士の貢献が期待されるようになったことから、3 年

次前期に「口腔機能管理実習」（1 単位）を配置した。歯科保健指導を歯科

衛生士免許取得直後から適切に実施できるように、知識・技術について確

認、改善することを目的として「口腔保健特論演習Ⅱ」（2 単位）を 4 年次

後期に配置した。 



 
 ・「歯科診療補助論」群 

      「臨床歯科医学」群等で学んだ知識を基にして、どのように歯科医師の診療

を補助するかを体験的に学ぶために、歯科診療補助に関する実習（「歯科診

療補助実習Ⅰ」「歯科診療補助実習Ⅱ」「歯科診療補助実習Ⅲ」）を、2 年

次前期・後期と 3 年次前期に配置した。また、医療面接や地域医療・保健・

福祉における多職種連携について学ぶために、3 年次前期に「医療コミュニ

ケ－ション」（1単位）と「医療・保健・福祉における連携」（1単位）を配

置した。歯科診療補助を歯科衛生士免許取得直後から適切に実施できるよう

に、知識・技術について確認、改善することを目的として、「口腔保健特論

演習Ⅲ」（2 単位）を 4 年次後期に配置した。 
 
 ・「臨地実習」群 

3 年次前期末までに修得した知識・技能・態度を基に、医療（歯科診療

所、病院）・保健（保健センター、保育所、小学校等）・福祉（介護福祉施

設、障害者福祉施設等）の現場で、歯科医師・歯科衛生士を中心とした専門

職の指導のもとに実習（歯科予防処置、歯科診療補助、歯科保健指導等）を

行うために、3 年次後期から 4 年次後期にかけて、臨地実習を 3 科目配置し

た。 
       実習施設の受け入れ時期・人数に制限があるため、学生全員が同じ時期に

同じ内容の実習をすることは難しいことから、複数の実習先に分かれて実習

を行う。 
       基本的に、3年次後期の「歯科衛生士臨地実習Ⅰ」（9単位）では歯科診療

所での実習を中心とし、4年次前期の「歯科衛生士臨地実習Ⅱ」（9単位）で

は病院、障害者施設、高齢者施設、保育園での実習を中心とした。また、4
年次後期の「歯科衛生士臨地実習Ⅲ」（2 単位）では、小児歯科・矯正歯科

や学校、保健センターでの実習を中心にした。特記すべき実習としては、医

科の訪問診療に同行し、訪問医療において歯科医師や歯科衛生士の果たす役

割について体験的に学ばせる実習を計画し、歯科診療所や病院での実習を経

験した後（4 年次後期）の「歯科衛生士臨地実習Ⅲ」の中に取り入れた。 
前述した実習を行うために充分な歯科診療所、病院、保育所、小学校、保

健センター、介護福祉施設、障害者福祉施設等を確保した。【資料 21】  
       

④ 選択必修科目 
選択必修科目については、「歯科衛生士養成所指導ガイドライン」【資料 13】

に、「各養成所において独自に編成し、職務の特性に鑑みた内容とする。」と記

載されていることから、本学科では以下の 8 科目を配置し、何れの科目も必修と

した。 
コミュニケーション能力を涵養するために、学部共通科目として 1 年次前期に

「コミュニケーション演習」を履修するが、この科目では「授業科目の概要」で

も記載しているように、「コミュニケーションをとることの本質的な意味を体験

学修させる」ことを重点に置いている。一方、1 年次の後期に「選択必修科目」

として開講する「ビジネスコミュニケーション演習」（1 単位）では、就業後に

必要となる種々の能力（ビジネスマナー、電話応対法、文書作成法等）を修得す

ることを目的としている。また「2. 学科の特色」でも記載したように、実務技能

検定協会が実施する検定試験に合格させることを一つの目標として授業を行うこ

とから、学生の学習意欲が向上し、教育効果が上がると考えている。 
「外国語科目」は、「学部共通科目」として 1 年次に 3 科目以上を履修する



が、これらの科目は一般的な英語能力を向上させるための授業である。「選択必

修科目」として 1 年次後期に開講する「歯科英会話」（1 単位）では、近年増加

傾向にある外国人患者に対応できる英会話力を身につけることを目的とした。 
また、一般的な患者ケアの基本を修得しておくことは医療者にとっては非常に

重要であることから、専門教育が本格化する 2 年次前期に「基礎看護学」（1 単

位）を配置した。 
他職種と連携し、口腔保健分野の専門職として国民に種々のサービスを提供す

るためには、論理的思考力や自ら問題を発見し解決に導く能力が必要である。こ

れらの能力を培うためには、自ら研究を行うことが極めて効果的であることか

ら、3 年次に「口腔保健学研究演習Ⅰ」「口腔保健学研究演習Ⅱ」（各 1 単位）

で研究を行うことを前提に、2 年次に科学英語論文の読解を中心とする「科学英

語演習Ⅰ」「科学英語演習Ⅱ」（各 1 単位）と、研究に関する基礎的な内容（研

究倫理や研究計画の立案等）を学ぶ「口腔保健学研究論」（1 単位）を配置し

た。保健医療学部の既存の 3 学科では、研究結果をまとめ、学内で発表会を開催

するとともに、毎年その成果をまとめている。口腔保健学科においても研究発表

会を行い、その成果をまとめさせる計画である。こうした一連の経験をとおし

て、研究の素養を涵養する。 
 
（3）口腔保健学科設置の趣旨・必要性・学科の特色等と授業科目との対応関係 

資料 11 を基に、本学科のディプロマポリシーと授業科目との対応について記載す

る。 
 

ア 幅広い教養と医療人として必要な高い倫理観・道徳心を身につける。 
「学部共通科目」の多くがこのポリシーに関係する。このポリシーに関係す

る科目を学ぶことにより、学科設置の必要性(5)に記載されている「人間性豊か

で幅広い視野を持った人材を育成すること」に繋がると考える。この素養を有

する歯科衛生士は、サービスを受ける国民のみならず、共に働く同僚や他職種

からも広く求められている。 
 

イ 歯科衛生士として必要な医療に関する基礎的知識及び社会人として様々な分野

で活用できる知識を身につける。 
「専門基礎科目」の大部分と、「学部共通科目」「専門科目」「選択必修科

目」の一部が、このポリシーに関係する。このポリシーに関係する科目を学ぶ

ことにより、学科設置の必要性(1)～(5)に記載した「歯科衛生士不足の解消」

「口腔機能管理における貢献」「科学的思考力の醸成」「基礎的研究力の獲

得」「人間性豊かで幅広い視野を持った人材の育成」に繋がると考える。ま

た、学科の特色「2-1 高度専門職業人の養成」の「（1）科学的思考力の醸成」

及び「（2）新しいニーズに対応した教育」にも繋がる。 
 

ウ 歯科衛生士として必要な専門的な医療知識及び技術を身につける。 
「専門科目」の多くがこのポリシーに関係する。このポリシーに関係する科

目を学ぶことにより、学科設置の必要性(1)～(4)に記載した「歯科衛生士不足の

解消」「口腔機能管理における貢献」「科学的思考力の醸成」「基礎的研究力

の獲得」に繋がると考える。 
また、学科の特色「2-1 高度専門職業人の養成」の「（1）科学的思考力の醸

成」及び「（2）新しいニーズに対応した教育」にも繋がる。 
 

エ 研究の素養を身につけ、自ら課題を発見し、解決策を見いだす力を養う。 



  「学部共通科目」の「情報処理演習Ⅰ」「情報処理演習Ⅱ」や「専門基礎科

目」の「歯科統計学・疫学演習」「医療情報処理」「選択必修科目」の「科学

英語演習Ⅰ」「科学英語演習Ⅱ」を基礎として、「口腔保健学研究論」「口腔

保健学研究演習Ⅰ」「口腔保健学研究演習Ⅱ」を履修することは、学科設置の

必要性(3)に記載した「科学的思考力の醸成」と学科の特色「2-1 高度専門職

業人の養成」の「（1）科学的思考力の醸成」に直接関係する。 
 

(4) 教養教育の実施方針と教育課程編成上の具体的工夫 
中央教育審議会答申「新しい時代における教養教育の在り方について（答申の要

旨）」の「大学における教養教育」に記載されている「教育理念・目的に基づく教養教

育カリキュラムの構築、教養教育の理念の教職員・学生への明確な提示」は、既存学科

で既にホームページ上で行われている。本学科でも同様に、ホームページ上で提示する

計画である。また「新入生に対する導入教育」は、全学科の学生を対象として 1 年次の

前期に開講される「基礎ゼミナール」で実施されており、本学科でも同様に実施する。 

科目履修時の詳細なガイダンス」は、毎年 4 月に学科毎に実施されており、本学科で

も同様に実施する。「新任教員等に対する研修」も、既存学科と同様に実施する計画で

ある。 
 

【資料 20】宝塚医療大学 指定規則との対比表 
  【資料 21】実習施設確保状況 
 
５. 教育方法、履修指導方法及び卒業要件  
 

5-1 授業方法等の設定   
学部共通科目では、既存の 3 学科と同じ授業科目を口腔保健学科の学生も共同で学

ぶことを基本とするが、一部の授業科目では、教育効果を考慮し、口腔保健学科単独

で授業を実施する計画である。専門基礎科目、専門科目及び選択必修科目については、

口腔保健学科単独で授業を実施する。 
口腔保健学科における授業の方法等についての詳細は、次のとおりである。 
 

(1) 授業の内容に応じた授業の方法について 
本学科における授業は、講義、演習、実技・実習及び臨地実習であり、対面型の授

業形態を基本とする。 
講義は、大学での授業 15 時間と自学自習 30 時間で 1 単位を認定することを標準と

する。 
演習は、教員が授業内容について解説した後に、学生に課題を課し、回答させる授

業形態を指し、30 時間の授業と 15 時間の自学自習で 1 単位を認定することを標準と

する。 
実技は、教員の指導の下、実際に技術の習得等を目的に活動する授業形態を指し、

30 時間の授業と 15 時間の自学自習で 1 単位を認定する。 
実習（臨地実習を含む）は、教員または実習施設指導者の指導の下に実習を行うこ

とに加えて、事前・事後の指導を含めた一連の活動を指し、45 時間の実習を以て 1 単

位を認定する。 
 

(2) 授業方法に応じた学生数 
講義、演習、実技及び実習の授業当たりの学生数は、原則として 1クラス 50人以下

とするが、教育効果があると考えられる場合は、一部の授業科目で、この人数を超え

て授業を実施することがある。また、演習、実技及び実習においては、充分な教育効



果が得られるように適宜教員数を増やす計画である。 
「口腔保健学研究演習Ⅰ」「口腔保健学研究演習Ⅱ」については、研究や実験、発

表を実際に体験し、研究の素養を身につけることを主眼とした授業科目であることか

ら、1 グループ 10 人程度の学生に 1 人の教員を配置する。 
臨地実習については、1 グループ 2 人を基本とし、実習施設の受け入れ可能人数に

応じてグループ数を増やす計画である。 
 

(3) 配当年次について 【資料 11】 
   学部共通科目は、全 28 科目を 1 年次に配置した。 

専門基礎科目は 17 科目を配置し、1 年次には、①全身と口腔の構造と機能、②疾病

とその回復、③地域歯科保健の基礎に関する授業科目（11 科目）を配置した。2 年次

には、地域歯科保健と全身疾患に関する授業科目を 5 科目配置した。3 年次には、福

祉に関する授業科目を 1 科目配置した。 
専門科目には 39 科目を配置した。1 年次には概論を含めて基本となる臨床歯科医学

科目を配置し、2 年次には種々の臨床歯科医学科目と、歯科衛生士の三大業務である

歯科予防処置、歯科診療補助、歯科保健指導の基本について学ぶ講義・演習・実習科

目を配置した。3 年次には、歯科衛生士の三大業務に関する専門的、実践的な講義・

実習科目を配置した。4 年次前期には、臨地実習で修得不充分と感じた知識・技術に

ついて復習するとともに、臨地実習で必要とされる新しい知識・技術について修得す

るために「臨床口腔保健応用医学演習」を配置した。4年次後期には、4年前期までの

学びを総復習するとともに、実践的な知識・技術を修得し、就業直後から業務を円滑

に行えるように、歯科衛生士の三大業務に関する内容を中心とした「口腔保健学特論

演習Ⅰ」「口腔保健学特論演習Ⅱ」「口腔保健学特論演習Ⅲ」を配置した。 
研究の素養を涵養するために、1 年次に英語に関する授業を 4 科目以上履修させ、2

年次に開講する「科学英語演習Ⅰ」「科学英語演習Ⅱ」を円滑に履修できるように配

慮した。2 年次後期の「口腔保健学研究論」では、博士号を有する教員から、口腔保

健学及び歯学研究のテーマや研究計画について学び、3 年次前期・後期に開講される

「口腔保健学研究演習Ⅰ」と「口腔保健学研究演習Ⅱ」で、学生自身が研究を円滑に

実施できるように計画した。なお、学生が研究に打ち込めるように、国家試験の準備

等で忙しい 4 年次ではなく、3 年次後期に研究を終了するように配慮した。 
 

以上のとおり、口腔保健学科に設置される授業科目は、授業の内容を勘案し適切に各

年次に配当されている。 
 

5-2 履修指導方法 CAP 制、GPA 制度 
   (1) クラス担任制と個別指導 

本学科では、各学年を 2 クラスに分け、各クラスに担任を配置する。担任は、各年

度におけるクラスの運営に関して責任を持って担当し、学生の教務上の問題や生活上

の問題等について相談、指導を行い、それぞれの問題の解決に努める。また、学期毎

に個別面談を実施し、学習の進捗状況や生活の状況等について確認する。なお、同学

年のクラス担任は緊密に連絡を取ることにより、クラス間で学生指導方針に差異が生

じないように心がける。また、学生の多様性を考えると 1 人の担任が担当クラス全員

の指導を行うことが難しい状況も生じ得ることから、両担任が互いに協力することに

より、個々の学生に即してより適切な学生指導を行うこととする。 
成績不良や欠席が多い場合には、保護者に連絡を取り、必要に応じて保護者も交え

た面談を実施する。また、学科内で共有すべき情報がある場合は、学科会議等で情報

を共有し協議する。また、学生指導の方法、内容については、学科会議等で協議し、

適切な対応を行うように充分配慮する。 



   
（2) オリエンテーションの実施 

   毎学期の開始前に、全ての学生を対象としたオリエンテーションを実施する。 
オリエンテーションでは、事務局から連絡事項を伝達した後に、教員から当該学期

の予定、学習に関する注意事項（履修登録を含む）、学生生活等について学年毎に説

明する。 
学年暦の確認や適切な履修登録指導等について丁寧なオリエンテーションを行うこ

とにより、大学生活を円滑に行えるように配慮する。 
 

(3) オフィスアワーの活用 
専任教員は勤務時間内にオフィスアワーを設け、学生が研究室等を訪れた際には適

切な指導や助言を行う。学生が最高の学びを実現できるように、事前事後学習の指導

や、レポート作成の指導等を適宜実施する。 
なお、オフィスアワーの実施曜日、時間、場所については、全授業科目のシラバス

と教員の研究室に明記することにより、学生に周知する。 
 

(4) CAP 制の実施 
オリエンテーションや学生便覧などをとおして、大学での学習は授業中だけでは

なく、自学自習の時間を含めたものであることを折に触れて説明する。その上で、

学生が課外活動等にも積極的に参加できるように、教育課程や時間割が学生にとっ

て過重な負担とならないように配慮した。また、履修登録単位数に一定の上限を設

け、学生が自学自習を行う時間を確保できるように CAP 制を導入した【資料 22】。 
CAP 制についてはオリエンテーション時に十分説明するとともに、教務システム

上で履修登録する際に、CAP 制の上限を超えて履修登録が出来ないようにシステム

を設定する。 
本学科の履修モデル（半期 24 単位を上限）【資料 23】に従い全授業枠（コマ）数

に対する履修枠数を確認したところ、１年次では空き枠が見られ、学生への過重な

負担は生じないと考えられる。2 年次以降は全科目が必修であり、特に 2・3 年次で

は実習の枠数が多いが、余裕を持って全ての授業を受けられるように配慮した。以

上より、各学期の履修登録の上限は、既存の学科と同様に 24 単位とし、年間の履修

登録の上限は 48 単位とした。 
 

(5) GPA 制度の実施 
授業科目の成績評価は、アセスメントポリシーに基づいて各担当教員が責任を持

って行う。成績評価の具体的な方法は、各授業科目のシラバスに記載する。 

成績評価は優、良、可を合格、不可を不合格、出席時間が規定に満たない場合を

放棄とする。また、各成績は評点に基づいて決める。 
以上の成績評価に加えて、GPA（グレードポイントアベレージ）制度を導入する

【資料 22】。GPA によって当該年度の学習の進捗を確認できるように、学生及び保

護者に対して毎年度通知する。 
    本学における評価と評点、グレードポイントの対応は次表のとおりである。 
 
     （表２）GPA（グレードポイントアベレージ）制度 

評価 評点 グレードポイント 

優 90 点以上 4.0 
80 点以上 90 点未満 3.0 

良 70 点以上 80 点未満 2.0 
可 60 点以上 70 点未満 1.0 



不可 60 点未満 0.0 
放棄 出席時間が規定の時間に満たない場合 0.0 

     
GPA は、学生及び保護者へ通知され、客観的な学修成果の把握に活用されるほか、

学内においては、成績優秀者に対する奨学生の選考に用いる。GPA が 1.5 以下の学

生に対しては教育指導を行い、GPA 1.0 未満の学生に対しては、本人に対する進路

選択を含めた教育指導を行うとともに保護者との面談を行うことがある。 
GPA を活用した教育指導は、継続的に実施するクラス担任によるセメスター毎の

個別面談やオフィスアワーでの指導を前提として実施する。少人数クラスであるこ

とと、担任制の強みを活かし、平素から丁寧な相談、指導を行うことを原則とし、

学修成果の判断基準の一つとして GPA を活用する。 
 

5-3 卒業要件  
口腔保健学科における卒業に必要な単位数は 124 単位であり、卒業に必要な科目区

分別の単位数は次表のとおりである。学部共通科目では、学生が関心を持つ授業科目

を受講できるように、選択科目を 15単位とした。しかし、専門基礎科目、専門科目、

選択必修科目として開講する全ての授業科目が、歯科衛生士の養成に重要な科目であ

るとともに、CAP 制を設け授業枠が限られていることもあり、これらの科目群の全て

の授業を必修とした。 
    
    （表３）卒業に必要な単位数 

学 科 科 目 必 修 選 択 合 計 

口腔保健学科 

学部共通科目 6 単位 15 単位 21 単位 
専門基礎科目 24 単位 0 単位 24 単位 
専門科目 71 単位 0 単位 71 単位 
選択必修科目 8 単位 0 単位 8 単位 

合 計 109 単位 15 単位 124 単位 
 
  【資料 22】教務規定（CAP 制・GAP 制） 
  【資料 23】履修モデル 
 
６. 多様なメディアを高度に利用して、授業を教室以外の場所で履修させる場合の具体的

計画 
 

6-1 実施場所、実施方法及び学則における規定等 
(1) 実施の目的 
本学科では、対面授業を基本としているが、学生の学修機会を確保するために、以

下の場合には、インターネットを利用した「オンライン授業」を実施することがある。 
① 感染症の拡大や災害のため、充分な対策を講じたとしても対面授業の実施が困

難な場合 
② 1 年次に宝塚キャンパスで開講された科目が「不可」となり 2 年次以降に再履

修する場合で、時間割上対面授業を履修できない場合。 
 

(2) 実施場所 
   オンライン授業の実施場所は、本学の教室及び教員研究室とする。 

上記①の場合、学生は、原則として自宅等において授業を履修する。インターネッ

ト接続環境に不安がある者、機器の故障等によって一時的にオンライン授業の受講が



困難な者等については、本学の図書館・図書室及び情報処理室で受講する。

上記②の場合、学生は、原則として本学の教室等において授業を履修する。

(3) 実施方法

オンライン授業は、Google Meet を利用し配信する。オンライン授業は同時かつ双

方向に行うことを基本とする（平成 13 年文部科学省告示第 51 号の一）が、「平成 13
年文部科学省告示第 51号の二」を満たす場合には、オンデマンド型の授業を実施する

こともある。

基本的には、授業担当者が、Google Meet を利用して質疑応答、設問解答、添削指

導等の指導を同時に行う。しかし、同時の指導が困難な場合には、①指導補助者が教

室等以外の場所において対面で、または、②授業担当者または指導補助者がインター

ネット等を利用して指導する。

(4) 機器の整備計画

オンライン授業の実施に必要な機器（カメラ、マイク、スピーカー、ヘッドセット

等）は、既に宝塚キャンパスに整備されているが、大阪中津キャンパスにも同様の機

器を整備する。

(5) 学則での規定

オンライン授業について、本学学則では以下のように規定している。

【学則抜粋】

第 25条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこ

れらの併用により行うものとする｡

2 前項の授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以

外の場所で履修させることができる。

3 第 1項の授業は、外国において履修させることができる。なお、前項の規定に

より、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を外国において履修させる

ことができる。

4 第 1項の授業の一部を、本学の校舎及び附属施設以外の場所で行うことができ

る。

７. 実習の具体的計画

7-1 臨地実習の目的

(1) 臨地実習の基本方針

臨地実習は、3 年次前期終了までに所定の単位を修得し、ディプロマポリシーに記

載されたア.幅広い教養と医療人として必要な高い倫理観・道徳心、イ.歯科衛生士と

して必要な医療に関する基礎的知識及び社会人として様々な分野で活躍できる知識、

ウ歯科衛生士として必要な専門的な医療知識及び技術、エ研究の素養及び自ら課題を

発見し解決策を見いだす力を、学内教育の範囲内で身につけた学生が履修する。

臨地実習では、実践の場に学生が身を置き、そこで求められる知識・技術・態度に

ついて学修する。医療職養成課程の学生においては、自ら経験することにより学びの

幅が大きく拡がると考えられることから、多様な場で実習させる。また、本実習にお

ける指導は、本学科の実習担当教員と実習施設の指導者とが連絡・連携を密に取りな

がら実施する。成績は、実習指導者の意見を参考にして実習担当教員が評価した後に、

臨地実習委員会に諮り承認を得る。



(2) 臨地実習の目的   
本学科のディプロマポリシーを基として、臨地実習の目的を以下のように定めた。 
① 医療人として必要な高い倫理観・道徳心を身につける。 
② 社会人として様々な分野で活躍できる知識・技術を身につける。 
③ 歯科衛生士として必要な専門的な医療知識及び技術を身につける。 
④ 研究の課題を発見するとともに、解決に繋がる知識を身につける。 

 
7-2  実習先の確保の状況、遠隔実習先までの移動方法への配慮等 
  臨地実習先として、歯科診療所（71 施設）、医科診療所（3 施設）、総合病院（14
施設）、歯学部または歯科大学附属病院（2施設）、保健センター（1施設）、保育所

（2 施設）、小学校（4 施設）、高齢者施設（2 施設）、障害者施設（1 施設）を実習

先として確保した。【資料 24】実習施設の 73%が、2-4 年次の教育を行う大阪中津キ

ャンパスがある大阪府にあり、兵庫県 16%、京都府 5%、奈良県４%、和歌山県 1%と

なっている。【資料 21】 
   「大阪中津キャンパス」から実習施設への移動に、公共交通機関で 90分以上を要す

る施設は 1 施設（和歌山県立医科大学：所要時間 106 分）のみであり、当該施設は、

居住地域が施設に近い大阪府南部等の学生の臨地実習先とする計画である。 
  以上のように、学生の居住地から実習先までの移動時間を可能な範囲で考慮し実習

先を決めることにより、移動に伴う学生への負担を軽減できることから、特別な配慮

が必要なケースは少ないと考えている。もし仮に、移動時間が片道 90分を大きく超え

る場合には、実習時間数の確保に支障のない範囲内で実習開始時刻を 30 分から 1 時
間程度繰り下げる措置を講じる。さらに、居住地が遠方で時間の繰下げ措置を行って

もなお移動の負担が大きく特別の配慮が必要であると認められる学生に対しては、実

習施設に近いウィークリーマンションやビジネスホテル等に宿泊させることにより移

動の負担を軽減する。なお、宿泊費用は大学で負担する。 
 
7-3 実習先との契約内容 

実習先との契約に関して、施設使用の承諾については、実習先に各実習の内容・目

的等を説明し理解を得た上で、承諾書を以て承諾の意思を確認した。 
実習の依頼に当たっては、毎年契約書を取り交わし、本学と実習施設間で意思の確

認を明確にする。契約書には、学生の負傷等に関する事項、損害賠償に関する事項、

秘密の保持に関する事項を盛り込み、契約時にその内容を確認する。また、後述する

臨地実習指導者会議等で、これらの内容について各施設の実習指導者に対して詳細に

説明し、あらかじめ理解を得る。 
学生に対しては、本人の同意を得た上で「臨地実習に関する誓約書」および「実習

施設における臨地実習の誠実な履行、並びに個人情報及び実習施設の法人機密情報の

保護に関する誓約書」の提出を求め、事故の防止及び情報保護について十分理解させ

るとともに、必要に応じて実習施設へ情報の提供等を行う。また、その他の事項に関

しては、当該実習先の定めるところに従い、必要に応じて契約を締結する。契約事項

変更の必要が生じた場合には、変更内容について充分理解した上で、新たに契約を締

結する。なお、契約の項目は次のとおりである。 
 

   〈実習委託の内容〉 
    1.  実習生数 
    2.  実習の内容 
    3.  実習期間 
    4.  実習生の遵守事項 
    5.  実習生の健康状態および各種抗体検査の実施状況 



    6.  実習中の事故および疾病の取り扱い 
    7.  個人情報・機密情報の保護 
    8.  損害保険の加入情報 
    9.  その他必要な事項 
 

上記の委託項目については、実習要綱への記載等により学生、本学科教員ならびに実

習指導者に周知する。学生に対しては、個人情報・機密情報の保護、感染防止対策や事

故防止に関する留意事項を実習開始前のオリエンテーションで周知し、確実に遵守させ

る。 
 

7-4 実習水準の確保の方策  
(1) 実習の具体的な内容 
① 「歯科衛生士臨地実習Ⅰ」の概要 

3 年次後期に実施する。一般歯科診療所において、歯科衛生士学生の実習に理

解と同意が得られた患者を対象とし、一般歯科診療所の臨床現場における各医療

職の業務とその役割や医療における歯科衛生士の役割を学ぶ。また、医療人とし

ての倫理観、コミュニケーション、接遇について学ぶ。 
 

② 「歯科衛生士臨地実習Ⅱ」の概要 
     4 年次前期に実施する。歯科衛生士学生の実習に理解と同意が得られた患者を

対象とし、病院歯科・歯科口腔外科、歯学部及び歯科大学附属病院、高齢者福祉

施設、障害者施設、保育園において実習を行う。 
ア. 病院歯科・歯科口腔外科 

臨床現場における各医療職の業務とその役割、医療における歯科衛生士の

役割を学ぶ。また、医療人としての倫理観、コミュニケーション、接遇につ

いて学ぶ。 
イ. 歯学部及び歯科大学附属病院 

各診療科における各医療職の業務とその役割、医療における歯科衛生士の

役割を学ぶ。また、医療人としての倫理観、コミュニケーション、接遇につ

いて学ぶ。 
ウ. 高齢者福祉施設 

要介護高齢者の福祉サービス、福祉用具等福祉に必要な知識と技能を入居  

者の生活の場面や他職種の接し方から学ぶ。また、社会人としてふさわしい

言葉使いや態度を学ぶ。 
エ. 障害者施設 

障害児者が利用している福祉サービスや福祉用具等を学ぶとともに、他職

種の場面に応じた対象者への接し方、声掛けや連携のとり方を学ぶ。また、

社会人としてふさわしい言葉使いや態度を学ぶ。 
オ. 保育園 

歯科衛生士が健康教育の場での指導を対象者の理解度・行動力・実践力を

ふまえた上で提案できる知識、技術を学び、保育園児を対象とした集団およ

び個別の歯科保健指導案を作成する。また、保育士や職員の園児とのかかわ

り方を学ぶ。 
 

③ 「歯科衛生士臨地実習Ⅲ」の概要 
4 年次後期に実施する。歯科衛生士学生の実習に理解と同意が得られた患者を

対象とし、在宅医療、保健センター、小学校、専門性（小児歯科、矯正歯科、障

害者歯科）に特化した歯科医療機関において実習を行う。また、学生自身が目指



す歯科衛生士像を意識し，各分野において歯科衛生士の果たす役割について学ぶ。 
ア. 在宅医療 

医師による在宅医療の現場を見学し、終末期における在宅患者の生活環

境、接し方、多職種の連携のとり方と各職種の役割を学ぶ。また、社会人と

してふさわしい言葉使いや態度などを学ぶ。 
イ. 保健センター 

歯科衛生士が公衆衛生の場で必要とする知識・技術の活用方法や活動につ

いて学ぶ。実習前に学修した内容を、地域歯科保健の場で状況に合わせ適切

に対応、実践する応用の過程を学ぶ。 
ウ. 小学校 

健康教育に必要な知識、技術を学び、ライフステージに応じた問題提起と

改善策の提案ができ、対象者の理解度、行動力、実践力を踏まえた歯科保健

指導方法を学ぶ。 
担任教諭や養護教諭の児童とのかかわり方や教諭間の連携について学ぶ。 

エ. 専門性（小児歯科、矯正歯科）に特化した歯科診療所 
歯科衛生士の役割を学ぶとともに、専門科目での学修を基に、臨床現場で

の症例の見学をとおして、術式や使用器具・器材、患者への対応方法、患者

個々に応じた口腔衛生管理方法を学ぶ。 
 

(2) 一定水準の確保の方策 
臨地実習における学修の水準を確保するために、以下の方策を講じる。 
① 「臨地実習の手引き」の作成・配布 

     学生、教員および実習指導者（実習施設）に「臨地実習の手引き」を配布し、

臨地実習の目的・目標、実習方法、実習内容、個人情報・機密情報の保護、感染

防止対策や事故防止に関する注意事項等を事前に共有することで、実習水準確保

の一助とする。また、学生には、臨地実習中常に「臨地実習の手引き」を携帯さ

せる。なお、「臨地実習の手引き」は、「歯科衛生学教育コア・カリキュラム―
教育内容ガイドライン―2018 年度改訂版（一般社団法人 全国歯科衛生士教育協

議会）」【資料 14】を参考に作成した。 
 

② 一定水準の確保のための具体的な到達基準の設定 
ア. 「歯科衛生士臨地実習Ⅰ」の到達目標 

a. 歯科診療所の特徴について理解できる 
b. 医療安全管理の重要性とその方法について理解できる 
c. 臨床現場で行われている歯科診療の流れ、術式、診療補助、保健指導につ

いて理解できる 
d. 口腔衛生管理・口腔機能管理の概要について理解できる 
e. 守秘義務遵守の意義と方法について理解できる 
 

 イ. 「歯科衛生士臨地実習Ⅱ」の到達目標 
    1）病院歯科・歯科口腔外科 

a.  総合病院の特徴について理解できる 
b.  医療安全管理の重要性とその方法について理解できる 
c.  臨床現場で行われている歯科診療の流れ、術式、診療補助、保健指導につ

いて理解できる 
d.  口腔衛生管理・口腔機能管理の概要について理解できる 
e.  守秘義務遵守の意義と方法について理解できる 
 



2）歯学部及び歯科大学附属病院 
a.   歯科部附属病院の特徴について理解できる． 
b.   診療科の特殊性に沿った医療安全管理の注意点と重要性について理解でき

る 
c.   臨床現場で行われている専門的でかつ高度な歯科診療の流れ、術式、診療

補助、保健指導について理解できる 
d.  当該の歯科診療科の特殊性に沿った口腔衛生管理・口腔機能管理の概要に

ついて理解できる 
e.   守秘義務遵守の意義と方法について理解できる 
 

3）高齢者福祉施設 
a.   地域社会における高齢者福祉施設のあり方について理解できる 
b.   要介護高齢者および家族の人権・人格を尊重した対応を理解できる 
c.   各ライフステージにおける要介護高齢者の日常生活を理解できる 
d.  各ライフステージにおける要介護高齢者がかかえる心身の機能障害および

服薬の内容を理解できる 
e.  各ライフステージにおける要介護高齢者の口腔の問題と改善策を理解でき    

る 
4）障害者施設 

a.  地域社会における障害児者施設のあり方について理解できる 
b.  障害児者および家族の人権・人格を尊重した対応を理解できる 
c.  各ライフステージにおける障害児者の日常生活を理解できる 
d.  各ライフステージにおける障害児者がかかえる心身の機能障害および服薬

の内容を理解できる 
e.  各ライフステージにおける障害児者の口腔の問題と改善策を理解できる 
 

    5）保育園 
a.  各対象者の口腔保健の実態を把握できる 
b.  各対象者の心身の発達を理解できる 
c.   対象者の各ライフステージにおける成長および発達について理解できる 
d.  対象者の各ライフステージにおける口腔の問題とその改善策を把握できる 
e.  地域歯科保健事業における健康教育ができる 
 

ウ. 「歯科衛生士臨地実習Ⅲ」の到達目標 
1）在宅医療 

a. 地域社会における在宅医療のあり方について理解できる 
b. 在宅患者および家族の人権・人格を尊重した対応を理解できる 
c. 各ライフステージにおける在宅患者の日常生活を理解できる 
d. 各ライフステージにおける在宅患者がかかえる心身の機能障害および服薬

の内容を理解できる 
e. 各ライフステージにおける在宅患者の口腔の問題と改善策を理解できる 
f. 在宅医療の見学を通して，在宅患者の終末期について理解できる 
 

2）保健センター 
a. 公衆衛生の場である保健センターの役割について理解できる 
b. 保健センターに従事する歯科衛生士の役割について理解できる 
c. 地域保健の基本的な進め方を理解できる 
d. 地域住民の健康を支援する歯科衛生士の必要性を理解できる 



e. 保健センターに従事する他の職種との連携を理解できる 
f. 各ライフステージで過ごしている地域住民に対する適切な歯科保健指導の

要点を理解できる 
 

    3）小学校 
a. 対象者の口腔保健の実態を把握できる 
b. 対象者の各ライフステージにおける口腔の問題とその改善策を把握できる 
c. 地域歯科保健事業における歯科衛生士の役割を説明できる 
d. 地域歯科保健事業における健康教育ができる 

       
4）専門性（小児歯科、矯正歯科）に特化した歯科診療所 

a. 専門性に特化した歯科医療機関の特徴について理解できる 
b. 専門性に特化した歯科医療機関における医療安全管理の重要性とその方法

について理解できる 
c. 臨床現場で行われている歯科診療の流れ、術式、診療補助、保健指導につ

いて理解できる 
d. 患者個々に応じた口腔衛生管理・口腔機能管理の概要について理解できる 
e. 守秘義務遵守の意義と方法について理解できる 

 
③ 一定水準確保のための学生への指導及び補充授業 

     臨地実習指導者と連絡を密に取ることにより学生の実習態度や実習での学びに

問題があると判断された場合には、実習担当教員が学生に対して適宜指導を行う

とともに、到達目標に達するように必要に応じて正課外に補充授業を行う。 
 
（3） 臨地実習実施体制 

臨地実習を円滑に実施し、一定の水準を確保するために、臨地実習委員会を本学科

内に設置する。 
 

① 臨地実習委員会 
本会は、本学科の教員で構成され、学科長を本会の委員長とする。また、臨地

実習の目的を円滑に達成できるように、委員長の下に臨地実習責任者と副責任者

を置く。 
本委員会は、臨地実習に係る下記の事項について協議、決定、実行する。 

1  臨地実習計画の立案  
2  臨地実習計画に基づく実習施設の決定 
3  臨地実習の内容、指導方法等の検討 
4  巡回指導計画の作成 
5  臨地実習前学内オリエンテーションの実施 
6  臨地実習指導者への学生に関する事前連絡 
7  臨地実習中に生じた問題への対応、実習指導者との連絡調整 
8  臨地実習先巡回訪問指導方法の検討 
9  臨地実習後の学生指導方法の検討 
10   臨地実習成績の評価方法の検討 

 
② 臨地実習指導者会議の開催 

歯科臨床経験を有する専任教員からなる「実習担当教員」と、「歯科衛生士指

導ガイドライン」の第八「実習施設に関する事項」の 2【資料 13】に記載された

要件を満たす各施設の「実習指導者」とが参加する臨地実習指導者会議を、毎年



3 月に大学またはオンラインで開催する。会議では、「臨地実習の手引き」（案）

【資料 25】等に基づき実習の到達目標等を共有することにより、臨地実習におけ

る一定水準確保の一助とする。 
 

③ 臨地実習指導者研修会の開催 
前述した臨地実習指導者会議に併せて実習指導者研修会を開催し、歯科衛生士

学生の実習指導に際して実習指導者が修得しておくべき知識・技術等に関する研

修を実施することにより、実習指導者の資質の向上を図る。 
  

7-5 臨地実習先との連携体制 
（1）臨地実習指導者会議の開催 

毎年 3 月に臨地実習施設の実習担当者を大学に招いて、またはオンラインで臨地

実習指導者会議を開催する。当該会議においては、全ての実習施設に配布する「臨

地実習の手引き」（案）【資料 25】等に基づき、①実習の意義と目的、②到達目標、

③指導内容、④指導計画、⑤成績評価、⑥全ての学生が加入している保険の内容、

⑦緊急時の連絡方法等について説明すると共に、大学と実習施設とが忌憚ない意見

の交換を行い、円滑な実習の実施に向けて共通の理解を深める。 
臨地実習期間中は、実習指導者に本学の実習担当教員の連絡先（メールアドレス

および大学から貸与された携帯電話番号）を事前に周知しておき、緊急時には速や

かに連携が取れる体制を整える。必要時には、実習担当教員が直ちに実習施設を訪

問し対応する。なお、連絡体制については、実習の手引きに記載し周知する。また、

実習期間中は、各施設を担当する教員が適宜実習施設を巡回する。 
学生は、実習期間中毎日「実習の記録」を施設の実習指導者に提出することから、

実習指導者がその内容を確認することにより学生が有する問題点を確認し、実習担

当教員と共有することにより解決・改善に努める。 
(2) 実習期間中の学生との連絡・指導体制 

実習に参加する学生に対しては、あらかじめ本学の臨地実習担当教員の連絡先（メ

ールアドレスおよび大学から貸与された携帯電話番号）を周知し、随時担当教員に連

絡、相談ができる体制を整える。問題および事故等が発生した場合は、臨地実習委員

会を中心に対応を協議し、学生指導、実習施設訪問ならびに保護者への連絡等を速や

かに行う。 
 

7-6 実習前の準備状況（感染予防対策、保険加入等） 
   学生のケガ・感染症の罹患、実習先での事故に対応するために、本学では在学生全

員が日本看護学校協議会共済会の「Will 傷害保険」【資料 26】に加入する。 
１年次後期に、3 年生が履修する「歯科保健指導実習Ⅳ」で患者役として協力する

ことから、入学後すぐに B 型肝炎、風疹、麻疹、水痘、流行性耳下腺炎の抗体検査を

実施し、低抗体値の学生には必要性を説明しワクチンを接種させることを原則とする。 
また、臨地実習に先立ちオリエンテーションを実施し、実習の手引き等を用いて実

習の意義や目的について説明するとともに、社会の一員として実践の場に臨むことか

ら、学生であっても種々の責任が生じることを理解させる。その上で、実習先での態

度、マナーや事故の防止、秘密の保持（SNS の利用に関する留意事項を含む。）等に

ついて指導を行う。 
 

7-7 事前事後における指導計画 
(1) 事前指導 
実習に先立ち、学生が実習を受けるに相応しい知識・技術・能力を修得しているこ

とを正課外で確認する。求める基準に達していない学生には補充授業を行い、基準を



満たすように指導する。 
臨地実習を行うに当たり、事前の実習説明会を開催し、オリエンテーションを行う。

説明会では次の内容について説明する。 
1 実習に臨むにあたっての心構え 
2 実習に必要な物品等 
3 実習に必要な書類と、その手続き 
4 実習における出席、提出物、成績評価等 
5 実習施設や大学教員との連絡時期や連絡方法 
6 実習が施設およびその職員、そして患者の好意によって始めて実施できること 
 

(2) 事後指導 
「7-4 実習水準の確保の方策」の項で述べたが、臨地実習指導者と連絡を密に取る

ことにより学生の実習態度や実習での学びに問題があると判断された場合には、本学

科の教員が学生に対して適宜指導を行うとともに、到達目標に達するように必要に応

じて正課外に補充授業を行う。 
学生全員が同じ施設で実習を行うことが難しいことから、実習内容に差異が生じ 

る可能性がある。これを是正するために、「歯科衛生士臨地実習Ⅰ」「歯科衛生士臨

地実習Ⅱ」「歯科衛生士臨地実習Ⅲ」の終了後または実習期間中に、各学生が実習で

学修した内容について発表することにより、異なった施設での学びを同じ学年の学生

全員が共有できる実習報告会を設ける。なお、実習報告会の資料作成及び発表準備等

については、実習担当教員が実習指導者の意見を参考にして指導する。 
 

7-8 教員および助手の配置ならびに巡回指導計画 
   歯科臨床経験を有する専任教員 10名を実習担当教員として配置する。なお、臨地実

習全体を掌握する教員として、臨地実習責任者と副責任者を置く。基本的に実習担当

教員の専門性を基に割り振られた実習施設を各実習担当教員が巡回指導するが、急を

要する場合には担当外の施設についても当日巡回当番の実習担当教員が指導する。な

お、実習施設への移動手段は基本的に公共交通機関とするが、教員の負担を軽減する

ためにタクシー等も併用する。 
   資料 27に示す如く、実習担当教員全員が講義と臨地実習を同時期に担当することに

なるため、当該日に講義がない実習担当教員が巡回指導を行う。 
「7-2 実習先の確保の状況、遠隔実習先までの移動方法への配慮等」の項でも記載 

したように、「大阪中津キャンパス」から実習施設への移動に、公共交通機関で 90分

以上を要する施設は 1 施設（和歌山県立医科大学：所要時間 106 分）のみである。こ

の施設の巡回指導は大阪府南部に居住する実習担当教員が行うことから、特別な配慮

は必要としない。 
 

7-9 臨地実習施設における指導者の配置計画 
本学科の臨地実習では、「実習に係る職業分野に関する高い見識及び十分な実務経

験を有し、実習指導に当たって必要な能力を有している」実習指導者として、「歯科

衛生士指導ガイドライン」の第八「実習施設に関する事項」の 2【資料 13】に記載さ

れた要件を満たす者に依頼した。 
また「7-5 臨地実習先との連携体制」の項でも記載したように、毎年 3 月に臨地実 

習施設の実習担当者を大学に招いて、またはオンラインで臨地実習指導者会議を開催

し、「臨地実習の手引き」（案）【資料 25】等に基づき、実習の到達目標等を共有す

る。さらに、実習指導者研修会を開催し、実習指導者の資質の向上を図る。 
本実習では、実習指導者 1 人につき学生 2 人配置することを標準とする旨を実習施 

設に伝えた上で、実習先の都合を聴取し学生の配置人数を決定した。 



    
7-10 成績評価体制及び単位認定方法 

(1) 成績評価 
何れの臨地実習科目においても、まず実習施設ごとに割り振られた実習担当教員が、

実習指導者の意見を参考にして各施設での成績を評価した後に、複数の実習施設での

評価をまとめて総合的に評価する。 
 
① 各実習施設における評価 

     以下の項目（実習目標への到達度、実習態度、協調性、積極性及び実習の記録

や課題レポート）について、実習担当教員が実習指導者の意見を参考に評価する。 
評価の項目については、表 4 に基づいて行う。 
 

（表 4）実習の評価 
評点 項目別評価点 

90％以上 4.0 
80％以上 90％未満 3.0 
70％以上 80％未満 2.0 
60％以上 70％未満 1.0 
60％未満 0.0 

 
   ② 各臨地実習科目の評価 
    各実習施設における評価を実習日数に応じて比重を付けて評価した後に、合計点

の満点に対する割合（％）を算出し、各科目の評点とする。表２に従い評点を基に

して評価した結果を臨地実習委員会に諮り、承認を得る。なお、出席時間が規定の

時間に満たない場合は、「放棄」と評価する。 
 
    （表 2）GPA（グレートポイントアベレージ）制度 

評価 評点 グレードポイント 

優 90％以上 4.0 
80％以上 90％未満 3.0 

良 70％以上 80％未満 2.0 
可 60％以上 70％未満 1.0 
不可 60％未満 0.0 
放棄 出席時間が規定の時間に満たない場合 0.0 

 
(2) 単位認定方法 
宝塚医療大学教務規定【資料 22】の第 11 条に基づき、評価が「可」以上の授業科目

に対して、所定の単位を認定する。 
 
  【資料 24】実習施設使用承諾書 
  【資料 25】「臨地実習の手引き」（案） 
  【資料 26】Will 傷害保険 
  【資料 27】時間割案 

 
 
８. 取得可能な資格 
  4 年以上在学し、所定の単位を修得して卒業が認定された者は、学士（口腔保健学）

の学位が授与され、同時に「歯科衛生士国家試験の受験資格」を得ることができる。 



 
９. 入学者選抜の概要 

9-1 入学者受け入れの方針(アドミッションポリシー) 
(1) 大学全体のアドミッションポリシー 
 本学が求める学生像と受け入れの基本方針を以下に示す。 

① 思いやりと優しさを備え、協調性に富む人。 
② 健康の維持・増進に強い関心があり、何事にも意欲的に取り組む姿勢のある

人。 
③ 医療専門職業人として健康な社会の形成や発展に貢献したい人。 
④ 基礎的な学力とコミュニケーション能力を持っている人。 
⑤ 自主的に学ぶ姿勢と、論理的で柔軟な思考能力を持つ人。 
 

 (2) 保健医療学部口腔保健学科のアドミッションポリシー 
  本学科が求める学生像と受け入れの基本方針を以下に示す。 

① 口腔保健について強い関心を持ち、学士課程教育を受けるために必要な基礎学

力を備えている人。 
② 豊かな人間性とコミュニケーション能力を有し、多様な人々と協働できる人。 
③ 論理的思考能力と問題解決能力を育み、新しい課題に意欲的にチャレンジしよ

うとする人。 
④ 歯科医療専門職として、国民の健康増進に貢献しようとする強い意欲を持った 

人。 
 

9-2 入学者選抜について 
上記のポリシーに沿って入学者を確保するために、多様な選抜方法により入学試験

を行う。具体的には、「総合型選抜」「学校推薦型選抜」「一般選抜」「社会人入学

試験」とする。各選抜方式においてディプロマポリシーとアドミッションポリシーに

定める内容を踏まえて、歯科衛生士への関心、意欲、求められる適性や基礎学力をよ

り的確に審査する観点から、面接、教科試験、小論文などの試験を実施するが、いず

れの方法においても書類審査（調査書・志望理由書・活動報告書）の内容も含めて総

合的に判定する。各入試区分の合否判定については、入学試験委員会で選抜方法ごと

に定められた合否判定会議用資料を作成し、教授会にて審議検討した上で合否を決定

する。 
 
(1) 選抜方法 
① 総合型選抜 

オープンキャンパス等での総合型選抜事前説明会の受講を出願要件とする。当

該説明会においてアドミッションポリシーを十分に周知させ、基礎能力試験によ

り主として「知識」、面接・書類審査により「思考力・判断力・表現力」「豊か

な人間性を持って多様な人々と協働する意欲」を評価する。 
ア. 総合型選抜（AO 基礎能力試験 A・専願型） 

オープンキャンパス等で総合型選抜事前説明会を受講した者を対象に、本

人が記述した志望理由書・活動報告書等を参考にして、基礎能力試験・面

接・調査書の総合評価により合否を判定する。 
イ. 総合型選抜（AO 基礎能力試験 B・併願型） 

       オープンキャンパス等で総合型選抜事前説明会を受講した者を対象に、本

人が記述した志望理由書・活動報告書等を参考にして、基礎能力試験・面

接・調査書の総合評価により合否を判定する。 
ウ. 総合型選抜（AO 小論文・併願型） 



オープンキャンパス及び学生募集要項等においてアドミッションポリシー

を周知徹底し、本人が記述した志望理由書・活動報告書等を参考にして、小

論文・面接・調査書の総合評価により合否を判定する。 
 

② 学校推薦型選抜（指定校推薦入試） 
高校に対して十分なアドミッションポリシーと成績基準の説明を行い、理解を

求めた上で、高校内選考により選抜された志願者に対して実施する。小論文によ

って「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」を、面接と書類審査（調査書、

本人が記述した志望理由書・活動報告書等）により「思考力・判断力・表現力」

と「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ意欲」を評価する。 
 

③ 一般選抜（一般入試・大学共通テスト利用入試） 
オープンキャンパス及び学生募集要項等においてアドミッションポリシーを周

知徹底し、学科試験によって「知識」、「思考力・判断力・表現力」を評価し、

書類審査（調査書、本人が記述した志望理由書・活動報告書等）により「主体性

を持って多様な人々と共同して学ぶ意欲」を併せて評価する。 
ア. 一般入試学科試験科目 
「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ」「国語総合」（古文・漢文を除く）「数

学Ⅰ・A」「化学基礎」「生物基礎」から 2 科目選択とする（＊「化学基礎」

と「生物基礎」の組み合わせは不可）。 
イ. 大学入学共通テスト利用入試学科試験科目 
「国語」「数学（ⅠorⅠ・A）」「英語」「理科（物理基礎・化学基礎・生

物基礎から 2 科目）」から高得点 2 教科 2 科目選出の成績により合否を判定

する。 
 
④ 社会人入学試験 

     オープンキャンパス及び学生募集要項等においてアドミッションポリシーを周

知徹底し、小論文と面接により「知識・技能」のほか「思考力・判断力・表現力」

「主体性を持って多様な人々と協同して学ぶ意欲」について評価する。 
      なお、既修得単位の認定については、「宝塚医療大学学則」に従って行う。 
 

(2) 選抜実施体制 
本学では、入学者選抜に係る業務を公正・円滑に遂行するために、入学試験委員会を

設置している。入学試験委員会では、入学者選抜についての基本方針を立案して、実施

計画を作成して、その審議結果を教授会に諮っている。前項の各入学試験区分における

合否判定については、入学試験委員会で選抜方法ごとに定められた合否判定会議用資料

を作成し、教授会にて審議検討した上で合否を決定する。 
   

(3) 入学定員に占める選抜方法ごとの募集定員の割合 
本学科募集定員は、64 人である。各選抜方法の入学試験における定員割合は、下表の

とおり概ね総合型選抜 35％、学校推薦型選抜 30％、一般選抜 35％とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（表 5）入試区分と募集定員、出願要件、選抜方法 

選抜・入試方法 募集 
定員 出願要件等 選抜方法 

総合型選抜 
（AO 基礎能力試験

A・専願型） 

22 

・本学を専願とし、高等学校・

中等教育学校を令和 5 年 3 月

に卒業見込みの者 
・「大学入学資格」を有する者 
・オープンキャンパス等で総合

型選抜事前説明会を受講した

者 

オープンキャンパス等で総合型選

抜事前説明会を受講した者を対象

に、 
〈基礎能力試験〉100 点 
 ・コミュニケーション英語基礎 
 ・国語総合 
 ・数学Ⅰ・A 
 ・小論文 
   から１科目選択 
〈面接〉100 点 
〈書類審査〉50 点 
の総合評価により選抜を行う。 

総合型選抜 
（AO 基礎能力試験

B・併願型 

・高等学校・中等教育学校を令

和 5 年 3 月に卒業見込みの者 
・「大学入学資格」を有する者 
・オープンキャンパス等で総合

型選抜事前説明会を受講した

者 

オープンキャンパス等で総合型選

抜事前説明会を受講した者を対象

に、 
〈基礎能力試験〉100 点 
 ・コミュニケーション英語基礎 
 ・国語総合 
 ・数学Ⅰ・A 
 ・小論文 
   から１科目選択 
〈面接〉100 点 
〈書類審査〉50 点 
の総合評価により選抜を行う。 

総合型選抜 
（AO 基礎能力試験

B ・小論文 ・併願

型） 

・「大学入学資格」を有する者 

〈筆記試験）100 点 
・小論文 

〈面接〉100 点 
〈書類審査〉50 点 
の総合評価により選抜を行う。 

学校推薦型選抜（指

定校推薦入試） 

・本学を専願とし、高等学校・

中等教育学校を令和 5 年 3 月

に卒業見込みの者 
・学校長の推薦を受けられる者 

本人が記述した志望理由書・活動

報告書等を参考にして、小論文・

面接・調査書の総合評価により選

抜を行う。 

一般選抜 
（一般入試） 16 「大学入学資格」を有する者 

本人が記述した志望理由書・活動

報告書等を参考にして、学科試験

（コミュニケーション英語Ⅰ・

Ⅱ、国語総合（古文・漢文を除

く）、数学Ⅰ・A、化学基礎、生

物基礎から 2 科目選択 ＊化学基礎

と生物基礎の組み合わせは不可）

と調査書の総合評価により選抜を

行う。 



一般選抜 
（大学共通テスト利

用入試） 
6 「大学入学資格」を有する者 

本人が記述した志望理由書・活動

報告書等を参考にして、大学入学

共通テスト 
英・国・数（ⅠorⅠ・A）・理

（物基・化基・生基から 2 科目）

から高得点 2 教科 2（3 科目選出の

成績と調査書の総合評価により選

抜を行う。 

社会人入学試験 若干 

・「大学入学資格」を有する者 
・令和 5年 4月 2日時点で満 20

歳に達しており、本学が規定

する「大学入学資格」を有す

る者 
・概ね 2 年以上の就業経験が

あること（主婦・家事従事者・

アルバイト等を含む） 

小論文・面接の総合評価により選

抜を行う。 

 
 
10．教員組織の編成の考え方及び特色 
 

10-1  教員組織編成の考え方 
既存の保健医療学部の令和 4（2022）年度 4 月の専任教員組織は、下表のとおりで

ある。 
 
（表 6）保健医療学部（既存）の専任教員数           （単位：人）                    

 教 授 准教授 講 師 助 教 助 手 合 計 
理学療法学科 8 3 3 2 2 18 
柔道整復学科 6 2 3 3 2 16 
鍼灸学科 6 1 3 0 1 11 
合計 20 6 9 5 5 45 

    
   大学設置基準に定める現在の保健医療学部の必要教員数は 35人であり、教育研究を

実施するに当たり十分な教員組織を整備している。 
   口腔保健学科の教員組織は、以下のとおりである。 
   大学設置基準では、本学科に必要な専任教員数は 8 人である。これに対して、11 人

の教員を配置する計画である。職種ごとの教員配置は以下のとおりである。 
 

（表 7）口腔保健学科の専任教員数             （単位：人）                        
職位 教授 准教授 講師 助教 合計 
人数 5 2 3 1 11 

 
   学士教育における質の保証を鑑みて、博士号の学位を有する専任教員を 8 人、修士

の学位を有する専任教員を 2 人（内 1 人は令和 6 年 3 月に博士号取得予定。）配置す

る。また、大学における専任教員としての教育経験を有する者を 7 人（内 1 人は令和

4 年 6 月から令和 6 年 3 月まで、他大学で助教として勤務予定。）配置する。 
    専任教員の内、10 人が歯科医師または歯科衛生士として豊富な実務経験を有する教



員であることから、本学科の中心的な教育分野である歯科予防処置論、歯科保健指導

論、歯科診療補助論に関係する科目を手厚く担当できる。なお、上記科目の全てにお

いて、当該分野における教育・研究歴を有する専任教員（教授）を責任者として配置

する。 
 

10-2 教員の配置 
教員の教育経験、教育・研究業績を基に、本学科で担当する授業科目を各教員に適

切に配置した。 
各授業科目群における教員の配置は、次のとおりである。 

（1）学部共通科目 
学部共通科目は、既存の 3 学科（理学療法学科、柔道整復学科、鍼灸学科）と共通

する科目群であり、「幅広い教養と医療人として必要な高い倫理観・道徳心を身につ

ける」ことを目的としている。 
宝塚キャンパスで開講されることもあり、宝塚キャンパスに既存する 3 学科で当該

科目を担当している教員（教授、准教授又は講師）が授業を行うことを基本とした。

なお、大学での学びについて教育する「基礎ゼミナール」には、口腔保健学科の専任

教員（教授）を配置する。 
   
 （2）専門基礎科目 

専門基礎科目は、専門科目へとつながる非常に重要な授業科目であり、「人体の構

造と機能」「歯・口腔の機能と構造」「疾病の成り立ち及び回復過程の促進」「歯・

口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み」の 4 つの科目群から成っている。 
専門基礎科目の導入として特に重要な解剖学、生理学に関する授業科目については、

大学で当該科目に関する教育・研究歴を有する専任教員（教授）を配置する。また、

歯科衛生士の活躍の場として重要な地域歯科保健に関係する授業科目についても、大

学で当該科目に関する教育・研究歴を有する専任教員（教授）を配置した。 
他の科目についても、本学の専任教員または他大学で当該科目の教育経験がある教

員を配置した。 
 
 （3）専門科目 

専門科目には、歯科衛生士業務と深く関係する臨床歯科医学、歯科予防処置論、歯

科保健指導論、及び、歯科診療補助論に関する授業科目が含まれることから、歯科医

師または歯科衛生士として豊富な実務経験を有する専任教員を配置した。また、一部

の科目では、他大学で当該科目に関係する教育及び研究業績を有する教員を配置した。     

実習及び一部の演習科目では 1クラス 32人での実施を基本にするとともに、歯科予

防処置論、歯科保健指導論及び歯科診療補助論に関する実習では、適切な数の教員を

配置することにより、充分な実技教育が行えるように配慮した。 
臨地実習は、歯科医師または歯科衛生士として実務経験を有する教員全員で対応す

る。実習期間中の実習施設訪問については、施設ごとに担当者を決めて、実習期間内

に訪問指導を行う体制を整える。 
 
（4）選択必修科目 

口腔保健学研究に関する授業科目（「科学英語演習Ⅰ」「科学英語演習Ⅱ」を含

む。）では、博士号を有する教員を配置し、充分な教育が出来るように配慮した。ま

た、「口腔保健学研究論」「口腔保健学研究演習Ⅰ」「口腔保健学研究演習Ⅱ」では、

様々な研究分野の専任教員が担当することにより、学生が希望する様々なテーマで研

究できるように配慮した。 
「ビジネスコミュニケーション演習」では、臨床経験が豊富な教員を配置し、歯科



医療ビジネスにおけるマナーや接遇、ビジネス文書の作成等について教育する計画で

ある。「基礎看護学」には、本学看護学科の教員を配置した。  
 

また、授業のために 2 校地を往来する教員は 5 名である。2 校地間の移動には約 1 時

間を要することから、同日に 2 校地で授業を担当する場合には、最短でも 1 つの授業枠

（90 分）を空けるように配慮した。1 校地のみで授業を行う場合は、当該地で終日勤務

できるようにして、2 校地間の移動を可及的に減らすように配慮した。学生の相談、指

導には、Google Classroom や Google Meet を用いたオンラインでの方法を併用するこ

とにより、随時適切な対応が出来るように配慮する。 
 
10-3 教員の研究分野と研究体制 

「1. 設置の趣旨及び必要性」の項で記載したように、本学科が組織として研究対象

とする中心的な学問分野は、「保健衛生学関係（看護学関係及びリハビリテーション関

係を除く）」である。本学科の専任教員には歯科医師も多く、また、歯科医師と協同研

究を行ってきた歯科衛生士の専任教員が多い。そのため「歯学関係」も中心的な学問分

野となる。 
本学科は、①学科の規模が小さい、②職位の低い教員の step up を図る、③既存の研

究グループに属している教員が多いなどの理由から、学科全体を１つの講座とみなし、

各教員が学科内および学科外・学外研究者と連携をとり、研究を進める体制をとる。こ

れで良いか？ 
 
10-4 教員組織の年齢構成 

完成年度の 3月 31日時点における専任教員の年齢構成は、「専任教員の年齢構成・学

位保有状況」【別紙様式第 3 号（その 3 の 1）】に示すとおりであり、通常適用される

退職年齢（65 歳）を越える教員の割合（5 人：45.5%）が高い。しかし、これらの教員

については、専門分野において優れた研究業績を有する者であり、かつ多年にわたり豊

富な職業経験を有しており、本学の充実発展に多大なる貢献をなしうると判断され、新

たな学科を設置するに当たり、特に必要な人材であることから、「宝塚医療大学教員の

定年の特例に関する申し合わせ」【資料 28】に基づき、75 歳まで定年を延長する。こ

の措置により、令和 10 年度末までに 75 歳定年を迎える教員は０名となることから、現

在計画している教員組織で完成年度（令和 8 年度）までの教育研究水準の維持向上及び

教育研究の活性化に支障はないと考える。 
  一方、完成年度以降も継続して教育研究水準を維持向上し、教育研究を活性化するた

めには、経験豊富な教員とともに若い世代の教員の採用も必要である。以上の理由から、

教員の定年前から新規に採用する教員の専門分野、職位及び教員組織の将来像等につい

て、「宝塚医療大学教員選考基準」【資料 29】を基に学科会議及び教員選考委員会【資

料 30】で検討した上で、公募等により適切な教員を採用するように努める。 
 
【資料 28】宝塚医療大学教員の定年及びの特例に関する資料 
【資料 29】宝塚医療大学教員選考基準 
【資料 30】宝塚医療大学教員選考規程 

 
11. 施設、設備等の整備計画 
 
11-1 校地、運動場の整備計画 

本学科の設置にあたり、既存の和歌山保健医療学部では、校地に変更はない。 
既存の保健医療学部の理学療法学科、柔道整復学科及び鍼灸学科については、現在使

用している宝塚キャンパスで完結する。 



本学科の設置に当たっては、兵庫県宝塚市と大阪府大阪市の 2 つの校地での教育を実

施する。 
宝塚市での校地については、既存の宝塚キャンパスを活用する。 
大阪市の校地については、本学園が所有する「平成医療学園専門学校」の中津第 2 校

舎を改修し、「大阪中津キャンパス」として使用する。 
本学科では、1 年次を宝塚キャンパスで、2－4 年次を大阪中津キャンパスで教育を実

施する。 
校地、運動場の整備計画について、それぞれのキャンパス毎に説明する。 

 
（1）宝塚キャンパス 

宝塚キャンパスの校地等の総面積は 48,715.00㎡である。このうち、18,530.85㎡が大

学設置基準に定める校舎面積算入部分（運動場敷地を除く。）である。 
運動場敷地として、18,373.42 ㎡を整備している。運動場は、人工芝の運動場本体と、

人工芝のテニスコート及び複合弾性舗装の多目的コートを整備している。また、運動場

には 115m の走路及び走り幅跳び用の砂場を整備し、野球、サッカーのほか陸上競技に

も対応出来るよう、整備している。 
宝塚キャンパスでは、1 年次の学生 64 名が既存の 3 学科（収容定員 640 名）と共に使

用することから、当該校地面積は、使用する学生数に対して充分に余裕があると考える。

また、1 年次に配置した体育実技の授業なども対応可能であり、課外活動での利用も対

応可能である。 
  また、敷地内に合計 100 台分の駐車場を整備しており、自家用車でキャンパス間を移

動する教職員、学生に対しても駐車スペースを提供することで、円滑な移動を行えるよ

う、計画している。 
 
（2）大阪中津キャンパス 

大阪中津キャンパスは、現在、本法人が設置運営している平成医療学園専門学校の中

津第 2校舎として使用している。この度、当該校舎を改修して本学科の 2～4年次生が使

用する計画である。 
大阪中津キャンパスの校地全体は 663.37㎡であり、大学設置基準に定める校舎面積算

入部分は 461.39㎡である。当該校舎には運動場は整備しないが、教育課程上、運動施設

の利用を必要とする授業科目は、1 年次にのみ配当していることから、大阪中津キャン

パスでは運動施設の整備は要しない。 
  

宝塚キャンパスと大阪中津キャンパスの校地の内、大学設置基準に定める校舎面積算

入部分（運動場敷地を除く。）の合計は、18,992.24 ㎡となり、保健医療学部全体の収

容定員 896 名に対して充分な校地を確保している。 
 
11-2 校舎等施設の整備計画 

本学科の設置にあたり、既存の和歌山保健医療学部では、施設・設備に変更はない。 
既存の保健医療学部の理学療法学科、柔道整復学科及び鍼灸学科については、現在使

用している宝塚キャンパスで完結することから、特に変更は行わない。 
本学科は、兵庫県宝塚市と大阪府大阪市の 2 つの校舎での教育を実施する。 
宝塚市での校舎については、既存の宝塚キャンパスを活用するが、これに伴う施設・

設備の改修等は行わない。 
大阪市の校地については、本学園が所有する「平成医療学園専門学校」の中津第二校

舎を改修し、「大阪中津キャンパス」として使用する。使用に当たって教室、実習室等

の各施設の整備を行う。 
本学科では、1 年次を宝塚キャンパスで、2－4 年次を大阪中津キャンパスで教育を実



施する。 
施設・設備の整備計画について、それぞれのキャンパス毎に説明する。 
 

（1）宝塚キャンパス 
宝塚キャンパスには、240 名が収容可能な大講義室を 1 室、120 名が収容可能な中

講義室を 2 室、40～60 名程度が収容可能な普通教室を 9 室整備しているほか、演習室

2 室として情報処理室、視聴覚室を整備している。これらの教室は、既存の保健医療

学部の学科で使用している。口腔保健学科では、1 年次のみ宝塚キャンパスを使用す

るが、多くの科目を既存学部と共同で受講することから、十分な普通教室数を確保出

来る。 
実験・実習室は 11室あるが、このうち基礎医学実習室についてのみ、既存学科と共

用する計画である。その他の実験・実習室は既存学科で使用する。 
宝塚キャンパスに常駐する教員が使用する個人研究室については、現在空室となっ

ている個人研究室を使用するため、既存学科の教員の個人研究室数には影響しない。 
また、実験動物の飼養等を行う動物実験室及び共同研究室は本学科の教員もそれぞ

れの研究内容に応じて共用する。 
学生の自習や休憩、控え室に関する施設等としては、附属図書室、学生食堂、自習

室、更衣室を整備し、学生の心身の健康のための施設として、医務室、カウンセリン

グルームを整備している。 
 
（2）大阪中津キャンパス 

2 年次から 4 年次の教育を行う大阪中津キャンパスは、平成医療学園専門学校の中

津第二校舎を改修して大阪中津キャンパスとして使用する計画である。なお、現在平

成医療学園専門学校の中津第二校舎に設置されている教育・運営設備等（治療院及び

柔道場 1 面を除く）は、新校舎に移設される。 
大阪中津キャンパスでは、1 階の治療院及び 2 階の柔道場を除く全ての居室を口腔

保健学科で使用する。 
大阪中津キャンパスには、2 年次から 4 年次の各学年を 2 クラスに分割して、授業

等を実施しても対応可能なように普通教室を 6 室整備する。実技・実習を行う教室と

して、実習室 2 室、実験室 2 室を整備する。これにより「歯科衛生士学校養成所指定

規則」【資料 12】及び「歯科衛生士養成所指導ガイドライン」【資料 13】に定める

教育環境を充足していると共に、大学としてふさわしい教育環境を整備する。 
教員の研究室としては、就任予定教員のうち、大阪中津キャンパスに常駐する教員

が使用する研究室を整備する。 
学生の自習や休憩、控え室に関する施設等としては、図書室、自習室、更衣室、及

びラウンジ、医務室等を整備する。このほか、事務室、研究室を整備する。 
 

口腔保健学科で使用する校舎は、宝塚キャンパスと大阪中津キャンパスの校舎を合わ

せて、延べ床面積 14,739.06 ㎡である。この内、体育館、厚生施設等基準外となる面積、

大学で使用しない面積を除いた面積が 12,365.82 ㎡で、大学設置基準で定められている、

保健衛生学関係（看護学関係を除く。）に関する面積基準（896－800）×3,140÷400＋
8,925＝9,678.6 ㎡を上回っており、教育研究環境に問題は無いと考える。 
 
本学科では一部の授業をオンライン授業で実施することも検討しており、今後求めら

れるメディア活用能力について実践的な能力を身につけるとともに、オンライン授業で

の対応を求められる事態に備えることとする。このことから、各キャンパスに学生が利

用可能な無線 LAN 設備を整備する。 
 



教育研究用の機器備品については、4 年制大学における歯科衛生士教育にふさわしい

ものとなるように、「歯科衛生士学校養成所指定規則」【資料 12】及び「歯科衛生士養

成所指導ガイドライン」【資料 13】に準拠しながら、教育研究用機器備品を整備する。 
教育用機器備品の整備計画は以下のとおりである。 

 
 
 
（表 8）教育用機器備品 整備計画  

区分 数量 納入金額 

教 具  73 点 31,739,202 円  
校 具 417 点 10,678,316 円  
備 品 253 点 5,510,637 円  
模型・標本 65 点 8,753,250 円  
搬入・設置費用一式 1 式 2,750,000 円  

 
11-3 図書等の資料及び図書館の整備計画 

本学科の図書室は、既存の宝塚医療大学附属図書館と共同して資料提供等を行う図

書室として整備する。 
 

（1）既存図書館の概要 
宝塚医療大学附属図書館の概要は以下のとおりである。 
・宝塚医療大学附属図書館 

面積：366 ㎡（閉架書庫 117 ㎡） 
閲覧席数：80 席 収納可能冊数：約 50,000 冊（閉架書庫を含む。） 
PC 台数：15 台 

・宝塚医療大学和歌山保健医療学部中之島キャンパス図書館 
面積：168.60 ㎡ 
閲覧席数：63 席 収容可能冊数：10,000 冊 
PC 台数：10 台 

・宝塚医療大学和歌山保健医療学部西庄キャンパス図書館 
面積：131.22 ㎡ 書庫：51.22 ㎡ 
閲覧席数：24 席 収納可能冊数：約 10,000 冊 
PC 台数：5 台 

 
既存図書間においては、Wi-Fi 環境を整備すると共に、OPAC（Online Public 

Access Catalog：オンライン蔵書目録）の利用や学生が自学自習に使用できる PC を

整備している。 
図書館の資料は、磁気テープによるブックディティクションシステムを導入してい

る。また、統一した蔵書管理システムを用いて、各キャンパスからの蔵書利用が出来

る体制（貸出、返却、レファレンスカウンター）を整えている。 
 

（2）口腔保健学科における整備計画 
本学科においては、宝塚キャンパスの附属図書館及び大阪中津キャンパスに 56.80

㎡と小規模ではあるが図書室を設ける計画である。 



当該図書室では、主に口腔保健に関する専門図書を収蔵し、専門科目を多く学ぶ 2-
4 年次の学生の学びを支援する。 

   当該図書室は、収容冊数 2,000 冊、閲覧席を 10 席整備する計画である。 
   また、大阪中津キャンパスにおいても、附属図書館の蔵書を検索し、貸出の手続き

を行うことが出来るよう、蔵書検索システム及び OPAC を導入する。 
 
（3）資料整備計画 

本学部においては、教育を行うキャンパスが学年によって異なることが大きな特徴

である。そのため、双方のキャンパスに図書館（室）を整備し、学生の学びを支援す

ることとしている。 
本学科で新たに所蔵・提供する資料については、以下のとおり計画している。 

 
（表 9） 所蔵・提供資料数及び金額 

項 目 数量 金額（税込） 

図書 内国書 冊子 1,110 冊 7,565,200 円  
図書 外国書 冊子 75 冊 1,046,500 円  
図書 内国書 電子 260 タイトル 2,865,100 円  
学術雑誌 内国誌 10 種 250,000 円  
学術雑誌 外国誌 1 種 150,000 円  
視聴覚資料 5 点 123,200 円  

 ＊データベースの整備費及び運用コストを含む。 
  ＊上記の他、オンラインデータベース（2 種）を既存の保健医療学部の学科で導入し

ており、これを共用する。 
 

今回導入する図書については、内国書のうち 260 タイトルを電子書籍として導入し、

学生が自宅や臨床実習先等においても自由に閲覧・学修できるよう支援する。 
  附属図書館において導入している電子書籍（令和 4 年 3 月末現在 328 タイトル）につ

いても同様に本学科の学生も使用できるようにし、情報機器を用いた学修の推進を図

る。また、附属図書館と図書室で相互貸与を行い、校舎間を移動しなくても希望の図書

の閲覧・貸し出し及び返却が出来る体制を整える。 
 
12. 2 以上の校地において教育研究を行う場合の具体的計画 
 

12-1 それぞれの校地における学生の収容定員、適切な専任教員の配置状況、教員の移

動への配慮、学生への配慮、施設設備の配慮 
 

今回設置を申請する口腔保健学科では、以下のような計画で 1 年次の教育を宝塚キ

ャンパスで実施し、2－4 年次の教育を大阪中津キャンパスで実施する。 
 

（1）それぞれの校地における学生の収容定員 
宝塚キャンパスでは、既存の 3 学科 640 人に加えて口腔保健学科の 1 年生 64 人が

増えることから、収容定員は 704 人になる。大阪中津キャンパスでは、口腔保健学科

の 2－4 年生のみが学ぶことから、収容定員は 192 人である。 
 

（2）適切な専任教員の配置状況 



宝塚キャンパスには、1人の専任教員が常駐し、1年生の教育と学生指導（クラス担

任）にあたる。他の教員は大阪中津キャンパスに研究室を有し、必要に応じて宝塚キ

ャンパスで、または Google Classroom や Google Meet を用いたオンラインによる方

法で教育と学生指導を行う。 
1 年生のもう一人のクラス担任は、宝塚キャンパスに常駐する教員とともに 1 年生

の授業を担当することが多く、宝塚キャンパスで学生指導に携わる機会を確保しやす

いことから、円滑な連携が期待できる。 
 

（3）教員の移動への配慮 
2 校地間の移動には約 1 時間を要することから、同日に 2 校地で授業を担当する場

合には、最短でも 1 つの授業枠（90 分）を空けるように配慮した。1 校地のみで授業

を行う場合は、当該地で終日勤務できるように配慮し、2 校地間の移動を可及的に減

らすようにした。 
また、大学の運営に関する会議はオンライン会議システムを用いて行うことにより、

2 校地間の移動を可及的に減らすように配慮する。 
 

（4）学生への配慮 
学生については、学年によって履修する校舎が宝塚キャンパス（1 年次）と大阪中

津キャンパス（2-4 年次）に分かれることから、原則として校舎間の移動は生じない。

宝塚キャンパスには 1 年生の担任教員を 1 名配置する。大阪中津キャンパスに研究室

を有する他の教員は、授業や大学生活に関する相談や指導については、Google 
Classroom や Google Meet を用いたオンラインによる方法を併用して、随時適切に対

処する。 
1 年次に宝塚キャンパスで開講された科目が「不可」となり 2 年次以降に再履修す

る場合には、時間割上履修が可能となるよう配慮すると共に、オンデマンド方式での

講義履修についても検討する。 
 

（5）施設設備の配慮 
基本的に、1 年次に必要な教育施設設備は宝塚キャンパスに設置され、2－4 年次に

必要な教育施設設備は大阪中津キャンパスに設置されることから、教育上の問題は生

じないと考える。 
図書館については、宝塚キャンパスにおいては、既存の図書と共に学部共通科目に

関する図書を充実させ、大阪中津キャンパスにおいては専門科目に関する図書を中心

として整備する。 
また、蔵書管理システムを利用して、別キャンパスにある資料の検索及び貸出が出

来る環境を整え、いずれのキャンパスにおいても必要な図書の貸し出し、返却等のサ

ービスを受けられるように配慮する。また、順次電子書籍を導入し、図書館の場所に

とらわれない新しい学びの形にも対応出来るよう整備する。 
宝塚キャンパスに常駐する教員（教授）は個室を研究室として使用し、大阪中津キ

ャンパスに研究室を有する教員は、宝塚キャンパスでは、1つの研究室（5人用）を必

要に応じて共同で使用する。 
研究については、宝塚キャンパスに常駐する教員は、基本的に宝塚キャンパスに既

存する実験室と設備で実施可能であり、大阪中津キャンパスに研究室を有する教員は、

大阪中津キャンパスの実験室 2（教員用）等を使用して自身の研究を実施する。また、

口腔保健学研究演習で学生が実験を行う場合には、実験室 1（学生用）及び実験室 2
（教員用）等を使用する。 

 
12-2  時間割上問題無いことを具体的に例を示して説明 



 
学生については、学年によって履修する校舎が宝塚キャンパスと大阪中津キャンパ

スに分かれることから、原則として学生の校舎間の移動は発生しない。 
ただし、前期の月曜日の 3 限目・4 限目に大阪中津キャンパスで開講する「歯科保

健指導実習Ⅳ（3 年次）」に 1 年生が患者役で年 4 回協力することを計画しており、

この場合については配慮する必要があるが、同日の午後は宝塚キャンパスでの授業科

目を開講しないため、問題は生じない【資料 27】。 
教員については、キャンパス間の移動が最小限になるよう配慮する。宝塚キャンパ

スと大阪中津キャンパスの 2 校地で授業を担当する教員は 5 人であるが、4 人の教員

については、「同日に 2 校地で授業を担当する場合には、最短でも 1 つの授業枠（90
分）を空ける」ように配慮することにより、2 校地で問題なく授業を実施できる。残

る１人の教員では、下記の例で、「同日に 2 校地で授業を担当する場合には、最短で

も 1 つの授業枠（90 分）を空ける」ことが出来ないため、以下の配慮を行うことにし

た。 
 

1 年生後期の木曜日に宝塚キャンパスで開講される「微生物学・免疫学」の直前に、

当該科目を担当する教員が「口腔保健学研究論」を大阪中津キャンパスで講義する必

要がある。しかし「口腔保健学研究論」はオムニバスであり、「微生物学・免疫学」

担当教員の授業回数は 1 回のみであることから、当該担当者の担当部分についてのみ、

時間割を変更して授業を実施する。 
 
13. 管理運営 
 
  本学科における管理運営については、既存の保健医療学部の学科であることから、保

健医療学部の管理運営方法に基づき実施することを原則とする。  
また、全学で行う会議については、既にオンライン会議システムを導入し、インタラ

クティブな会議の実施ができるよう整備している。オンライン会議システムは、これま

で各種会議及び研究発表会等で使用しており、双方向性、資料の共有など会議実施に必

要な要件を満たしており、動作環境にも問題無い。 
一方、本学科は、1 年次宝塚キャンパスと 2 年次以降の大阪中津キャンパス、さらに

は和歌山保健医療学部も含めて、ネットワークシステムにて連携し、かつその拡充・整

備を進めていく。 
 
13-1 宝塚医療大学学長企画調整会議  

宝塚医療大学学長企画調整会議（以下、「学長企画調整会議」という。）は、本学に

おける最高意思決定機関である。「学長企画調整会議規程」【資料 31】に基づき、全学

にわたって重要事項についての連絡・調整を行い、審議し、決定している。当該会議の

構成員は、学長、統括長（大学担当理事）、副学長、学部長、学科長、事務局長であり、

毎回通例として事務局各課長及び事務長が陪席している。今回、本学科が開設すること

に伴い、本学科の学科長を構成員に加えることとしている。 
学長企画調整会議は、原則として毎月 1 回開催するとことしており、学長が議長とし

て招集する。  
学長企画調整会議の審議事項は、以下のとおりである。  

(1) 本学の将来計画に関すること。  
(2) 本学の重要事項に関すること。  
(3) 組織の間の連絡調整に関すること。  
(4) その他学長が必要と認めた事項に関すること。 

 



13-2 教授会  
「宝塚医療大学学則」第 17 条の規程に基づき、保健医療学部に教授会を置く。  
当該教授会の構成員は、学長、統括長（大学担当理事）学部長、学部に所属する専任

の教授とする。なお、教授会が必要と認める場合には、上記以外の者を会議に出席させ

ることができることとする。  
当該教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるもの

とする。  
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項  
(2) 学位の授与に関する事項  
(3) 前 2 号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定めるもの  
 
教授会は、上記に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項につ

いて審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができることとする。  
なお、上記（3）にある教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必

要なものとして学長が定めるものについては、学長裁定に基づき次のとおり定めている。  
(1) 将来計画及び年度計画に関する事項  
(2) 教育課程の編成に関する事項  
(3) 教育研究活動等についての点検・評価に関する事項  
(4) 学生の懲戒に関する事項  
(5) 教員の研究業績の審査等に関する事項  
(6) 学則、規程等の制定又は改廃に関する事項  
教授会は、原則として毎月 1 回開催することとし、学長が招集する。  

また、教授会は必要に応じて既存学部と合同の教授会を開催することができることとし、

オンライン会議システムを利用して協議を行うこととする。 
 
13-3 各種委員会  

本学科における各種委員会活動は、既存学科の委員会活動と合同で実施する。常置委

員会の名称、構成員及び審議事項は、【資料 32】のとおりである。  
委員会活動は、各学科で選出された委員を中心に活動し、委員会で協議された検討事

項や問題点などについては、教授会で報告され協議される。また、必要に応じて学長企

画調整会議において審議、決定される。各委員会の会議は、オンライン会議システムも

利用して行うほか、各学科において委員会会議を持つとともに、必要に応じて各委員会

の下部組織としてワーキンググループを設置することがある。 
 
13-4 グループウェアの活用 

本学では、クラウド型のグループウェアを導入している。当該グループウェアの活用

により、学内での教職員向けの通知、各種規程等の確認、個人スケジュール及び全体ス

ケジュールの管理、会議等で使用する居室の予約管理、出張等の申請及び精算、物品の

購入などの各種稟議の提出、決裁を行うことが出来る。 
新設する本学科においても当該グループウェアを導入することで、情報の共有や意思

決定の迅速化に寄与する。また、学長、副学長及び学部長等の管理者が他のキャンパス

での状況を逐次確認することで、適切な管理運営を行う。  
 

【資料 31】宝塚医療大学学長企画調整会議規程  
【資料 32】宝塚医療大学常置委員会状況 

 
14. 自己点検・評価 



  
14-1 実施方法  

本学は「宝塚医療大学学則」第 2 条第 1 項の規定において、「本学は、教育研究水準

の向上を図り、その目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動等

の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。」と定めている。  
本学の自己点検・評価に関しては、宝塚医療大学自己点検・評価委員会（以下「自己

点検・評価委員会」という。）【資料 33】が中心となって実施する体制を取っている。  
本学は平成 23（2011）年 4月に開学したことから、大学の完成年度までは、文部科学

省に申請した大学設置計画の確実な履行を第一として教育研究活動を行っていた。  
このため、平成 23（2011）年度・24（2012）年度は、「自己点検報告書」を作成す

るには至らなかったが、それに代わるものとして、平成25（2013）年度に「宝塚医療大

学紀要創刊号」を刊行し、各学科の研究活動、委員会活動及び社会貢献活動等について

取りまとめ、「大学ホームページ」において公開している。 
現在は、日本高等教育評価機構が実施する認証評価における点検項目を念頭に自己点

検報告書を作成している。（自己点検報告書は「大学ホームページ」で公開済み。）  
平成29（2017）年度に日本高等教育評価機構による機関別認証評価を受審し、同協会

から「適合認定」を受けている。また、機関別認証評価の際に改善を求められた点につ

いては、令和 2（2020）年に改善報告書を提出し、当該改善報告に対し改善が認められ

所見は特にない旨、通知があった。 
 
14-2 実施体制  

本学は、開学時から宝塚医療大学 FD 委員会（平成 28（2016）年 4 月 1 日より宝塚医

療大学 FSD 推進委員会（以下、「FSD 推進委員会」という。））【資料 34】が中心と

なって、学生による授業評価アンケートを実施し、アンケート内容を集計・分析し、自

主的・自律的に教育に係わる自己点検・評価を行っている。アンケート集計結果の報告

書は、平成 24（2012）年度より作成している。  
また、宝塚医療大学研究推進委員会及び宝塚医療大学紀要委員会【資料 35】（以下、

「紀要委員会」という。）において、教員個々の研究実績を調査分析し、本学の設置の

趣旨に基づいた研究水準の向上に努めている。  
本学の自己点検・評価の体制は、「宝塚医療大学学則」第 2 条の規定に基づき、自己

点検・評価委員会を中心に自己点検・評価体制が整備されている。自己点検・評価委員

会は、学長が指名した副学長、教務部長、各学科長、各学科から選出された教員、事務

局長及びその他学長が必要と認めた者により構成されている。  
「自己点検・評価委員会規程」第 2 条には、委員会は自己点検・評価について以下の

事項を所掌するよう定められている。  
（1）自己点検・評価の基本方針及び実施項目の作成に関すること。  
（2）自己点検・評価の実施に関すること。  
（3）自己点検・評価に係る報告書の作成及び公表に関すること。  
（4）自己点検・評価の結果の活用に関すること。  
（5）第三者評価への対応に関すること。  
（6）前各号に定めるもののほか，学長が必要と認める自己点検・評価等に関すること。  
また、平成 28（2016）年度から、事務局内に IR（Institutional Research）等を所掌

する学長企画室を設置し、専任職員を配置している。自己点検・評価の内容等について

は学長企画調整会議でも検討しており、全学的な体制を整えている。  
本学は平成23（2011）年度の開学時から学期ごとに、授業評価アンケートの結果に基

づく自己点検・評価を実施している。  
また、2 年次から 3 年次進級時に該当学生全員を対象とした在学生アンケートを実施

している。当該アンケートでは、授業やカリキュラムに関すること、学生生活に関する



こと、大学施設に関すること、教職員に関すること及び総合的な意見を求めている。  
 卒業予定者に対しても満足度アンケートを実施し、本学の教育、施設等に関する意見

を聞き、自己点検・評価委員会で報告し、改善内容について協議している。  
このように、本学においては、各授業に関する評価に加え、在学中及び卒業時に学生

からの意見を聴取し、継続的な改善を図ることとしている。  
平成24（2012）年度から、毎年、法人全体で作成している「事業計画書」及び「事業

報告書」において、本学の事業計画及び事業報告を掲載している。  
平成25（2013）年度には、新入生を対象とした「高校と大学の接続問題に関するアン

ケート調査」を実施し、新入生の教育意識を探り、教員個々の教育方法の創意工夫を図

ることとしている。  
なお、授業評価アンケート、在学生アンケート及び卒業生アンケートに関しては、と

りまとめたものを本学ホームページで公開している。 
 
14-3 評価項目  

開学以来、本学では大学全体の「自己点検報告書」の作成には至っていなかったため、

平成27（2015）年度からは日本高等教育評価機構が定める基準の項目を参考に、「自己

点検報告書」の作成を行っている。  
本学における自己点検・評価は、自己点検・評価委員会が中心となり学長企画調整会

議、事務局等と連携を図り対応している。具体的には、大学の組織、管理運営、教育・

研究等に関する「事業計画」及び「事業報告書」の作成は、学長企画調整会議と事務局

が連携し定期的に作成しており、また、「宝塚医療大学紀要」の刊行に当たっては、紀

要委員会が中心となり事務局と連携し、各学科の研究活動、委員会活動及び社会貢献活

動等について自己点検を行い、毎年 1 回定期的に発行している。  
大学は、常に自己点検・評価を繰り返し、改善・改革を積極的に推し進め、教育・研

究の水準及び質の維持向上を継続させなければならないことから、平成28（2016）年度

に策定した「中期計画」に基づき、自己点検・評価を実施する体制を整備し、さらに令

和元（2019）年度には、本学園全体で統一した中期計画が作成されたことから、すでに

作成していた中期計画をさらに見直し、令和 2（2020）年度から令和７（2025）年度ま

での中期計画を作成している。  
本学の自己点検・評価については、平成27（2015）年度から毎年実施している。また、

教員の研究及び社会貢献活動については「宝塚医療大学紀要」に記載している。当該紀

要は、平成 26（2014）年度から作成し、令和４（2022）年度に第 9 号を刊行する。  
既存学部である保健医療学部及び和歌山保健医療学部は、これまでの自己点検・評価

の方法を踏襲しながら、平成30（2018）年度から新評価システムに基づく認証評価に対

応するため、日本高等教育評価機構が定める基準の項目に従い、以下の評価項目につい

て自己点検・評価を実施している。 よって、本学科においても、原則同様に踏襲してい

く。 
 
 【日本高等教育評価機構が定める基準の項目】 

基準 1．使命・目的  
基準 2．学生  
基準 3．教育課程  
基準 4．教員・職員  
基準 5．経営・管理と財務  
基準 6．内部質保証  

 
14-4 結果の活用と公表  

平成29（2017）年度に日本高等教育評価機構による機関別認証評価を受審し、同機構



から「適合」の認定を受けた。当該評価における助言、指摘事項等については改善報告

を提出し、改善が認められたが、今後も充実に継続的に努める。  
また、授業評価アンケートや、在学生・卒業生向けアンケートなどを通して学生から

の要望を取りまとめ、自己点検・評価委員会を中心に改善に取り組んでいる。  
自己点検・評価の結果及び各種アンケートの集計結果、本学紀要については、本学ホ

ームページの情報公開のページに逐次更新の上、公開している。  
本学の教育研究の質を保証し、改善していくためには、継続的な自己点検・評価が必

要であり、また第三者による客観的な評価を行い、持続的に教育研究に反映していくこ

とが不可欠であると考えられることから、本学科においても既存学部と同様に各種アン

ケートを実施するとともに、自己点検・評価を継続的に行い、これらの情報を本学ホー

ムページに公開する。 
 
【資料 33】宝塚医療大学自己点検・評価委員会規程 

  【資料 34】宝塚医療大学ＦＳＤ推進委員会規程 
  【資料 35】宝塚医療大学紀要委員会規程 
 
15. 情報の公表 
 

本学では、学校教育法第 113 条、学校教育法施行規則第 172 条の 2 及び私立学校法第

47 条の規定に基づき、情報公開を行っている。情報公開は、本学ホームページで行って

おり、そのアドレス及びアクセス方法は次のとおりである。  
 
ホームページアドレス：https://www.tumh.ac.jp/outline/publicinfo/  
トップ ＞ 大学案内 ＞ 情報の公開  
 
本学が、学校教育法施行規則第 172 条の 2 の規定に基づき公開している情報は次のと

おりである。 
 
（1）教育研究上の基本組織に関すること  

学部及び学科の名称、学位の名称の理由及び大学、学部、学科の英訳標記について

公開している。 
 
（2）大学の教育研究上の目的に関すること  

宝塚医療大学学則並びに宝塚医療大学保健医療学部規則及び和歌山保健医療学部規

則に記載されている目的、教育研究上の目的について公開している。 
 
（3）教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること  

教員配置の考え方、年齢構成、教員数、各教員が有する学位及び業績、教員の主た

る業績について公開している。 
 
（4）入学者に関する受入れ方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒 

業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に

関 すること  
本学のアドミッション・ポリシー、募集定員、前年度の受験者数・合格者数・入 

学者数、卒業した者の数並びに進学者数及び就職者数、毎年 5 月 1 日現在での学生

数について公開している。 
 
（5）授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること  

当該年度に開設する全ての授業科目に関するするシラバスを公開している。 



 
（6）学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること  

宝塚医療大学学則、宝塚医療大学保健医療学部及び和歌山保健医療学部規則、学位

規定、教務規定について公開している。 
 
（7）校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること  

キャンパスマップ、本学への交通手段、大学施設の概要、課外活動の状況、学生が

休息等を行う環境について公開している。 
 
（8）授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること  

各学科の 4 年間で納付する学生納付金等について、年次毎に公開している。また、

利用可能な奨学金制度及び本学独自の奨学金制度について公開している。 
 
（9）大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること  

学生の就学に関する支援、学生の進路選択に係る支援、学生の心身の健康等に係る

支援の各項目の実施内容及び体制等について公開している。 
 
（10）教職免許課程について 

教職免許課程について、教員養成の目標、取得できる教員免許の種類、スケジュー

ル、教員免許状取得状況、教員採用実績、教員養成に係る組織、開講科目及び担当者

名、専任教員の業績等（学内リンクへの案内）を公開している。 
 
（11）授業評価アンケート  

過年度に実施した授業評価アンケート、卒業生アンケートの集計を公開している。 
 
（12）その他  

その他として、以下の教育研究上の基礎的な情報について HP で公開している。 
動物実験に関する情報、組織変更申請書、学則変更申請書、設置認可申請書、宝塚

医療大学紀要、自己点検・評価報告、機関別認証評価に係る自己点検評価書及び評価

報告書、刊行物。  
私立学校法第 47条の規定に基づき財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告

書について、過去 3 年間分を公開している。  
これらのほか、次の各情報について公開している。  
① 教育条件  

・教員一人当たり学生数  
・収容定員 
・年齢別教員数  
・職階別教員数  

② 教育内容  
・専任教員と非常勤教員の比率  
・学位授与数及び授与率（推移）  
・就職先の情報  
・学科別就職率 
・国家試験の合格者数及び合格率（推移） 

③ 学生の状況  
・入学者推移（過去 4 年間）  
・退学除籍者数  
・中退率  



・留年者数  
・社会人学生数  
・留学生数及び海外派遣学生数  

④ 国際交流・社会貢献等の概要  
・社会貢献活動 
・大学間連携  

⑤ 財務情報関連  
・財務状況を全般的に説明する資料  
・各科目の平易な説明の資料  
・経年推移の状況が分かる資料  
・財務比率等を活用して財務分析をしている資料  
・グラフや図表を活用した資料  
・学校法人会計の特徴や企業会計との違い等を説明している資料  

⑥ 宝塚医療大学障碍学生支援に関する基本方針 
 
16.  教育内容等の改善を図るための組織的な研修等 
 
  本学における教育内容等の改善を図るための組織的な取り組みについては、自己点

検・評価委員会及び FSD推進委員会が中心となり、調査、分析及びその結果のフィード

バックを行っている。また、自己点検・評価や各種アンケートの結果を踏まえて、教務

委員会においてシラバスの記載内容及び方法の改善、授業実施の方法の改善等について

協議され、実施されている。  
新たに設置する本学科においても現在の改善方法を継承し、学長を中心とした PDCA 

サイクルの構築に努める一方で、学科の専門性に即した独自の研修等の取組を行う計画

である。  
兵庫県及び和歌山県には、高等教育機関コンソーシアムが設立されており、教育研究

事業や FD（Faculty Development）、SD（Stuff Development）事業、学生共同プロジ

ェクト等を実施している。既存学部ではこれらのコンソーシアムに加盟しており、本学

科においてもこれらの活動に参加する計画である。  
教育内容等の改善を図るための具体的な組織及び取り組み内容等については、下記の

とおりである。 
 
（1）自己点検・評価委員会 

本学における全学的な教育内容等の改善を図るための組織として、自己点検・評価委

員会を置いている。当該委員会では、各種学生アンケートの実施や、自己点検・評価の

実施を行い、その結果を教授会及び学長企画調整会議において報告し、教育内容等の改

善について活動を行う。 
自己点検・評価委員会は、学長が指名した副学長、学部長、各学科長、各学科から選

出された教員、事務局長及びその他学長が必要と認めた者により構成されている。 
自己点検・評価委員会規程第 2 条には、委員会は自己点検・評価について以下の事項

を所掌するよう定められている。 
① 自己点検・評価の基本方針及び実施項目の作成に関すること。 
② 自己点検・評価の実施に関すること。 
③ 自己点検・評価に係る報告書の作成及び公表に関すること。 
④ 自己点検・評価の結果の活用に関すること。 
⑤ 第三者評価への対応に関すること。 
⑥ 前各号に定めるもののほか，学長が必要と認める自己点検・評価等に関するこ

と。 



 
（2）FSD 推進委員会 【資料 34】 

本学では FD 活動と SD 活動について、教職協働の視点から、それぞれを別の活動と

して捉えず、全ての教職員が積極的に取り組むべき活動であると考え、「FSD 活動」と

呼称している。そのため、当該活動を所掌する委員会として FSD 推進委員会を置いてい

る。  
当該委員会では、本学の教育目的に基づいた教育内容、教授方法、評価方法等の改善

を図るための見直しを絶えず行うとともに、教職員の資質の向上を図ることを目的とし

た研修会や外部講師による講演会の実施に努めている。さらに、教員間による公開授業

（教職員全員が授業を参観する。）を実施することにより相互研鑽に努めている。  
FSD 推進委員会は、学長が指名した副学長、学部長、各学科から選出された専任教員

各 1 人、学科長、事務局長及び学長が認める者として統括長（大学担当理事）から構成

されている。FSD 推進委員会規程第 2 条には、委員会は次に掲げる事項を審議し、実施

にあたるよう定められている。  
① 教育研究活動改善のための企画及び立案に関すること。 
② FD・SD に係る基本方針の策定、実施及び評価に関すること。 
③ FD・SD に係る情報の収集と提供に関すること。 
④ FD・SD 研修プログラムの開発及び実施に関すること。 
⑤ その他、FD・SD に関すること。 

 
（3）FSD 研修会の実施  

本学では、教育の改善を目的に、例年研修会を実施している。研修会は、FSD 推進委

員会を中心に本学において必要と考えられる内容について計画、実施されている。  
研修の内容は多岐にわたっており、外部講師を招聘して行う講演や研修、学内教員が

講師として実施するものの双方を計画的に実施している。本学における直近 3 年間の

FSD 研修会の実施状況は【資料 36】のとおりである。  
これらの研修会等は、原則として教職員全員を対象として行っているが、実施内容に

よっては教員のみを対象とするものや、事務局のみで実施したものがある。 
職員を対象とした研修会としては、日本私立大学協会が主催する研修会や、大学コン

ソーシアムひょうご神戸及び本学が加盟している関西鍼灸系大学間連携が主催する研修

会への参加など、外部研修にも積極的に参加し、職員の知識と能力の向上に努めている。  
本学科においても、学内での研修会に参加し、積極的に FSD 活動を推進する予定であ

る。 
 
（4）学生アンケートの実施  

既存の保健医療学部では、自己点検・評価委員会が中心となって、学生の率直な意見

を聴き、教育の改善につながるよう、学生を対象として、次のアンケートを実施してい

る。  
① 授業評価アンケート  

各クオーターで実施している全ての授業科目（集中講義を除く）について開設

年度から毎年学生による授業評価アンケートを実施している。  
 
当該アンケートの調査項目は、次のとおりである。  

     ・シラバスの内容は、授業を受けたり履修科目を選んだりする際に役に立ちま

したか 
     ・授業内容は、シラバスで示された主題や目的に沿っていたとおもいますか 
     ・各回の授業内容の分量は適切であったと思いますか 
     ・授業内容は、難易度が適切で、難解な内容も丁寧に説明されていたと思いま



すか 
     ・授業に対する教員の熱意や工夫が感じられましたか 
     ・教員の言葉は全体として明瞭で聞き取りやすかったですか 
     ・学生へ質問したり、学生の意見を聴いたりしていたとおもいますか 
     ・教員は学生の受講態度をきちんと注意していたとおもいますか 
     ・あなたは、この授業の予習・復習に、平均して 1 週間にどのくらいの時間を

費やしましたか 
     ・受け身では無く、自分で考えながら受講しましたか 
     ・この授業で関連する分野に興味が持てましたか 
     ・この授業は総合的に満足しましたか 
 

なお、平成30（2018）年度から、後期については、試験的に授業の最後ではな

く、授業開始 5 週目に同様の内容のアンケートを実施し、アンケートの実施時期

とその効果について検討する資料として活用している。  
授業評価アンケートの結果は集計した後担当教員にフィードバックされるとと

もに、専任教員には授業評価アンケートを受けて、今後の授業の改善等について

述べるリフレクションペーパーの提出を平成28（2016）年度から義務づけ、単な

るアンケートに止まらず、授業改善につながるよう活用している。  
また、コロナウィルスの罹患拡大に伴う措置として令和 2（2020）年度はオン

ラインによる授業を実施したことから、授業評価アンケートにおいても以下のオ

ンライン授業に関する設問項目を追加し、オンライン授業の教育効果に対する評

価の資料とした。  
 
オンライン授業に関する設問項目  
・オンライン授業の 1 回あたりの授業の長さは適当ですか。 
・オンライン授業の内容は理解しやすいですか。 
・オンライン授業で、教員は学生へ質問したり学生の意見を聞いたりしていま

すか。  
・オンライン授業の課題の量は適切ですか。 
・オンライン授業を今後継続して受講したいと思いますか。 
・オンライン授業について、自由に記載してください。 
 

② 在学生アンケート 
各年度終了時に当該学年の学生に対する満足度アンケートを実施する。  
 
当該アンケートの調査項目は次のとおりである。  
・基本情報（学生の属性、通学形態、通学時間等）  
・授業やカリキュラムに関すること（授業科目への満足度、取り組み状況）  
・学生生活（学費負担者・納入方法、学内施設（教育環境）への満足度、課外

活動について、ボランティア活動、アルバイト状況、教職員への満足度）  
・総合的な満足度（大学への満足度、所属学科への満足度、教育成果、本学へ

の入学を勧めたいか）  
・その他自由記載  
 

③ 卒業生アンケート  
毎年卒業予定者に対して、本学への満足度アンケートを実施している。  
・基本情報（学生の属性、通学形態、通学時間等）  
・授業やカリキュラムに関すること（授業科目への満足度、取り組み状況、国



家試験対策について、教職免許科目について）  
・学生生活（学費負担者・納入方法、学内施設（教育環境）への満足度、課外

活動について、ボランティア活動、アルバイト状況、就職活動について、教

職員への満足度）  
・総合的な満足度（大学への満足度、所属学科への満足度、教育成果、本学へ

の入学を勧めたいか）  
・学科で独自に定めた質問事項  
・その他自由記載  
 

在学生アンケート及び卒業生アンケートについては、アンケート実施後、集計を行い、

自己点検・評価委員会において報告され、改善を行うべき内容について協議し、教授会で

報告されるほか、必要に応じて学長企画調整会議において改善方法等について協議を行い、

本学の教育課程、教育設備等の改善に活用している。  
これらのアンケートは、本学科でも同様に実施し、既存の保健医療学部並びに和歌山保

健医療学部と協働して教育の改善に努めており、今回設置する本学科においても同様に実

施する。  
また、アンケートの設問にもあるシラバスの記載内容については、教務委員会と協働して

第三者によるシラバスの確認を行うなど、一層の改善に努めている。 
 
【資料 36】FSD 研修会実施状況 
 
17. 社会的・職業的自立に関する指導等および体制 
 

17-1 教育課程内の取り組み  
「設置の趣旨及び必要性」の項でも述べたように、本学科の教育・研究上の目的は、 
（1）幅広い教養と医療人として必要な高い倫理観・道徳心を身につけた人材 
（2）歯科衛生士として必要な医療に関する基礎的知識と社会人として様々な分野で

活用できる知識を身につけた人材 
（3）歯科衛生士として必要な専門的な医療知識及び技術を身につけた人材 
（4）研究の素養を身につけ、自ら課題を発見し、解決策を見いだす力を持つ人材 

   であり、これを基に本学科のディプロマポリシーを作成した。また、ディプロマポ

リシーと授業科目との関係は、カリキュラムマップ（履修系統図）【資料 11】に示す

とおりである。 
学部共通科目の多くは「幅広い教養と医療人としての必要な高い倫理観・道徳心を

身につける」科目であり、また、専門基礎科目の多くは「歯科衛生士として必要な医

療に関する基礎的知識及び社会人として様々な分野で活躍できる知識を身につける」

科目であることから、これらは、「社会的・職業的自立を図るために必要な基本的な

能力を培う」ために役立つ。専門科目の多くは「歯科衛生士として必要な専門的な医

療知識及び技術を身につける」科目であり、選択必修科目は「研究の素養を身につけ、

自ら課題を発見し、解決策を見いだす力を養う」科目であることから、「職業的自立

を図るために必要な能力を培う」ために役立つ。 
また、1 年次前期に、3 年生が履修する「歯科保健指導実習Ⅳ」の授業で患者役を

務めることにより、歯科衛生士の業務内容について体験させる。このことにより、歯

科衛生士が備えるべき資質について体験的に学ばせることが、職業的自立の礎になる

と期待される。 
 

17-2 教育課程外の取り組み 
   本学は医療系大学であり、教育目標の一つに国家資格を取得することがある。国家



資格を取得するための教育は、学生の職業的意識を高めるとともに、卒業後の就職等

に必要不可欠なものである。 
本学の教育課程外の取組としては、国家試験対策とキャリア教育に大別できる。 

（1）国家試験対策 
国家試験対策は、国家試験対策委員会【資料 37】が中心となって実施している。

当該委員会は、学長、副学長、学部長、各学科長、各学科から選出された教員各 1
人、その他学長が必要と認めた者で構成されている。当該委員会の所掌事項は次の

とおりである。 
① 国家試験対策のためのチューター制の整備に関すること 
② 国家試験対策計画の策定に関すること 
③ 各学科の国家試験対策計画の進捗について審議し、対策すること 
④ 前各号に定めるもののほか、学長が必要と認める国家試験対策に関すること 
国家試験対策委員会で協議、決定された内容に基づき、各学科において具体的な

国家試験対策が実施されている。本学保健医療学部での取組としては、国家試験対

策講義（正課外）の実施、模擬試験の実施、個別指導などが挙げられる。本学科に

おいても、他学科と同様の取組を行う計画である。 
 

（2）キャリア教育 
キャリア教育は、キャリア開発センター【資料 38】が中心となって実施してい

る。 
就職ガイダンスを行い、就職への意識付けと希望進路の確認を行うとともに、各

種の講座を開催することにより、医療人としてふさわしいマナー等を身につけるよ

う支援している。  
さらに、毎年学内で合同就職説明会を開催して、病院、診療所、福祉施設等の医

療人や人事担当者を招いて直接本学の学生が面談できる機会を設けている。これら

の参加施設の情報は、希望する学生が随時、同センターで閲覧できるように整理さ

れている。  
平成29（2017）年度後期から、学生の学びの状況や課外活動を含めた生活状況な

らびに希望進路等を把握するために、新たに作成した「学生個人シート」を学生に

記入させることにより、キャリア指導体制を強化している。また、1 年次から、

「学生個人シート」に基づき学生全員の個人面談を行い、入学時からキャリア教育

に取り組んでいる。 
平成 30（2018）年度からは、新入生に対して SPI（Synthetic Personality 

Inventory）適性検査を実施することにより、学生に自らの適性について自覚させ

るとともに、検査結果を活用したキャリア指導を実施している。 
    キャリア開発センターでは、学生が求人情報などをより簡単に確認できるように、

求人情報をデータ化し、キャリア開発センター及び附属図書館のパソコンで検索・

閲覧できるよう整備している。 
    また、キャリア開発センターでは、すでに就職が決定している 4 年次生を、ワー

クスタディ制度を活用してアルバイトとして採用し、就職未決定者や下学年生への

アドバイス等を行う業務に就かせることで、学生が親しみやすく利用しやすい環境

の整備を行い、キャリア教育の充実を図っている。 
上記のようなキャリア教育を、本学科でも他学科と同様に実施する計画である。 

 
（3）適切な体制の整備 

本学保健医療学部においては、キャリア教育を担当する組織として、キャリア開

発センター【資料 38】を置き、キャリア開発センター運営委員会【資料 39】にお

いてその活動内容を協議、決定し、実施している。 



キャリア開発センター運営委員会は、センター長、学部長、各学科から選出され

た教員各 1 人、学務課長、学長が認める者で構成されており、本学科からも当該委

員会に参加し、大学全体のキャリア教育の方針を協議し、これに則って、以下の活

動を行う計画である。 
① キャリア教育に関するオリエンテーション及びガイダンスの実施 
② 国家試験対策の支援 
③ 資格取得への助言と支援 
④ 就職内定までの指導  
⑤ 各種資格や採用試験に関する情報提供 
⑥ 卒業生への就職支援（国家試験受験支援を含む。） 
⑦ 卒業生の就業状況等、卒業後の状況調査 

   ⑧ 在校生の学修支援 
 

本学科においては、キャリア開発センター運営委員会の下部組織としてワーキング

グループを設置し、大学全体のキャリア教育の方針に沿って活動する計画である。 
 
    【資料 37】保健医療学部国家試験対策委員会規程 
    【資料 38】キャリア開発センター規程 
    【資料 39】保健医療学部キャリア開発センター運営委員会規程 
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【資料1】図1  歯科衛生士養成所の入学定員と入学者数の推移（平成5年度～令和3年度）

一般社団法人全国歯科衛生士教育協議会
「歯科衛生士教育に関する現状調査の結果報告」令和3年度より抜粋
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一般社団法人全国歯科衛生士教育協議会
「歯科衛生士教育に関する現状調査の結果報告」令和3年度より抜粋



平成 29年度 歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業 実施団体公募要領 

１ 総則 

 高齢化の進展に伴い、歯科医療機関に受診する患者が増加し、今後、在宅や介護保険施

設等において歯科医療サービスを受ける機会が増加するため、歯科衛生士は歯科診療所の

みならず、在宅、介護保険施設、病院等の様々な場所で従事することが想定されています。 

このため、各関係機関において必要な歯科保健医療サービスを提供していく観点から、

歯科衛生士を確保していくことが必要不可欠ですが、実際には未就業者が数多く存在して

いることから、本事業では、歯科衛生士の人材確保を目的として、育児・介護等によって

離職していた歯科衛生士の復職支援や、免許取得直後の新人歯科衛生士に対する基本的な

臨床実践能力の獲得と離職防止を推進する事業を実施する団体（以下「実施団体」という。）

を選定するため、以下の要領で公募するものです。 

なお、当公募は事業実施期間を十分確保するため、平成 29年度予算案に基づき、予算

成立前に公募を行っています。採択・執行に当たっては、国会での平成 29年度予算成立

が前提となりますので、今後、事業内容や実施時期等に変更があり得ることをご承知置き

下さい。 

２ 目的 

  歯科衛生士の未就業者数が数多く存在していること、歯科診療所等への従事者数が慢性

的に不足している課題に対応するため、介護等により離職していた歯科衛生士の復職支援

や、免許取得直後の新人歯科衛生士に対する基本的な臨床実践能力の獲得と離職防止の推

進を図ることを目的としています。 

３ 事業内容 

（１）歯科衛生士に関する共通ガイドライン作成・研修事業

１）「歯科衛生士復職支援共通ガイドライン」及び「新人歯科衛生士技術支援共通ガイ

ドライン」の作成

育児・介護等によって離職していた歯科衛生士の復職支援や、職業人としての第一歩

を踏み出した新人歯科衛生士に対する基本的な臨床実践能力の獲得と離職防止及び人

材確保に資する下記の要素を盛り込んだ共通プログラムを作成するとともに、各現場に

おいて多くの者に周知できるよう電子教材等も併せて作成する。 

①  各現場・職種における復職支援・離職防止対策（勤務環境改善）の取り組み

②  雇用形態等の労働法規に関する仕組み

③ 技術修練に関する内容（場所・修練方法等）

２）研修の実施

１）の「歯科衛生士復職支援共通ガイドライン」及び「新人歯科衛生士技術支援共通

ガイドライン」を実践できる、地域で中核を担う研修指導者や臨床実地指導者等の人材

を育成するため、研修会やワークショップを全国４地区以上で実施する。（２）の事業

を実施する団体と、定期的に運営協議会を開催し、連携しながら本事業を実施する。 

（２）歯科衛生士技術修練部門整備・運営事業

１）技術修練部門の整備・運営及び技術修練の実施

歯科衛生士が復職する際の技術修練及び新人歯科衛生士が技術修練を行う教育機

【資料3】
平成29年度 歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業 実施団体公募要領



 

関（歯科衛生士学校養成所等）に対して設備及び運営に係る費用を支援する。技術修

練を行う教育機関においては、専任の教員を２名以上配置するとともに、その他受入

調整やキャリア相談を行うスタッフを配置する等、体制を整備すること。また、技術

修練を行う場所は、土日祝日等の休日や夏期休暇等の長期間休暇を利用できる施設で

あること。 

  ２）運営協議会の設置・事業評価 

    （１）の事業を実施する団体と、定期的に運営協議会を開催し、連携しながら本事

業を実施する。また、技術修練を実施することにより、歯科衛生士の復職・離職防止

につながった効果を測定し事業評価を行う。 

 

４ 事業に係る委託費の交付について 

  ３（１）及び（２）の事業に係る委託費の交付については、事業の実施にそれぞれ必 

要な以下の経費に限ります。 

（１）歯科衛生士に関する共通ガイドライン作成・研修事業 

 （経 費）謝金、旅費、賃金、印刷製本費、通信運搬費、会議費、電子教材作成費、消

耗品費、備品費、借料及び損料 

  （補助率）定額 

  （基準額）９，３４３，０００円（上限額） 

        

（２）歯科衛生士技術修練部門整備・運営事業 

 （経 費）謝金、旅費、賃金、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、備品費、雑役務費、 

借料及び損料 

  （補助率）定額 

  （基準額）９０，１７５，０００円（上限額） 

 

５ 応募に関する諸条件 

  実施団体選定に係る公募に応募する者は、次の条件を全て満たす団体（以下「応募団体 

という。）であること 

（１）本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること 

（２）３（１）及び（２）の事業を実施する団体が、適宜運営協議会を開催し、連携する 

こと 

（３）本事業の実施に係る会計処理等の事務処理を適切に行う能力を有すること 

（４）本事業を実施する上で必要な経営基盤を有し、資金等の管理能力を有すること 

（５）日本に拠点を有していること 

（６）厚生労働省から補助金交付等の停止、又は指名競争入札において指名停止を受けて

いる期間でないこと 

（７）予算決算及び会計令第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること 

（８）その他予算決算及び会計令第 73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める

参加資格として、別紙－１に掲げる競争参加適合条件を満たすこと 

 

６ 応募方法等 

（１）企画書等の提出書類 

（１）（２）の事業について、「歯科衛生士に関する共通ガイドライン作成・研修

事業企画書」及び「歯科衛生士に関する共通ガイドライン」の作成・研修事業に必要



 

な経費内訳書」（別紙－２－（１））、「歯科衛生士技術修練部門整備・運営事業企

画書」及び「歯科衛生士技術修練部門整備・運営事業に必要な経費内訳書」（別紙－

２－（２））等を作成し、６（２）に示す応募方法により提出してください。 

    企画書は、様式任意ですが、以下の項目について具体的に記載してください。 

   （１）歯科衛生士に関する共通ガイドライン作成・研修事業 

１）「歯科衛生士復職支援等共通ガイドライン」及び「新人歯科衛生士技術支援

共通ガイドライン」の作成 

２）上記１）ガイドラインを実践できる、地域で中核を担う人材を育成するための 

研修 

（２）歯科衛生士技術修練部門整備・運営事業 

 

（２）応募方法 

   提出期限及び提出先（問い合わせ先）は以下の通り。 

① 提出期間 

平成 29年３月６日（月）から平成 29年３月 28日（火）（必着） 

② 提出先及び問い合わせ先 

（提出先） 

〒100-8916  東京都千代田区霞が関１－２－２ 

        厚生労働省医政局歯科保健課総務係 宛 

       ※ 封筒の宛名面に「歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業企 

画書在中」と朱書きにより明記してください。 

※  応募書類は、原則として郵送又は宅配便により提出してください。 

郵送の場合、簡易書留等、配達証明可能な方法をとってください。 

      （問い合わせ先） 

        厚生労働省医政局歯科保健課総務係 

                      電話 03-5253-1111（内線 2583） 

                       FAX  03-3595-8687 

       ※ 問い合わせは、平日（月曜日～金曜日）午前９時３０分～午後５時００ 

分（正午から午後１時迄を除く。）とします。 

③ 提出書類及び部数 

ア 本事業に係る企画書                      10部 

イ 経費内訳書（別紙－２）                   10部 

ウ 団体経歴（概要）、定款等、応募団体の活動が分かる資料     1部 

エ 支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に 

該当しない旨の誓約書（別紙－３）     1部 

      オ 保険料納付に係る申立書（別紙－４）              1部 

 

７ 応募団体の評価について 

 （１）「「歯科衛生士復職支援等共通ガイドライン」の作成・研修事業に係る企画書評価

について」及び「歯科衛生士復職支援等共通ガイドライン」の作成・研修事業に係る

採点表」、「歯科衛生士技術修練部門整備・運営事業に係る企画書評価について」及

び「歯科衛生士技術修練部門整備・運営事業に係る採点表」に基づき、提出された企

画書等について評価を行い、業務の目的に最も合致し、かつ最も評価の高い企画書等

を提出した一者を選定し、候補者とします。 



 

（２）企画書等の評価を行うために応募団体からヒアリングを行うことがありますので、

その際は厚生労働省の指定した日時・場所にご出席下さい。ご出席いただけない場合、

当該者の企画書を無効とします。 

 （３）企画書を提出した者が、６（２）③エの誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、

若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の企画書を無効とします。 

 （４）評価結果は、企画書等の提出した応募団体に遅滞なく通知します。 

    なお、評価に関する経過、内容等に係る問い合わせには応じられません。また提出

された企画書等の資料は返却しませんので、その旨、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙－１ 

                      

競争参加適合条件 

 

 

  本企画競争に参加しようとする者は、以下の条件を満たす必要がある。 

 

    ・ 次に掲げる制度が適用される者にあっては、この公募の提出期限の直近２年間（⑤

及び⑥については２保険年度）の保険料の滞納がないこと（別紙－４「保険料納付に

係る申立書」） 

 

        ①厚生年金保険 ②健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） 

        ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険 

 

      ※ 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべ

き日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日

以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない（分納が認

められているものについては納付期限が到来しているものに限る。）こと。 

  



 

別紙－２―（１） 

 

「歯科衛生士復職支援共通ガイドライン」及び「新人歯科衛生士技術支援共通ガイドライ

ンの作成・研修事業に必要な経費内訳書 

 

 

区               分 

支   出   予   定   額  

備        考 員   数 単    価 金     額 

 

・ガイドラインの作成 

・研修の実施 

 

謝金 

 講師謝金 

 

 

旅費 

 講師等旅費 

 

 職員旅費 

 

 

賃金 

 

 

印刷製本費 

 

通信運搬費 

 

会議費 

 

電子教材費 

 

消耗品費 

 

備品費 

 

借料及び損料 

 

 

 

     円      円  

合           計     

 

 

 



 

別紙－２―（２） 

 

歯科衛生士技術修練部門整備・運営事業に必要な経費内訳書 

 

 

区               分 

支   出   予   定   額  

備        考 員   数 単    価 金     額 

 

技術修練部門の整備及び運営 

 

謝金 

 講師謝金 

 

 

旅費 

 講師等旅費 

 

 職員旅費 

 

 

賃金 

 

 

印刷製本費 

 

 

通信運搬費 

 

 

消耗品費 

 

 

備品費 

 

 

雑役務費 

 

 

借料及び損料 

 

 

     円      円  

合           計     

 

 

 



 

別紙－３ 

 

誓  約  書 

 

 

当社は、下記１及び２のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することは

ありません。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとな

っても、異議は一切申し立てません。 

 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 

 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

 (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）

が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

 (2)  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし

ているとき 

 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

 (1) 暴力的な要求行為を行う者 

 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

 (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者 

  

           年  月  日 

              住所（又は所在地） 

              社名及び代表者名 

 

 

   ※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。  



 

別紙－４ 

 

保険料納付に係る申立書 

 

 

  当社は、直近２年間に支払うべき社会保険料（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険

協会管掌のもの）、船員保険及び国民年金の保険料をいう。）及び直近２保険年度に支払

うべき労働保険料（労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。）について、一切

滞納がないことを申し立てます。 

  なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社

に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分

を受けることに異議はありません。 

  また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたとき

は、速やかに対応することを確約いたします。 

 

 

                                                        平成  年  月  日  

                                                                                     

                                                                                     

                           住   所 

                                                  

                           商号又名称 

                                                  

                           代表者氏名                              印 

                                                 

 

 

 

    支出負担行為担当官 

     厚生労働省医政局長  殿 

 



１ 総則 

 高齢化の進展に伴い、歯科医療機関に受診する患者が増加し、今後、在宅や介護保険施

設等において歯科医療サービスを受ける機会が増加するため、歯科衛生士は歯科診療所の

みならず、在宅、介護保険施設、病院等の様々な場所で従事することが想定されています。 

このため、各関係機関において必要な歯科保健医療サービスを提供していく観点から、

歯科衛生士を確保していくことが必要不可欠ですが、実際には未就業者が数多く存在して

いることから、本事業では、歯科衛生士の人材確保を目的として、育児・介護等によって

離職していた歯科衛生士の復職支援や、免許取得直後の新人歯科衛生士に対する基本的な

臨床実践能力の獲得と離職防止を推進する事業を実施する団体（以下「実施団体」という。）

を選定するため、以下の要領で公募するものです。 

なお、当公募は事業実施期間を十分確保するため、平成 30年度予算案に基づき、予算

成立前に公募を行っています。採択・執行に当たっては、国会での平成 30年度予算成立

が前提となりますので、今後、事業内容や実施時期等に変更があり得ることをご承知置き

下さい。 

２ 目的 

  歯科衛生士の未就業者数が数多く存在していること、歯科診療所等への従事者数が慢性

的に不足している課題に対応するため、介護等により離職していた歯科衛生士の復職支援

や、免許取得直後の新人歯科衛生士に対する基本的な臨床実践能力の獲得と離職防止の推

進を図ることを目的としています。 

３ 事業内容 

（１）歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業

平成 29年度 歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業において作成された

「歯科衛生士復職支援共通ガイドライン」及び「新人歯科衛生士技術支援共通ガイドラ

イン」（以下「歯科衛生士に関する共通ガイドライン」という。）を実践できる、地域

で中核を担う研修指導者や臨床実地指導者等の人材を育成するため、研修会やワークシ

ョップを全国４地区程度で実施する。

なお、（２）及び（３）の事業を実施する団体と、定期的に運営協議会を開催し、連

携しながら本事業を実施する。 

（２）歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業

１）技術修練部門の整備・運営及び技術修練の実施

歯科衛生士が復職する際の技術修練及び新人歯科衛生士が技術修練を行う教育機

関（歯科衛生士学校養成所等）に対して技術修練部門の設備整備及び運営に係る費用

を支援する。技術修練を行う教育機関においては、専任の研修指導者を２名以上配置

するとともに、その他受入調整やキャリア相談を行うスタッフを配置する等、体制を

整備すること。また、技術修練を行う場所は、土日祝日等の休日や夏期休暇等の長期

間休暇を利用できる施設であること。 

２）運営協議会の設置・事業評価

（１）の事業を実施する団体と、定期的に運営協議会を開催し、連携しながら本事

【資料4】

平成30年度 歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業 実施団体公募要領

平成 30 年度 歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業 実施団体公募要領 



 

業を実施する。また、技術修練を実施することにより、歯科衛生士の復職・離職防止

につながった効果を測定し事業評価を行う。また、（３）の事業を実施する団体とも

必要に応じて連携すること。 

（３）歯科衛生士技術修練部門運営事業 

  １）技術修練部門の運営及び技術修練の実施 

歯科衛生士が復職する際の技術修練及び新人歯科衛生士が技術修練を行う教育機

関（歯科衛生士学校養成所等）に対して運営に係る費用を支援する。技術修練を行う

教育機関においては、専任の研修指導者を２名以上配置するとともに、その他受入調

整やキャリア相談を行うスタッフを配置する等、体制を整備すること。また、技術修

練を行う場所は、土日祝日等の休日や夏期休暇等の長期間休暇を利用できる施設であ

ること。 

  ２）運営協議会の設置・事業評価 

    （１）の事業を実施する団体と、定期的に運営協議会を開催し、連携しながら本事

業を実施する。また、技術修練を実施することにより、歯科衛生士の復職・離職防止

につながった効果を測定し事業評価を行う。また、（２）の事業を実施する団体とも

必要に応じて連携すること。 

 

４ 事業に係る委託費の交付について 

  ３（１）、（２）及び（３）の事業に係る委託費の交付については、事業の実施にそれ 

ぞれ必要な以下の経費に限ります。 

（１）歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業 

 （経 費）職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、 

会議費、消耗品費、備品費、借料及び損料、社会保険料 

  （補助率）定額 

  （基準額）２，５４０，０００円（上限額） 

        

（２）歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業 

  （経 費）職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、印刷製本費、 

通信運搬費、消耗品費、備品費、雑役務費、借料及び損料、社会保険料 

  （補助率）定額 

  （基準額）８１，９４３，０００円（上限額） 

 

（３）歯科衛生士技術修練部門運営事業 

 （経 費）職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、印刷製本費、 

通信運搬費、消耗品費、雑役務費、借料及び損料、社会保険料 

  （補助率）定額 

  （基準額）２３，７７１，０００円（上限額） 

 

５ 応募に関する諸条件 

  実施団体選定に係る公募に応募する者は、次の条件を全て満たす団体（以下「応募団体 

という。）であること 

（１）本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること 

（２）３（１）、（２）及び（３）の事業を実施する団体が、適宜運営協議会を開催し、 

連携すること 



 

（３）本事業の実施に係る会計処理等の事務処理を適切に行う能力を有すること 

（４）本事業を実施する上で必要な経営基盤を有し、資金等の管理能力を有すること 

（５）日本に拠点を有していること 

（６）厚生労働省から補助金交付等の停止、又は指名競争入札において指名停止を受けて

いる期間でないこと 

（７）予算決算及び会計令第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること 

（８）その他予算決算及び会計令第 73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める

参加資格として、別紙－１に掲げる競争参加適合条件を満たすこと 

 

６ 応募方法 

（１）企画書等の提出書類 

（１）（２）（３）の事業について、「歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導

者養成研修事業企画書」及び「歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修

事業に必要な経費内訳書」（別紙－２－（１））、「歯科衛生士技術修練部門初度整

備・運営事業企画書」及び「歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業に必要な経

費内訳書」（別紙－２－（２））、「歯科衛生士技術修練部門運営事業企画書」及び

「歯科衛生士技術修練部門運営事業に必要な経費内訳書」（別紙－２－（３））等を

作成し、６（２）に示す応募方法により提出してください。 

    企画書は、様式任意ですが、以下の項目について具体的に記載してください。 

   （１）歯科衛生士に関する共通ガイドラインを実践できる、地域で中核を担う人材を 

育成するための研修事業 

（２）歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業 

（３）歯科衛生士技術修練部門運営事業 

 

（２）応募方法 

   提出期限及び提出先（問い合わせ先）は以下の通り。 

① 提出期間 

平成 30年 2月 26日（月）から 3月 14日（水）（必着） 

② 提出先及び問い合わせ先 

（提出先） 

〒100-8916  東京都千代田区霞が関１－２－２ 

        厚生労働省医政局歯科保健課総務係 宛 

       ※ 封筒の宛名面に「歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業企 

画書在中」と朱書きにより明記してください。 

※  応募書類は、原則として郵送又は宅配便により提出してください。 

郵送の場合、簡易書留等、配達証明可能な方法をとってください。 

      （問い合わせ先） 

        厚生労働省医政局歯科保健課総務係 

                      電話 03-5253-1111（内線 2583） 

                       FAX  03-3595-8687 

       ※ 問い合わせは、平日（月曜日～金曜日）午前９時３０分～午後５時００ 

分（正午から午後１時迄を除く。）とします。 

③ 提出書類及び部数 

ア 本事業に係る企画書                      10部 



 

イ 経費内訳書（別紙－２）                   10部 

ウ 団体経歴（概要）、定款等、応募団体の活動が分かる資料     1部 

エ 支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に 

該当しない旨の誓約書（別紙－３）               1部 

      オ 保険料納付に係る申立書（別紙－４）              1部 

 

７ 応募団体の評価について 

 （１）「歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業に係る企画書評価につ

いて」及び「歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業に係る採点表」、

「歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業に係る企画書評価について」及び「歯

科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業に係る採点表」、「歯科衛生士技術修練部

門運営事業に係る企画書評価について」及び「歯科衛生士技術修練部門運営事業に係

る採点表」に基づき、提出された企画書等について地域性も踏まえ評価を行い、業務

の目的に最も合致し、かつ最も評価の高い企画書等を提出した一者を選定し、候補者

とします。 

（２）企画書等の評価を行うために応募団体からヒアリングを行うことがありますので、

その際は厚生労働省の指定した日時・場所にご出席下さい。ご出席いただけない場合、

当該者の企画書を無効とします。 

 （３）企画書を提出した者が、６（２）③エの誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、

若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の企画書を無効とします。 

 （４）評価結果は、企画書等の提出した応募団体に遅滞なく通知します。 

    なお、評価に関する経過、内容等に係る問い合わせには応じられません。また提出

された企画書等の資料は返却しませんので、その旨、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

別紙－１ 

                      

競争参加適合条件 

 

 

  本企画競争に参加しようとする者は、以下の条件を満たす必要がある。 

 

    ・ 次に掲げる制度が適用される者にあっては、この公募の提出期限の直近２年間（⑤

及び⑥については２保険年度）の保険料の滞納がないこと（別紙－４「保険料納付に

係る申立書」） 

 

        ①厚生年金保険 ②健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） 

        ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険 

 

      ※ 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべ

き日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日

以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない（分納が認

められているものについては納付期限が到来しているものに限る。）こと。 

  



 

別紙－２―（１） 

 

歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業に必要な経費内訳書 

 

 

区               分 

支   出   予   定   額  

備        考 員   数 単    価 金     額 

 

研修の実施 

 

職員諸手当 

 

非常勤職員手当 

 

諸謝金 

 講師謝金 

 

旅費 

 講師等旅費 

 

 職員旅費 

 

印刷製本費 

 

通信運搬費 

 

消耗品費 

 

備品費 

 

会議費 

 

借料及び損料 

 

社会保険料 

 

     円      円  

合           計     

 

 

 

  



 

別紙－２―（２） 

 

歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業に必要な経費内訳書 

 

 

区               分 

支   出   予   定   額  

備        考 員   数 単    価 金     額 

 

技術修練部門の初度設備整備及び

運営 

 

職員基本給 

 

職員諸手当 

 

非常勤職員手当 

 

諸謝金 

 講師謝金 

 

旅費 

 講師等旅費 

 

 職員旅費 

 

印刷製本費 

 

通信運搬費 

 

消耗品費 

 

備品費 

 

雑役務費 

 

借料及び損料 

 

社会保険料 

 

     円      円  

合           計     

 

 

 

  



 

別紙－２―（３） 

 

歯科衛生士技術修練部門運営事業に必要な経費内訳書 

 

 

区               分 

支   出   予   定   額  

備        考 員   数 単    価 金     額 

 

技術修練部門の運営 

 

職員基本給 

 

職員諸手当 

 

非常勤職員手当 

 

諸謝金 

 講師謝金 

 

旅費 

 講師等旅費 

 

 職員旅費 

 

印刷製本費 

 

通信運搬費 

 

消耗品費 

 

雑役務費 

 

借料及び損料 

 

社会保険料 

 

     円      円  

合           計     

 

  



 

別紙－３ 

 

誓  約  書 

 

 

当社は、下記１及び２のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することは

ありません。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとな

っても、異議は一切申し立てません。 

 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 

 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

 (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）

が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

 (2)  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし

ているとき 

 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

 (1) 暴力的な要求行為を行う者 

 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

 (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者 

  

           年  月  日 

              住所（又は所在地） 

              社名及び代表者名 

 

 

   ※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。  



 

別紙－４ 

 

保険料納付に係る申立書 

 

 

  当社は、直近２年間に支払うべき社会保険料（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険

協会管掌のもの）、船員保険及び国民年金の保険料をいう。）及び直近２保険年度に支払

うべき労働保険料（労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。）について、一切

滞納がないことを申し立てます。 

  なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社

に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分

を受けることに異議はありません。 

  また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたとき

は、速やかに対応することを確約いたします。 

 

 

                                                        平成  年  月  日  

                                                                                     

                                                                                     

                           住   所 

                                                  

                           商号又名称 

                                                  

                           代表者氏名                              印 

                                                 

 

 

 

    支出負担行為担当官 

     厚生労働省医政局長  殿 

 



平成 31年度歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業 実施団体公募要領 

１ 総則 

 高齢化の進展に伴い、歯科医療機関に受診する患者が増加し、今後、在宅や介護保険施

設等において歯科医療サービスを受ける機会が増加するため、歯科衛生士は歯科診療所の

みならず、在宅、介護保険施設、病院等の様々な場所で従事することが想定されています。 

このため、各関係機関において必要な歯科保健医療サービスを提供していく観点から、

歯科衛生士を確保していくことが必要不可欠ですが、実際には未就業者が数多く存在して

いることから、本事業では、歯科衛生士の人材確保を目的として、育児・介護等によって

離職していた歯科衛生士の復職支援や、免許取得直後の新人歯科衛生士に対する基本的な

臨床実践能力の獲得と離職防止を推進する事業を実施する団体（以下「実施団体」という。）

を選定するため、以下の要領で公募するものです。 

なお、当公募は事業実施期間を十分確保するため、平成 31年度予算案に基づき、予算

成立前に公募を行っています。採択・執行に当たっては、国会での平成 31年度予算成立

が前提となりますので、今後、事業内容や実施時期等に変更があり得ることをご承知置き

下さい。 

２ 目的 

  歯科衛生士の未就業者数が数多く存在していること、歯科診療所等への従事者数が慢性

的に不足している課題に対応するため、介護等により離職していた歯科衛生士の復職支援

や、免許取得直後の新人歯科衛生士に対する基本的な臨床実践能力の獲得と離職防止の推

進を図ることを目的としています。 

３ 事業内容 

（１）歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業

平成 29年度 歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業において作成された

「歯科衛生士復職支援共通ガイドライン」及び「新人歯科衛生士技術支援共通ガイドラ

イン」（以下「歯科衛生士に関する共通ガイドライン」という。）を実践できる、地域

で中核を担う研修指導者や臨床実地指導者等の人材を育成するため、研修会やワークシ

ョップを全国４地区程度で実施する。また、歯科衛生士に関する共通ガイドラインにつ

いては、平成 30年度の活用状況を踏まえ、必要に応じて見直しや周知の方法等の検討

を実施する。

なお、（２）及び（３）の事業を実施する団体と、定期的に運営協議会を開催し、連

携しながら本事業を実施する。 

（２）歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業

１）技術修練部門の整備・運営及び技術修練の実施

歯科衛生士が復職する際の技術修練及び新人歯科衛生士が技術修練を行う教育機

関（歯科衛生士学校養成所等）に対して技術修練部門の設備整備及び運営に係る費用

を支援する。技術修練を行う教育機関においては、専任の研修指導者を２名以上配置

するとともに、その他受入調整やキャリア相談を行うスタッフを配置する等、体制を

整備すること。また、技術修練を行う場所は、土日祝日等の休日や夏期休暇等の長期

間休暇を利用できる施設であること。 

【資料5】

平 成31年度 歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業 実施団体公募要領



  ２）運営協議会の設置・事業評価 

    （１）の事業を実施する団体と、定期的に運営協議会を開催し、連携しながら本事

業を実施する。また、技術修練を実施することにより、歯科衛生士の復職・離職防止

につながった効果を測定し事業評価を行う。また、（３）の事業を実施する団体とも

必要に応じて連携すること。 

（３）歯科衛生士技術修練部門運営事業 

  １）技術修練部門の運営及び技術修練の実施 

歯科衛生士が復職する際の技術修練及び新人歯科衛生士が技術修練を行う教育機

関（歯科衛生士学校養成所等）に対して運営に係る費用を支援する。技術修練を行う

教育機関においては、専任の研修指導者を２名以上配置するとともに、その他受入調

整やキャリア相談を行うスタッフを配置する等、体制を整備すること。また、技術修

練を行う場所は、土日祝日等の休日や夏期休暇等の長期間休暇を利用できる施設であ

ること。 

  ２）運営協議会の設置・事業評価 

    （１）の事業を実施する団体と、定期的に運営協議会を開催し、連携しながら本事

業を実施する。また、技術修練を実施することにより、歯科衛生士の復職・離職防止

につながった効果を測定し事業評価を行う。また、（２）の事業を実施する団体とも

必要に応じて連携すること。 

 

４ 事業に係る委託費の交付について 

３（１）、（２）及び（３）の事業に係る委託費の交付については、事業の実施にそれ

ぞれ必要な以下の経費に限ります。 

なお、各事業の交付額の合計額がこの委託費の予算額を超える場合には、必要な調整を

行うものとする。 

（１）歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業 

（経 費）職員諸手当（非常勤）、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、備品費、消耗品費、

印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、社会保険料 

（補助率）定額 

（基準額）3,101,000円（上限額） 

        

（２）歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業 

（経 費）職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、備品費、消耗品

費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、社会保険料、雑役務費 

（補助率）定額 

（基準額）初度整備：37,633,000円 

運営事業：研修延べ日数×58,800円 

※研修延べ日数の算定に当たっては、年間の受入研修生 30人、1人当たり

研修日数 8日を上限とする。 

 

（３）歯科衛生士技術修練部門運営事業 

（経 費）職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷

製本費、通信運搬費、借料及び損料、社会保険料、雑役務費 

（補助率）定額 

（基準額）本事業の受託年数に応じて次により算定した額（上限額）とする。 



1年目：研修延べ日数×58,800円 

2年目：研修延べ日数×52,920円 

3年目：研修延べ日数×47,040円 

4年目：研修延べ日数×41,160円 

5年目：研修延べ日数×35,280円 

※研修延べ日数の算定に当たっては、年間の受入研修生 60人、1人当たり研

修日数 8日を上限とする。 

 

５ 事業期間 

平成 31年 4月 1日（月）から平成 32年 3月 31日（火） 

 

６ 応募に関する諸条件 

実施団体選定に係る公募に応募する者は、次の条件を全て満たす団体（以下「応募団

体という。）であること 

（１）本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること 

（２）３（１）、（２）及び（３）の事業を実施する団体が、適宜運営協議会を開催し、

連携すること 

（３）本事業の実施に係る会計処理等の事務処理を適切に行う能力を有すること 

（４）本事業を実施する上で必要な経営基盤を有し、資金等の管理能力を有すること 

（５）日本に拠点を有していること 

（６）厚生労働省から補助金交付等の停止、又は指名競争入札において指名停止を受けて

いる期間でないこと 

（７）予算決算及び会計令第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること 

（８）その他予算決算及び会計令第 73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める

参加資格として、別紙－１に掲げる競争参加適合条件を満たすこと 

 

７ 応募方法 

（１）企画書等の提出書類 

３の（１）（２）（３）の事業について、次の書類を作成し、７（２）に示す応募

方法により提出してください。 

なお、企画書の様式は任意ですが、各項目について具体的に記載してください。 

 

事業区分 提出書類 

歯科衛生士復職支援・離職防止

等研修指導者養成研修事業 

歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成

研修事業企画書（次の項目を含むこと。） 

・事業実施目的 

・事業実施における関係団体との協力体制 

・事業内容 

・前年度事業実施状況 

別紙－２－（１） 

別紙－３ 

別紙－４ 

歯科衛生士技術修練部門初度

整備・運営事業 

歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業企画

書（次の項目を含むこと。） 



・事業実施目的 

・事業実施における関係団体との協力体制 

・事業内容（整備の内容を含む） 

・前年度事業実施状況 

別紙－２－（２） 

別紙－３ 

別紙－４ 

歯科衛生士技術修練部門運営

事業 

歯科衛生士技術修練部門運営事業企画書（次の項

目を含むこと。） 

・事業実施目的 

・事業実施における関係団体との協力体制 

・事業内容 

・前年度事業実施状況 

別紙－２－（３） 

別紙－３ 

別紙－４ 

 

 

（２）応募方法 

   提出期限及び提出先（問い合わせ先）は以下のとおり。 

① 提出期間 

平成 31年 2月 1日（金）から平成 31年 2月 15日（金）（必着） 

② 提出先及び問い合わせ先 

（提出先） 

〒100-8916  東京都千代田区霞が関１－２－２ 

        厚生労働省医政局歯科保健課総務係 宛 

       ※ 封筒の宛名面に「歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業企 

画書在中」と朱書きにより明記してください。 

※  応募書類は、原則として郵送又は宅配便により提出してください。 

郵送の場合、簡易書留等、配達証明可能な方法をとってください。 

      （問い合わせ先） 

        厚生労働省医政局歯科保健課総務係 

                      電話 03-5253-1111（内線 2583） 

                      FAX  03-3595-8687 

※ 問い合わせは、平日（月曜日～金曜日）午前 9時 30分～午後 5時 00分

（正午から午後 1時迄を除く。）とします。 

③ 提出書類及び部数 

ア 本事業に係る企画書                      10部 

イ 経費内訳書（別紙－２）                   10部 

ウ 団体経歴（概要）、定款等、応募団体の活動が分かる資料     1部 

エ 支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に 

該当しない旨の誓約書（別紙－３）               1部 

      オ 保険料納付に係る申立書（別紙－４）              1部 

 



８ 応募団体の評価について 

 （１）「歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業に係る企画書評価につ

いて」及び「歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業に係る採点表」、

「歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業に係る企画書評価について」及び「歯

科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業に係る採点表」、「歯科衛生士技術修練部

門運営事業に係る企画書評価について」及び「歯科衛生士技術修練部門運営事業に係

る採点表」に基づき、提出された企画書等について地域性も踏まえ評価を行い、業務

の目的に最も合致し、かつ最も評価の高い企画書等を提出した一者を選定し、候補者

とします。 

（２）企画書等の評価を行うために応募団体からヒアリングを行うことがありますので、

その際は厚生労働省の指定した日時・場所にご出席下さい。ご出席いただけない場合、

当該者の企画書を無効とします。 

 （３）企画書を提出した者が、７（２）③エの誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、

若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の企画書を無効とします。 

 （４）評価結果は、企画書等の提出した応募団体に遅滞なく通知します。 

    なお、評価に関する経過、内容等に係る問い合わせには応じられません。また提出

された企画書等の資料は返却しませんので、その旨、ご了承ください。 

  



別紙－１ 

 

競争参加適合条件 

 

 

本企画競争に参加しようとする者のうち、次に掲げる制度が適用される者にあっては、こ

の公募の提出期限の直近２年間（⑤及び⑥については２保険年度）の保険料の滞納がないこ

と。 

 

        ①厚生年金保険 ②健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） 

        ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険 

 

      ※ 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべ

き日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日

以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない（分納が認

められているものについては納付期限が到来しているものに限る。）こと。 

  



別紙－２―（１） 

 

歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業に必要な経費内訳書 

 

区  分 
支出予定額 

備  考 
員 数 単  価 金 額 

 

 

職員諸手当 

 

非常勤職員手当 

 

諸謝金 

 講師謝金 

 

旅費 

 講師等旅費 

 

 職員旅費 

 

印刷製本費 

 

通信運搬費 

 

消耗品費 

 

備品費 

 

会議費 

 

借料及び損料 

 

社会保険料 

 

     円      円  

合 計     

 

 

 

  



別紙－２―（２） 

 

歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業に必要な経費内訳書 

 

区  分 
支出予定額 

備  考 
員  数 単  価 金 額 

 

職員基本給 

 

職員諸手当 

 

非常勤職員手当 

 

諸謝金 

 講師謝金 

 

旅費 

 講師等旅費 

 

 職員旅費 

 

印刷製本費 

 

通信運搬費 

 

消耗品費 

 

備品費 

 

雑役務費 

 

借料及び損料 

 

社会保険料 

 

     円      円  

合 計     

 

 

 

  



別紙－２―（３） 

 

歯科衛生士技術修練部門運営事業に必要な経費内訳書 

 

区  分 
支出予定額 

備  考 
員  数 単  価 金 額 

 

職員基本給 

 

職員諸手当 

 

非常勤職員手当 

 

諸謝金 

 講師謝金 

 

旅費 

 講師等旅費 

 

 職員旅費 

 

印刷製本費 

 

通信運搬費 

 

消耗品費 

 

雑役務費 

 

借料及び損料 

 

社会保険料 

 

     円      円  

合 計     

 

  



別紙－３ 

 

誓  約  書 

 

 

当社は、下記１及び２のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することは

ありません。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとな

っても、異議は一切申し立てません。 

 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 

 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

 (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）

が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

 (2)  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし

ているとき 

 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

 (1) 暴力的な要求行為を行う者 

 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

 (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者 

  

           年  月  日 

              住所又は所在地 

              商号又名称 

代表者名 

 

 

   ※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。  



 

別紙－４ 

 

保険料納付に係る申立書 

 

 

  当社は、直近２年間に支払うべき社会保険料（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険

協会管掌のもの）、船員保険及び国民年金の保険料をいう。）及び直近２保険年度に支払

うべき労働保険料（労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。）について、一切

滞納がないことを申し立てます。 

  なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社

に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分

を受けることに異議はありません。 

  また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたとき

は、速やかに対応することを確約いたします。 

 

 

                                                          年  月  日  

                                                                                     

                                                                                     

                           住所又は所在地 

                                                  

                           商号又名称 

                                                  

                           代表者名                              印 

                                                 

 

 

 

     厚生労働省医政局長  殿 

 



令和２年度歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業 実施団体公募要領 

１ 総則 

 高齢化の進展に伴い、歯科医療機関に受診する患者が増加し、今後、在宅や介護保険施

設等において歯科医療サービスを受ける機会が増加するため、歯科衛生士は歯科診療所の

みならず、在宅、介護保険施設、病院等の様々な場所で従事することが想定されています。 

このため、各関係機関において必要な歯科保健医療サービスを提供していく観点から、

歯科衛生士を確保していくことが必要不可欠ですが、実際には未就業者が数多く存在して

いることから、本事業では、歯科衛生士の人材確保を目的として、育児・介護等によって

離職していた歯科衛生士の復職支援や、免許取得直後の新人歯科衛生士に対する基本的な

臨床実践能力の獲得と離職防止を推進する事業を実施する団体（以下「実施団体」という。）

を選定するため、以下の要領で公募するものです。 

なお、当公募は事業実施期間を十分確保するため、令和２年度予算案に基づき、予算成

立前に公募を行っています。採択・執行に当たっては、国会での令和２年度予算成立が前

提となりますので、今後、事業内容や実施時期等に変更があり得ることをご承知置き下さ

い。 

２ 目的 

  歯科衛生士の未就業者数が数多く存在していること、歯科診療所等への従事者数が慢性

的に不足している課題に対応するため、介護等により離職していた歯科衛生士の復職支援

や、免許取得直後の新人歯科衛生士に対する基本的な臨床実践能力の獲得と離職防止の推

進を図ることを目的としています。 

３ 事業内容 

（１）歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業

平成 29年度 歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業において作成された

「歯科衛生士復職支援共通ガイドライン」及び「新人歯科衛生士技術支援共通ガイドラ

イン」（以下「歯科衛生士に関する共通ガイドライン」という。）を実践できる、地域

で中核を担う研修指導者や臨床実地指導者等の人材を育成するため、研修会やワークシ

ョップを全国４地区程度で実施する。また、歯科衛生士に関する共通ガイドラインにつ

いては、前年度までの活用状況を踏まえ、必要に応じて見直しや周知の方法等の検討を

実施する。

なお、（２）及び（３）の事業を実施する団体と、定期的に運営協議会を開催し、連

携しながら本事業を実施する。 

（２）歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業

１）技術修練部門の整備・運営及び技術修練の実施

歯科衛生士が復職する際の技術修練及び新人歯科衛生士が技術修練を行う教育機

関（歯科衛生士学校養成所等）に対して技術修練部門の設備整備及び運営に係る費用

を支援する。技術修練を行う教育機関においては、専任の研修指導者を２名以上配置

するとともに、その他受入調整やキャリア相談を行うスタッフを配置する等、体制を

整備すること。また、技術修練を行う場所は、土日祝日等の休日や夏期休暇等の長期

間休暇を利用できる施設であること。 

【資料6】

令和2年度 歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業 実施団体公募要領



  ２）運営協議会の設置・事業評価 

    （１）の事業を実施する団体と、定期的に運営協議会を開催し、連携しながら本事

業を実施する。また、技術修練を実施することにより、歯科衛生士の復職・離職防止

につながった効果を測定し事業評価を行う。また、（３）の事業を実施する団体とも

必要に応じて連携すること。 

 

（３）歯科衛生士技術修練部門運営事業 

  １）技術修練部門の運営及び技術修練の実施 

歯科衛生士が復職する際の技術修練及び新人歯科衛生士が技術修練を行う教育機

関（歯科衛生士学校養成所等）に対して運営に係る費用を支援する。技術修練を行う

教育機関においては、専任の研修指導者を２名以上配置するとともに、その他受入調

整やキャリア相談を行うスタッフを配置する等、体制を整備すること。また、技術修

練を行う場所は、土日祝日等の休日や夏期休暇等の長期間休暇を利用できる施設であ

ること。 

  ２）運営協議会の設置・事業評価 

    （１）の事業を実施する団体と、定期的に運営協議会を開催し、連携しながら本事

業を実施する。また、技術修練を実施することにより、歯科衛生士の復職・離職防止

につながった効果を測定し事業評価を行う。また、（２）の事業を実施する団体とも

必要に応じて連携すること。 

 

４ 事業に係る補助金の交付について 

３（１）、（２）及び（３）の事業に係る補助金の交付については、事業の実施にそれ

ぞれ必要な以下の経費に限ります。 

なお、各事業の交付額の合計額がこの補助金の予算額を超える場合には、必要な調整を

行うものとする。 

（１）歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業 

（経 費）職員諸手当（非常勤）、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、備品費、消耗品費、

印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、社会保険料 

（補助率）定額 

（基準額）3,101,000円（上限額） 

        

（２）歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業 

（経 費）職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、備品費、消耗品

費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、社会保険料、雑役務費 

（補助率）定額 

（基準額）初度整備：36,928,000円 

運営事業：研修延べ日数×58,800円 

※研修延べ日数の算定に当たっては、年間の受入研修生 30人、1人当たり

研修日数 8日を上限とする。 

 

（３）歯科衛生士技術修練部門運営事業 

（経 費）職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷

製本費、通信運搬費、借料及び損料、社会保険料、雑役務費 

（補助率）定額 



（基準額）本事業の実施年数に応じて次により算定した額（上限額）とする。 

1年目：研修延べ日数×49,520円 

2年目：研修延べ日数×39,620円 

3年目：研修延べ日数×24,760円 

4年目：研修延べ日数×14,850円 

5年目：研修延べ日数× 9,900円 

※研修延べ日数の算定に当たっては、年間の受入研修生 60人、1人当たり研

修日数 8日を上限とする。 

※5年目については、（２）歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業を

実施していない団体に限る。 

 

５ 事業期間 

令和 2年 4月 1日（水）から令和 3年 3月 31日（水） 

 

６ 応募に関する諸条件 

実施団体選定に係る公募に応募する者は、次の条件を全て満たす団体（以下「応募団

体という。）であること 

（１）本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること 

（２）３（１）、（２）及び（３）の事業を実施する団体が、適宜運営協議会を開催し、

連携すること 

（３）本事業の実施に係る会計処理等の事務処理を適切に行う能力を有すること 

（４）本事業を実施する上で必要な経営基盤を有し、資金等の管理能力を有すること 

（５）日本に拠点を有していること 

（６）厚生労働省から補助金交付等の停止、又は指名競争入札において指名停止を受けて

いる期間でないこと 

（７）予算決算及び会計令第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること 

（８）その他予算決算及び会計令第 73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める

参加資格として、別紙－１に掲げる競争参加適合条件を満たすこと 

 

７ 応募方法 

（１）企画書等の提出書類 

３の（１）（２）（３）の事業について、次の書類を作成し、７（２）に示す応募

方法により提出してください。 

なお、企画書の様式は任意ですが、各項目について具体的に記載してください。 

 

事業区分 提出書類 

歯科衛生士復職支援・離職防止

等研修指導者養成研修事業 

歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成

研修事業企画書（次の項目を含むこと。） 

・事業実施目的 

・事業実施における関係団体との協力体制 

・事業内容 

・前年度事業実施状況 

別紙－２－（１） 

別紙－３ 



別紙－４ 

歯科衛生士技術修練部門初度

整備・運営事業 

歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業企画

書（次の項目を含むこと。） 

・事業実施目的 

・事業実施における関係団体との協力体制 

・事業内容（整備の内容を含む） 

・前年度事業実施状況 

別紙－２－（２） 

別紙－３ 

別紙－４ 

歯科衛生士技術修練部門運営

事業 

歯科衛生士技術修練部門運営事業企画書（次の項

目を含むこと。） 

・事業実施目的 

・事業実施における関係団体との協力体制 

・事業内容 

・前年度事業実施状況 

別紙－２－（３） 

別紙－３ 

別紙－４ 

 

 

（２）応募方法 

   提出期限及び提出先（問い合わせ先）は以下のとおり。 

① 提出期間 

令和 2年 2月 20日（木）から令和 2年 3月 5日（木）（必着） 

② 提出先及び問い合わせ先 

（提出先） 

〒100-8916  東京都千代田区霞が関１－２－２ 

        厚生労働省医政局歯科保健課総務係 宛 

       ※ 封筒の宛名面に「歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業企

画書在中」と朱書きにより明記してください。 

※  応募書類は、原則として郵送又は宅配便により提出してください。 

郵送の場合、簡易書留等、配達証明可能な方法をとってください。 

      （問い合わせ先） 

        厚生労働省医政局歯科保健課総務係 

                      電話 03-5253-1111（内線 2583） 

                      FAX  03-3595-8687 

※ 問い合わせは、平日（月曜日～金曜日）午前 9時 30分～午後 5時 00分

（正午から午後 1時迄を除く。）とします。 

③ 提出書類及び部数 

ア 本事業に係る企画書                      10部 

イ 経費内訳書（別紙－２）                   10部 

ウ 団体経歴（概要）、定款等、応募団体の活動が分かる資料     1部 

エ 支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に 



該当しない旨の誓約書（別紙－３）               1部 

      オ 保険料納付に係る申立書（別紙－４）              1部 

 

８ 応募団体の評価について 

 （１）「歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業に係る企画書の評価に

ついて」及び「歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業に係る企画

書の採点表」、「歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業に係る企画書の評価に

ついて」及び「歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業に係る企画書の採点表」、

「歯科衛生士技術修練部門運営事業に係る企画書の評価について」及び「歯科衛生士

技術修練部門運営事業に係る企画書の採点表」に基づき、提出された企画書等の内容

について、地域性も踏まえ、事業目的に合致しているかの評価を行い、評価結果を基

に事業を担えると認められる者を選定し、候補者とします。 

（２）企画書等の評価を行うために応募団体からヒアリングを行うことがありますので、

その際は厚生労働省の指定した日時・場所にご出席下さい。ご出席いただけない場合、

当該者の企画書を無効とします。 

 （３）企画書を提出した者が、７（２）③エの誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、

若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の企画書を無効とします。 

 （４）評価結果は、企画書等の提出した応募団体に遅滞なく通知します。 

    なお、評価に関する経過、内容等に係る問い合わせには応じられません。また提出

された企画書等の資料は返却しませんので、その旨、ご了承ください。 

  



別紙－１ 

 

競争参加適合条件 

 

 

本企画競争に参加しようとする者のうち、次に掲げる制度が適用される者にあっては、こ

の公募の提出期限の直近２年間（⑤及び⑥については２保険年度）の保険料の滞納がないこ

と。 

 

        ①厚生年金保険 ②健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） 

        ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険 

 

      ※ 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべ

き日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日

以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない（分納が認

められているものについては納付期限が到来しているものに限る。）こと。 

  



別紙－２―（１） 

 

歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業に必要な経費内訳書 

 

区  分 
支出予定額 

備  考 
員 数 単  価 金 額 

 

 

職員諸手当 

 

非常勤職員手当 

 

諸謝金 

 講師謝金 

 

旅費 

 講師等旅費 

 

 職員旅費 

 

印刷製本費 

 

通信運搬費 

 

消耗品費 

 

備品費 

 

会議費 

 

借料及び損料 

 

社会保険料 

 

     円      円  

合 計     

 

 

 

  



別紙－２―（２） 

 

歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業に必要な経費内訳書 

 

区  分 
支出予定額 

備  考 
員  数 単  価 金 額 

 

職員基本給 

 

職員諸手当 

 

非常勤職員手当 

 

諸謝金 

 講師謝金 

 

旅費 

 講師等旅費 

 

 職員旅費 

 

印刷製本費 

 

通信運搬費 

 

消耗品費 

 

備品費 

 

雑役務費 

 

借料及び損料 

 

社会保険料 

 

     円      円  

合 計     

 

 

 

  



別紙－２―（３） 

 

歯科衛生士技術修練部門運営事業に必要な経費内訳書 

 

区  分 
支出予定額 

備  考 
員  数 単  価 金 額 

 

職員基本給 

 

職員諸手当 

 

非常勤職員手当 

 

諸謝金 

 講師謝金 

 

旅費 

 講師等旅費 

 

 職員旅費 

 

印刷製本費 

 

通信運搬費 

 

消耗品費 

 

雑役務費 

 

借料及び損料 

 

社会保険料 

 

     円      円  

合 計     

 

  



別紙－３ 

 

誓  約  書 

 

 

当社は、下記１及び２のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することは

ありません。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとな

っても、異議は一切申し立てません。 

 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 

 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

 (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）

が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

 (2)  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし

ているとき 

 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

 (1) 暴力的な要求行為を行う者 

 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

 (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者 

  

           年  月  日 

              住所又は所在地 

              商号又名称 

代表者名 

 

 

   ※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。  



 

別紙－４ 

 

保険料納付に係る申立書 

 

 

  当社は、直近２年間に支払うべき社会保険料（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険

協会管掌のもの）、船員保険及び国民年金の保険料をいう。）及び直近２保険年度に支払

うべき労働保険料（労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。）について、一切

滞納がないことを申し立てます。 

  なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社

に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分

を受けることに異議はありません。 

  また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたとき

は、速やかに対応することを確約いたします。 

 

 

                                                          年  月  日  

                                                                                     

                                                                                     

                           住所又は所在地 

                                                  

                           商号又名称 

                                                  

                           代表者名                              印 

                                                 

 

 

 

     厚生労働省医政局長  殿 

 



令和３年度歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業 実施団体公募要領 

１ 総則 

 高齢化の進展に伴い、歯科医療機関に受診する患者が増加し、今後、在宅や介護保険施

設等において歯科医療サービスを受ける機会が増加するため、歯科衛生士は歯科診療所の

みならず、在宅、介護保険施設、病院等の様々な場所で従事することが想定されており、

各関係機関において必要な歯科保健医療サービスを提供していく観点から、歯科衛生士を

確保していくことが必要不可欠です。 

  また、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和３年度以降、基礎教育における

臨床現場での実習の経験が極めて少ない者が入職する可能性があり、こうした影響は、新

人歯科衛生士の早期離職や指導する立場の歯科衛生士の負担増大等につながり、安定的な

歯科衛生士確保を妨げる可能性があります。 

このため、本要領は、別添「歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業実施要

綱（案）」に基づき、歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業を実施する団体

（以下「実施団体」という。）を選定することとし、以下の要領で公募するものです。 

２ 目的 

  歯科衛生士の未就業者数が数多く存在していること、歯科診療所等への従事者数が慢性

的に不足している課題に対応するため、介護等により離職していた歯科衛生士の復職支援

や、免許取得直後の新人歯科衛生士に対する基本的な臨床実践能力の獲得と離職防止の推

進を図ることを目的としています。 

３ 事業内容 

（１）歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業

平成 29年度 歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業において作成された

「歯科衛生士復職支援共通ガイドライン」（又はその改訂版）及び「新人歯科衛生士技

術支援共通ガイドライン」（以下「歯科衛生士に関する共通ガイドライン」という。）

を実践できる、地域で中核を担う研修指導者や臨床実地指導者等の人材を育成するため、

研修会やワークショップを全国４地区程度で実施する。また、歯科衛生士に関する共通

ガイドラインについては、前年度までの活用状況を踏まえ、必要に応じて見直しや周知

の方法等の検討を実施する。 

なお、（２）及び（３）の事業を実施する団体と、定期的に運営協議会を開催し、連

携しながら本事業を実施する。 

（２）歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業

１）技術修練部門の整備・運営及び技術修練の実施

歯科衛生士が復職する際の技術修練及び新人歯科衛生士が技術修練を行う教育機

関（歯科衛生士学校養成所等）に対して技術修練部門の設備整備及び運営に係る費用

を支援する。技術修練を行う教育機関においては、専任の研修指導者を２名以上配置

するとともに、その他受入調整やキャリア相談を行うスタッフを配置する等、体制を

整備すること。また、技術修練を行う場所は、土日祝日等の休日や夏期休暇等の長期

間休暇を利用できる施設であること。 

２）新型コロナウイルスの影響に係る歯科衛生士卒後フォローアップ研修の実施

【資料７】

令和３年度 歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業 実施団体公募要領



令和３年度、新たに歯科衛生士として入職した者（又は入職しようとする者）を対

象とし、新型コロナウイルス感染症の対応に関連した臨地実習の経験不足を補うため

の臨床現場での体験学習型の研修を行う。フォローアップ研修の実施体制として、研

修指導者を２名以上配置するとともに、受入調整や技術の不安等の相談対応を行うス

タッフを配置し、受講者個々の課題に応じて支援する体制を整備すること。なお、フ

ォローアップ研修の研修指導者等は、技術修練部門の研修指導者等と兼務で差し支え

無い。 

  ３）運営会議の設置・事業評価 

    本事業の円滑な運営のため、関係者による運営会議を定期的に開催するとともに、

技術修練を実施することにより歯科衛生士の復職・離職防止につながった効果を測定

し事業評価を行う。 

また、（１）の事業を実施する団体が開催する運営協議会に出席し、連携しながら

本事業を実施する。さらに、（３）の事業を実施する団体とも必要に応じて連携する

こと。 

 

（３）歯科衛生士技術修練部門運営事業 

  １）技術修練部門の運営及び技術修練の実施 

歯科衛生士が復職する際の技術修練及び新人歯科衛生士が技術修練を行う教育機

関（歯科衛生士学校養成所等）に対して運営に係る費用を支援する。技術修練を行う

教育機関においては、専任の研修指導者を２名以上配置するとともに、その他受入調

整やキャリア相談を行うスタッフを配置する等、体制を整備すること。また、技術修

練を行う場所は、土日祝日等の休日や夏期休暇等の長期間休暇を利用できる施設であ

ること。 

  ２）新型コロナウイルスの影響に係る歯科衛生士卒後フォローアップ研修の実施 

令和３年度、新たに歯科衛生士として入職した者（又は入職しようとする者）を対

象とし、新型コロナウイルス感染症の対応に関連した臨地実習の経験不足を補うため

の臨床現場での体験学習型の研修を行う。フォローアップ研修の実施体制として、研

修指導者を２名以上配置するとともに、受入調整や技術の不安等の相談対応を行うス

タッフを配置し、受講者個々の課題に応じて支援する体制を整備すること。なお、フ

ォローアップ研修の研修指導者等は、技術修練部門の研修指導者等と兼務で差し支え

無い。 

  ３）運営会議の設置・事業評価 

    本事業の円滑な運営のため、関係者による運営会議を定期的に開催するとともに、

技術修練を実施することにより歯科衛生士の復職・離職防止につながった効果を測定

し事業評価を行う。 

また、（１）の事業を実施する団体が開催する運営協議会に出席し、連携しながら

本事業を実施する。さらに、（２）の事業を実施する団体とも必要に応じて連携する

こと。 

 

４ 本事業に係る補助金の交付について 

本事業に係る補助金の交付については、予算の範囲内において、補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179号）、補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律施行令（昭和 30年政令第 255号）及び厚生労働省所管補助金等交付規

則（平成 12年厚生省・労働省令第 6号）の規定によるほか、別に定める「医療施設運営



費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱」の定めるところにより交付する

ものです。 

本事業３（１）、（２）及び（３）の事業に係る補助金の交付については、事業の実施

にそれぞれ必要な以下の経費に限りますが、最終的な経費については、「医療施設運営費

等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱」の定めるところによります。 

なお、各事業の交付額の合計額がこの補助金の予算額を超える場合には、必要な調整を

行うものとします。 

（１）歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業 

（経 費）職員諸手当（非常勤）、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、備品費、消耗品費、

印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、社会保険料 

（補助率）定額 

（基準額）3,117,000円（上限額） 

        

（２）歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業 

（経 費）職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、備品費、消耗品

費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、社会保険料、雑役務費 

（補助率）定額 

（基準額）①、②及び③により算定された合計額（上限額）とする。 

①初度整備：36,928,000円 

②運営事業：研修延べ日数×58,800円 

※研修延べ日数の算定に当たっては、年間の受入研修生 30人、1人当たり

研修日数 8日を上限とする。 

③歯科衛生士卒後フォローアップ研修：研修延べ日数×40,620円 

※研修延べ日数の算定に当たっては、年間の受入研修生 30人、1人当たり

研修日数 4日を上限とする。 

 

（３）歯科衛生士技術修練部門運営事業 

（経 費）職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷

製本費、通信運搬費、借料及び損料、社会保険料、雑役務費 

（補助率）定額 

（基準額）①及び②により算定された合計額（上限額）とする。 

①運営事業：本事業の実施年数に応じて次により算定した額とする。 

1年目：研修延べ日数×49,520円 

2年目：研修延べ日数×39,620円 

3年目：研修延べ日数×24,760円 

4年目：研修延べ日数×14,850円 

5年目：研修延べ日数× 9,900円 

※研修延べ日数の算定に当たっては、年間の受入研修生 60人、1人当たり

研修日数 8日を上限とする。 

※5年目については、（２）歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業

を実施していない団体に限る。 

②歯科衛生士卒後フォローアップ研修：研修延べ日数×40,620円 

※研修延べ日数の算定に当たっては、年間の受入研修生 30人、1人当たり

研修日数 4日を上限とする。 



 

５ 事業期間 

厚生労働省において事業の採択を決定した日から令和 4年 3月 31日（木） 

 

６ 応募に関する諸条件 

実施団体選定に係る公募に応募する者は、次の条件を全て満たす団体（以下「応募団

体」という。）であること 

（１）本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること 

（２）本事業の実施に係る会計処理等の事務処理を適切に行う能力を有すること 

（３）本事業を実施する上で必要な経営基盤を有し、資金等の管理能力を有すること 

（４）日本に拠点を有していること 

（５）厚生労働省から補助金交付等の停止、又は指名競争入札において指名停止を受けて

いる期間でないこと 

（６）予算決算及び会計令第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること 

（７）その他参加資格として、別紙－１に掲げる公募参加適合条件を満たすこと 

（８）３（２）又は（３）については、いずれか一つの事業に限った応募であること 

 

７ 応募方法 

（１）企画書等の提出書類 

３の（１）（２）（３）の事業について、次の書類を作成し、７（２）に示す応募

方法により提出してください。 

なお、企画書の様式は任意ですが、各項目について具体的に記載してください。 

 

事業区分 提出書類 

歯科衛生士復職支援・離職防止

等研修指導者養成研修事業 

歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成

研修事業企画書（次の項目を含むこと。） 

・事業実施目的 

・事業実施における関係団体との協力体制 

・事業内容 

・前年度事業実施状況 

別紙－２－（１） 

別紙－３ 

歯科衛生士技術修練部門初度

整備・運営事業 

歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業企画

書（次の項目を含むこと。） 

・事業実施目的 

・事業実施における関係団体との協力体制 

・事業内容（整備の内容を含む） 

・前年度事業実施状況 

別紙－２－（２） 

別紙－３ 

歯科衛生士技術修練部門運営

事業 

歯科衛生士技術修練部門運営事業企画書（次の項

目を含むこと。） 

・事業実施目的 

・事業実施における関係団体との協力体制 



・事業内容 

・前年度事業実施状況 

別紙－２－（３） 

別紙－３ 

 

（２）応募方法 

   提出期限及び提出先（問い合わせ先）は以下のとおり。 

① 提出期間 

令和３年６月 17日（木）から令和 3年７月１日（木）（必着） 

② 提出先及び問い合わせ先 

（提出先） 

〒100-8916  東京都千代田区霞が関１－２－２ 

        厚生労働省医政局歯科保健課総務係 宛 

       ※ 封筒の宛名面に「歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業企

画書在中」と朱書きにより明記してください。 

※  応募書類は、原則として郵送又は宅配便により提出してください。 

郵送の場合、簡易書留等、配達証明可能な方法をとってください。 

      （問い合わせ先） 

        厚生労働省医政局歯科保健課総務係 

                      電話 03-5253-1111（内線 2583） 

                      FAX  03-3595-8687 

※ 問い合わせは、平日（月曜日～金曜日）午前 9時 30分～午後 5時 00分

（正午から午後 1時迄を除く。）とします。 

③ 提出書類及び部数 

ア 本事業に係る企画書                      10部 

イ 経費内訳書（別紙－２）                   10部 

ウ 団体経歴（概要）、財務諸表、定款等、応募団体の活動が分かる資料 

                               1部 

      エ 保険料納付に係る申立書（別紙－３）              1部 

 

（３）提出書類の真正性確保 

押印が省略され担当者等から提出される書類については、応募団体として決定さ

れたものであること。 

なお、提出書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、実施団体として選考した

後においても、補助金不交付等の措置を行う場合があり得る。 

 

８ 応募団体の評価について 

 （１）「歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業に係る企画書の評価に

ついて」及び「歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業に係る企画

書の採点表」、「歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業に係る企画書の評価に

ついて」及び「歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業に係る企画書の採点表」、

「歯科衛生士技術修練部門運営事業に係る企画書の評価について」及び「歯科衛生士

技術修練部門運営事業に係る企画書の採点表」に基づき、提出された企画書等の内容



について、地域性も踏まえ、事業目的に合致しているかの評価を行い、評価結果を基

に事業を担えると認められる者を選定し、候補者とします。 

（２）企画書等の評価を行うために応募団体からヒアリングを行うことがありますので、

その際は厚生労働省の指定した日時・場所にご出席下さい（電話等の手段による場合

もあります）。ご出席いただけない場合、当該者の企画書を無効とします。 

 （３）企画書を提出した者が、提出書類に虚偽記載等の不正を行ったことが発覚した場合、

７（２）③エの申立書を提出せず、又は虚偽の申立をし、若しくは申立書に反するこ

ととなった場合は、当該者の企画書を無効とします。 

 （４）評価結果は、企画書等の提出した応募団体に遅滞なく通知します。 

    なお、評価に関する経過、内容等に係る問い合わせには応じられません。また提出

された企画書等の資料は返却しませんので、その旨、ご了承ください。 

  



別紙－１ 

 

公募参加適合条件 

 

 

本事業に応募しようとする者のうち、次に掲げる制度が適用される者にあっては、この公

募の提出期限の直近２年間（⑤及び⑥については２保険年度）の保険料の滞納がないこと。 

 

        ①厚生年金保険 ②健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） 

        ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険 

 

      ※ 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべ

き日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日

以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない（分納が認

められているものについては納付期限が到来しているものに限る。）こと。 

  



別紙－２―（１） 

 

歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業に必要な経費内訳書 

 

区  分 
支出予定額 

備  考 
員 数 単  価 金 額 

 

 

職員諸手当（非常勤） 

 

非常勤職員手当 

 

諸謝金 

 講師謝金 

 

旅費 

 講師等旅費 

 

 職員旅費 

 

印刷製本費 

 

通信運搬費 

 

消耗品費 

 

備品費 

 

会議費 

 

借料及び損料 

 

社会保険料 

 

     円      円  

合 計     

 

 

 

  



別紙－２―（２） 

 

歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営事業に必要な経費内訳書 

 

区  分 
支出予定額 

備  考 
員  数 単  価 金 額 

 

職員基本給 

 

職員諸手当 

 

非常勤職員手当 

 

諸謝金 

 講師謝金 

 

旅費 

 講師等旅費 

 

 職員旅費 

 

印刷製本費 

 

通信運搬費 

 

消耗品費 

 

備品費 

 

雑役務費 

 

借料及び損料 

 

社会保険料 

 

     円      円  

合 計     

 

 

 

  



別紙－２―（３） 

 

歯科衛生士技術修練部門運営事業に必要な経費内訳書 

 

区  分 
支出予定額 

備  考 
員  数 単  価 金 額 

 

職員基本給 

 

職員諸手当 

 

非常勤職員手当 

 

諸謝金 

 講師謝金 

 

旅費 

 講師等旅費 

 

 職員旅費 

 

印刷製本費 

 

通信運搬費 

 

消耗品費 

 

雑役務費 

 

借料及び損料 

 

社会保険料 

 

     円      円  

合 計     

 

  



別紙－３ 

 

保険料納付に係る申立書 

 

 

  当団体は、直近２年間に支払うべき社会保険料（厚生年金保険、健康保険（全国健康保

険協会管掌のもの）、船員保険及び国民年金の保険料をいう。）及び直近２保険年度に支

払うべき労働保険料（労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。）について、一

切滞納がないことを申し立てます。 

  なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当団

体に対する一切の処分を受けることに異議はありません。 

  また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたとき

は、速やかに対応することを確約いたします。 

 

 

                                                          年  月  日  

                                                                                     

                                                                                     

                           住所又は所在地 

                                                  

                           商号又名称 

                                                  

                           代表者名                               

                                                 

 

 

 

     厚生労働省医政局長  殿 

 



【資料 8】 

 歯科診療ガイドラインライブラリ             

日本歯科医学会ホームページ 

（https://www.jads.jp/index.html）より抜粋 



 

 



 



 



【資料9】
 公益社団法人 日本歯科衛生学会 学術表彰

公益社団法人日本歯科衛生士会ホームページ
（https://www.jdha.or.jp/jsdh/hyosho.html）より抜粋



【資料 10】 
 

建学の精神・建学の理念及び目的・教育目標について 
 
１．学則での記載 

（目的） 

第１条 宝塚医療大学（以下「本学」という。）は，教育基本法及び学校教育法に則り，「徳

義の涵養と人間性尊厳の実践」を理念として，広く一般教養を授けるとともに深く学術・

教育の理論及び応用を教授研究し，人間性豊かで幅広い視野を持った人材を育成するこ

とを目的とする。 

 

2．学部規則での記載 

（教育研究上の目的） 

第３条 学部及び学科における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は次に

掲げるとおりとする。 

（1）保健医療学部 

人間性豊かな幅広い教養，高い倫理観，高い創造性，理論的思考力，問題発見・解決の

能力，生涯にわたり学び続ける意思と能力などを身につけることのできる教育を行い，医

療技術専門職として強い使命感と責任感を有し，コミュニケーション能力が高く，患者と

の間に良好な信頼関係が樹立できる能力を持ち，さらに，医療に係わる最新の専門的知識，

先端医療科学にも対応できる能力を持って，医療チームの一員として医療を支援できる

医療技術者，並びに運動を通じて健康の維持・管理を行い，生活習慣病の予防，QOL（生

活の質）の向上を図ることのできる運動健康指導者や学校管理下における挫傷・打撲，骨

折，捻挫の怪我等による不足の事態に的確な応急処置ができる者の育成を図ることを目

的とする。 

（2）理学療法学科 

医療人としての高い倫理観と理学療法に関する専門知識・技術，幅広い視野を持ち，患

者から信頼され地域医療に貢献できる理学療法士，更に，理学療法に関する研究能力を有

する理学療法士を養成する。 

（3）柔道整復学科 

豊かな人間性を培い，基礎医学を背景に関する幅広い専門的学問を修得し，柔道整復の

施術を安全に遂行する能力を有し，更に，柔道整復に関する研究能力を有する柔道整復師

を養成する。 

（4）鍼灸学科 

人間の尊厳を理解し，東洋医学の豊かな知識と技術を持ち，現代医学的な診断・治療の

臨床能力を有し，更に，鍼灸に関する研究能力を有する鍼灸師を養成する。 

 

3．令和 2年度 自己点検評価での記載 

（1）大学建学の精神・基本理念  

本学の建学の精神は、「徳義の涵養と人間性尊厳の実践を理念とし、医療人たる社会的責

務を自覚せしめ、国際社会に伍して恥じぬ恒心をもつ、有徳の人材を育成する。」としてい

る。この建学精神に則り、生命を尊重し、人間の尊厳に関する深い洞察力を持ち、高い創造

力や問題解決能力を有し、積極的に研究活動に取り組む人材を育成することを基本理念と

している。 



【資料11】履修系統図（カリキュラムマップ）

前期 単位 後期 単位 前期 単位 後期 単位 前期 単位 後期 単位 前期 単位 後期 単位

哲学 2 文化人類学 2

東洋の歴史 2

日本国憲法 2 社会と法 2

医療経営学 2

数学 2 統計学 2

化学 2 物理学 2

生物学 2

英語Ⅰ 1 英語Ⅱ 1

英会話 1 英語Ⅲ 1

情報処理演習Ⅰ 1 情報処理演習Ⅱ 1

健康と体力づくり 2

スポーツトレーニング論 2

バイオメカニクス 2

体育実技Ⅰ 1 体育実技Ⅱ 1

コミュニケーション演習 1 臨床心理学 2

医療倫理 2 マーケティング論 2

少子高齢化と社会 2

基礎ゼミナール 1

全身解剖学 2 栄養代謝学・生化学 1

組織学・発生学演習 1

口腔解剖学 2 口腔基礎科学演習 1

生理学・口腔生理学 2

病理学・口腔病理学 2 臨床医学 2

薬理学・歯科薬理学 2

微生物学・免疫学 2

口腔衛生学 1 歯科統計学・疫学演習 1 地域歯科保健 1 社会福祉学 1

衛生学・公衆衛生学 1 衛生行政 1

医療情報処理演習 1

歯科衛生士概論 1 口腔保健と専門職 1

歯科臨床概論 1 歯科補綴学 2 小児歯科学 1 障害者歯科学 1 臨床検査学・歯科麻酔学 1 臨床口腔保健応用医学演習 1

歯科放射線学 1 歯科矯正学 1 成人・高齢者歯科学 1

歯科材料学 1 歯科保存学 2

口腔外科学 2

救急蘇生学 1

医療安全管理学 1

歯科予防処置論 2 口腔保健特論演習Ⅰ 2

歯科予防処置実習Ⅰ 2 歯科予防処置実習Ⅱ 2 歯科予防処置実習Ⅲ 2

歯科保健指導論 2 歯科保健指導実習Ⅱ 1 歯科保健指導実習Ⅳ 2 口腔保健特論演習Ⅱ 2

歯科保健指導実習Ⅰ 1 歯科保健指導実習Ⅲ 1 口腔機能管理実習 1

摂食嚥下障害学 1 食生活指導演習 1

歯科診療補助実習Ⅰ 2 歯科診療補助実習Ⅱ 2 歯科診療補助実習Ⅲ 2 口腔保健特論演習Ⅲ 2

医療コミュニケーション 1

医療・保健・福祉における
連携

1

歯科衛生士臨地実習Ⅰ 9 歯科衛生士臨地実習Ⅱ 9 歯科衛生士臨地実習Ⅲ 2

歯科英会話 1 基礎看護学 1 口腔保健学研究論 1 口腔保健学研究演習 I 1 口腔保健学研究演習 Ⅱ 1

ビジネスコミュニケーション演習 1 科学英語演習Ⅰ 1 科学英語演習Ⅱ 1

宝塚医療大学　保健医療学部　口腔保健学科　カリキュラムマップ（履修系統図）

1年次 2年次 3年次 4年次

選択必修

【履修系統図のについて】

科目群

学
部
共
通
科
目

一般教育科目

人文

社会

自然

外国語科目

情報処理

スポーツ･健康科学

総合教養科目

専
門
科
目

歯科衛生士概論

臨床歯科医学

歯科予防処置論

歯科保健指導論

歯科診療補助論

臨地実習（臨床実習を含
む。）

専
門
基
礎
科
目

人体（歯・口腔を除
く。）の構造と機能

歯・口腔の構造と機能

疾病の成り立ち及び回復
過程の促進

歯・口腔の健康と予防に
関わる人間と社会の仕組

み

【口腔保健学科　ディプロマポリシー】

・各科目のディプロマポリシーとの関係は色で示しています。 　　＊それぞれの項目に対応授業科目が同じ色で示されています。

・各科目が学年進行のどこに位置しているかがわかります。 　　歯科衛生士として必要な医療に関する基礎的知識及び社会人として様々な分野で活用できる知識を身につける。

・4年間で開講する全ての授業科目が記載さています。 　　歯科衛生士として必要な専門的な医療知識及び技術を身につける。

・下線のある授業科目は必修科目を表します。 　　研究の素養を身につけ、自ら課題を発見し、解決策を見いだす力を養う。

・本学の開講科目がどのような分野に配置されているかがわかります。 　　幅広い教養と医療人として必要な高い倫理観・道徳心を身につける。

-2-



【資料 12】 

歯科衛生士学校養成所指定規則 

 

昭和二十五年文部省・厚生省令第一号 

歯科衛生士学校養成所指定規則 

歯科衛生士法（昭和二十三年法律第二百四号）第十二条の規定により、歯科衛生士学校養成

所指定規則を次のように定める。 

（この省令の趣旨） 

第一条 歯科衛生士法（昭和二十三年法律第二百四号。次条第四号の三において「法」とい

う。）第十二条第一号及び第二号の規定に基づく歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の指

定に関しては、歯科衛生士法施行令（平成三年政令第二百二十六号。以下「令」という。）

に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 

２ 前項の歯科衛生士学校は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条又は附則

第三条の規定による学校及びこれらの学校に附設する同法第百二十四条の規定による専修

学校又は同法第百三十四条第一項の規定による各種学校とする。 

（指定基準） 

第二条 令第二条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 入学又は入所資格は学校教育法第九十条第一項に掲げるもの（歯科衛生士法第十二条

第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、

当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により同項に規定する者を当該大学に入学さ

せる場合を含む。）であること。 

二 修業年限は三年以上であること。 

三 教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。 

四 別表に掲げる各教育内容を教授するために適当な数の教員を有すること。ただし、その

うち二人以上は歯科医師でなければならない。 

四の二 教員のうち四人（一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級

増すごとに三を加えた数）以上は、歯科衛生に関し相当の経験を有する歯科医師又は歯科衛

生士である専任教員であること。ただし、歯科医師又は歯科衛生士である専任教員の数は、

当該学校又は養成所が設置された年度にあつては二人（一学年に二学級以上を有する学校

又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数）、その翌年度にあつては三人（一

学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数）と

することができる。 

四の三 歯科医師又は歯科衛生士である専任教員のうち三人以上は、免許を受けた後四年

以上法第二条に規定する業務を業として行つた歯科衛生士（以下「業務経験四年以上の歯科

衛生士」という。）であること。ただし、業務経験四年以上の歯科衛生士である専任教員の

数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人と

https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=323AC0000000204_20160401_426AC0000000069
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=323AC0000000204_20160401_426AC0000000069
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=323AC0000000204_20160401_426AC0000000069#Mp-At_12-Pr_1-It_1
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=403CO0000000226_20150801_000000000000000
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000026_20190401_430AC0000000039
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000026_20190401_430AC0000000039#Mp-At_1
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000026_20190401_430AC0000000039#Sp-At_3
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000026_20190401_430AC0000000039
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000026_20190401_430AC0000000039#Mp-At_124
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000026_20190401_430AC0000000039
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000026_20190401_430AC0000000039#Mp-At_134-Pr_1
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000026_20190401_430AC0000000039
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000026_20190401_430AC0000000039#Mp-At_90-Pr_1
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=323AC0000000204_20160401_426AC0000000069
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=323AC0000000204_20160401_426AC0000000069#Mp-At_12-Pr_1-It_1
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=323AC0000000204_20160401_426AC0000000069#Mp-At_12-Pr_1-It_1
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000026_20190401_430AC0000000039
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000026_20190401_430AC0000000039#Mp-At_90-Pr_2
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=323AC0000000204_20160401_426AC0000000069
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=323AC0000000204_20160401_426AC0000000069#Mp-At_2


することができる。 

五 学生生徒の定員は十人以上であつて、且つ、一学級の定員は五十人以内であること。 

五の二 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。 

六 適当な広さの専用の基礎実習室及び実験室を有すること。 

七 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。 

八 管理及び維持経営の方法が確実であること。 

（指定に関する報告事項） 

第二条の二 令第二条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項（国の設置する歯

科衛生士養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。）とする。 

一 設置者の氏名及び住所（法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地） 

二 名称 

三 位置 

四 指定をした年月日及び設置年月日（設置されていない場合にあつては、設置予定年月日） 

五 学則（修業年限及び入所定員に関する事項に限る。） 

六 長の氏名 

（指定の申請書の記載事項等） 

第三条 令第三条の申請書又は令第九条の規定により読み替えて適用する令第三条の書面

には、次に掲げる事項（地方公共団体（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）

第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。）の設置する歯科衛生士学校又は歯科衛

生士養成所にあつては、第十号に掲げる事項を除く。）を記載しなければならない。 

一 設置者の氏名及び住所（法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地） 

二 名称 

三 位置 

四 設置年月日 

五 学則 

六 長の氏名 

七 教員の氏名及び担当科目並びに専任か否かの別 

八 校舎の各室の用途及び面積 

九 実習施設の名称、位置、開設者の氏名（法人にあつては、名称）並びに当該実習施設に

おいて最近一年間に歯科疾患の予防処置を受けた者の数及び歯科診療を受けた者の数 

十 収支予算及び向こう二年間の財政計画 

２ 前項の申請書又は書面には、次の書類を添えなければならない。 

一 長及び教員の履歴書 

二 校舎の配置図及び平面図 

三 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録 

四 実習施設における実習についての当該施設の開設者の承諾書 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=415AC0000000118_20200401_429AC0000000054
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=415AC0000000118_20200401_429AC0000000054#Mp-At_68-Pr_1


（変更の承認又は届出を要する事項） 

第四条 令第四条第一項（令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の主務

省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項（修業年限、学科課程及び入学定員又

は入所定員に関する事項に限る。）、同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。 

２ 令第四条第二項（令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の主務省令

で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる

事項（修業年限、学科課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。）とする。 

（変更の承認又は届出に関する報告） 

第四条の二 令第四条第三項（令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の

規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号

に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。 

一 変更の承認に係る事項（第三条第一項第八号に掲げる事項及び実習施設を除く。） 当

該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間 

二 変更の届出又は通知に係る事項 当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日ま

での期間 

（報告を要する事項） 

第五条 令第五条第一項（令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の主務

省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 当該学年度の学年別の学生又は生徒の数 

二 前学年度の卒業者数 

三 前学年度における教育の実施状況の概要 

２ 令第五条第二項（令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の主務省令

で定める事項は、前項第三号に掲げる事項とする。 

（指定の取消しに関する報告事項） 

第六条 令第八条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項（国の設置する歯科衛

生士養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。）とする。 

一 設置者の氏名及び住所（法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地） 

二 名称 

三 位置 

四 指定を取り消した年月日 

五 指定を取り消した理由 

（指定取消しの申請書等の記載事項） 

第七条 令第八条の二の申請書又は令第九条の規定により読み替えて適用する令第八条の

二の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 指定の取消しを受けようとする理由 

二 指定の取消しを受けようとする予定期日 



三 在学中の学生又は生徒があるときは、その措置 

附 則 

１ この省令は、公布の日から施行する。 

２ 第二条第一号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第百二十四条若しくは第

百三十四条第一項の規定による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所には当分の間、従前

の規定による中学校若しくは高等女学校の卒業者又は専門学校入学者検定規程により検定

に合格した者を入学又は入所させることができる。 

附 則 （昭和三一年一月一一日文部省・厚生省令第一号） 

この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。 

附 則 （昭和三三年三月三一日文部省・厚生省令第一号） 抄 

１ この省令は、昭和三十三年四月一日から施行する。 

附 則 （昭和四四年七月二四日文部省・厚生省令第二号） 

この省令は、昭和四十四年八月一日から施行する。 

附 則 （昭和五一年一月一〇日文部省・厚生省令第一号） 

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律（昭和五十年法律第五十九号）の施行の日（昭

和五十一年一月十一日）から施行する。 

附 則 （昭和五三年八月一日文部省・厚生省令第一号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

附 則 （昭和五八年四月一二日文部省・厚生省令第一号） 

１ この省令は、公布の日から施行する。 

２ この省令の施行前に、歯科衛生士法（昭和二十三年法律第二百四号）第十二条第一号又

は第二号の規定に基づく指定を受けた学校又は養成所が具備すべき要件については、この

省令による改正後の歯科衛生士学校養成所指定規則第四条第二号、第三号、第四号の二、第

五号の二及び第六号並びに別表の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日までの間

は、なお従前の例による。 

附 則 （平成六年三月三〇日文部省・厚生省令第一号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成一二年三月二九日文部省・厚生省令第二号） 抄 

（施行期日） 

１ この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 

附 則 （平成一三年一一月二七日文部科学省令第八〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 

附 則 （平成一六年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第四号） 

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 

附 則 （平成一六年九月一三日文部科学省・厚生労働省令第五号） 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000026_20190401_430AC0000000039
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000026_20190401_430AC0000000039#Mp-At_124
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000026_20190401_430AC0000000039#Mp-At_134-Pr_1
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000026_20190401_430AC0000000039#Mp-At_134-Pr_1


（施行期日） 

１ この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は歯科衛生士養成所及び歯科衛生士

法施行令（平成三年政令第二百二十六号）第三条の規定により主務大臣に対して行われてい

る申請に係る学校又は歯科衛生士養成所がこの省令による改正後の第二条第二号、第四号、

第四号の二及び第四号の三並びに別表の規定により有すべき要件については、これらの規

定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 

附 則 （平成一八年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第一号） 

この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検

査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日（平成十八年

四月一日）から施行する。 

附 則 （平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号） 

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年十二月二十六日）

から施行する。 

附 則 （平成二二年四月一日文部科学省・厚生労働省令第二号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成二七年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第二号） 

（施行期日） 

１ この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令の施行の日（以下この項において「施行日」という。）前にこの省令による改

正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為（以下この項におい

て「処分等の行為」という。）又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞ

れの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為（以下この項において「申請等

の行為」という。）で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なる

こととなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用に

ついては、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為

又は申請等の行為とみなす。 

３ この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して

届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされ

ていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によ

り地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項につい

てその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規

定を適用する。 

別表（第二条関係） 



教育内容 単位数 

基礎分野 

科学的思考の基盤 

人間と生活 十 

専門基礎分野 

人体（歯・口腔を除く。）の構造と機能 四 

歯・口腔の構造と機能 五 

疾病の成り立ち及び回復過程の促進 六 

歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み 七 

専門分野 

歯科衛生士概論 二 

臨床歯科医学 八 

歯科予防処置論 八 

歯科保健指導論 七 

歯科診療補助論 九 

臨地実習（臨床実習を含む。） 二十 

選択必修分野 七 

合計 九十三 

備考 

一 単位の計算方法は、大学設置基準（昭和三十一年文部省令第二十八号）第二十一条第二

項の規定の例による。 

二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令（大正七年勅令第三百八十八

号）に基づく大学又は保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第二十一条第

二号若しくは第三号の規定により指定されている学校（学校教育法に基づく大学及び高等

専門学校を除く。以下この号において同じ。）若しくは看護師養成所、診療放射線技師法（昭

和二十六年法律第二百二十六号）第二十条第一号の規定により指定されている学校若しく

は診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律（昭和三十三年法律第七十六号）第

十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士

及び作業療法士法（昭和四十年法律第百三十七号）第十一条第一号若しくは第二号の規定に



より指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しく

は第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法（昭

和四十六年法律第六十四号）第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている

学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法（昭和六十二年法律第六十号）第十四条第

一号から第三号までの規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢

装具士法（昭和六十二年法律第六十一号）第十四条第一号から第三号までの規定により指定

されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法（平成三年法律第三十六号）第三

十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命

士養成所若しくは言語聴覚士法（平成九年法律第百三十二号）第三十三条第一号から第三号

まで若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において

既に履修した科目については、免除することができる。 

三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地

実習二十単位以上及び臨地実習以外の教育内容七十三単位以上（うち基礎分野十単位以上、

専門基礎分野二十二単位以上、専門分野三十四単位以上及び選択必修分野七単位以上）であ

るときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 

四 選択必修分野は、基礎分野、専門基礎分野又は専門分野を中心として講義又は実習を行

うこと。 

 



医政発 0331 第 61 号 

平成 27 年３月 31 日 

各都道府県知事殿 

厚生労働省医政局長 

歯科衛生士養成所指導ガイドラインについて 

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律」（平成 26年法律第 51号）、「地域の自主性及び自立性を高

めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う

厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令」（平成 27 年政令第 128 号）及び

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴う文部科学省・厚生労働省関係省令の整備に関す

る省令」（平成 27 年文部科学省・厚生労働省令第２号）により、歯科衛生士法

（昭和 23 年法律第 204 号）等の一部が改正され、平成 27 年４月１日から、歯

科衛生士養成所の指定・監督権限が厚生労働大臣から都道府県知事に移譲され

ることになる。 

これに伴い、別紙のとおり、新たに「歯科衛生士養成所指導ガイドライン」

を定めたので、貴管下の関係機関に対し周知徹底を図られるとともに、貴管下

の養成所に対する指導方よろしくお願いする。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項

の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。 

また、「歯科衛生士養成所の指導要領について」（平成 16 年９月 29 日医政発

0929005 各都道府県知事あて本職通知）は、本年３月 31 日をもって廃止する。 

【資料13】
歯科衛生士養成所指導ガイドライン

OTPQN
テキストボックス
（写）



 

 

（別紙） 

歯科衛生士養成所指導ガイドライン 

 

第一 指定申請書等に関する事項 

１ 養成所を設置しようとする者(既に指定を受けた養成所であって校舎を全面変更しよう

とする者又は学級数の増加をしようとする者を含む。)は、様式１による養成所設置計画書

(校舎を全面変更又は学級数の増加をしようとする場合は校舎変更計画書。)を授業開始予

定日の１年前までに、養成所の設置予定地(校舎を全面変更又は学級数の増加をしようとす

る場合は、養成所の所在地)の都道府県知事に提出すること。 

２ 養成所設置計画書又は校舎変更計画書の審査により設置計画の承認を受けた者は、歯科

衛生士法施行令（平成３年政令第２２６号。以下「施行令」という。）第３条に基づき、歯

科衛生士学校養成所指定規則(昭和２５年文部省・厚生省令第１号。以下「指定規則」とい

う。)第３条第１項の指定の申請は、養成所指定申請書を遅くとも授業を開始しようとする

日の６か月前までに、当該養成所の所在地の都道府県知事に提出すること。 

３ 施行令第４条第１項に基づき、指定規則第４条第１項の変更の承認の申請（学級数を増

加しようとする場合を除く。）は、様式２による変更承認申請書を変更予定日の６か月前ま

でに、当該養成所の所在地の都道府県知事に提出すること。 

４ 施行令第４条第２項に基づき、指定規則第４条第２項の変更の届出は、様式２による変

更届出書を変更後１月以内に、当該養成所の所在地の都道府県知事に提出すること。 

 

第二 一般的事項 

１ 養成所の設置者は、国又は地方公共団体が設置者である場合のほか、営利を目的としな

い法人であることを原則とすること。 

２ 土地、建物の位置及び環境は教育上適切であること。 

３ 養成所の経理が他と明確に区分されていること。 

４ 会計帳簿、決算書類等収支状態を明らかにする書類が整備されていること。 

５ 入学検定料、入学金、授業料及び実習費等は、学則に定める額であり、寄付金等の名目

で不当な金額を徴収しないこと。 

６ 指定規則第３条第２項の届出及び第５条の報告は、確実、かつ、遅滞なく行うこと。 

 

第三 学則に関する事項 

１ 学則は養成所ごとに定めること。 

２ 学則の中には、次の事項を記載すること。 

(１) 設置の目的 

(２) 名称 

(３) 位置 

(４) 定員及び学級数に関する事項 

(５) 修業年限、学期及び授業を行わない日に関する事項 

(６) 教育課程及び単位数に関する事項 

(７) 成績の評価に関する事項 

(８) 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項 

(９) 教職員の組織に関する事項 

(１０) 運営を行うための会議に関する事項 

(１１) 学生の健康管理に関する事項 

(１２) 入学検定料、入学金、授業料、実習費、その他費用徴収に関する事項 

３ 学則に記載した事項の細部については、必要に応じ細則を定めること。 

 

第四 学生に関する事項 

１ 学則に定められた学生の定員が守られていること。 



 

 

２ 入学資格の審査及び入学の選考が適正に行われていること。 

３ 入学は学年の初めに、転学は学年又は学期の初めに行うこととし、その手続は、学則の

定めるところにより厳正に行うこと。 

４ 学生の出席状況が確実に把握されており、特に出席状況の不良な者については、進級又

は卒業を認めないものとすること。 

５ 入学、進級、卒業、成績及び出席状況等に関する諸記録が、確実に保存されていること。 

６ 入学時の健康状態の把握、入学後の健康診断の実施及び疾病の予防措置等学生の保健衛

生に必要な措置を講ぜられていること。 

 

第五 教員及び事務職員に関する事項 

１ 専任教員は各学級ごとに配置し、学生の指導に支障をきたさないようにすること。 

２ 専任教員である教育に関する主任者（教務主任）を１名置くこと。 

３ 教育上必要な教員数を確保すること。実習には、必要に応じ、教員に加えて適当な数の

実習指導員又は実習助手を配置すること。 

４ １教員の担当授業時間数は、過重にならないよう１人１週間あたり１５時間を標準とす

ること。 

５ 教員は、その担当科目に応じ、それぞれ相当の学識経験を有する歯科医師、歯科衛生士

又はこれと同等以上の学識を有する者であること。 

６ 原則として、専任の事務職員を置くこと。 

 

第六 授業に関する事項 

１ 指定規則別表に定める各教育分野は、別添１に掲げる事項を修得させることを目的とし

た教育内容とすること。 

２ 指定規則別表に定める選択必修分野の教育内容については基礎分野、専門基礎分野又は

専門分野を中心に教授するものとし、その選択にあたってはそれぞれの養成所の特色が明

らかになるよう特に配慮すること。 

３ 単位制について 

歯科衛生士養成所に係る単位の計算方法等については、次のとおりであること。 

（１）単位の計算方法 

ア 基本的計算方法 

 １単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標

準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を

考慮して、１単位の授業時間数は、講義及び演習については１５時間から３０時間、

実習、実技及び実技については３０時間から４５時間の範囲で定めること。 

イ 臨地実習（臨床実習を含む。） 

 臨地実習については、１単位を４５時間の実習をもって構成することとし、実習時

間の３分の２以上は病院、診療所、歯科診療所において行うこと。 

ウ 時間数 

 時間数は、実際に講義、実習等が行われる時間をもって計算すること。 

（２）単位の認定 

ア 単位を認定するに当たっては、講義、実習等を必要な時間数以上受けているとともに、

当該科目の内容を修得していることを確認する必要があること。 

イ 指定規則別表の備考に定める大学、高等専門学校、養成施設に在学していた者の係る

単位の認定については、本人からの申請に基づき、個々の既修の学習内容を評価し、養

成所における教育内容に該当すると認められる場合には、総取得単位数の２分の１を超

えない範囲で当該養成所における履修に替えることができること。 

４ 教育実施上の留意事項 

（１）臨地実習は、実践活動の場において行う実習のみを指すものであること。 

（２）臨地実習は、原則として昼間に行うこと。 

 



 

 

第七 施設設備に関する事項 

１ 土地及び建物の所有等 

（１）土地及び建物は、設置者の所有であることを原則とすること。ただし、賃借契約が長

期にわたるものであり、恒久的に養成所運営ができる場合は、この限りではないこと。 

（２）校舎は独立した建物であることが望ましい。ただし、やむを得ず、他施設と併設する

場合は、養成所の運営上の制約を受けることがないよう配慮すること。 

２ 教室等 

（１）普通教室、基礎実習室及び実験室は専用とし、普通教室は、学級数に見合う数を有す

ること。 

（２）普通教室の面積は、学生１人につき、１。６５㎡以上であり、かつ、１教室の総面積

は、２４。７５㎡以上であること。 

（３）基礎実習室及び実験室の面積は、学生１人につき、２。３１㎡以上であり、かつ、１

室の総面積は３４。６５㎡以上であって、電気、ガス、水道及び換気等の設備が設けら

れていること。 

（４）教室、基礎実習室及び実験室の広さは、内法で測定されたものであること。 

（５）図書室を有すること。図書室の面積は、学生の図書閲覧に必要な閲覧机の配置及び図

書の格納のために十分な広さを有すること。図書室の効果を確保するためには、他施設

と兼用することは望ましくないこと。 

（６）教員室、保健室、専用の更衣室(ロッカー室)、標本・機械・器具・材料等を保管する

室、実習に関する準備室及び視聴覚室を有することが望ましいこと。 

（７）エックス線を扱う実習（実験）室には、関係法令に定める障害防止の措置を講ずると

ともに、所定の手続きを行うこと。 

３ 機械器具等 

（１）教育上必要な機械器具、標本及び模型等は、別添２に掲げるものを標準として有する

こと。また、その他の教育上必要な機械器具、標本及び模型等は、教育内容に応じ、適

宜整備すること。 

（２）教員は、その担当科目に応じ、教育上必要な標本及び模型等の教材を適宜整備するこ

と。 

（３）図書は、１０００冊以上備え、このうち半数以上は専門図書であること。ただし、雑

誌は１巻を１冊として算定すること。 

（４）機械器具、標本、模型及び図書は、学生定員数に応じ、適宜補充し更新すること。 

 

第八 実習施設に関する事項 

１ 実習施設としては、臨床実習施設としての病院、診療所、歯科診療所以外に、臨床実習

施設以外の実習施設としての介護老人保健施設、介護老人福祉施設、保健所、保育所その

他の社会福祉施設等を適宜含めること。 

２ 臨床実習施設は、歯科臨床や地域保健等の実習を行うにふさわしい施設であり、以下の

要件を備えていること。 

（１）臨床実習施設における指導教員は、歯科衛生に関し相当の経験を有する歯科医師又は

歯科衛生士とし、そのうち少なくとも１人は免許を受けた後４年以上業務に従事し、十

分な指導能力を有する者であること。 

（２）臨床実習施設における指導教員数は、少なくとも歯科医師及び歯科衛生士各１名以上

であって、１施設当たりの学生数は２名以上とすること。なお、歯科医師及び歯科衛生

士各１名の場合の学生数は、３名を標準とすること。 

（３）臨床実習施設には、診療室のほか、学生控室を有し、別添３を標準として、必要な設

備、機械器具を備えていること。ただし、学生控室は他の適当な室と共用してもよいこ

と。 

３ 臨床実習施設以外の実習施設については、医療法、介護保険法等で定められている基準

を満たし、実習を行うにふさわしい施設であること。 

 



 

 

第九 その他 

養成所の新設の場合、地域歯科関係者との協力体制を勘案すること。 



 

 

別添１

 教  育  内  容 単位数 教育の目標 

基

礎

分

野 

科学的思考の基盤 

人間と生活 

10 「専門基礎分野」及び「専門分野」の基礎となる

科目を設定し､併せて、科学的・論理的思考力を育

て､感性を磨き､自由で主体的な判断と行動を促す

内容とする。 

人間を幅広く理解できる内容とし、人間関係論､

カウンセリング論と技法等を含む内容とする。 

国際化及び情報化社会に対応しうる能力を育成す

る。 

生命科学等の分野の理解を深める内容を含むこと

が望ましい。 

職務の特性に鑑み、人権の重要性について十分理

解させ、人権意識の普及・高揚が図られるような

内容を含むことが望ましい。 小計 10 

専

門

基

礎

分

野 

人体（歯・口腔を除く。）の構造と

機能 

歯・口腔の構造と機能 

疾病の成り立ち及び回復過程の促

進 

歯・口腔の健康と予防に関わる人間

と社会の仕組み 

 

15 

 

 

 

7 

 

人体並びに歯・口腔の構造と機能及び心身の発達

を系統だてて理解し、健康・疾病について、その

予防と回復過程に関する知識を習得し、併せて観

察力､判断力を培う内容とし、解剖学､生理学､病理

学、微生物学、薬理学等を含むものとする。 

人々の歯・口腔の健康に関するセルフケア能力を

高めるために必要な教育的役割や､地域における

関係諸機関等との調整能力を培う内容とし、口腔

衛生学、公衆衛生学､衛生行政・社会福祉及び関係

法規等を含むものとする。 小計 22 

専

門

分

野 

歯科衛生士概論 

 

臨床歯科医学 

 

 

 

 

歯科予防処置論 

 

 

 

歯科保健指導論 

 

 

 

歯科診療補助論 

 

臨地実習（臨床実習を含む。） 

2 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

7 

 

 

 

9 

 

20 

 

歯科衛生士の意義、業務の枠組みと理論を理解し、

職業倫理を高める態度を養う内容とする。 

歯科医療の概要とその診療補助の基礎的理論や基

礎的技術を学ぶ内容とする。 

高齢者や要介護者､障害者等を対象とした歯科医

療における診療補助の能力を養えるような内容と

する。 

生涯を通じた継続的な口腔保健管理について十

分に理解させ、疾患やライフステージ別の予防

法や予防システムの構築を学ぶとともに、業務

記録の記載法や記録の必要性の理解を深める内

容とする。 

ライフステージ毎に多様な生活環境・健康状態に

ある個人および集団に対して､専門的な立場から

歯科保健指導・教育の支援ができる能力を養える

ような内容とする。 

チーム医療の一員として歯科診療補助業務の基礎

的理論や基礎的技術を習得する内容とする。 

知識・技術を歯科臨床や地域保健等の実践の場面

に適用し、理論と実践を結びつけて理解できる能

力を養う内容とする。 

小計 54 

選

択

必

修

分

野 

  

 

７ 

 

 

各養成所において独自に編成し、職務の特性に鑑

みた内容とする。 

 合計 93  
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機
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器
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歯
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器 
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線
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具
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管
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ス
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ム
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シ
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ー
カ
ス
テ
ン 

フ
ァ
ン
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ム 
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素
吸
入
器 
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処
置
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器
具
一
式 

矯
正
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置
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器
具
一
式 

補
綴
処
置
用
器
具
一
式 

保
存
処
置
用
器
具
一
式
（
歯
髄
診
断
器
・
電
気
的
根
長
測
定

器
・
電
動
式
ア
マ
ル
ガ
ム
練
和
器
等
を
含
む
） 

予
防
処
置
器
具
一
式
（
各
種
フ
ッ
化
物
塗
布
器
等
を
含
む
） 

歯
科
保
健
指
導
器
具
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鏡
・
う
蝕
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模
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人
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解
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型 
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模
型
・
病
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、
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型

等
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救
急
蘇
生
法
実
習
モ
デ
ル 

品
名 

別
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一
以
上 

一
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上 

学
生
数
の
五
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上 

一
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上 
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生
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五
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生
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一
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上 

一
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上 
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置 
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線
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磨
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顎
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型
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） 

学
生
用
ロ
ッ
カ
ー 

品
名 

別
添
３ 

 

（
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そ
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他
） 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー 

Ｖ
Ｔ
Ｒ
装
置
一
式
（
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
・
モ
ニ
タ

ー
装
置
・
カ
メ
ラ
を
含
む
。
） 

口
腔
内
撮
影
用
カ
メ
ラ
（
付
属
品
も
含
む
。
） 

品
名 

 

三
台
以
上
で
あ
っ
て
学
生
数

の
二
分
の
一
以
上 

一
以
上 

一
以
上 

一
以
上 

適
当
数 

一
以
上 

一
以
上 

適
当
数 

適
当
数 

 

学
生
数 

 

（
注
）
学
生
数
と
は
、
同
時
に

実
習
を
行
う
学
生
の
数
を
い

う
。 

数
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適
当
数 

一
以
上 

 

一
以
上 

 

（
注
）
学
生
数
と
は
、
同
時
に

実
習
を
行
う
学
生
の
数
を
い

う
。 

数
量 
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 【資料14】
歯科衛生学教育コア・カリキュラム―教育内容ガイドライン―































































































































【資料 15】歯科衛生士教育に関する業績 

歯科衛生士教育に関する事項 

杉山 勝（教授） 

教育歴： 

・2005 年～2019 年：広島大学歯学部口腔保健学科 教授

・2005 年～2008 年：広島大学歯学部口腔保健学科口腔保健衛生学専攻 専攻長

・2005 年：広島大学歯学部附属歯科衛生士学校 校長（併任）

・2012 年～2016 年：広島大学歯学部口腔健康科学科 学科長

著書： 

・「医療従事者のための口腔外科学」：2006 年；永末書店；古森孝英編、杉山 勝ら著。 

・「5 疾病の口腔ケア；チーム医療による全身疾患対応型の口腔ケアのすすめ」：2013 年；

医歯薬出版；藤本篤士ら編、杉山 勝ら執筆。 

・「口腔外科学・歯科麻酔学」：2013 年；クインテッセンス出版；升井一朗ら編、杉山 勝

ら著。 

・「健康寿命の延伸をめざした口腔機能への気づきと支援―ライフステージごとの機能を守

り育てる―」：2014 年；医歯薬出版；向井美惠ら編、杉山 勝ら著。 

・「すぐひける、現場で役立つ 歯科衛生士のためのポケット版 最新歯科用語辞典」：2016

年；クインテッセンス出版；升井一朗ら編、杉山 勝ら著。 

・「歯科衛生士講座 口腔外科学（第 2 版）」：2017 年；永末書店；古森孝英編、杉山 勝ら

著。 

・「歯科衛生士のためのオーラルメディシン」2019 年；医歯薬出版；山根源之ら編、杉山 勝

ら著。 

講演会・研修会： 

・歯科衛生士リカレント教育（ステップアップコース）：「口腔粘膜病変について学ぼう ―

ミクロ的観点から―」，広島市，2010 年．

・歯科衛生士リカレント教育（ステップアップコース）：「外来患者診療時の注意点 －全身

状態評価の観点から－」，広島市，2011 年． 

・山口県病院歯科協議会特別講演：「より良いチーム歯科医療を目指して －広島大学歯学部

口腔健康科学科の取り組み－」，防府市，2011 年. 

・歯科衛生士リカレント教育（ステップアップコース）：「口腔がんの早期発見」，広島市，

2012 年． 

・歯科衛生士リカレント教育（ステップアップコース）：「粘膜病変 －前癌病変の見分け方



－」，広島市，2013 年． 

・文部科学省選定 課題解決型高度医療人材養成プログラム：「 健康長寿に貢献する実践的

チーム医療人育成」 キッ ク オフ イ ベン ト 講演：「広島大学口腔健康科学科の取り組

み」、広島市， 2015 年． 

・広島県歯科衛生士教育研究会講演：「健康長寿社会に寄与する歯科医療・口腔保健のエビ

デンス」、広島市， 2015 年． 

 

埴岡 隆（教授） 

講演会・研修会： 

・奈良県平成 10 年度在宅歯科衛生士研修会；「歯周疾患と喫煙習慣-よろこばれる禁煙サポ

ートの実践」、大和高田市、1992 年。 

・平成９年度第３回歯科衛生士専門研修会；「口腔保健と喫煙」、神戸市、1998 年。 

・平成９年度在宅歯科衛生士養成専門研修会；「歯周病と喫煙習慣－禁煙ｻﾎﾟｰﾄの基礎知識」、

橿原市、1998 年。 

・日本歯科衛生士会・アドバンスコース－歯科衛生士の専門性を活かした実践例に学ぶ-成

人歯科保健コース；「歯周疾患と喫煙」、東京都、1999 年。 

・平成 12 年度歯科衛生士研修 公衆衛生各論：「歯科衛生士主役の喫煙対策」、和光市、2000

年。 

・平成 12 年度保健所等歯科衛生士研修会：「歯周病と喫煙・全身疾患、－知識・技術から活

動へ」、神戸市、2001 年。 

・平成 12 年度岡山県地域保健医療推進歯科衛生士研修会：岡山市、2001 年。 

・平成 13 年度東京都特別区・専門（共同）研修「歯科保健」：「歯科疾患をめぐる最近の研

究－全身の健康、ライフスタイルとの関連と解釈」、東京都、2001 年。 

・国立保健医療科学院・歯科衛生士研修：「喫煙対策における 歯科の大切な役割に気づこ

う」、和光市、2002 年。 

・第 24 回日本歯科医学会学術大会 テーブルクリニック：「ＷＨＯ（世界保健機関）が歯科

に推奨する新たな禁煙支援法－『歯科衛生士が、そこにいる価値』」、ウェブ講演、2021 年。 

・2021 年 広島県歯科衛生士会研修会：「歯科衛生士が取り掛かりやすい系統的な新しいス

タイルの禁煙支援」、ウェブ講演、2021 年。 

・2021 産業歯科支援者交流会オンラインセミナー：「健康をストレス、ディスバイオシス、

レジリエンスから説明する－加熱式タバコと炎症応答を例にした歯科固有の対応－」、ウェ

ブ講演、2022 年。   

 

吉田 篤（教授） 

教育歴： 

・ 1986 年～1987 年：広島大学歯学部附属歯科衛生士学校 非常勤講師 



・ 1992 年～2008 年：大阪産業大学附属歯科衛生士学院専門学校 非常勤講師 

・ 2009 年～2021 年：学校法人平成医療学園なにわ歯科衛生専門学校 非常勤講師 

 

著書： 

・「イラストでわかる歯科医学の基礎 （第 1 版）」：2007 年；永末書店；渕端 孟ら編、吉

田 篤ら著。 

・「イラストでわかる歯科医学の基礎 （第 2 版）」：2010 年；永末書店；渕端 孟ら編、吉

田 篤ら著。 

・「イラストでわかる歯科医学の基礎 （第 3 版）」：2016 年；永末書店；渕端 孟ら編、吉

田 篤ら著。 

・「イラストでわかる歯科医学の基礎 （第 4 版）」：2021 年；永末書店；村上 秀明ら編、

吉田 篤ら著。 

 

森田 学（教授） 

委員： 

・2014 年：歯科衛生士国家試験委員 

・2016 年：歯科衛生士国家試験制度改善検討部会委員 

 

著書： 

・「ポイントチェック 歯科衛生士国家試験対策②」：2020 年；医歯薬出版；森田 学ら著。 

 

講演会・研修会： 

・北海道歯科衛生士会：「歯科保健におけるアンケート調査」、札幌市、2003 年。 

・岡山県歯科衛生士会：「う蝕の地域格差を考える」、岡山市、2008 年。 

・臨床歯周病学会：「文化と歯周病」、福岡市、2014 年。 

・岡山県歯科医師会：「歯科衛生士教育に期待すること」、岡山市、2015 年。 

・岡山県歯科医師会：「今日から始める予防歯科」、岡山市、2019 年。 

 

荒川 真一（教授） 

教育歴： 

・2012 年～現在：東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科 教授 

・2014 年～2016 年：東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科 教育委員長 

・2016 年～2019 年：東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科 学科長 

・2019 年～現在：東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科口腔保健衛生学専攻 専攻長 

 

委員等： 



・2016 年～2019 年：課題解決型高度医療人材養成プログラム「健康長寿に貢献する実践的

チーム医療人育成」事業実施委員長 

 

野上 有紀子（准教授） 

教育歴： 

・2021 年～現在：平成医療学園 なにわ歯科衛生専門学校専任教員 

 

村井 朋代（准教授） 

教育歴： 

・2016 年～現在：梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科 専任講師 

 

著書： 

・「最新歯科衛生士教本 障害者歯科」：2003 年；医歯薬出版；全国歯科衛生士教育協議会

監修、村井朋代ら著。 

・「徹底ガイド 口腔ケア Q&A」：2009 年；総合医学者；吉田和市編、村井朋代ら著。 

・「最新歯科衛生士教本 障害者歯科」：2013 年；医歯薬出版；全国歯科衛生士教育協議会

監修、村井朋代ら著。 

 

講演会・研修会： 

・平成 27・28 年度 神奈川県障害者歯科医療担当者研修会：「障害児者の口腔ケアについ

て」、2016 年、横浜市。 

・平成 29・30 年度神奈川県障害者歯科医療担当者研修会：「障害児者の口腔ケアについて」、

2019 年、横浜市。 

・令和元・2 年度神奈川県障害者歯科医療担当者研修会：「障害児者の口腔ケアについて」、

2020 年、横浜市。 

・令和 3 年・4 年神奈川県障害者歯科医療担当者研修会：「障害児者の口腔ケアについて」、 

2022 年、横浜市。 

 

 

瀬戸口 祐子（講師） 

教育歴： 

・2013 年～2019 年：平成医療学園 なにわ歯科衛生専門学校専任教員 

 

講演会・研修会： 

・歯科診療所研修：「歯科接遇マナー」等、大阪市、2013 年～2018 年（15 回）。 

 



金子 信子（講師） 

教育歴： 

・1992 年 4 月～8 月：湘南短期大学（現，学校法人神奈川歯科大学短期大学部）歯科衛生

学科 助手 

・1994 年～1998 年：学校法人鈴木学園 関東歯科衛生士専門学校 教職員 

・2018 年～現在：学校法人平成医療学園なにわ歯科衛生専門学校 専任教員 

 

委員等： 

・2015 年～現在：日本歯科衛生士会認定在宅療養・口腔機能管理コース担当委員、東京都，

福岡県，大分県，広島県等。 

・2016 年～現在：日本摂食嚥下リハビリテーション学会歯科衛生交流会担当、京都府、新

潟県、千葉県等。 

 

講演会・研修会： 

・大阪府歯科衛生士会，兵庫県歯科衛生士会：「歯科衛生士卒後教育」（講演会，研修会等）、

2008 年～現在に至る 

・滋賀県歯科衛生士会：「摂食嚥下の観察とポイント」：大津市、2011 年。 

・日本歯科衛生学会第 8 回学術大会ワークショップ：「訪問歯科衛生指導の有効性に関する

調査について～訪問調査の現場から～」、神戸市、2013 年。 

・日本歯科衛生士会認定セミナー在宅療養・口腔機能管理コース：「歯科訪問診療における

歯科衛生士の役割」、東京都新宿区、2014 年。 

・日本歯科衛生士会認定セミナー摂食嚥下リハビリテーションコース：「摂食嚥下リハビリ

演習」、東京都新宿区、2014 年。 

・日本歯科衛生教育協議会講演：「摂食嚥下機能の観察と評価」、大阪市、2015 年。 

・第 25 回日本摂食嚥下リハビリテーション学会 学術大会歯科衛生士交流会：「歯科衛生士

が行う摂食嚥下リハビリテーション -計画および立案について-」、新潟市、2019 年。 

 



【資料 16】院内感染防止対策に関する施設基準 

 

歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準（令和４年改訂版） 

 

（１） 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用い

た洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。 

（２）感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保していること。 

（３）歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の

研修を４年に１回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が１名以上配置されている

こと。 

（４）職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対

策等の院内研修等を実施していること。 

（５）当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示

を行っていること。 

（６）年に１回、院内感染対策の実施状況等について、様式２の７により地方厚生（支）局

長に報告していること。 

（７）略 
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 ● キャップ固定ねじの
締付け確認

キャップ固定ねじが
外れていないか

キャップ、ヘッド、ボディの 
接続部に隙間やがたつきはないか

 ●チャック保持力テスト
チャック保持力テスター

溝

2. テスターを溝が見える 
までゆっくり引張ります。

☞ 溝が見えた場合 
チャック保持力：正常 
溝が見えたら引張りを 
やめ、ゆっくり戻します。 
プッシュボタンをしっか
り押しながら、テスター
をまっすぐ引抜きます。

☞ 途中で引抜けた場合 
チャック保持力：低下 
チャック部へ注油し、 
再度テストしてください。 
それでも保持力が回復し
ないときは、修理を依頼
してください。

●高温洗浄消毒器の使用条件（ハンドピース洗浄時）
右記マークの表示がある機器は、高温洗浄消毒器を使用できます。

使用機器 モリタ WD-150　IC Washer ミーレ G7881

運転モード 80℃ 10 分 又は 90℃ 5 分
※「乾燥工程あり」、「仕上げ剤あり」を選択してください。

Vario TD

洗剤
［濃度］

アイエスザイム
［0.5％（初期設定値）］

ネオディッシャー液体洗剤
［0.3 - 0.5％］

すすぎ剤
［濃度］

アイエスミルク
［0.15％（初期設定値）］

ネオディッシャーすすぎ剤
［0.02 - 0.04％］

• 洗浄時は必ずハンドピースホルダーを使用し、ハンドピース内を十分すすいでください。
• 薬剤の取扱いや濃度調整については洗浄器の取扱説明書を参照してください。
• 洗浄終了後、ハンドピース内部まで十分乾燥しているか確認してください。 
ハンドピース内に水分が残っている場合は、エアガン等で吹き飛ばしてください。

• キャップ固定ねじの締付けを確認してください。キャップ固定ねじがしっかり締めつけられていないと、
キャップやキャップ固定ねじが外れ、口腔内を傷つけたり、患者さんが飲込むおそれがあります。
• 注油時はスプレー液が飛散して目に入るおそれがあるため、ガーゼなどでおおってスプレーしてください。

• 滅菌前の洗浄、消毒、注油を怠ると、故障の原因になります。
• 注油には、必ず指定のスプレーを使用してください。
• スプレーするときは、必ずボトルを立てた状態で行ってください。
• スプレー液の除去を怠ると、モーターの発熱や故障の原因になります。
• スプレー液除去のためハンドピースを空回転させる際、プッシュボタンにふれないようにしてください。

消毒用エタノールを含ませ
たガーゼで、ハンドピース
全体を清拭します。

ヘッド部をガーゼ等でおおい、
バー挿入口からスプレーします。

ハンドピースをしっかり保持
し、接続部からスプレーし
ます。

1. チューブにハンドピース
を取付けます。

2. ハンドピースを回転させ、
ヘッド内の余分な油分を
除去します。

3. 油分をガーゼで拭取り、
チューブからハンドピース
を取外します。

 ●余分な油分の除去
（空回転）

 ●ボディへの注油 ●チャック部への注油

 ●ボディへの注油 ●チャック部への注油

15秒
ヘッド部をガーゼ等でおおい、
バー挿入口からチャック部へ
スプレーします。

2秒
ハンドピースをしっかり保持
し、接続部からスプレーし
ます。

プッシュチャック式 
（PARシリーズ）の場合

トルクテック
TORQTECH

ツインパワータービン
TWINPOWER TURBINE

チューブ接手のリングを
持ち、ハンドピースをまっ
すぐ引抜きます。

 ●オートクレーブ滅菌
できる付属品

• 注水口ワイヤー
•バー着脱工具

☞ 裏面へ

マイクロモーターを持ち、
ハンドピースをまっすぐ引
抜きます。

 ●オートクレーブ滅菌
できる付属品

• 注水口ワイヤー
☞ 裏面へ

 ●スプレー液の除去

赤色

ST-DH

CA-10RC-ENDO

ガーゼでハンドピースを
拭き、個々に滅菌パック
に入れて封をします。

フリクションチャック式は、 
チャック保持力テスターに 
潤滑油を付けてから 

行います。

CA-DC（-O）

青色

1. 接続部からエアーを吹付
け、スプレー液を吹飛ば
します。

2. ハンドピースの表面に出
たスプレー液を、ガーゼ
等で拭取ります。

3. マイクロモーターにハン
ドピースを取付け、ター
ビンと同様に空回転を行
います。

エアーノズル

30秒

2秒

2秒

2秒

 ●ヘッドの清掃

やわらかい 
ブラシ等

ハンドピースに付着した 
切削粉や研磨剤を、流水で
ブラシなどを用いて清掃し
ます。

 ●注水口の清掃

注水口ワイヤー

付属の注水口ワイヤーで 
注水口を清掃します。

 ●乾燥

シリンジや
エアガン

清掃後、シリンジやエアガ
ンなどでエアーを吹付けて
内部の水分を除き、乾燥さ
せます。

シリンジ 又は  
エアガン

1. テスターを挿入します。

【資料17】オートクレーブ滅菌手順



滅菌包装消毒洗浄取外し

• インスツルメント類は、必ず患者さんごとにオートクレーブ滅菌を行ってください。

• 滅菌・乾燥は、135℃以下で行ってください。
• オートクレーブ滅菌時、高温で Oリングなどが損傷するおそれがあるため、熱源や缶体に密着させないようにしてください。
• オートクレーブ滅菌後は高温になっているため、十分に冷めるまで触れないでください。

• 取外せるパーツは、すべて別々に分離してオートクレーブ滅菌してください。

アイプロテクター

●LED光重合器

シリンジケース

ノズル 
シリンジケースからまっすぐ 
引抜きます。

●スリーウェイシリンジ
個々に滅菌パックに入れて封
をします。

オートクレーブ滅菌します。水道水で汚れを洗い流し、
十分に清掃します。

取外しできるパーツは、すべて別々に分離します。

バキュームチップ 
シリンジボディからまっすぐ 
引抜きます。

シリンジボディ

●バキュームシリンジ

ラバーチップ 
バキュームチップからまっすぐ 
引抜きます。

●マイクロモーターのカバー

チューブ接続リングを 
持ちながら、モーターカバーを押さえ、 
親指で接続筒を押して、マイクロモーター
からモーターカバーを外します。

を

エジェクターチップ 
ボディから引抜きます。

●サライバエジェクター

ボディ

フィルター 
エジェクターチップから
取外します。

• ハンドピースは超音波洗浄したり、タービンなどの
洗浄装置や、薬液・洗浄水に浸漬して消毒しないで
ください。故障するおそれがあります。

ハンドピース

トルクレンチチップ着脱工具

●超音波スケーラー

チップ 
トルクレンチ又はチップ着脱工具で、ハンドピースから
取外します。

超音波スケーラー 
の場合

 ●チップの注水口の清掃

注水口の水垢やごみを、 
注水口ワイヤーで 
取除きます。

をします。

ファイルホルダー

対極

●根管長測定器

消毒用エタノールを含ませて
硬く絞ったガーゼで 
払拭します。

135℃以下で 
行ってください。

●その他

※ バー・ポイント・ファイルの滅菌推奨条件は 
それぞれの取扱説明書を参照してください。

トレーのグリップレ

トレーシート

紙コップ汚物ホルダー

ライトのグリップ

薬瓶ホルダー

フラッシング装置（シリコン部分）

インスツルメント 
ホルダー・ハンガー

カバー

注水口ワイヤー

●ハンドピース付属品

イイイイイイイイイ

バー着脱工具

ユーティリティートレーシート



【資料18】設置要望書（大阪府歯科衛生士会）



学校法人平成医療学園

理事長 岸野 雅方 様

公社兵歯衛第182号

令和4年2月2 8日

公益社団法人兵庫県歯科衛

会 長 高橋 千

保健医療学部口腔保健学科 設置要望書

向春の候、 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、 全国的な傾向とは言え、 医療・保健・福祉等の分野で歯科がその役割を果たすた

めには歯科衛生士の存在が不可欠であることから、 多くの職場から歯科衛生士が求められ

ています。 その声を受けて、 これまでに歯科衛生士養成機関が数多く設立されましたが、

歯科衛生士の就業先がますます拡大し、 依然として歯科衛生士不足の状態が続いています。

また、 近年は、 高齢者における誤礁性肺炎予防や周術期等管理、 高齢者のフレイル ・ オ

ー ラルフレイル予防において、 口腔衛生状態や機能の維持・改善の重要性が認識されるよ

うになり、 これらの領域においても、 梱科衛生士の貢献が広く求められるようになってき

ました。 これらの求めに応じて歯科衛生士がその役割を果たすためには、 全身状態の把握

ゃ口腔機能の評価法や訓練法などについて習熟することが極めて重要です。 このような要

望に応えるべく、 貴学が4年制の歯科衛生士課程の設置を構想されていることは、 当会を

始めとする、 多くの医療 ・ 保健 ・ 福祉分野関係者のみならず、 サ ー ビスを受ける国民も強

く希望するところと考えます。

また、 貴学は新学科の学生に「研究の素養を身に付けさせる」ことを、 教育の目的とさ

れています。 このことは、 エ ビデンスに基づいた医療 ・ 保健•福祉サ ー ビスを提供するの

みならず、 連携する他職種との相互理解を深めることにより、 より適切なサ ー ビスの提供

に繋がると考えらます。

さらに、 貴学が計画されています卒後研修や歯科衛生士を対象とした講習会の開催によ

り、 歯科衛生士界の発展にも貢献していただけるものと確信しております。

以上に述べましたように、 当会は、 貴学の保健医療学部口腔保健学科の設置が認可され

ますことを、 強く要望いたします。

【資料19】設置要望書（兵庫県歯科衛生士会）　



履修方法

及　　び 4 5 6 7 2 8 8 7 9 20 7 93

必修 選択 卒業要件 4 5 8 7 2 17 10 12 10 20 8 124

哲学 1前 2 ○

東洋の歴史 1前 2 ○

文化人類学 1後 2 ○

日本国憲法 1前 2 ○

社会と法 1後 2 ○

医療経営学 1後 2 ○

統計学 1後 2 ○

数学 1前 2 ○

物理学 1後 2 ○

化学 1前 2 ○

生物学 1前 2 ○

英語Ⅰ 1前 1 ○

英語Ⅱ 1後 1 ○

英語Ⅲ 1後 1 ○

英会話 1前 1 ○

情報処理演習Ⅰ 1前 1 ○

情報処理演習Ⅱ 1後 1 ○

健康と体力づくり 1前 2 ○

スポーツトレーニング論 1前 2 ○

バイオメカニクス 1前 2 ○

体育実技Ⅰ 1前 1 ○

体育実技Ⅱ 1後 1 ○

コミュニケーション演習 １前 1 〇

臨床心理学 1後 2 〇

マーケティング論 1後 2 ○

医療倫理 1前 2 ○

少子高齢化と社会 1前 2 〇

基礎ゼミナール 1前 1 〇

21単位以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

全身解剖学 1前 2 ○

栄養代謝学・生化学 1後 1 ○

組織学・発生学演習 1後 1 ○

口腔解剖学 1前 2 〇

口腔基礎科学演習 1後 1 〇

生理学・口腔生理学 1前 2 ○

病理学・口腔病理学 1後 2 ○

薬理学・歯科薬理学 1後 2 ○

微生物学・免疫学 1後 2 ○

臨床医学 2前 2 ○

口腔衛生学 1後 1 ○

地域歯科保健 2後 1 ○

歯科統計学・疫学演習 2前 1 ○

衛生行政 2後 1 ○

衛生学・公衆衛生学 1後 1 ○

社会福祉学 3前 1 ○

医療情報処理演習 2後 1 ○

24単位 4 5 8 7 0 0 0 0 0 0 0

 必修2単

 位+選択

 2単位

以上

15

15

15

15

30

15

15

15

30

15

15

15

15

15

30

15

15

歯・口腔の

健康と予防

に関わる人

間と社会の

仕組み

15

15

15

15

15

外

国

語

科

目

情報 処理

15

ス

ポ

ー

ツ

・

健

康

科

学

総

合

教

養

科

目

専

門

基

礎

科

目

人体（歯・口

腔を除く。）

の構造と機能

歯・口腔の

構造と機能

疾病の成り立

ち及び回復過

程の促進

30

30

30

30

15

30

15

15

　選択3単

位以上
30

30

30 　必修2単

位30

15

15 　選択2単

位以上15

15

【資料 20】

         宝塚医療大学 指定規則との対比表

教 育 課 程 と 指 定 規 則 と の 対 比 表 （歯科衛生士）　

宝塚医療大学　保健医療学部　口腔保健学科

　歯科衛生士　課　程

基礎分野 専門基礎分野

歯

科

診

療

補

助

論

臨

地

実

習

（

臨

床

実

習

を

含

む

。

）

選

択

必

修

分

野

計

歯

科

衛

生

士

概

論

臨

床

歯

科

医

学

歯

科

予

防

処

置

論

歯

科

保

健

指

導

論

単　位　数

1単位

当たり

の時間

数

10

21

科

学

的

思

考

の

基

盤

人

間

と

生

活

人

体

（

歯

・

口

腔

を

除

く

。

）

の

構

造

と

機

能

歯

・

口

腔

の

構

造

と

機

能

疾

病

の

成

り

立

ち

及

び

回

復

過

程

の

促

進

歯

・

口

腔

の

健

康

と

予

防

に

関

わ

る

人

間

と

社

会

の

仕

組

み

区　　分

 選択2単

位以上

　選択2単

位以上

15

15  選択4単位

以上15

学

部

共

通

科

目

一

般

教

育

科

目

人

文

社

会

自

然

授　　業　　科　　目
配当

年次

30

30

 必修2単位

計 （卒業要件） 21単位以上

計 （卒業要件） 0

　　必修

　　24単位

15

指定規則の教育内容

教 育 課 程

-1 -



履修方法

及　　　び 4 5 6 7 2 8 8 7 9 20 7 93

必修 選択 卒業要件 4 5 8 7 2 17 10 12 10 20 8 124

口腔保健と専門職 3前 1 ○

歯科衛生士概論 1前 1 ○

歯科臨床概論 1前 1 ○

小児歯科学 2前 1 ○

歯科矯正学 2前 1 ○

歯科補綴学 1後 2 ○

歯科保存学 2前 2 ○

口腔外科学 2前 2 ○

歯科放射線学 1後 1 ○

障害者歯科学 2後 1 ○

成人・高齢者歯科学 2後 1 ○

臨床検査学・歯科麻酔学 3前 1 ○

歯科材料学 1後 1 ○

救急蘇生学 2前 1 ○

医療安全管理学 2前 1 ○

臨床口腔保健応用医学演習 4前 1 ○

歯科予防処置論 2前 2 ○

歯科予防処置実習Ⅰ 2前 2 ○

歯科予防処置実習Ⅱ 2後 2 ○

歯科予防処置実習Ⅲ 3前 2 　71単位 ○

口腔保健特論演習Ⅰ 4後 2 ○

歯科保健指導論 2前 2 ○

歯科保健指導実習Ⅰ 2前 1 ○

歯科保健指導実習Ⅱ 2後 1 ○

歯科保健指導実習Ⅲ 2後 1 ○

歯科保健指導実習Ⅳ 3前 2 ○

口腔機能管理実習 3前 1 ○

食生活指導演習 2後 1 ○

摂食嚥下障害学 2前 1 ○

口腔保健特論演習Ⅱ 4後 2 ○

歯科診療補助実習Ⅰ 2前 2 ○

歯科診療補助実習Ⅱ 2後 2 ○

歯科診療補助実習Ⅲ 3前 2 ○

医療コミュニケーション 3前 1 ○

医療・保健・福祉における連携 3前 1 ○

口腔保健特論演習Ⅲ 4後 2 ○

歯科衛生士臨地実習Ⅰ 3後 9 ○

歯科衛生士臨地実習Ⅱ 4前 9 ○

歯科衛生士臨地実習Ⅲ 4後 2 ○

71単位 0 0 0 0 2 17 10 12 10 20 0 71

45

45

30

15

45

45

45

授　　業　　科　　目
配当

年次

歯科衛生士

概論

臨床歯科医

学

歯科予防処

置論

歯科保健指

導論

歯科診療補

助論

臨地実習

（臨床実習

を含む。）

計　　　（卒業要件）

30

45

45

45

15

15

30

45

45

専

門

科

目

15

15

15

15

15

15

15

15

選

択

必

修

分

野

計

歯科衛生士　課　程

基礎分野 専門基礎分野 専　門　分　野　

臨

床

歯

科

医

学

歯

科

予

防

処

置

論

歯

科

保

健

指

導

論

歯

科

診

療

補

助

論

臨

地

実

習

（

臨

床

実

習

を

含

む

。

）単　位　数

一

単

位

当

た

り

の

時

間

数
10

21

科

学

的

思

考

の

基

盤

人

間

と

生

活

人

体

（

歯

・

口

腔

を

除

く

。

）

の

構

造

と

機

能

歯

・

口

腔

の

構

造

と

機

能

疾

病

の

成

り

立

ち

及

び

回

復

過

程

の

促

進

歯

・

口

腔

の

健

康

と

予

防

に

関

わ

る

人

間

と

社

会

の

仕

組

み

歯

科

衛

生

士

概

論

45

45

45

30

15

45

15

15

15

15

15

15

15

30

15

71単位以上

指定規則の教育内容

教 育 課 程

-2 -



履修方法

及　　　び
4 5 6 7 2 8 8 7 9 20 7 93

必修 選択 卒業要件 4 5 8 7 2 17 10 12 10 20 8 124

歯科英会話 1後 1 ○

基礎看護学 2前 1 ○

口腔保健学研究論 2後 1 ○

口腔保健学研究演習 I 3前 1 ○

口腔保健学研究演習 Ⅱ 3後 1 8単位 ○

科学英語演習Ⅰ 2前 1 ○

科学英語演習Ⅱ 2後 1 ○

ビジネスコミュニケーション演習 1後 1 ○

8単位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8

124単位 4 5 8 7 2 17 10 12 10 20 8 124

0 0 2 0 0 9 2 5 1 0 1 31

15

15

30

30

30

30

30

30

計　　　（卒業要件）

授　　業　　科　　目
配当

年次

選択必修科目

選

択

必

修

分

野

計

歯

科

衛

生

士

概

論

臨

床

歯

科

医

学

歯

科

予

防

処

置

論

歯

科

保

健

指

導

論

0

卒業要件単位数 21

指定規則に対する増単位数 11

歯科衛生士　課　程

歯

科

診

療

補

助

論

臨

地

実

習

（

臨

床

実

習

を

含

む

。

）

科

学

的

思

考

の

基

盤

単　位　数

一

単

位

当

た

り

の

時

間

数

10

21

基礎分野 専門基礎分野

人

間

と

生

活

人

体

（

歯

・

口

腔

を

除

く

。

）

の

構

造

と

機

能

歯

・

口

腔

の

構

造

と

機

能

疾

病

の

成

り

立

ち

及

び

回

復

過

程

の

促

進

歯

・

口

腔

の

健

康

と

予

防

に

関

わ

る

人

間

と

社

会

の

仕

組

み

専　門　分　野　

指定規則の教育内容

教 育 課 程

-3 -



保健医療学部　実習生受入可能人数一覧表 【2022年4月13日現在】

№ 地域 施設名

歯科衛生士臨地実習Ⅰ 歯科衛生士臨地実習Ⅱ 歯科衛生士臨地実習Ⅲ

1 大阪府 いえだ歯科医院 10 ー ー

2 大阪府 大森歯科 4 ー ー

3 大阪府 かとう歯科 2 ー ー

4 大阪府 ひらのファミリー歯科 6 ー ー

5 大阪府 安永歯科 10 ー ー

6 大阪府 医療法人 黒木歯科医院 4 ー ー

7 大阪府 医療法人 五條歯科医院 30 ー ー

8 大阪府 医療法人 五條歯科医院第二診療所 30 ー ー

9 大阪府 医療法人 山林歯科医院 10 ー ー

10 大阪府 医療法人 小川歯科医院 12 ー ー

11 大阪府 医療法人 松本歯科医院 10 ー ー

12 大阪府 医療法人I'sMEDICAL 安部歯科医院 6 ー ー

13 大阪府 医療法人ゆめはんな会 ヨリタ歯科クリニック 2 ー ー

14 大阪府 医療法人⻄尾会 ⻄尾歯科 12 ー ー

15 大阪府 医療法人育歩会 坂井歯科医院かほりまち歯科 10 ー ー

16 大阪府 医療法人乾洋会 JR平野駅前歯科 12 ー ー

17 大阪府 医療法人乾洋会 タクデンタルクリニック 12 ー ー

18 大阪府 医療法人乾洋会 トミデンタルクリニック 12 ー ー

19 大阪府 医療法人乾洋会 出来島駅前歯科 12 ー ー

20 大阪府 医療法人乾洋会 天神橋歯科クリニック 12 ー ー

21 大阪府 医療法人幸咲会 橋本歯科医院 8 ー ー

22 大阪府 医療法人山翔会 歯科山崎 10 ー ー

23 大阪府 医療法人社団 のぶとう歯科医院 6 ー ー

24 大阪府 医療法人小室会 小室歯科ターミナルビル 4 ー ー

25 大阪府 医療法人小室会 小室歯科天王寺ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ歯科診療所 4 ー ー

26 大阪府 医療法人小室歯科 難波診療所 4 ー ー

27 大阪府 医療法人真生会 福田デンタルクリニック 6 ー ー

28 大阪府 医療法人誠仁会 りょうき歯科クリニック 10 ー ー

29 大阪府 医療法人青空会 足立歯科クリニック 8 ー ー

30 大阪府 医療法人徳旺会 長谷川歯科医院 10 ー ー

31 大阪府 医療法人徳真会 江坂第二歯科 6 ー ー

32 大阪府
医療法人白亜会 小室歯科・矯正歯科近鉄あべの

ハルカス診療所
6 ー ー

33 大阪府 医療法人美和会 平成野田クリニック 64 ー ー

34 大阪府 医療法人富歯会 川上歯科あべの診療所 15 ー ー

35 大阪府 医療法人富歯会 川上歯科パンジョ診療所 15 ー ー

36 大阪府 医療法人富歯会 川上歯科守口市駅診療所 15 ー ー

37 大阪府 医療法人優俊会 みやけ歯科医院・ワハハキッズ 10 ー ー

38 大阪府 医療法人裕歯会 ろくもと歯科医院 10 ー ー

39 大阪府 医療法人應信会 としもり歯科医院 6 ー ー

40 大阪府 医療法人 ⻄村歯科 ⼼斎橋診療所 4 ー ー

41 大阪府 医療法人 南歯科医院 10 ー ー

42 大阪府 医療法人栄知会 小野歯科医院 4 ー ー

43 大阪府 医療法人秀元会 辻野歯科医院 10 ー ー

44 大阪府
医療法人洗⼼会 デンタルクリニックシンク

トゥース JR大阪駅診療所
6 ー ー

45 大阪府 医療法人徳真会 みのおデンタルクリニック 6 ー ー

46 大阪府 医療法人宝樹会 福⻄歯科クリニック 8 ー ー

47 大阪府 大阪インプラント再生医療センター河村歯科医院 10 ー ー
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№ 地域 施設名 実習生受入可能人数（名）

48 大阪府 医療法人尚歯会 Wellness　Dental　Clinic 4 ー ー

49 大阪府 吉田歯科医院 10 ー ー

50 大阪府 高槻ステーション歯科 4 ー ー

51 大阪府 三上歯科クリニック 12 ー ー

52 大阪府 新田歯科クリニック 8 ー ー

53 大阪府 泉田歯科医院守口市駅前診療所 14 ー ー

54 大阪府 大塚歯科第３ビル診療所 4 ー ー

55 大阪府 藤原歯科医院 6 ー ー

56 京都府 医療法人社団愛泉会 山本歯科医院 4 ー ー

57 京都府 医療法人社団弘成会 牧草歯科医院 12 ー ー

58 京都府 医療法人清歯会 浅井歯科 8 ー ー

59 京都府 医療法人明貴会 三条山口歯科医院 4 ー ー

60 奈良県 医療法人 おかもと歯科 4 ー ー

61 奈良県 医療法人尚歯会 学園前山田兄弟歯科 4 ー ー

62 奈良県 医療法人尚歯会 千里山田兄弟歯科 4 ー ー

63 兵庫県 医療法人 アオキ歯科医院 12 ー ー

64 兵庫県 医療法人社団TDC タバタデンタルクリニック 10 ー ー

65 兵庫県 医療法人社団おおつき会 大槻歯科医院 10 ー ー

66 兵庫県 医療法人社団けんこう会 つだ歯科 2 ー ー

67 兵庫県 医療法人社団にしきた ⻄宮北口歯科口腔外科 10 ー ー

68 兵庫県 医療法人社団健昌会 なかたに歯科クリニック 9 ー ー

69 兵庫県 医療法人社団誠倫会 室井歯科医院 10 ー ー

70 兵庫県 医療法人社団徳永歯科クリニック 20 ー ー

71 兵庫県 医療法人IDC いぶき歯科医院 2 ー ー

72 兵庫県 医療法人社団 たるみ歯科クリニック 10 ー ー

73 大阪府 K’s矯正歯科 ー ー 10

74 大阪府 おがわ歯科こども歯科クリニック ー ー 10

75 大阪府 ねもと こども歯科 ー ー 10

76 大阪府 みやの矯正・小児歯科クリニック ー ー 10

77 大阪府 めいゆう矯正歯科 ー ー 10

78 大阪府 医療法人高真会 おかだ歯科・矯正歯科 ー ー 10

79 大阪府 医療法人医之和会　小児歯科・矯正スマイルプラザ ー ー 4

80 大阪府 小児歯科ふじわら歯科 ー ー 8

81 大阪府 たかぎ歯科・矯正歯科 ー ー 10

82 大阪府 森田歯科クリニック ー ー 4

83 京都府 医療法人清風会 坂根歯科診療所 ー ー 6

84 兵庫県 おざき矯正歯科クリニック ー ー 10

85 兵庫県 美帆矯正歯科クリニック ー ー 4

86 大阪府 国立大学法人大阪大学 歯学部附属病院 ー 40 ー

87 大阪府 学校法人 大阪歯科大学附属病院 ー 30 ー

88 大阪府
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性

期・総合医療センター
ー 10 ー

89 大阪府 医療法人警和会 大阪警察病院 ー 6 ー

90 大阪府
特定機能病院/地方独立行政法人 大阪府立病院機

構 大阪国際がんセンター
ー 4 ー

91 大阪府 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会千里病院 ー 10 ー

92 大阪府
社会福祉法人恩賜財団 済生会支部 大阪府済生会

中津病院
ー 10 ー

93 大阪府 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 ー 4 ー

94 大阪府 市立豊中病院 ー 4 ー

95 大阪府
地方独立行政法人堺市立病院機構 堺市立総合医

療センター
ー 2 ー

96 大阪府 社会医療法人清恵会 清恵会病院 ー 8 ー
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№ 地域 施設名 実習生受入可能人数（名）

97 大阪府 八尾市立病院 ー 10 ー

98 京都府 医療法人社団 洛和会音羽病院 ー 6 ー

99 奈良県 医療法人和幸会 阪奈中央病院 ー 10 ー

100 和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 ー 10 ー

101 兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター ー 2 ー

102 大阪府 住宅型有料老人ホームふわり ー 32 ー

103 大阪府 住宅型有料老人ホーム木楽里 ー 32 ー

104 兵庫県
社会福祉法人山の子会 高浜町ライフサポートス

テーション
ー 64 ー

105 大阪府 社会福祉法人山の子会 茶屋中津保育園 ー 32 ー

106 兵庫県 社会福祉法人山の子会 茶屋高浜保育園 ー 32 ー

107 大阪府 保健センター（寝屋川市こども部子育て支援課） ー ー 64

108 大阪府 大阪市立大開小学校 ー ー 16

109 大阪府 大阪市立天王寺小学校 ー ー 16

110 大阪府 大阪市立東田辺小学校 ー ー 16

111 大阪府 大阪市立中津小学校 16

112 兵庫県 医療法人おひさま会　おひさまクリニック ー ー 22

113 兵庫県 医療法人おひさま会　おひさまクリニック⻄宮 ー ー 22

114 大阪府 医療法人おひさま会　おひさま在宅クリニック ー 22

690 358 300総合計
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宝塚医療大学教務規程 

（目的） 

第１条 宝塚医療大学（以下「本学」という。）の教務に関する事項は、宝塚医療大学学則（以下「学則」という。）に

定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

（授業科目及び単位数） 

第２条 授業科目及び単位数は、学則及び宝塚医療大学保健医療学部規則（以下「学部規則」という。）の定めるところ

による。 

２ 各学科の卒業に必要な単位数、配当年次及び必修選択の別については、学部規則別表の定めるところによる。 

（既修得単位の認定） 

第３条 学則第２８条から第３０条に定める他の大学等において履修した授業科目について修得した単位を、本学にお

ける授業科目の履修により修得したものとみなすことができる単位数については、教務委員会の議を経て学長が承認

するものとする。 

２ 前項の他大学等の既修得単位の願い出は、入学時に一括して行うものとする。 

３ 既修得単位の認定等については別に定める。 

（授業の実施） 

第４条 授業科目は、第２条第２項に基づき第１年次から第４年次に配分して開講する。 

２ 各学年での授業科目の実施の時期、曜日、時限及び担当教員等は、学年のはじめに告示する。 

３ 一の授業科目毎に主担当教員を置く。 

（授業時限） 

第５条 学年を通じての時限配当は、次表のとおりとする。 

１時限 ９：００～１０：３０ 

２時限 １０：４０～１２：１０ 

３時限 １３：００～１４：３０ 

４時限 １４：４０～１６：１０ 

５時限 １６：２０～１７：５０ 

６時限 １８：００～１９：３０ 

２ 講義及び演習においては、９０分の連続した時限をもって１時限とし、実験・実習及び実技においては、これに準

ずる。 

３ 主担当教員は、実験・実習及び実技の開始または終了時刻を他の授業科目に影響の及ばない範囲で変更することが

ある。 

（履修登録） 

第６条 学生は、学期ごとに履修する授業科目について、履修案内に基づき履修登録を行わなければならない。 

２ 学生は、前期の定められた期間内に該当する年度のすべての履修登録を行わなければならない。ただし、後期科目
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の履修登録においては、申請の上、認められた場合に限り、後期の定められた期間内に変更を行うことができる。 

３ 履修登録ができる単位数は、前期・後期ともに２４単位以下、通年においては４８単位以下を原則とする。ただし、

資格、免許の取得理由等によりこれを超える場合は、許可することがある。 

４ 学生は、所属学科の在籍する年次に配当された授業科目を履修する。ただし、再履修については所属学科の当該年

次より以前の学年に配当されたものに限る。 

５ 科目の履修にあたって、履修案内に定める先修条件がある場合、それを満たさなければならない。 

６ 同一曜日時限に行われる複数の授業科目は、重複して履修登録してはならない。また、同一名称の他学科の授業科

目を履修することや既に単位を修得した授業科目を再度履修することはできない。 

７ 選択科目については、履修する学生の人数を制限することがある。 

 

（学級の編成） 

第７条 科目によっては、各学年次を、２学級以上に編成して授業を行うことがある。この場合、学生は指定された学

級で授業を受けなければならない。 

 

（授業の出席時間数） 

第８条 各科目の成績評価対象に必要な授業の出席時間数は次の各号の定めるところによる。 

（１）講義科目は、原則として総授業時間数の３分の２以上 

（２）演習科目は、原則として総授業時間数の３分の２または５分の４以上（いずれかはシラバスに明記する。） 

（３）実験・実習科目は、原則として総授業時間数の５分の４以上 

（４）学科が定める臨床実習及び教育実習については、原則欠席は認めない。 

 

（授業の遅刻及び早退） 

第９条 授業の遅刻及び早退の取扱いについては、次の各号の定めるところによる。 

（１）授業開始後３０分以内の入室は、遅刻とする。 

（２）授業終了前３０分以内の退室は、早退とする。 

（３）授業開始後３０分を経過した場合の入室、授業終了前３０分以上の退室は、欠席とする。 

（４）２回の遅刻または早退は、１回の欠席とする。 

 

（授業の公欠） 

第１０条 学生は次の各号に定める公欠事由により授業を欠席する場合、授業欠席願兼公欠認定願書に必要事項を記入

の上、必要書類を添付し、欠席した科目の担当教員へ届け出、許可を得るものとする。なお、公欠と認定できる日数は

土日祝日を含む連続した日数とする。 

（１）忌引による欠席は、次に掲げる対象者ごとに定める日数を公欠とする。 

  イ 配偶者又は実父母 ７日以内 

  ロ 子 ５日以内 

  ハ 配偶者の父母 ３日以内 

  ニ 二親等の親族 ３日以内 

（２）学校保健安全法等の法令により定められた感染症に罹患した場合、当該法令に定める待機期間を出席停止期間と



し、当該期間を公欠とする。 

（３）就職試験及び進学試験の受験による公欠は、最終学年在籍者を対象とし、授業欠席届兼公欠認定願を提出して認

定された場合とする。ただし、公欠は授業のみとし、単位認定に係る試験日については公欠を認めない。 

（４）授業欠席届兼公欠認定願の提出期限は、上記（１）および（２）においては欠席した日に実施された科目の次回講

義日に、（３）においては、公欠該当日までに提出するものとする。 

（５）その他、学長が本人からの願いにより適切な事由と判断した場合、公欠を認めることがある。 

 

（成績評価） 

第１１条 科目の成績評価は、主担当教員が、試験またはこれにかわるレポート及び報告書、授業の学修の成果（以下

「成果物」という。）等により行う。 

２ 科目の成績評価基準は、ＧＰＡ（グレードポイントアベレージ）によるものとし、次表のとおりとする。 

評価 評点 グレードポイント 

優 
９０点以上 4.0 

８０点以上９０点未満 3.0 

良 ７０点以上８０点未満 2.0 

可 ６０点以上７０点未満 1.0 

不可 ６０点未満 0.0 

放棄 出席時間が第８条に定める時間数に満たない場合 0.0 

３ 第３条に規定する既修得単位については、表記を「認定」とする。 

 

（成績評価対象） 

第１２条 次の各号のいずれかに該当する場合は、成績評価の対象としない。 

（１）成績評価を受けようとする科目の出席時間数が、第８条各号に定める時間数に満たないとき 

（２）履修登録を完了していないとき 

（３）授業料等の納付金を納入していないとき 

（４）休学しているとき、または学則第４９条に定める停学処分に係る当該停学期間中のとき 

 

（進級要件） 

第１３条 各学科におけるすべての学年への進級要件は、これを課さないものとする。 

 

（定期試験） 

第１４条 定期試験は、原則として学期終了後の大学が定める期間に実施する。 

 

（追試験） 

第１５条 学生が、定期試験を第１０条に定める公欠事由により受験することができなかったときは、追試験を受ける

ことができる。 

２ 追試験を希望する者は、追試験受験願に必要事項を記入の上、指定日に手続きを行わなければならない。 



３ 追試験の評価基準は第１１条に定める基準による。 

４ 追試験の結果が「不可」であった者は、再試験を受けることはできない。 

 

（再試験） 

第１６条 単位認定に関する試験の成績が合格に達しなかった学生、および公欠事由以外の理由により本試験を欠席し

た学生については、大学の定める期間の再試験を実施する。ただし、所属学科が再試験を行わないと判断した場合は

この限りではない。 

２ 再試験に合格したときの成績は６０点とする。 

３ 再試験を希望する学生は、再試験受験申込書に必要事項を記入の上、受験料を添えて指定日に手続きを行わなけれ

ばならない。 

４ 再試験受験料は、別表１のとおりとする。 

 

（特別試験） 

第１７条 学長が特に必要と認めたときは、特別試験を実施することがある。 

２ 特別試験を希望する学生は、受験願書に受験料を添えて指定日に手続きを行わなければならない。 

３ 特別試験の実施について必要な事項は、学長企画調整会議の議を経て学長が別に定める。 

４ 特別試験受験料は、別表１のとおりとする。 

 

（臨時試験） 

第１８条 主担当教員の判断により、当該科目開講期間内に臨時で試験を実施することがある。 

 

（試験時間） 

第１９条 第１４条から第１７条に定める試験を実施する時間は次のとおりとする。 

（１）筆記試験（解答を紙等に記載して行う試験） 

   原則として１授業科目あたり６０分とする。 

（２）実技試験（作業・動作等を実際に行って、技術等が修得できているか判断する試験） 

   担当教員が指示した時間で実施する。 

２ 第１８条で定める臨時試験を実施する時間は、授業時間内で担当教員が指示した時間とする。 

 

（成果物の提出） 

第２０条 学生は、レポート等成果物の提出にあたっては、担当教員が指示した様式に従って指定された期日までに指

定された場所へ提出しなければならない。 

 

（試験に関する厳守事項） 

第２１条 学生は、試験会場においては、指示された座席で受験し、試験監督者の指示に従わなければならない。 

２ 学生は、試験会場においては、次の各号に定める事項を守らなければならない。 

（１）学生証を携行し、机上に置くこと 

（２）受験のために使用を許可された物品以外は、試験監督者に指示された場所に置くこと 



（３）試験中の発言は、試験監督者の許可を得ること 

（４）配布された問題用紙及び解答用紙等は、退出の際に試験監督者が指示する場所に提 

出すること 

（５）試験問題及び解答用紙は試験会場から持ち出さないこと。また、破損させたりしないこと。 

（６）その他試験監督者が指示したこと 

３ 試験開始後２０分が経過した場合は、試験会場への入室を許可しない。 

４ 原則、試験時間中の退室は許可しない。ただし体調不良などによる場合はこの限りではない。 

５ 試験開始後４０分経過以降においては退室を認めることがある。ただし、試験終了５分前からは一切の退室を認め

ない。また、遅刻して入室した者は、試験終了まで退室を認めない。 

６ 実技試験及び口答試験の受験は、遅刻を認めない。 

 

（不正行為の禁止） 

第２２条 本学におけるすべての単位認定に係る試験において、試験中に試験監督者が学生の不正行為（準備及び他人

の不正行為の援助を含む。）を発見し、その事実を確認したときは、直ちに当該学生の受験を停止し、試験場外へ退

出させるとともに、次の各号に定めるとおり取り扱う。 

（１）不正行為を行った授業科目を含む３科目について、単位を無効（不可）とする。 

（２）無効とする科目は、次に掲げるとおりとする。 

イ 無効とする科目は、原則として必修科目とする。 

ロ 期間の定めのある試験においては、原則として不正行為が行われた試験科目の前に実施された直近の試験科目

とする 

ハ 上記ロの場合において、不正行為が行われた試験科目の前に実施された必修科目の試験科目が３科目に満たな

い場合は、不正行為が行われた試験科目の後に実施する必修科目の試験科目を含むことができる 

ニ 試験期間中に受験した必修科目が３科目に満たない場合は、選択科目をこれに充てる。 

ホ 上記ニの場合において、当該期間中に受験した全ての試験科目が３科目に満たない場合は、受験した最大の科

目数とする 

ヘ 第１８条に定める臨時試験における不正行為にあっては、当該科目のみとする 

（３）不正行為を行った学生には、学則の定めるところにより懲戒処分することがある。 

（４）試験終了後において不正行為が発見され、その事実が確認されたときは、前各号の規定を適用する。 

 

（ＧＰＡ制度について） 

第２３条 本学では、ＧＰＡ（グレード・ポイント・アベレージ）制度を設ける。 

２ 算出方法、評価基準等の詳細については別途定める。 

３ 本学で履修したすべての科目を対象とするが、次の科目については対象としない。 

（１）柔道整復学科及び鍼灸学科における教職免許科目 

（２）第３条第１項に規定されているすでに他大学等で修得済の科目（既修得単位） 

（３）大学コンソーシアム等で履修した科目（他大学等履修科目） 

 

 



（規程の改廃） 

第２４条 本規程の改廃については、学長企画調整会議の議を経て、学長が決定する。 

 

 

 

附則 

１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

２ 第１３条の定めにかかわらず、平成２３年度から平成２７年度までの入学者に係る進級要件は次表のとおりとする。 

学科 理学療法学科 柔道整復学科 鍼灸学科 

２年次への 

進級要件 

要件を課さない。 要件を課さない。 １年次に開講した専門基

礎科目及び専門科目の必

修科目のうち、原則とし

て７割を修得しているこ

と。 

３年次への 

進級要件 

１年次及び２年次に開講

した必修科目並びに選択

必修科目の全単位を修得

していること。 

１年次及び２年次に開講

した専門基礎科目及び専

門科目の必修科目のう

ち、原則として８割を修

得していること。 

１年次及び２年次に開講

した専門基礎科目及び専

門科目の必修科目のう

ち、原則として８割を修

得していること。 

４年次への 

進級要件 

１年次から３年次に開講

した必修科目並びに選択

必修科目の全単位を修得

していること。 

１年次から３年次に開講

した専門基礎科目及び専

門科目の必修科目のう

ち、原則として９割を修

得していること。 

１年次から３年次に開講

した専門基礎科目及び専

門科目の必修科目のう

ち、原則として９割を修

得していること。 

 

附則 

この規程は、平成２９年７月５日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附則 

１ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 第１３条の定めにかかわらず、平成２３年度から平成２７年度までの入学者に係る進級要件は次表のとおりとする。 

学科 理学療法学科 柔道整復学科 鍼灸学科 

２年次への 

進級要件 

要件を課さない。 要件を課さない。 １年次に開講した専門基

礎科目及び専門科目の必

修科目のうち、原則とし

て７割を修得しているこ

と。 

３年次への 

進級要件 

１年次及び２年次に開講

した必修科目並びに選択

必修科目の全単位を修得

していること。 

１年次及び２年次に開講

した専門基礎科目及び専

門科目の必修科目のう

ち、原則として８割を修

得していること。 

１年次及び２年次に開講

した専門基礎科目及び専

門科目の必修科目のう

ち、原則として８割を修

得していること。 

４年次への 

進級要件 

１年次から３年次に開講

した必修科目並びに選択

必修科目の全単位を修得

していること。 

１年次から３年次に開講

した専門基礎科目及び専

門科目の必修科目のう

ち、原則として９割を修

得していること。 

１年次から３年次に開講

した専門基礎科目及び専

門科目の必修科目のう

ち、原則として９割を修

得していること。 

 

３ 第１３条の定めにかかわらず、平成２８年度から平成２９年度までの入学者に係る進級要件は次表のとおりとする。 

学科 理学療法学科 柔道整復学科 鍼灸学科 

２年次への 

進級要件 

１年次に開講した専門基

礎科目および専門科目の

うち、原則として７割を

修得していること。 

１年次に修得すべき必修

単位のうち原則として未

修得単位数が８単位以内

であること。 

 

１年次に修得すべき必修

単位のうち原則として未

修得単位数が８単位以内

であること。 

 

３年次への 

進級要件 

１年次および２年次に開

講した必修科目の全てを

修得していること。 

１年次および２年次に修

得すべき必修単位のうち

原則として未修得単位数

が１０単位以内であるこ

と。 

１年次および２年次に修

得すべき必修単位のうち

原則として未修得単位数

が１０単位以内であるこ

と。 

４年次への 

進級要件 

１年次から３年次に開講

した必修科目の全てを修

得していること。 

１年次から３年次に修得

すべき必修単位のうち原

則として未修得単位数が

８単位以内であること。 

１年次から３年次に修得

すべき必修単位のうち原

則として未修得単位数が

８単位以内であること。 

 

 



附則 

１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 第１３条の定めにかかわらず、平成２３年度から平成２７年度までの入学者に係る進級要件は次表のとおりとする。 

学科 理学療法学科 柔道整復学科 鍼灸学科 

２年次への 

進級要件 

要件を課さない。 要件を課さない。 １年次に開講した専門基

礎科目及び専門科目の必

修科目のうち、原則とし

て７割を修得しているこ

と。 

３年次への 

進級要件 

１年次及び２年次に開講

した必修科目並びに選択

必修科目の全単位を修得

していること。 

１年次及び２年次に開講

した専門基礎科目及び専

門科目の必修科目のう

ち、原則として８割を修

得していること。 

１年次及び２年次に開講

した専門基礎科目及び専

門科目の必修科目のう

ち、原則として８割を修

得していること。 

４年次への 

進級要件 

１年次から３年次に開講

した必修科目並びに選択

必修科目の全単位を修得

していること。 

１年次から３年次に開講

した専門基礎科目及び専

門科目の必修科目のう

ち、原則として９割を修

得していること。 

１年次から３年次に開講

した専門基礎科目及び専

門科目の必修科目のう

ち、原則として９割を修

得していること。 

 

３ 第１３条の定めにかかわらず、平成２８年度から平成２９年度までの入学者に係る進級要件は次表のとおりとする。 

学科 理学療法学科 柔道整復学科 鍼灸学科 

２年次への 

進級要件 

１年次に開講した専門基

礎科目および専門科目の

うち、原則として７割を

修得していること。 

１年次に修得すべき必修

単位のうち原則として未

修得単位数が８単位以内

であること。 

 

１年次に修得すべき必修

単位のうち原則として未

修得単位数が８単位以内

であること。 

 

３年次への 

進級要件 

１年次および２年次に開

講した必修科目の全てを

修得していること。 

１年次および２年次に修

得すべき必修単位のうち

原則として未修得単位数

が１０単位以内であるこ

と。 

１年次および２年次に修

得すべき必修単位のうち

原則として未修得単位数

が１０単位以内であるこ

と。 

４年次への 

進級要件 

１年次から３年次に開講

した必修科目の全てを修

得していること。 

１年次から３年次に修得

すべき必修単位のうち原

則として未修得単位数が

８単位以内であること。 

１年次から３年次に修得

すべき必修単位のうち原

則として未修得単位数が

８単位以内であること。 

 

 



４ 第１３条の定めにかかわらず、平成３０年度から令和２年度までの入学者に係る進級要件は次表のとおりとする。 

学科 理学療法学科 柔道整復学科 鍼灸学科 

２年次への 

進級要件 

１年次に開講した専門基礎

科目及び専門科目の単位の

うち原則として未修単位数

が８単位以内であること。 

１年次に修得すべき必修単

位のうち原則として未修得

単位数が８単位以内である

こと。 

１年次に修得すべき必修単

位のうち原則として未修得

単位数が８単位以内である

こと。 

３年次への 

進級要件 

１年次及び２年次に開講し

た必修科目の全ての単位を

修得していること。 

１年次及び２年次に修得す

べき必修単位のうち原則と

して未修得単位数が８単位

以内であること。 

１年次及び２年次に修得す

べき必修単位のうち原則と

して未修得単位数が１０単

位以内であること。 

４年次への 

進級要件 

１年次から３年次に開講し

た必修科目の全ての単位を

修得していること。 

１年次から３年次に修得す

べき必修単位のうち原則と

して未修得単位数が６単位

以内であること。 

１年次から３年次に修得す

べき必修単位のうち原則と

して未修得単位数が４単位

以内であること。 

 

 

 

 

附則 

１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 第１３条の定めにかかわらず、令和２年度までの入学者に係る進級要件は次表のとおりとする。 

入学年度 学 科 理学療法学科 柔道整復学科 鍼灸学科 

平成２３年度 

平成２４年度 

平成２５年度 

平成２６年度 

平成２７年度 

２年次への 

進級要件 

要件を課さない。 要件を課さない。 １年次に開講した専門

基礎科目及び専門科目

の必修科目のうち、原則

として７割を修得して

いること。 

３年次への 

進級要件 

１年次及び２年次に開

講した必修科目並びに

選択必修科目の全単位

を修得していること。 

１年次及び２年次に開

講した専門基礎科目及

び専門科目の必修科目

のうち、原則として８割

を修得していること。 

１年次及び２年次に開

講した専門基礎科目及

び専門科目の必修科目

のうち、原則として８割

を修得していること。 

４年次への 

進級要件 

１年次から３年次に開

講した必修科目並びに

選択必修科目の全単位

を修得していること。 

１年次から３年次に開

講した専門基礎科目及

び専門科目の必修科目

のうち、原則として９割

を修得していること。 

 



 

 

別表１ 

再試験（第１６条関係）及び特別試験（第１７条関係）の受験料は、以下のとおりとする。 

 

 

 

成２８年度 

平成２９年度 

２年次への 

進級要件 

１年次に開講した専門

基礎科目及び専門科目

のうち、原則として７割

を修得していること。 

１年次に修得すべき必

修単位のうち原則とし

て未修得単位数が８単

位以内であること。 

１年次に修得すべき必

修単位のうち原則とし

て未修得単位数が８単

位以内であること。 

３年次への 

進級要件 

１年次及び２年次に開

講した必修科目の全て

を修得していること。 

１年次及び２年次に修

得すべき必修単位のう

ち原則として未修得単

位数が１０単位以内で

あること。 

１年次及び２年次に修

得すべき必修単位のう

ち原則として未修得単

位数が１０単位以内で

あること。 

４年次への 

進級要件 

１年次から３年次に開

講した必修科目の全て

を修得していること。 

１年次から３年次に修

得すべき必修単位のう

ち原則として未修得単

位数が８単位以内であ

ること。 

１年次から３年次に修

得すべき必修単位のう

ち原則として未修得単

位数が８単位以内であ

ること。 

平成３０年度 

平成３１年度 

令和２年度 

２年次への 

 

進級要件 

１年次に開講した専門

基礎科目及び専門科目

のうち原則未修単位数

が８単位以内であるこ

と。 

１年次に修得すべき必

修単位のうち原則とし

て未修得単位数が８単

位以内であること。 

１年次に修得すべき必

修単位のうち原則とし

て未修得単位数が８単

位以内であること。 

３年次への 

進級要件 

１年次及び２年次に開

講した必修科目の全て

を修得していること。 

１年次及び２年次に修

得すべき必修単位のう

ち原則として未修得単

位数が８単位以内であ

ること。 

１年次及び２年次に修

得すべき必修単位のう

ち原則として未修得単

位数が１０単位以内で

あること。 

４年次への 

進級要件 

１年次から３年次に開

講した必修科目の全て

を修得していること。 

１年次から３年次に修

得すべき必修単位のう

ち原則として未修得単

位数が６単位以内であ

ること。 

１年次から３年次に修

得すべき必修単位のう

ち原則として未修得単

位数が４単位以内であ

ること。 

再試験受験料 １授業科目につき ２,０００円 

特別試験受験料 １授業科目につき１０,０００円 



合計

単
位

単
位

単
位

単
位

単
位

単
位

単
位

単
位

卒業要件に 必要とする単位

日本国憲法 2 文化人類学 2

生物学 2 ◎ 情報処理演習Ⅱ 1

英語Ⅰ 1 ◎ 体育実技Ⅱ 1

英会話 1 英語Ⅱ 1

◎ 情報処理演習Ⅰ 1

健康と体力づくり 2

◎ 体育実技Ⅰ 1

◎ コミュニケーション演習 1

◎ 基礎ゼミナール 1

化学 2

医療倫理 2

21単位

以　上

16 5 0 0 0 0 0 0 21

◎ 全身解剖学 2 ◎ 栄養代謝学・生化学 1 ◎ 臨床医学 2 ◎ 地域歯科保健 1 ◎ 社会福祉学 1

◎ 口腔解剖学 2 ◎ 組織学・発生学演習 1 ◎ 歯科統計学・疫学演習 1 ◎ 衛生行政 1

◎ 生理学・口腔生理学 2 ◎ 口腔基礎科学演習 1 ◎ 医療情報処理演習 1

◎ 病理学・口腔病理学 2

◎ 薬理学・歯科薬理学 2

◎ 微生物学・免疫学 2

◎ 口腔衛生学 1

24単位 ◎ 衛生学・公衆衛生学 1

6 11 3 3 1 0 0 0 24

◎ 歯科衛生士概論 1 ◎ 歯科補綴学 2 ◎ 小児歯科学 1 ◎ 障害者歯科学 1 ◎ 口腔保健と専門職 1 ◎ 歯科衛生士臨地実習Ⅰ 9 ◎ 臨床口腔保健応用医学演習 1 ◎ 口腔保健特論演習Ⅰ 2

◎ 歯科臨床概論 1 ◎ 歯科放射線学 1 ◎ 歯科矯正学 1 ◎ 成人・高齢者歯科学 1 ◎ 臨床検査学・歯科麻酔学 1 ◎ 歯科衛生士臨地実習Ⅱ9 ◎ 口腔保健特論演習Ⅱ 2

◎ 歯科材料学 1 ◎ 歯科保存学 2 ◎ 歯科予防処置実習Ⅱ 2 ◎ 歯科予防処置実習Ⅲ 2 ◎ 口腔保健特論演習Ⅲ 2

◎ 口腔外科学 2 ◎ 歯科保健指導実習Ⅱ 1 ◎ 歯科保健指導実習Ⅳ 2 ◎ 歯科衛生士臨地実習Ⅲ 2

◎ 救急蘇生学 1 ◎ 歯科保健指導実習Ⅲ 1 ◎ 口腔機能管理実習 1

◎ 医療安全管理学 1 ◎ 食生活指導演習 1 ◎ 歯科診療補助実習Ⅲ 2

◎ 歯科予防処置論 2 ◎ 歯科診療補助実習Ⅱ 2 ◎ 医療コミュニケーション 1

◎ 歯科予防処置実習Ⅰ 2 ◎ 医療・保健・福祉における連携 1

◎ 歯科保健指導論 2

◎ 歯科保健指導実習Ⅰ 1

◎ 摂食・嚥下障害学 1

71単位 ◎ 歯科診療補助実習Ⅰ 2

2 4 18 9 11 9 10 8 71

◎ ビジネスコミュニケーション演習 1 ◎ 基礎看護学 1 ◎ 口腔保健学研究論 1 ◎ 口腔保健学研究演習 I 1 ◎ 口腔保健学研究演習 Ⅱ 1

◎ 歯科英会話 1 ◎ 科学英語演習Ⅰ 1 ◎ 科学英語演習Ⅱ 1

8単位

0 2 2 2 1 1 0 0 8

合計 124 24 22 23 14 13 10 10 8 124

授業科目名 授業科目名授業科目名 授業科目名

小計 小計 小計 小計

学
部
共
通
科
目

必
修
科
目
を
1
0
9
単
位

、
学
部
共
通
科
目
の
選
択
科
目
か
ら
1
5
単
位
以
上
を
修
得
し

、
合
計
1
2
4
単
位
以
上
を
修
得
す
る

小計

小計 小計

専
門
基
礎
科
目

専
門
科
目

選
択
必
修
科
目

小計

小計 小計

◎は、卒業に必要な必修科目を示す

卒業要件に必要とする単位数 卒業要件に必要とする単位数

小計

卒業要件に必要とする単位数 卒業要件に必要とする単位数 卒業要件に必要とする単位数 卒業要件に必要とする単位数 卒業要件に必要とする単位数 卒業要件に必要とする単位数

小計 小計小計 小計 小計 小計

履修モデル

【口腔保健学科（歯科衛生士の国家試験受験資格を取得する場合）】

区分

１年次　後期 ２年次　前期 ４年次　後期

授業科目名

１年次　前期

授業科目名

２年次　後期 ３年次　前期 ３年次　後期 ４年次　前期

授業科目名 授業科目名

小計 小計

小計

小計 小計 小計 小計 小計 小計

小計小計

小計 小計 小計 小計

【資料23】　履修モデル



保健医療学部　実習生受入可能人数一覧表 【2022年5月30日現在】

№ 地域 施設名

歯科衛生士臨地実習Ⅰ 歯科衛生士臨地実習Ⅱ 歯科衛生士臨地実習Ⅲ

1 大阪府 いえだ歯科医院 10 ー ー

2 大阪府 大森歯科 4 ー ー

3 大阪府 かとう歯科 2 ー ー

4 大阪府 ひらのファミリー歯科 6 ー ー

5 大阪府 安永歯科 10 ー ー

6 大阪府 医療法人 黒木歯科医院 4 ー ー

7 大阪府 医療法人 五條歯科医院 30 ー ー

8 大阪府 医療法人 五條歯科医院第二診療所 30 ー ー

9 大阪府 医療法人 山林歯科医院 10 ー ー

10 大阪府 医療法人 小川歯科医院 12 ー ー

11 大阪府 医療法人 松本歯科医院 10 ー ー

12 大阪府 医療法人I'sMEDICAL 安部歯科医院 6 ー ー

13 大阪府 医療法人ゆめはんな会 ヨリタ歯科クリニック 2 ー ー

14 大阪府 医療法人⻄尾会 ⻄尾歯科 12 ー ー

15 大阪府 医療法人育歩会 坂井歯科医院かほりまち歯科 10 ー ー

16 大阪府 医療法人乾洋会 JR平野駅前歯科 12 ー ー

17 大阪府 医療法人乾洋会 タクデンタルクリニック 12 ー ー

18 大阪府 医療法人乾洋会 トミデンタルクリニック 12 ー ー

19 大阪府 医療法人乾洋会 出来島駅前歯科 12 ー ー

20 大阪府 医療法人乾洋会 天神橋歯科クリニック 12 ー ー

21 大阪府 医療法人幸咲会 橋本歯科医院 8 ー ー

22 大阪府 医療法人山翔会 歯科山崎 10 ー ー

23 大阪府 医療法人社団 のぶとう歯科医院 6 ー ー

24 大阪府 医療法人小室会 小室歯科ターミナルビル 4 ー ー

25 大阪府 医療法人小室会 小室歯科天王寺ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ歯科診療所 4 ー ー

26 大阪府 医療法人小室歯科 難波診療所 4 ー ー

27 大阪府 医療法人真生会 福田デンタルクリニック 6 ー ー

28 大阪府 医療法人誠仁会 りょうき歯科クリニック 10 ー ー

29 大阪府 医療法人青空会 足立歯科クリニック 8 ー ー

30 大阪府 医療法人徳旺会 長谷川歯科医院 10 ー ー

31 大阪府 医療法人徳真会 江坂第二歯科 6 ー ー

32 大阪府
医療法人白亜会 小室歯科・矯正歯科近鉄あべのハ

ルカス診療所
6 ー  (6) 

33 大阪府 医療法人美和会 平成野田クリニック 64 ー ー

34 大阪府 医療法人富歯会 川上歯科あべの診療所 15 ー ー

35 大阪府 医療法人富歯会 川上歯科パンジョ診療所 15 ー ー

36 大阪府 医療法人富歯会 川上歯科守口市駅診療所 15 ー ー

37 大阪府 医療法人優俊会 みやけ歯科医院・ワハハキッズデ 10 ー  (10)  

38 大阪府 医療法人裕歯会 ろくもと歯科医院 10 ー ー

39 大阪府 医療法人應信会 としもり歯科医院 6 ー ー

40 大阪府 医療法人 ⻄村歯科 ⼼斎橋診療所 4 ー ー

41 大阪府 医療法人 南歯科医院 10 ー ー

42 大阪府 医療法人栄知会 小野歯科医院 4 ー ー

43 大阪府 医療法人秀元会 辻野歯科医院 10 ー ー

44 大阪府
医療法人洗⼼会 デンタルクリニックシンクトゥー

ス JR大阪駅診療所
6 ー ー

【資料21】

実習施設確保状況

実習生受入可能人数（名）
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№ 地域 施設名 実習生受入可能人数（名）

45 大阪府 医療法人徳真会 みのおデンタルクリニック 6 ー ー

46 大阪府 医療法人宝樹会 福⻄歯科クリニック 8 ー ー

47 大阪府 大阪インプラント再生医療センター河村歯科医院 10 ー ー

48 大阪府 医療法人尚歯会 Wellness　Dental　Clinic 4 ー ー

49 大阪府 吉田歯科医院 10 ー ー

50 大阪府 高槻ステーション歯科 4 ー ー

51 大阪府 三上歯科クリニック 12 ー ー

52 大阪府 新田歯科クリニック 8 ー ー

53 大阪府 泉田歯科医院守口市駅前診療所 14 ー ー

54 大阪府 大塚歯科第３ビル診療所 4 ー ー

55 大阪府 藤原歯科医院 6 ー ー

56 京都府 医療法人社団愛泉会 山本歯科医院 4 ー ー

57 京都府 医療法人社団弘成会 牧草歯科医院 12 ー ー

58 京都府 医療法人清歯会 浅井歯科 8 ー ー

59 京都府 医療法人明貴会 三条山口歯科医院 4 ー ー

60 奈良県 医療法人 おかもと歯科 4 ー ー

61 奈良県 医療法人尚歯会 学園前山田兄弟歯科 4 ー ー

62 奈良県 医療法人尚歯会 千里山田兄弟歯科 4 ー ー

63 兵庫県 医療法人 アオキ歯科医院 12 ー ー

64 兵庫県 医療法人社団TDC タバタデンタルクリニック 10 ー ー

65 兵庫県 医療法人社団おおつき会 大槻歯科医院 10 ー ー

66 兵庫県 医療法人社団けんこう会 つだ歯科 2 ー ー

67 兵庫県 医療法人社団にしきた ⻄宮北口歯科口腔外科 10 ー 　(12)   

68 兵庫県 医療法人社団健昌会 なかたに歯科クリニック 9 ー ー

69 兵庫県 医療法人社団誠倫会 室井歯科医院 10 ー ー

70 兵庫県 医療法人社団徳永歯科クリニック 20 ー ー

71 兵庫県 医療法人IDC いぶき歯科医院 2 ー ー

72 兵庫県 医療法人社団 たるみ歯科クリニック 10 ー ー

73 大阪府 K’s矯正歯科 ー ー 10

74 大阪府 おがわ歯科こども歯科クリニック ー ー 10

75 大阪府 ねもと こども歯科 ー ー 10

76 大阪府 みやの矯正・小児歯科クリニック ー ー 10

77 大阪府 めいゆう矯正歯科 ー ー 10

78 大阪府 医療法人高真会 おかだ歯科・矯正歯科 ー ー 10

79 大阪府 医療法人医之和会　小児歯科・矯正スマイルプラザ ー ー 4

80 大阪府 小児歯科ふじわら歯科 ー ー 8

81 大阪府 たかぎ歯科・矯正歯科 ー ー 10

82 大阪府 森田歯科クリニック ー ー 4

83 京都府 医療法人清風会 坂根歯科診療所 ー ー ー

84 兵庫県 おざき矯正歯科クリニック ー ー 10

85 兵庫県 美帆矯正歯科クリニック ー ー 4

86 大阪府 国立大学法人大阪大学 歯学部附属病院 ー 40 ー

87 大阪府 学校法人 大阪歯科大学附属病院 ー 30 ー

88 大阪府
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・

総合医療センター
ー 10 ー

89 大阪府 医療法人警和会 大阪警察病院 ー 6 ー

90 大阪府
特定機能病院/地方独立行政法人 大阪府立病院機

構 大阪国際がんセンター
ー 4 ー

91 大阪府 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会千里病院 ー 10 ー
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№ 地域 施設名 実習生受入可能人数（名）

92 大阪府
社会福祉法人恩賜財団 済生会支部 大阪府済生会

中津病院
ー 10 ー

93 大阪府 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 ー 4 ー

94 大阪府 市立豊中病院 ー 4 ー

95 大阪府
地方独立行政法人堺市立病院機構 堺市立総合医療

センター
ー 2 ー

96 大阪府 社会医療法人清恵会 清恵会病院 ー 8 ー

97 大阪府 八尾市立病院 ー 10 ー

98 京都府 医療法人社団 洛和会音羽病院 ー 6 ー

99 奈良県 医療法人和幸会 阪奈中央病院 ー 10 ー

100 和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 ー 10 ー

101 兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター ー 2 ー

102 大阪府 住宅型有料老人ホームふわり ー 32 ー

103 大阪府 住宅型有料老人ホーム木楽里 ー 32 ー

104 兵庫県
社会福祉法人山の子会 高浜町ライフサポートス

テーション
ー 64 ー

105 大阪府 社会福祉法人山の子会 茶屋中津保育園 ー 32 ー

106 兵庫県 社会福祉法人山の子会 茶屋高浜保育園 ー 32 ー

107 大阪府 保健センター（寝屋川市こども部子育て支援課） ー ー 64

108 大阪府 大阪市立大開小学校 ー ー 16

109 大阪府 大阪市立天王寺小学校 ー ー 16

110 大阪府 大阪市立東田辺小学校 ー ー 16

111 大阪府 大阪市立中津小学校 16

112 兵庫県 医療法人おひさま会　おひさまクリニック ー ー 22

113 兵庫県 医療法人おひさま会　おひさまクリニック⻄宮 ー ー 22

114 大阪府 医療法人おひさま会　おひさま在宅クリニック ー 22

690 358 322総合計
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【資料 25】 口腔保健学科 臨地実習の手引き（案） 
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宝塚医療大学保健医療学部口腔保健学科 

実習に臨む際の理念とこころざし 

 

口腔保健学科の理念 

患者さまにあった医療が提供できる柔軟な考え方と、エビデンス基づいた臨機応変な対応がで

きる医療人の育成に努めます。 

実習に際し、『歯科衛生士の倫理綱領』*を行動指針として、医療倫理に従い、なおかつ歯科衛

生の専門職を目指す者として、責務を果たすため、歯科衛生士業務の礎となる、質の高い知識と

技術を習得するよう努めます。 

 

基本事項 

 

１．患者さんが快適な診療を受けられるよう、言動や身だしなみに配慮します。また、ご協力いただ

いている患者さんに常に感謝の気持ちを持ちます。 

2．臨地実習では、医療従事者としての心構えが必要となる。体調管理に留意し、遅刻や欠席をす

る場合は必ず連絡するなど、自分の責務と役割を理解して行動すること。 

3．診療の流れやチーム医療の実際を理解する。病院のすべてのスタッフは連携して活動している

ことから、実際の治療の進め方、チーム医療における指科衛生士の役割を考えながら実習する

こと。 

４．病院で得た患者さんの個人情報は決して他言しない。臨地実習施設内外を問わず学生同士、ま

たは第 3者との会話等で患者の個人情報となる文言は絶対に口にしない等、患者さんの医療情

報の取扱いにはくれぐれも留意すること。 

5．治療においては、感染制御の基本であるスタンダードプレコーションを常に念頭に置き、清潔領域

と不潔領域を厳格に区別する必要がある。また、針刺し事故などや他の院内感染も発生するこ

とがないよう、常に注意する。 

6．皆さんはまだ歯科衛生士の免許は取得していませんが、指導者のもとで歯科衛生士と同様に、患

者さんの歯科予防処置、口腔保健指導、歯科診療補助などに従事することから、当日行うこと

を事前にシミュレーションし、指導者と相談し問題点を解決してから診療に臨むなど、より良い

臨地実習が行えるよう心がけること。 

この実習は、これからあなたたちが歯科衛生士として活動していく上での「核」となるも

のです。有意義な実習となるよう頑張ってください。 

 

 

 



参考：日衛学誌 JJSDH  Vol. 14 No.1(2019) 

歯科衛生士の倫理綱領* 

（ 公益社団法人日本歯科衛生士会） 

前 文 

口腔の健康は，健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしている。 

歯科衛生士は，人々の歯科疾患を予防し，口腔衛生の向上を図ることにより，口腔の健康の

保持増進に貢献することを使命としている。 

歯科衛生士は，免許によって歯科衛生の専門職として認められた者であり，あらゆる人々

に対して，生涯を通じた歯科疾患の予防とともに，口腔衛生管理，口腔機能管理による口腔

健康管理を提供し，人生の最期まで， その人らしく生きることを支援する。 

歯科衛生業務は，人の生きる権利，尊厳を保つ権利および平等に口腔健康管理の支援を受け

る権利などの人権を尊重し，信頼関係に基づいて遂行されなければならない。 

歯科衛生士の倫理綱領は，病院，診療所，介護・福祉施設，地域，事業所，企業，教育養

成機関，研究機関，行政機関など，あらゆる場において，歯科衛生業務を実践するための行

動指針であり，同時に，歯科衛生士としての基本的な役割と責務を社会に対して明示するも

のである。 

条 文 

1 ．歯科衛生士は，人の生命，人格，人権を尊重する。 

2 ．歯科衛生士は，平等，公平，誠実に業務を遂行する。 

3 ．歯科衛生士は，十分な説明と信頼関係に基づき業務を遂行する。 

4 ．歯科衛生士は，人々の知る権利および自己決定の権利を尊重し，擁護する。 

5 ．歯科衛生士は，守秘義務を遵守し，個人情報の保護に努める。 

6 ．歯科衛生士は，対象となる人の口腔の健康が阻害され危険にさらされているときはその

人を保護し，安全を確保する。 

7 ．歯科衛生士は， 歯科衛生士法および関係諸法令を遵守し， 業務の質および自律性の確保

に努める。 

8 ．歯科衛生士は，自己研鑽に励み， 専門職としての能力の維持向上・開発に努める。 

9 ．歯科衛生士は，他の保健医療福祉関係者と連携・協働し，適切な口腔健康管理の確保 

に努める。 

10．歯科衛生士は，業務の質を高めるために望ましい基準を設定し，実施する。 

11．歯科衛生士は，業務の実践や研究を通して歯科衛生学の発展に寄与する。 

12．歯科衛生士は，対象となる人の不利益を受けない権利，プライバシーを守る権利を尊 

重する。 

13．歯科衛生士は，より質の高い業務を実践するため，健康的な職業生活の実現に努める。 

14．歯科衛生士は，社会や人々の信頼を得るよう，個人としての品行を高く維持する。 

15．歯科衛生士は，健康に関連する環境問題について社会と責任を共有する。 

16．歯科衛生士は，口腔の健康を保持増進するための制度や施策を推進するため，専門職組

織を通じて行動し，よりよい社会づくりに貢献する。 



1．臨地実習教育の概要 

1.1 臨地実習とは 

歯科衛生士の養成教育は、学内教育と臨地実習教育から成り立っている。学内教育においては、 知

識や技術を講義、演習並びに実習で学修する。一方、臨地実習教育においては、病院や施設などの学

外において患者および施設スタッフなどに接しながら、学内で学修した知識や技 術をもとに、医療専

門職を目指す者としての自覚を持ちながら、総合的な実践力を養う非常に重要な役割を持った特別な

カリキュラムである。 

実習生は、実習指導者の指導のもと、歯科衛生士として必要な基本的資質や態度、知識、技 術を養

うことが求められる。また、臨地実習は学内教育とは異なり、患者という具体的な対象の歯科予防処

置、歯科診療補助、歯科保健指導を経験することが重要となる。実習生は、この過程を通じて知識 技

術を深め、臨床対応能力として統合する。 

歯科衛生士養成教育における臨地実習教育は、臨床体験を通じて医療専門職として必要な、資質や

技能を育むことにある。また、歯科衛生士として生きて いくことの素晴らしさを学ぶ重要な場であ

る。 

 

1.2 臨地実習の分類、時期並びに期間 

口腔保健学科では、3～4年次に各年次の能力に応じた形態ならびに目的にて臨地実習を行う。3年

次後期に「歯科衛生士臨地実習Ⅰ」として、一般歯科診療所における臨地実習、4年次前期に「歯科

衛生士臨地実習Ⅱ」として、病院歯科・歯科口腔外科、歯学部及び歯科大学附属病院での実習、障害

者施設、高齢者福祉施設、保育園での実習、4年次後期には「歯科衛生士臨地実習Ⅲ」として、小学

校における学校歯科保健実習、保健センター、在宅医科医療同行実習、専門性（小児歯科、矯正歯

科）に特化した歯科医療機関において実習を行う。臨地実習教育の計画は下記の通りである。また、

各 臨地実習の実施時期、実習期間、他関連科目を示す（表 1)。 

 

表 1 歯科衛生士臨地実習 開講時期・実習期間等 

 
実施時期 曜日 

具体的な実習先 

実習先 各期間 時間数/単位 施設数※1 

歯科衛生士

臨地実習Ⅰ 
3 年次後期 

月：午前 

火～金 

歯科診療所   

施設① 4 週間 

施設② 4 週間 

施設③ 4 週間 

430 時間/ 

9 単位 
3 施設 

計 430 時間／9 単位 

歯科衛生士

臨地実習Ⅱ 

    

4 年次前期 
月～木 

金：午前 

総合病院 4 週間 143.6 時間 １施設 

附属病院 2 週間 71.8 時間 １施設 

障がい者施設 1 週間 35.9 時間 １施設 

保育所 2 週間 71.8 時間 １施設 

高齢者福祉施設 2 週間 2 日 87.7 時間 １施設 



計 410.8 時間/9 単位 

歯科衛生士

臨地実習Ⅲ 
4 年次後期 

月：午前 

火：午前 

学校歯科保健 

見学１日 

実施１日 

準備 2 日 

6 時間 

6 時間 

12 時間 

１施設 

保健センター 1 日 6 時間 １施設 

在宅同行※2 2 日/週×2 週 12 時間 １施設 

矯正歯科※2 2 日/週×3 週 18 時間 １施設 

小児歯科※2 2 日/週×3 週 18 時間 １施設 

計 78 時間/2 単位 

 ※1 施設数：学生一人当たりの施設数を示す 

 ※2 午前中のみの実習の為、1 日＝3 時間の換算とする 

 

 

 

1.3 専門教育科目の年次進行と臨地実習の年次計画 

口腔保健学科における開講科目の年次進行と臨地実習を下記に示す（表 2)。 

表 2 主要なカリキュラム 

 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 

前期 

4～9 月 

＜学部共通科目＞ 

哲学／東洋の歴史／日本国

憲法／数学／化学／生物学

／英語Ⅰ／英会話／情報処

理演習Ⅰ／健康と体力づく

り／スポーツトレーニング

論／バイオメカニクス／体

育実技Ⅰ／コミュニケーシ

ョン演習／医療倫理／少子

高齢化と社会／基礎ゼミナ

ール 

＜専門基礎科目＞ 

全身解剖学／口腔解剖学／ 

生理学・口腔生理学 

＜専門科目＞ 

歯科衛生士概論／歯科臨床

概論 

＜専門基礎科目＞ 

臨床医学／歯科統計

学・疫学演習 

<専門科目> 

小児歯科学／歯科矯正

学／歯科保存学／口腔

外科学／救急蘇生学／

医療安全管理学／歯科

予防処置論／歯科予防

処置実習Ⅰ／歯科保健

指導論／歯科保健指導

実習Ⅰ／摂食嚥下障害

学／歯科診療補助実習

Ⅰ 

＜選択必修科目＞ 

基礎看護学／科学英語

演習Ⅰ 

＜専門基礎科目＞ 

社会福祉学 

＜専門科目＞ 

口腔保健と専門職／臨

床検査学・歯科麻酔学

／歯科予防処置実習Ⅲ

／歯科保健指導実習Ⅳ

／口腔機能管理実習／

歯科診療補助実習Ⅲ／

医療コミュニケーショ

ン／医療・保健・福祉

における連携 

＜選択必修科目＞ 

口腔保健学研究演習 I 

＜専門科目＞ 

臨床口腔保健応用医

学演習／歯科衛生士

臨地実習Ⅱ 

 夏季休暇 



後期 

10～3 月 

 

＜学部共通科目＞ 

文化人類学／社会と法／医

療経営学／統計学／物理学

／英語Ⅱ／英語Ⅲ／情報処

理演習Ⅱ／体育実技Ⅱ／臨

床心理学／マーケティング

論 

＜専門基礎科目＞ 

栄養代謝学・生化学／組織

学・発生学演習／口腔基礎

科学演習／病理学・口腔病

理学／薬理学・歯科薬理学

／微生物学・免疫学／口腔

衛生学／衛生学・公衆衛生

学 

＜専門科目＞ 

歯科補綴学／歯科放射線学 

歯科材料学 

<選択必修科目> 

歯科英会話／ビジネスコミ

ュニケーション演習 

＜専門基礎科目＞ 

地域歯科保健／衛生行

政／医療情報処理演習 

<専門科目＞ 

障害者歯科学／成人・

高齢者歯科学／歯科予

防処置実習Ⅱ／歯科保

健指導実習Ⅱ／歯科保

健指導実習Ⅲ／食生活

指導演習／歯科診療補

助実習Ⅱ 

＜選択科目＞ 

口腔保健学研究論／科

学英語演習Ⅱ 

＜専門科目＞ 

歯科衛生士臨地実習Ⅰ 

＜選択必修科目＞ 

口腔保健学研究演習 Ⅱ 

＜専門科目＞ 

口腔保健特論演習Ⅰ

／口腔保健特論演習

Ⅱ／口腔保健特論演

習Ⅲ／歯科衛生士臨

地実習Ⅲ 

 春期休暇 歯科衛生士国家試験 

 

2. 臨地実習要綱 

2.1 はじめに 

社会生活を送る上で、遵守しなければならない規則、倫理観や道徳意識などが存在する。また、 生

活地域や風習が異なれば、これらの規則等も変化するものである。特に実習施設は患者だけではな

く、患者家族、勤務している施設スタッフが身体的、精神的、社会的、経済的にも異なる立場の人々

が存在する特殊な環境である。このような環境下では、一般社会以上の規則が存在し、倫理観や道徳

観が必要となっている。実習生は実習を行うにあたって、一般社会的な規則のみでなく、各実習施設

における独自の規則を遵守することを理解する必要がある。なお、実習は各施設や患者の好意により

行わせていただけるものであることを、十分に認識する必要がある。また、実習生の行動も施設全体

の評価に繋がることを認識し、実習施設の社会的評価を落とさないよう、マナーを意識し行動には十

分配慮して実習に臨まなければならない。 

 

2.2 臨地実習体制 

臨地実習指導体制は、本学科の臨地実習委員会長（学科長）ならびに、委員長の下に配置される臨

地実習責任者および副責任者、実習担当教員（歯科臨床経験を有する専任教員）と、各施設の実習指

導者が、実習の到達目標をはじめとする実習に関する情報を共有し、連携のとれた体制をとる。ま

た、定期的に実習指導者との実習指導者会議を開催し、①実習の意義と目的、②到達目標、③指導内



容、④指導計画、⑤成績評価、⑥全ての学生が加入している保険の内容、⑦緊急時の連絡方法等に

ついて説明すると共に、円滑な実習の実施に向け、大学と実習指導者間で共通の理解を深める。 

 

2.3 実習生（学生）へ 

臨地実習生としての自覚や責任を持ち、社会人および医療従事者としてふさわしい行動や言動を心

がけることが有意義な実習となる。以下の点について再度認識する。 

 

2.3.1 心得 

a. 臨地実習は、実際の医療現場をお借りしていることを十分に認識し理解する。 

b. 臨地実習は、臨地実習施設の好意によって可能となっている。臨地実習施設やその利用者、来訪

者の方に対して失礼がないように対応する。 

c. 実習中における実習生個人の言動は、本学を反映するものであることを認識する。 

d. 臨地床実習では実習を主体に計画し、実習の内容について常に自己評価を行う。 

e. 実習生であっても、施設内では医療従事者とみなされることを意識する。 

 

2.3.2 規則の遵守 

a. 施設における始業時間や会議の集合時間など、決められた時間を厳守する。 

b. 緊急時の連絡方法を熟知し、適切に対応できるよう事前に把握する。 

c. 戸締りを徹底する。 

d. 実習施設（宿泊先含む）において、下記の取り扱いに十分注意する。 

e. その他、施設における規則を把握し遵守する。 

 

2.3.3 服装と容姿 

a. 実習施設内での身だしなみはもちろんのこと、実習施設への登院の身だしなみにも配慮

が必要である。 

b. 実習用のネームプレートはネックストラップ等を用いて正しく着用する。 

c. ユニフォームは原則本学で指定された実習着にネームプレートをつけて、常に清潔なも

のを着用する。但し、ネームプレートの使用は臨地実習先の指導者の指示に従う。 

d. 上着を使用する時には、相応なカーディガンや長衣を使用する。ただし、実習先で指定

がある場合にはそれに従う。 

e. 履物は清潔かつ白い靴とする。 

f. 下着、靴下も柄物は避け、白を基調とするものが望ましい。 

g. 頭髪は、男女ともに医療従事者に相応しい清潔な髪型とし、長髪の場合は襟髪で結い上

げ、整髪した髪型にする。 

h. 男子は無精髭に注意し、男女ともに化粧が派手にならず清潔感を保つよう注意する。特

に手や爪はいつも清潔に保ち、爪を短くしマニュキュアはしない。 

i. アクセサリーは身に付けない。 

j. その他、医療従事者を目指す者を自覚し、清潔かつ礼儀正しい服装、容姿を心がける。 



 

2.3.4 実習態度 

a. 臨地実習には積極的な姿勢で臨まなければならない。 

b. 臨地実習中は、実習指導者への報告、連絡、相談を十分に行う。 

c. 治療中は不用意に患者用ベッドやテーブルなどの上に着座したり私物を置いたりしない。

使用した道具や機器は使用後、速やかに元に戻す。 

d. 無断欠席（早退・遅刻を含む）はしない。提出物などの期限を厳守する。 

e. 施設内のいかなる場所であろうとも喫煙は控える。 

f. 電話の対応には十分配慮する。所属と身分、氏名を相手に告げ、適な対応をとる。無責任

な対応はしない。 

g. 実習生は職員の一員として、施設並びに診療室の保清に努める。 

 

2.3.5 個人情報の取り扱い 

a. 話をする場合、施設外はもちろん、臨地実習施設内であっても、話す内容及び話す場所に

ついては最大限の注意をしなければならない。 

b. 臨地実習に関する情報がインターネットおよび SNS 上などで公開され、不特定多数の目に

触れるといった問題を起こしてはならない。 

c. 対象者に関する個人情報とは、学生が実習を行う上で知り得た様々な情報であり、これら

の情報は学習上必要とされる場合、デイリーノートやケースノート等に記載するので、こ

れらのノートの取り扱いは厳重に注意する。また、電子媒体についても同様である。 

d. 電子ファイル、記憶媒体の管理方法について不明なときは教員や指導者の指示を仰ぐ。 

e. 個人情報の記載例を次に示す。 

・患者氏名は記載しない。イニシャルも用いず、「A さん」や「ケース 1」とする。 

・生年月日及び年齢は記載しない。年齢は 30歳代前半などと記載する。 

・住所や電話番号は記載しない。必要があれば「大阪府在住」などと記載する。 

・現病歴では、特定の病院名や住居情報、詳細の年月日を記載しない。必要であれば、「A 病院」

「B診療所」と記載し、年月日は「〇年〇月」まで記載し、詳細な日付は省略する。 

・その他、個人の特定につながるような固有名詞は記載しない。 

 

2.3.6 実習前準備 

a. 実習学生の紹介用紙に必要事項を記入し、実習担当教員の確認を受けた後に提出する。 

b. 学生は、実習に対してより能動的かつ具体的に取り組むために、自己目標を設定して行動目標

を考えてまとめておく。目標設定は、実習前セミナーの指導内容や実習施設の概要を参考にし

て具体的に設定する。最後に実習担当教員のチェックを受ける。 

c. 学生は実習開始 1週間前までに実習先の実習指導者へ連絡を取り、実習開始のご挨拶および必



要事項の確認をする。 

d. 学生は実習開始までに、実習担当教員を訪問し、この実習での自己目標を説明する。そして、

実習施設の追加情報などを調べる。 

e. 臨地実習を履修するために出席しなければならない実習セミナーは、実習前セミナーおよび実

習後セミナーである。前者では大学教員による実習の手引きの説明と、OSCE などによる実技

試験を受ける。後者では症例報告会による発表と聴講とする。 

f. 施設の概要や実習の望むのに不足していることについて学習する。 

 

2.3.7 患者家族への態度 

a. 患者には常に尊敬の念、配慮、誠意をもって接するとともに、挨拶や適切な敬語を使用し、馴

れ馴れしい態度や不公平な態度は厳に慎む。 

b. 疾患や障害、予後などに関する患者家族からの質問に対しては、必ず実習指導者の指示を受け

る。勝手に回答しないこと｡ 

 

2.4 実習期間における休日の取り扱い、欠席・遅刻・早退 

1. 実習期間における休日の取扱いについては、各実習施設の方針に従うものとする。 

2. 教務規定第 8条に従い、原則欠席は認めない。やむを得ず欠席する場合は、本学教員並びに実

習指導者に電話等で必ず実連絡する。 

3. やむを得ず遅刻する場合は、速やかに本学教員並びに実習指導者に連絡し、所定の遅刻届を提

出する。 

4. やむを得ず早退する場合は、所定の早退届を実習指専者に提出して許可を得る。その後、 本学

教員に連絡する。 

 

2.5 大学側への連絡方法 

1. 欠席、遅刻、早退、あるいはそのほかの実習にかかわるトラブルが発生した場合は速やかに大

学(06-＊＊＊＊-＊＊＊＊）に連絡する。 

2. 実習中には様々なトラブルや悩みなど、心身ともに大きなストレスを感じる場合がある。その

ときは以下の通り、実習担当教員や担任に連絡、相談する。 

【連絡先】：＊＊＊-＊＊＊＊-＊＊＊＊ 

実習用の携帯番号：＊＊＊-＊＊＊＊-＊＊＊＊ 

3. 連絡がつかない場合は大学が運営するメールや Chat を用いる(LINE 禁止）。大学に連絡す

る。 

 

2.6 その他実習生の責務 

1. 報告や記録類に署名がしてあるか確認する。 



2. 各実習施設における課題を提出したか確認する。 

3. 本学からの課題が完了したか確認する。 

4. 実習指導者から必要な署名と捺印を受けたか確認する。 

5. 施設が所有する物は、確認した上で元の位置または所有者に返却する。 

6. 実習中に受けたあらゆる援助に感謝し、施設の関係者一同にお礼を述べる。 

7. 全ての記録 および書類は責任を持って整理し、管理に十分留意する。 

8. 実習終了後 1週間以内に実習指導者にお礼状を出す。 

9. 臨地実習で生じた交通費は、実習生の自己負担となる。 

10. 交通手段は公共交通機関を利用する。本学では臨地実習中の自動車並びにバイクの利用は原則

として認めていない。 

11. 宿泊について、施設の好意で宿泊が可能な場合には、施設の利用規則を遵守し、許可なく友人

等を招き入れることがあってはならない。 

12. 臨地実習中において、就職試験並びに、その他の事由により実習を欠席する場合は、本学教員

並びに実習指導者に連絡する。試験終了後は、速やかに受験証明書等を本学教員並びに実習指

導者に提出する。 

13. 臨地実習中の喫煙は控えることを強く推奨する。 

14. 臨地実習中は懇親会等が開催されることがある。飲酒は自分の体調に合わせて適度にし、実習

や周囲に迷惑をかけないように心がける。 

15. 実習中に知りえた情報を SNS などに投稿しない。 

16. 必要に応じて様式 1～7 の資料を提出する 

 

2.7 実習における事故等管理および対応 

2.7.1 臨地実習時の事故防止および事故発生時の対応 

実習生は、歯科衛生技術に対しては未熟な段階にある。臨地実習中における事故防止に努めるとと

もに、事故が発生した際の緊急時の対応を速やかに行う（様式 1)。 

 

1. 実習生が患者に対して事故を起こした場合（図 1) 

a. 実習生は直ちに実習指導者に報告し、指示に従う。実習指尊者が近隣にいない場合、他の施設

スタッフに直ちに連絡し、指示を仰ぐ。 

b. 実習指導者への連絡後、速やかに本学教員へ連絡する｡ 

c. 実習指導者は、本学へ連絡し、本学教員は実習生の保護者等へ連絡する 



 

 

2. 実習生に事故が発生した場合（図 2) 

a. 実習生は応急処置を受けると共に実習指導者へ連絡する。 

b. 実習施設（訪問先も含む）への移動時の事故の場合には、実習生は実習指導者へ連絡し、状況

に応じて警察および消防等へ連絡する。 

c. 実習指導者は、本学へ連絡し、本学教員は実習生の保護者等へ連絡する。 

 

3. 物品の破損紛失に関する事故が発生した場合（図 1) 

a. 実習生は直ちに実習指導者に報告し、指示に従う。実習指導者が近隣にいない場合には他の職

員（医師、作業療法士、看護師等）に速やかに連絡する。 

b. 破損現場が危険な状況にある場合、実習指導者の指示に従い適切な対処をする。 

c. 可能ならば、破損した物品の写真を撮影し、報告の際に提示する。 

 

4. 事故発生時の報告・連絡の手続きおよび事故後の対応について（図 3) 

a. 全てのインシデントを含む事故が生じた場合、実習生は、本学既定のアクシデント・インシデ

ント報告書（以下「報告書」という）もしくは臨地実習施設の様式に従って書類を作成し、実

習指導者に提出する（様式 1)。 

b. 実習指導者は、実習生から報告書を受け取った場合、事故状況の確認および実習生への指導を

行い、内容確認後、署名並びに捺印し、本学へ提出する。 

c. 本学は、実習指導者から提出された報告書の記載内容を学科長が確認し、学部長へ提出並びに

報告する。 

学生 実習指導者 本学科教員 学科長 

学部長 

連 絡 

事務局 保険会社 

学長 

連 絡 

状況確認 

図 1 患者、施設スタッフ、物品破損の事故発生時の対応 

学生 実習指導者 本学科教員 学科長 

学部長 

連 絡 

事務局 保険会社 

学長 

連 絡 

状況確認 

医療機関 

保護者等 図 2 学生自身の事故発生時の対応 



d. 報告の緊急性及び範囲については、実習指導者並びに学科長の判断に委ねる。 

e. 事故報告後の対応については、実習指導者並びに学科長は、事故発生状況の分析を協同して行

い、今後の事故再発防止策を検討する。 

 

 

2.7.2 傷害賠償責任保険 

a. 実習生は、実習前に、傷害 賠償責任保険に加入する。 

b. この保険は、教育研究活動中の災害障害事故、実習中の感染事故以外の事故、実習施設への移

動途中の傷害による事故補償、実習中における対物 他人への事故賠償等に対応している。 

c. 実習中、実習生に起因する事故（対人、対物、実習生自身）が発生した場合、本学教職員を通 

じて、契約保険会社が対応にあたる。 

 

2.7.3 交通機関の運休と暴風警報発令時の対応 

本学の基準に準じて、実習担当教員が判断し、実習生はその指示に従う。なお、実習施設が広範囲

に及んでいる等の理由から、下記の基準が該当しない地域が想定されるため、個別判断で疑義がある

場合は、実習指導者と本学教員の協議の上で適切な対応が判断される。以下、本学の教務規定に定め

る「気象警報及び交通機関の運休などによる休講について」記載する。 

 

1. 交通機関が運休の場合 

午前 6 時現在、運休している場合は午前中休講 

午前 10時現在、運行再開している場合は 13 時より実施 

午前 10時現在、運休している場合は休講 

 

2. 特別警報（すべての特別警報）または暴風警報（大雨、洪水警報等は対象外）発令の場合 

午前 6 時現在、発令されている場合は午前中休講 

午前 10時現在、解除されている場合は 13 時より実施 

午前 10時現在、発令されている場合は休講 

 

2.7.4 大規模災害発生時の対応について（図 4，5) 

a. 大規模災害発生時は、実習生は自身の安全確保を最優先とする。自身の安全を確保した後、現

在地 現況等を本学へ連絡する。施設内においては、実習指導者の指示に従う（図 4)。 

学生 実習指導者 本学科教員 学科長 

学部長 

連 絡 

事務局 保険会社 

学長 

報告書提出 

状況確認・相談 

図 3 事故後の手続き 



b. 本学は大規模災害発生の連絡並びに情報を入手後、早急に災害対策本部を設置し、これの対応

にあたる（図 5)。 

c. 災害対策本部の結果を待って、今後の実習方針を緊急学科会議で審議する。その決定を実習施

設並びに実習指導者に対し、教員が連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.5 感染症 

1. 感染症対策 

a. 実習生は、医療を学ぶものの義務として、自分自身の健康管理に留意しなければならない。そ

のためには、自己の健康状態の把握と正しい生活リズムの保全が重要となる。また、過度のス

トレスを抱えない等の自己の精神状態にも配慮することが必要となる。身体と精神の両面に対

する、自己管理ができなければならない。 

b. 健康保険証は必ず携帯する。 

c. 感染症への事前対策講習を受講する。 

d. 実習生は、麻疹ウイルス抗休、風疹ウイルス抗体、ムンプスウイルス抗体、水痘 帯状ヘルペス

ウイルス抗体、HBs抗原、HBs抗体の検査を受ける。ツベルクリン反応検査については、過去

図 4 大規模災害時発生時の対応 
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4 学園本部：本部長を補佐し、地域及び行政などの渉外部門を担当する。 

図 5 災害体側本部組織図 



の予防接種履歴と結果の確認をする。 

e. これまでの既往の有無、抗体検査の結果、予防接種の実施について常に確認できるようにして

おく必要がある。 

f. 実習では原則として感染症のある患者を受け持つ場合は、感染症の注意事項を学習して実習に

臨まなければならない。あるいは実習指導者の指示などをあおぐ。 

g. 本学では様式 5 の通りの取り組みを行っている。 

 

2. 感染予防行動 

a. スタンダードプリコ一ションを徹底する。 

b. 一処置一手洗いを徹底する。 

c. 指導を受けながら、対象者の特性に応じて施設ごとに標準化されている感染防御対策をとるこ

とを徹底する(N95 マスクの装着など)。 

d. 血液等に触れる危険性がある場合は、必ず実習指導者の指導を受ける。 

e. 血液等に接触した場合、直ちに実習指導者に報告し指示を受ける。その後、速やかに学校へ報

告する。 

f. 自己免疫力を高める。 

g. 睡眠や食生活に注意を払う。 

h. 抗体価検査に基づき、予防接種を受ける。 

i. 早期に受診行動をとる。 

j. 感染経路を断ち切る。 

k. 日常的な手洗い、含嗽による感染予防対策を習慣化する。 

l. 自らが感染源にならない、また感染源から自分自身を守るため、自己の健康管理に留意する。 

 

3. 新型コロナウィルス（COVID-19）について 

a. 実習生は実習開始 2 週間前から行動記録を付け、実習初日に指導者へ提出する。 

b. 実習中は実習先施設と自宅（レオパレス等を含む）を行動範囲とし、不要不急な遠距離（県外）

移動は行わない。 

c. 実習生は毎日就寝前と起床後に検温を実施し記録する。 

d. 微熱または発熱等なくとも、空咳や倦怠感等の身体症状を認めた場合には、実習指導者と本学に

報告すること。 

 

2.8 スクールカウンセラー 

a. 本学では、スクールカウンセラーを配置しており、不安感やストレス等により精神状態に異常

があると思われる実習生は、相談を申し込むことができる。 

b. 相談の内容等は他言しない。しかし、スクールカウンセラーが必要と判断した場合は、相談者

本人の了解を得て、学長、教務部長へ報告する。 

c. スクールカウンセラーが緊急を有すると判断した場合は、相談者本人の了解を得ず、学長、教

務部長へ報告する。 



2.9 実習中の注意事項 

2.9.1   ハラスメントの防止 

 ハラスメントの概念は、「人が嫌がることをしない」という社会的規範の厳密化である。実習生に

とって良かれと思いとった言動であっても、学生がそれを不快であると受け取った場合はハラスメン

トである。何らかの教育的意図に基づき指導していると思い込んだ学生への対応であっても学生が不

快だと訴えたならば、ハラスメントとなる。コミュニケーションの不十分さが、双方の思いのくい違

いを起こし、ハラスメントとなりやすい。指導の目的や内容をあらかじめ提示するなど、意思疎通を

図ることが重要である。 

 実習生に対して、ハラスメントに関する教育の継続とともに、臨地実習施設および養成校における

相談窓口を明瞭に示した上で実習に臨ませる。 

 臨地実習は、歯科衛生士養成教育の学習方略の１つであり、その学習場面は、一般歯科診療所、病

院といった医療・福祉・保健関連の施設等、学外で実施される。そこは臨床現場であるとともに教育

現場であることを忘れてはいけない。 

〔ハラスメントと受け取られやすい事例〕 

 ・ 20 時まで指導を受けた 

 ・ 実技指導で、必要以上に体を触られた 

 ・ 歓迎会に参加を強制された 

 ・ あなたに歯科衛生士は向いていない、と言われた 

 ・ その他、実習生が不快に思うこと 

 

2.9.2  飲酒 

a. 臨地実習中には 実習生 への慰労を兼ねた 懇親会 等を、実習指導者が開催する場合があるが 、

飲酒はできるだけ控え、酒量を抑えることを心がける。 

b. 実習生 は大量のアルコールを一時に摂取すると、血中アルコール濃度が急激に上昇し、一気に

「泥酔」「昏睡」の状態にまで進み、場合によっては呼吸困難から死に至る場合もあることを

理解しなければならない。 

c. 飲酒の結果、実習施設、実習指導者や地域住民等へ迷惑行為等を 行なわないよう心掛ける。 

 

2.9.3  喫煙 

a. 実習生 は 原則として喫煙してはならない 。 

b. 実習生は喫煙による健康への影響について、理解しなければならない。 

c. 喫煙は、各施設における喫煙規則を守る。施設内のいかなる場所であろうとも喫煙は控える。 

 

2.9.4  性行為感染症 

a. 性行為感染症とは、性的な行為によって感染する全ての病気であり、その種類は 2 0 種類以上

存在する。多くは、治療によって完治すること可能である。しかし、これらの性感染症は殆ど



症状がなく、感染を自覚することが困難であることを、理解しなければならない。 

b. 性行為感染症の予防には、不特定の相手と性的な行為をしないことが大切であり、相手を良く

知る必要がある。また、パートナーと性行為感染症についても話し合い、コンドームを使用す

るよう実習生一人一人が心がけなければならない。 

 

2.9.5  妊娠、避妊 

a. 実習期間中の避妊は 重要であり 、女性だけまたは男性だけの問題ではない 。自分の身体を守

るのは自分自身である 。避妊のない性的な行為には、毅然とした態度で拒否するなど、 実習生

として自覚と責任のある行動をとらなければならない。 

b.     妊娠中の臨地実習は履修が困難であることを理解し、 妊娠が発覚した場合、 実習指導者並び

に本学教員 へ届け出ると共に産婦人科などの医師の診察を受けなければならない。 

 

2.10 臨地実習先に対する指導要領 

実習指導者へのお願いを下記に記す。 

a. 実習生は歯科衛生士として自覚を持った行動をとることが目的であるため、職員との良好な関

係の構築、職場のスケジュールに準じた行動をとるよう指導する。 

b. 実習指導者の管理下で行う体験、見学を行う。 

c. 患者の情報を収集し、検査および測定の項目を列挙できることを目的とするため、代表的な疾

患を有する患者を提示し、情報収集並びに検査項目を列挙させる。 

d. 安全への配慮ができることを確認し、検査 および測定を行わせる。 

e. 収集した情報を評価し、その意味を考察させる。 

f. 評価とその考察から、問題点を抽出し、目標、歯科衛生課程を立案させる。  

g. 実習生は、質問するタイミングを理解していない場合があるため、いつ質問してよいのかなど

をあらかじめ説明する。 

h. 実習生に実習を遂行する上で知識が不足していると思われた場合は、課題などで知識を補充す

る機会を与えてもよい。 

i. 実習生は実習記録ノートに実習状況を記載し（様式 6、7①～④）、始業前に実習指導者に提出

するので、フィードバックを随時行う。 

j. 実習生には、実習開始 1週間前に実習指導者に連絡を取るように指導しているため、実習指導

者は、始業時間、集合場所、準備するものなどの質問に対応する。 

k. 本学ではセクシャルハラスメント並びにパワーハラスメント、アカデミックハラスメントの防

止、対策などに取り組んでおり、臨地実習施設においてもハラスメントと受け取られないよう

配慮する。 

l. 実習進行中に教員が実習状況の確認を行うため、電話連絡、実習施設訪問などに対応する。 

m. 実習指樽者は、実習終了後「臨地実習成績表」に実習生の評価を記載し、出席簿並びに指導者

検印欄に捺印の上、返信用封筒にて 1 週間以内に本学へ返送する 



2.11 臨地実習に際しての留意事項 

本実習は学内講義とは異なり、社会的責任を問われるため次の事項に留意する。 

a. 欠席や遅刻が予測された場合、実習施設、大学（または実習用携帯電話）に必ず電話連絡す

る。 

b. 欠席した場合は、当該科目の単位が付与できない場合がある。 

c. 原則、公共交通機関を利用する。 

d. スケジュールは臨地実習施設先の体制に従うものであり、士、日曜日、祝日についても同様の

扱いとする。 

 

2.12 実習評価および成績基準と判定方法 

a. 出席状況、総合的な臨地実習成績表、実習記録ノート、自己学習記録 実習報告会の内容を総 

合的に判断し、学内の会議にて本実習の目標到達度を判定する。 

b. 本実習において、原則欠席は認めない（教務規定 第 8条）。 

c.  成績は、各施設における出席状況、実習目標への到達度、実習態度、協調性、積極性及び実習

記録や課題レポートについての項目を総合的に評価する。 

d. 各施設の成績判定は、実習指導者の意見や成績表（様式 8①、②）を参考に、上記の基準に準じ

て実習担当教員が行う。 

e. 判定は、優 良 可（合格）並びに不可（不合格）とし、合格者は所定の単位 (歯科衛生士臨地実

習Ⅰ：9単位、歯科衛生士臨地実習Ⅱ：9単位、歯科衛生士臨地実習Ⅲ：2 単位）が認定され

る。 

f. 本実習を行うにあたり、実習前研修、実技試験、筆記試験、口頭試問を実施することがある。ま

た、本実習の説明会を行うので必ず出席する。 

 

2.13 成績評価表 

臨地実習における成績評価の評定基準は下記の 5段階とする。各実習施設における評価を実習日

数に応じて比重を付けて評価した後に、合計点の満点に対する割合（％）を算出し、各科目の評点と

する。表２に従い、評点を基にしえ評価した結果を臨地実習委員会に諮り、承認を得る。なお、各臨

地実習科目の出席が所定の日数の 80％未満の場合は、「放棄」と評価する。 

 

   表 3  GPA（グレートポイントアベレージ）制度 

評価 評点 グレードポイント 

優 
90％以上 4.0 

80％以上 90％未満 3.0 

良 70％以上 80％未満 2.0 

可 60％以上 70％未満 1.0 

不可 60％未満 0.0 

放棄 出席時間が規定の時間に満たない場合 0.0 

 



3. 実習の課題 

下記の課題について作成する。 

3.1 実習の記録について 

a. 病院でのコミュニケーション能力の重要性を理解する。 

b. 他職種と歯科衛生士の関係性について理解する。 

c. 臨地実習中の課題として実習の記録である実習記録ノートに学んだ内容を記載して様式 6、7①

～④を提出する。 

d. 対象者記録に関しては、学生用カルテを作成し、記録する。その様式は実習施設の様式に従

う。実習終了時の学生用カルテの取扱いについては、 実習指導者の指示に従う。 

e. 対象者に関する臨地実習ノートヘの記載は疑問点、対象者から学んだ学習記録を記載する。 

f. 実習記録ノートはバインダー形式となったファイルノートを実習生が持参する。 

g. 実習記録ノートは学習記録とする。 

h. 基本的には実習指導者と実習生との考え方の差を、文章という形をとることで論理的に理解す

るために使用する。 

実習指導者は必要に応じて、課題などで知識を補充する機会を与えてもよい。 

 

3.2 臨地実習の振り返りについて 

a. 全体会並びに小グループによる臨地評価実習報告会を実施する。実施日時は本実習開始前の実習

説明会において通知する。実習生 1 名あたり、発表時間は 5 分程度、質疑応答の時間は 5 分程

度とする。内容は実習報告書(A4用紙 2 枚）を作成し、症例報告、反省点、課題について発表す

る。 

b. 臨地実習報告会では、臨地実習で実習生自身の問題点を確認し、それらに対する今後の解決策を

検討する。 

 

4. 教員 

a. 実習担当教員は、実習進行中に電話、訪問等により担当実習生の実習状況を確認し、科目担当責

任者に状況を報告する。 

b. 実習担当教員は、積極的に臨地実習に関わり、実習中に問題が発生した場合は、実習指導者と連

携を取りながら適切に対処する。 

c. 本実習終了後に開催する臨床評価実習報告会について指導する。 

d. 実習生は多くのストレスを感じ、緊張が続く。普段の指導が行き過ぎた指導になり得ることに配

慮し、ハラスメント等の指摘を受けないように留意する。 

 

5. 個人情報の保護について 

実習施設における実習において本学学生が守るべき事項のうち、特に、実習の誠実な履行、実習に

関連して本学学生が取得した個人情報、秘密及びプライバシー（以下「個人情報」という。） の保



護、実習施設の法人機密情報の保護に関するものである。「個人情報の保護に関する法律」におい

て、個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、そ

れにより特定の個人を識別すること ができることとなるものを含む）をいう。個人情報には、以下の

情報などが含まれる。 

 

a. 特定の患者、あるいはその関係者が識別できる情報（カルテ情報、処方箋、データ等を含む） 

b. 実習施設の特定の職員あるいはその関係者が識別できる情報 

c. 特定の本学学生が識別できる情報 

 

5.1 個人情報の適正管理 

a. 本学及び本学学生は、個人情報の保護に関する法律、本学が定める個人情報保護に関する規

程、実習施設が定める個人情報保護及び機密保持に関する規程等に従って、個人情報を適正 に

管理する。 

b. 個人情報を記載した文書、パソコン、記憶媒体などを紛失あるいは盗難に遭わないように最大

限に配慮し注意する。 

c. 以下にあげる行為は個人情報の適正管理を妨げるものであり、本学学生はこれらの行為を行っ

てはならない。 

① 個人情報を実習施設の許可なしに、基本契約に定める実習を実施する以外の目的に使用する。 

② 実習施設の文書による許可なく、個人情報を第三者に提供する。ー個人情報を実習施設の許可

なしに、複製 複写する。 

③ 個人情報を実習施設の許可なしに、実習施設の指定した場所以外へ持ち出す。ー個人情報を実

習施設の許可なしに、廃棄する。 

④ 個人情報を実習施設の許可なしに、私有のパソコン等で取り扱う。ー個人情報を離席時あるい

は退席時に、机上等に放罹する。 

⑤ 個人情報を実習施設の許可なしに、実習施設内の PC 等へ学生所有の外部記憶装罹等を接続す

る。 

 

5.2 インターネット 電子媒体等に関する注意事項 

a. インターネット Facebook、LINE 等のソーシャルネットワーキングサービス(SNS)や個人 のブロ

グなど、インターネット上で自発的に個人情報を公開した場合、その情報は他の利用 者によっ

て収集され使用される可能性がある。そのため、実習中に知り得た情報はインター ネット上に

投稿したり、拡散させたりしない。 

b. e-mail インターネットを通じて送受信される各種清報は、電子メールも含めて完全に秘匿性が保

証されるものではない。したがって、メール等に対象者の情報を書き込んで送受信しない（USB

メモリや FAX など）。 



c. USB メモリのデータや資料を外部に持ち出さないこと。 

d. USB メモリを実習先のパソコンに差し込まないこと。 

e. データや資料を第三者の目に触れる場所に保管しないこと。 

f. データファイルにはパスワードを設定するなど、厳重に保管する。なお、パスワードは 第三者

の目にきにくいかたちでデータファイルとは別に保管しておくこと。 

g. メールでデータを送る場合は、データファイルを添付したものと同一のメール上にパスワードを

記載しないこと。 

h. FAX は番号の掛け違い等のおそれがあるので、データのやりとりには用いないこと。極力郵便

を利用するのが望ましいが、その場合には、書留など配達証明のできるかたちで送ること。 

i. 実習終了後は速やかにデータを破棄すること。 

 

5.3 実習施設の法人機密情報の保護 

a. 本学学生は、実習施設における実習において、法人機密情報の保護義務を負う。法人機密情報の

適正管理については、前項の個人情報の適正管理に従う。 

b. 本文書の「実習施設の法人機密情報」とは、以下の情報をいう。 

c. 実習施設の経営及び事業運営に関する情報で公知でないもの 

d. 公知であっても、第三者に提供されることによって実習施設の権利利益が損なわれるおそれがあ

る情報 

 

5.4 周知徹底の義務 

本学は本学学生に対し、個人情報及び法人機密情報の保護義務を履行するために、個人情報及び法

人機密情報の取り扱いについて周知徹底しなければならない。 

 

5.5 誓約書の提出 

本学学生は、以上の条項を理解した上で、これを遵守する証しとして、「個人情報保護に関する誓 

約書」を提出する。 

 

5.6 その他 

実習中の SNSに対する認識が社会問題となっている。特に実習中は SNSの利用について、 実習生

としての心得から、控えることが望ましい。やむを得ずインターネットや e-mail 等 を利用しなけれ

ばならない場合は、実習にかかわる施設や個人等が特定されないように配慮する。実習中に使用する

PC やメールアカウント等はパスワード等で管理し、第三者が簡単に開かれないように留意する。必

要に応じて、様式 2 から様式 4 の様式に署名して提出する。 

 

 



6. 歯科診療所における実施要綱 

6.1 概要 

a. 歯科診療所の臨床現場における各医療職の業務とその役割について学ぶ。 

b. 医療人としての倫理観、コミュニケーション、接遇について学ぶ。 

c. 医療において歯科衛生士の果たす役割について学ぶ。 

 

6.2  学生の到達目標 

a. 歯科診療所の特徴について理解できる。 

b. 医療安全管理の重要性とその方法について理解できる。 

c. 臨床現場で行われている歯科診療の流れ、術式、診療補助、保健指導について理解できる。 

d. 口腔衛生管理・口腔機能管理の概要について理解できる。 

e. 守秘義務遵守の意義と方法について理解できる。 

 

6.3 実習内容 

 歯科診療所において、歯科医師および歯科衛生士の指導のもとに、歯科予防処置、歯科診療

補助、歯科保健指導を中心とした歯科衛生士業務について実習する。 

 

6.4 実習期間 

本臨地実習は 3 年次後期に実施される。 

● 実習説明会（学生対象）：20〇〇年 10 月〇日を予定 

● 振り返り ：20〇〇年〇月〇日を予定 

 

6.5 事前の実習説明会 

a. 実習開始前の適切な時期に学生を対象とした説明会を実施する。 

b. 実習に臨むにあたっての心構えについて説明する。 

c. 実習に必要な物品等を確認する。 

d. 実習に必要な書類を確認し、手続きについて説明する。 

e. 実習における出席、提出物、成績判定等について説明する。 

f. 実習施設との連絡時期や連絡方法を説明する。 

g. 実習が施設、職員、そして患者の好意によって行われることを説明する。 

 

6.6 実習内容並びにスケジュール 

a. 3 年次後期 10月～３月末日までの期間に 3施設での実習を実施する。 

b. 3 施設に対し、1施設各 4週間で実習を実施する。 

 

 



6.7 歯科診療所実習の振り返り  

● 歯科医療職が備えるべき知識・技術・態度について、歯科医師、歯科衛生士とディスカッション

することで、実習における学びを深めるとともに実習への積極性を高める。 

 

7． 病院歯科・歯科口腔外科実習、歯学部及び歯科大学附属病院における実施要綱 

7.1 概要 

a. 医療人としての倫理観、コミュニケーション、接遇について学ぶ。 

b. 医療において歯科衛生士の果たす役割について学ぶ。  

c. 病院歯科・歯科口腔外、歯学部及び歯科大学附属病院の臨床現場における各医療職の業務とそ

の役割について学ぶ。 

 

7.2 学生の到達目標 

a. 総合病院の特徴について理解できる。 

b. 医療安全管理の重要性とその方法について理解できる。 

c. 臨床現場で行われている歯科診療の流れ、術式、診療補助、保健指導について理解できる。 

d. 口腔衛生管理・口腔機能管理の概要について理解できる。  

e. 守秘義務遵守の意義と方法について理解できる。  

 

7.3 実習内容 

 病院歯科・歯科口腔外科、歯学部及び歯科大学附属病院において、歯科医師および歯科衛生士の指

導のもとに、歯科予防処置、歯科診療補助、歯科保健指導を中心とした歯科衛生士業務について実習

する。 

 

7.4 実習期間 

本臨地実習は 4 年次前期に実施される｡ 

● 実習説明会（学生対象）：20○○年〇月〇日を予定 

● 振り返り ：20〇〇年〇月〇日を予定 

 

7.5 事前の実習説明会 

実習開始前の適切な時期に学生を対象とした説明会を実施する。 

a. 実習に臨むにあたっての心構えについて説明する。 

b. 実習に必要な物品等を確認する。 

c. 実習に必要な書類を確認し、手続きについて説明する。 

d. 実習における出席、提出物、成績判定等について説明する。 

e. 実習施設との連絡時期や連絡方法を説明する。 

f. 実習が施設、職員、そして患者の好意によって行われることを説明する。 

 



7.6 実習内容並びにスケジュール 

a. 4 年次 4 月から 7 月末日までの期間のうち、病院歯科・歯科口腔外科の臨地実習をそれぞれ 2

週間ずつ、合計 4習慣、歯学部及び歯科大学附属病院を 1施設 2週間実施する。 

b. これによって、病院歯科・歯科口腔外科での臨地実習は 2施設、歯学部及び歯科大学附属病院

1 施設 2 週間の実施となる 

 

7.7 病院歯科・口腔外科実習の振り返り 

● 実習実施後に、歯科医療職が備えるべき知識・技術・態度について、歯科医師、歯科衛生士とデ

ィスカッションすることで、実習における学びを深めるとともに実習への積極性を高める。 

 

8. 高齢者福祉施設実習における実施要綱 

8.1 概要 

a. 高齢者福祉施設に入居中の要介護高齢者（以下、入居者）が利用している様々な福祉サービスを

見学し、入居者の日常生活を学ぶ。 

b. 入居者が生活している環境における住設備機器および福祉用具について学ぶ。 

c. 入居者の生活支援に従事している職員の入居者との接し方および動きを見学し、声をかけるタイ

ミング、話し方、福祉用具の使い方などについて学ぶ。 

d. 多職種がどのような場面で連携を図るのかを見学し、連携の重要性を学ぶ。 

e. 各ライフステージで過ごしている入居者の生活状況をケース記録などから収集し、分析したうえ

で高齢者福祉施設における終末期医療および福祉に必要な知識と技能について学ぶ。 

f. 授業で身につけた基礎知識・技術を入居者に結びつけ、状況に合わせて適切に対応・実践する能

力について学ぶ。 

g. 社会人としてふさわしい言葉使いや態度などを学ぶ。 

 

8.2 学生の到達目標 

a. 地域社会における高齢者福祉施設のあり方について理解できる。 

b. 要介護高齢者および家族の人権・人格を尊重した対応を理解できる。 

c. 各ライフステージにおける要介護高齢者の日常生活を理解できる。 

d. 各ライフステージにおける要介護高齢者がかかえる心身の機能障害および服薬の内容を理解で

きる。 

e. 各ライフステージにおける要介護高齢者の口腔の問題と改善策を理解できる。 

 

8.3 実習内容 

a. 入居者の生活支援に従事している職員に同行し、見学実習する。 

b. 入居者とのコミュニケーションを図る。 

 

8.4 実習期間 

本臨地実習は 4 年次前期に実施される｡ 



● 実習説明会（学生対象）：20〇〇年〇月〇日を予定 

● 振り返り ：20〇〇年〇月〇日を予定 

 

8.5 事前の実習説明会 

a. 実習開始前の適切な時期に学生を対象とした説明会を実施する。 

b. 実習に臨むにあたっての心構えについて説明する。 

c. 実習に必要な物品等を確認する。 

d. 実習に必要な書類を確認し、手続きについて説明する。 

e. 実習における出席、提出物、成績判定等について説明する。 

f. 実習施設との連絡時期や連絡方法を説明する。 

g. 実習が施設、職員、そして患者の好意によって行われることを説明する。 

 

8.6 実習内容並びにスケジュール 

● 4 年次 4 月～7月までの期間のうち 1 施設各 2週間の実施とする。 

 

8.7 高齢者福祉施設実習の振り返り 

● 実習実施後に各ライフステージにおける要介護高齢者の生活をふまえたうえで、歯科衛生士の役

割について学生および本学教員でディスカッションをすることにより、要介護高齢者に対して歯

科衛生士の果たせる役割について学ぶ。 

 

9. 保育園実習における実施要綱 

9.1 概要 

a. 歯科衛生士が健康教育の場で指導するために必要な知識、技術について学ぶ。 

b. 対象者の理解度・行動力・実践力をふまえた歯磨き方法を対象者に提案する。 

c. 対象者のライフステージをふまえて、口腔の問題に対する改善策を対象に提案する。 

d. 保育園児を対象とした集団および個別の歯科保健指導案を作成する。 

e. 担任保育士や他の職員が園児にどのように関わっているのか（声のかけ方、目線など）を学

ぶ。 

f. 担任保育士と他の保育士・職員との連携について学ぶ。 

 

9.2 学生の到達目標 

a. 各対象者の口腔保健の実態を把握できる。 

b. 各対象者の心身の発達を理解できる。 

c. 対象者の各ライフステージにおける成長および発達について理解できる。 

d. 対象者の各ライフステージにおける口腔の問題とその改善策を把握できる。 

e. 地域歯科保健事業における健康教育ができる。 



 

9.3 実習内容 

⚫ 対象者は保育園園児の 3歳児、4歳児、5歳児とする。 

講話について   

導入：各ライフステージにおける口腔について 

展開：各ライフステージにおける口腔の問題点について 

思考：各ライフステージにおける口腔の問題点の原因と改善策について 

実践：各ライフステージにおける口腔の問題点の原因および改善策のまとめ 

口腔の観察方法の指導を実施する。 

口腔の清掃方法の指導を実施する。 

園児との交流 

 

9.4 実習期間 

本臨地実習は 4 年次前期に実施される｡ 

● 実習説明会（学生対象）：20〇〇年〇月〇日を予定 

● 振り返り ：20〇〇年〇月〇日を予定 

 

9.5 事前の実習説明会 

a. 実習開始前の適切な時期に学生を対象とした説明会を実施する。 

b. 実習に臨むにあたっての心構えについて説明する。 

c. 実習に必要な物品等を確認する。 

d. 実習に必要な書類を確認し、手続きについて説明する。 

e. 実習における出席、提出物、成績判定等について説明する。 

f. 実習施設との連絡時期や連絡方法を説明する。 

g. 実習が施設、職員、そして患者の好意によって行われることを説明する。 

 

9.6  実習内容並びにスケジュール 

● 4 年次 4 月から 7 月末日までの期間のうち、1施設 2週間の実施とする。 

 

9.7 保育園実習の振り返り 

a. 実習実施後に得られた評価をもとに、本実習における歯科保健指導の内容を反省し、改善策に

ついて学ぶ。 

b. 学生および本学教員で到達目標の達成度を評価し、各ライフステージにおける健康教育のあり

方について学ぶ。 

 

10.  障がい者施設実習における実施要綱 

10.1 概要 



a. 障がい児者が利用している様々な福祉サービスを見学し、障がい児者の日常生活を学ぶ。 

b. 障がい児者が生活している環境における住設備機器および福祉用具について学ぶ。 

c. 障がい児者の生活支援に従事している職員の障がい児者への接し方および動きを見学し、声を

かけるタイミング、話し方、福祉用具の使い方などについて学ぶ。 

d. 職員がどのような場面で他の職員と連携を図るのかを見学し、連携の重要性を学ぶ。 

e. 各ライフステージで過ごしている障がい児者の生活状況に関する情報をフェイスシートや個別

支援計画書などから収集し、分析したうえで健康の維持増進につなげるために必要な知識と技

能について学ぶ。 

f. 授業で身につけた基礎知識・技術を障がい児者施設の現場に結びつけ、状況に合わせて適切に

対応・実践する能力について学ぶ。 

g. 社会人としてふさわしい言葉使いや態度などを学ぶ。 

 

10.2 学生の到達目標 

a. 地域社会における障がい児者施設のあり方について理解できる。 

b. 障がい児者および家族の人権・人格を尊重した対応を理解できる。 

c. 各ライフステージにおける障がい児者の日常生活を理解できる。 

d. 各ライフステージにおける障がい児者がかかえる心身の機能障害および服薬の内容を理解でき

る。 

e. 各ライフステージにおける障がい児者の口腔の問題と改善策を理解できる。 

 

10.3 実習内容および対象者 

● 施設職員同行のもと、見学実習が実施可能な障がい児者とする。 

● 障がい児者の生活支援に従事している職員に同行し、見学実習する。 

 

10.4 実習期間 

本臨地実習は 4 年次前期に実施される｡ 

● 実習説明会（学生対象）：20〇〇年〇月〇日を予定 

● 振り返り ：20〇〇年〇月〇日を予定 

 

10.5 事前の実習説明会 

a. 実習開始前の適切な時期に学生を対象とした説明会を実施する。 

b. 実習に臨むにあたっての心構えについて説明する。 

c. 実習に必要な物品等を確認する。 

d. 実習に必要な書類を確認し、手続きについて説明する。 

e. 実習における出席、提出物、成績判定等について説明する。 

f. 実習施設との連絡時期や連絡方法を説明する。 

g. 実習が施設、職員、そして患者の好意によって行われることを説明する。 



 

10.6  実習内容並びにスケジュール 

● 4 年次 4 月から 7 月末日までの期間のうち、1施設 1週間の実施とする。 

 

10.7 障がい者施設実習の振り返り 

● 実習実施後に、各ライフステージにおける障がい児者の生活をふまえたうえで、歯科衛生士の

役割について学生および本学教員でディスカッションをすることにより、障がい児者に対して

歯科衛生士の果たせる役割について学ぶ。 

 

11.  健康教育実習（小学校）における実施要綱 

11.1 概要 

a. 歯科衛生士が健康教育の場で指導するために必要な知識、技術について学ぶ。 

b. 対象者のライフステージをふまえて口腔の問題に対する改善策を提案する。 

c. 対象者の理解度・行動力・実践力をふまえた歯磨き方法を提案する。 

d. 小学校児童の各学年を対象とした集団および個別の歯科保健指導案を作成する。 

e. 担任教諭が児童にどのように関わっているのか（声のかけ方目線など）を学ぶ。 

 

11.2 学生の到達目標 

a. 対象者の口腔保健の実態を把握できる。 

b. 対象者の各ライフステージにおける口腔の問題とその改善策を把握できる。 

c. 地域歯科保健事業における歯科衛生士の役割を説明できる。 

d. 地域歯科保健事業における健康教育ができる。 

 

11.3 実習内容 

a. 対象は小学校 3 年生とする。 

b. 講話について   

導入：各ライフステージにおける口腔について 

展開：各ライフステージにおける口腔の問題点について 

思考：各ライフステージにおける口腔の問題点の原因と改善策について 

実践：各ライフステージにおける口腔の問題点の原因および改善策のまとめ 

c. 口腔の観察方法の指導を実施する。 

d. 口腔の清掃方法の指導を実施する。 

e. 園児との交流 

 

11.4 実習期間 

本臨地実習は 4 年次後期に実施される｡ 

● 実習説明会（学生対象）：20〇〇年〇月〇日を予定 



● 振り返り ：20〇〇年〇月〇日を予定 

 

11.5 事前の実習説明会 

a. 実習開始前の適切な時期に学生を対象とした説明会を実施する。 

b. 実習に臨むにあたっての心構えについて説明する。 

c. 実習に必要な物品等を確認する。 

d. 実習に必要な書類を確認し、手続きについて説明する。 

e. 実習における出席、提出物、成績判定等について説明する。 

f. 実習施設との連絡時期や連絡方法を説明する。 

g. 実習が施設、職員、そして患者の好意によって行われることを説明する。 

 

11.6  実習内容並びにスケジュール 

● 4 年次後期のうち、4日の実施とする。 

 

11.7 健康教育実習（小学校）の振り返り 

a. 実習実施後に得られた評価をもとに、本実習における歯科保健指導の内容を反省し、改善策に

ついて学ぶ。 

b. 学生および本学教員で到達目標の達成度を評価し、各ライフステージにおける健康教育のあり

方について学ぶ。 

 

12.  保健センター実習における実施要綱 

12.1 概要 

a. 歯科衛生士が公衆衛生の場でどのように知識・技術をいかしているのかを学ぶ。 

b. 歯科衛生士が保健・福祉の場において、どのように活動しているのかを学ぶ。 

c. 社会人としてふさわしい言葉使いや態度などを学ぶ。 

d. 授業で身につけた基礎知識・技術を地域保健の現場に結びつけ、状況に合わせて適切に対応・

実践する能力について学ぶ。 

e. 地域の医療・福祉と連携を図る歯科衛生士の役割を理解し、他の職種との連携について学ぶ。 

f. 各ライフステージで過ごしている地域住民から情報を収集し、分析したうえで健康の維持増進

につなげるために必要な知識と技能について学ぶ。 

g. 自身が目指す歯科衛生士像を意識し、各分野において歯科衛生士の果たす役割について学ぶ。 

 

12.2 学生の到達目標 

a. 公衆衛生の場である保健センターの役割について理解できる。 

b. 保健センターに従事する歯科衛生士の役割について理解できる。 

c. 地域保健の基本的な進め方を理解できる。 



d. 地域住民の健康を支援する歯科衛生士の必要性を理解できる。 

e. 保健センターに従事する他の職種との連携を理解できる。 

f. 各ライフステージで過ごしている地域住民に対する適切な歯科保健指導の要点を理解できる。 

 

12.3 実習内容 

● 母子歯科保健：1歳 6か月および 3 歳児の歯科健康診査の見学とする。 

12.4 実習期間 

本臨地実習は 4 年次後期に実施される｡ 

● 実習説明会（学生対象）：20〇〇年〇月〇日を予定 

● 振り返り ：20〇〇年〇月〇日を予定 

 

12.5 事前の実習説明会 

a. 実習開始前の適切な時期に学生を対象とした説明会を実施する。 

b. 実習に臨むにあたっての心構えについて説明する。 

c. 実習に必要な物品等を確認する。 

d. 実習に必要な書類を確認し、手続きについて説明する。 

e. 実習における出席、提出物、成績判定等について説明する。 

f. 実習施設との連絡時期や連絡方法を説明する。 

g. 実習が施設、職員、そして患者の好意によって行われることを説明する。 

 

12.6  実習内容並びにスケジュール 

● 4 年次後期のうち、1日の実施とする。 

 

12.7 保健センター実習の振り返り 

● 実習実施後に乳幼児歯科健康診査における歯科衛生士の役割について学生および本学教員でデ

ィスカッションをすることにより、地域保健における歯科衛生士の果たす役割について学ぶ。 

 

13.  在宅医療見学実習における実施要綱 

13.1 概要 

a. 在宅医療の現場を見学し、終末期における在宅患者の生活および生活環境を学ぶ。 

b. 在宅医療従事者の在宅患者との接し方および動きを見学し、声をかけるタイミング、話し方、

医療・福祉用具の使い方などについて学ぶ。 

c. 多職種がどのような場面で連携を図るのかを見学し、連携の重要性を学ぶ。 

d. 超高齢社会である日本の社会背景をふまえ、地域社会における在宅医療のあり方について学

ぶ。 

e. 各ライフステージで過ごしている在宅患者の生活状況をケース記録などから収集し、分析した



うえで終末期における在宅患者に必要な知識と技能について学ぶ。 

f. 授業で身につけた基礎知識・技術を在宅医療の現場に結びつけ、状況に合わせて適切に対応・

実践する能力について学ぶ。 

g. 社会人としてふさわしい言葉使いや態度などを学ぶ。 

13.2 学生の到達目標 

a. 地域社会における在宅医療のあり方について理解できる。 

b. 在宅患者および家族の人権・人格を尊重した対応を理解できる。 

c. 各ライフステージにおける在宅患者の日常生活を理解できる。 

d. 各ライフステージにおける在宅患者がかかえる心身の機能障害および服薬の内容を理解でき

る。 

e. 各ライフステージにおける在宅患者の口腔の問題と改善策を理解できる。 

f. 在宅医療の見学を通して、在宅患者の終末期について理解できる。 

 

13.3 実習内容および対象者 

a. 在宅医療従事者の在宅患者訪問に同行し、見学実習する。 

b. 在宅医療従事者の同行のもと、見学実習が可能な在宅患者とする。 

 

13.4 実習期間 

本臨地実習は 4 年次後期に実施される｡ 

● 実習説明会（学生対象）：20〇〇年〇月〇日を予定 

● 振り返り ：20〇〇年〇月〇日を予定 

 

13.5 事前の実習説明会 

a. 実習開始前の適切な時期に学生を対象とした説明会を実施する。 

b. 実習に臨むにあたっての心構えについて説明する。 

c. 実習に必要な物品等を確認する。 

d. 実習に必要な書類を確認し、手続きについて説明する。 

e. 実習における出席、提出物、成績判定等について説明する。 

f. 実習施設との連絡時期や連絡方法を説明する。 

g. 実習が施設、職員、そして患者の好意によって行われることを説明する。 

 

13.6  実習内容並びにスケジュール 

● 4 年次後期のうち、4日間の実施とする。 

 

13.7 在宅医療見学実習の振り返り 

● 実習実施後に、各ライフステージにおける在宅患者の生活をふまえたうえで、歯科衛生士の役



割について学生および本学教員でディスカッションをすることにより、在宅患者に対して歯科

衛生士の果たせる役割について学ぶ。 

 

14. 専門性（小児歯科、矯正歯科）に特化した歯科診療所における実施要綱 

14.1 概要 

⚫ 歯科衛生士の役割を学ぶとともに、専門科目での学修を基に、臨床現場での症例の見学をとお

して、術式や使用器具・器材、患者への対応方法、患者個々に応じた口腔衛生管理方法を学

ぶ。 

 

14.2  学生の到達目標 

a. 専門性に特化した歯科医療機関の特徴について理解できる 

b. 専門性に特化した歯科医療機関における医療安全管理の重要性とその方法について理解できる 

c. 臨床現場で行われている歯科診療の流れ、術式、診療補助、保健指導について理解で 

きる 

d. 患者個々に応じた口腔衛生管理・口腔機能管理の概要について理解できる 

e. 守秘義務遵守の意義と方法について理解できる 

 

14.3 実習内容 

 専門性（小児歯科、矯正歯科）に特化した歯科診療所において、歯科医師および歯科衛生士の指導

のもとに、歯科予防処置、歯科診療補助、歯科保健指導を中心とした歯科衛生士業務について実習す

る。 

 

14.4 実習期間 

本臨地実習は 4 年次後期に実施される。 

● 実習説明会（学生対象）：20〇〇年 10 月〇日を予定 

● 振り返り ：20〇〇年〇月〇日を予定 

 

14.5 事前の実習説明会（オリエ―テーション）の実施 

a.  実習開始前の適切な時期に学生を対象とした説明会を実施する。 

b.  実習に臨むにあたっての心構えについて説明する。 

c.  実習に必要な物品等を確認する。 

d.  実習に必要な書類を確認し、手続きについて説明する。 

e.  実習における出席、提出物、成績判定等について説明する。 

f.  実習施設との連絡時期や連絡方法を説明する。 

g.  実習が施設、職員、そして患者の好意によって行われることを説明する。 

 

 



14.6 実習内容並びにスケジュール 

⚫ 4 年次後期 10月～12月末日までの期間に 2 施設での実習を実施する。 

⚫ 2 施設に対し、1施設各 3週間で実習を実施する。 

 

14.7 専門性（小児歯科、矯正歯科）に特化した歯科診療所実習の振り返り  

歯科医療職が備えるべき知識・技術・態度について、歯科医師、歯科衛生士とディスカッションする

ことで、実習における学びを深めるとともに実習への積極性を高める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式 1 

インシデント アクシデント報告書 

 

報告日：      年   月   日  

所属学科 

 

学籍番号 実習生名 

実習施設 

 

 

発生場所 

 

事故の影響レベル（アクシデント・インシデントの影響レベルを参照 

         【  0  1  2  ３ａ  ３ｂ  ４  ５ 】 

事故の内容および経過 

 

 

 

 

 

原因 

 

 

 

 

 

対策 

 

 

 

 

 

指導内容 

 

 

 

 

                                                                     

                                                          

実習生署名                        

                                                                    



様式 2 

 

臨地実習における個人情報の提出に関する同意書 

 

 

 

宝塚医療大学学長殿 

 

 

臨地実習（以下「実習」という。）において、私は「実習生」として、臨地実習施設（以下

「実習施設」という。）において実習へ参加し、職業的な知識、思考法、技能、態度の基本的な

内容を学びます。私の個人情報の共有により、宝塚医療大学（以下「本学」という）と実習施設

の緊密な 連携が可能となります。実習生としての心得、自己の責任、そして遵守すべき規則等に

ついて、本 学教員より十分な説明及び指導を受けております。以下の内容について理解・ 同意

いたしましたので署名いたします。 

 

 

 

 

私は実習生として、「実習生紹介用紙」ヘプロフィールを記載し、実習施設へ提出しま

す。 

 

 

私は本学並びに実習施設が必要と判断した場合、本学が有する実習生個人情報等を提出し

ます。 

 

 

 

 

 

   

       年     月     日 

 

宝塚医療大学保健医療学部口腔保健学科 

 

学籍番号                   ）                                              

実習生署名：                 

 

                       



様式 3 

 

臨地実習に関する誓約書 

 

宝塚医療大学学長殿 

 

臨地実習（以下「実習」という。）において、私は「実習生」として、臨地実習施設（以

下「実習施設」という。）において実習へ参加し、職業的な知識、思考法、技能、態度の

基本的な内容を学びます。宝塚医療大学（以下「本学」という）において、実習生として

の心得、自己の責任、そして遵守すべき規則等について、本学教員より十分な説明及び指

導を受けております。以下の内容について理解同意いたしましたので署名いたします。こ

れに違反した場合には、如何なる処分に対しても、不服申し立ては致しません。 

 

1. 私は実習生として、実習施設での行為を単独の自己判断で行わず、必ず実習指導者の指導監

督の下に行います。 

2. 私は担当する患者に、実習生であることを告げ、実習指導者の指導監督の下、実習すること

について患者の同意を得ます。 

3. 私は、患者の個人情報保護に常に留意し、知り得た患者情報を決して他に漏らさず、自らの

実習に関係のない情報は閲覧しません。 

4. 私は電子カルテ等の利用に際しては、実習施設の規定を遵守し、原則として診療情報の印刷

や USB メモリなどへの保存はいたしません。 

5. 私は実習施設の管理規則、実習指導者または病棟職員による指導に従い、感染防止を含めた

医療安全の確保のために、常に十分な注意を払います。また、感染症の有無に関わらず全て

の患者ケアにおいて、自らに感染する危険性と予防法について実習指導者より十分な説明を

受け、必要な予防策を実施します。 

6. 私は実習中の事故については、「臨地実習中の事故発生時の対応に関する規程」に準じて取

り扱われることに従います。また、実習施設の内外を問わず、自らに事故について必要な予

防策を実施します。 

7. 私は心身両面における健康状態を維持し、実習の円滑な遂行に努めます。 

 

          年     月    日 

 

宝塚医療大学保健医療学部口腔保健学科 

 

学籍番号：                )   

 

 

実習生署名：               ）                                                                        



様式 4． 

実習施設における臨地実習の誠実な履行並びに 

個人情報及び実習施設の法人機密情報の保護に関する誓約書 

 

宝塚医療大学学長殿 

 

 

1. 私は、宝塚医療大学の学生として、実習施設において実習を行うにあたり、「実習施設にお

ける臨地実習の誠実な履行並びに個人情報及び実習施設の法人機密情報の保護に関する規

程」の事項を十分に理解いたしましたので、これを遵守いたします。 

 

2. 私は、実習施設の定める個人情報に関する諸規則心得等を遵守し、実習指導者の指示に従っ

て実習を誠実に履行いたします。 

 

3. 私は、実習の期間中はもちろんのこと、将来にわたり、実習中に知り得た患者等の個人情報

及び実習施設の法人機密情報を第三者に漏洩いたしません。 

 

4. 私は、故意または過失によって、実習施設、その関係者、あるいは第三者に事故、器物破

損、 患者等の個人情報及び実習施設の法人機密情報の漏洩、その他の損害を与えた場合は、

その賠償責任を負います。なお、本学が賠償を負担した場合は、本学の求償に応じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      年     月    日 

 

宝塚医療大学保健医療学部口腔保健学科 

 

学籍番号：                 ） 

 

 

実習生署名：                ）                  

 

 

 

 



様式 5．  

健康管理および感染予防対策 

 

 

1. 毎年実施される感染症抗体検査の種類 

⚫ 麻疹ウイルス抗体 

⚫ 風疹ウイルス抗体 

⚫ ムンプスウイルス抗体 

⚫ 水痘 帯状ヘルペスウイルス抗体 

⚫ HBs 抗原 

⚫ HBs 抗体 

 

2. インフルエンザワクチンの接種時期 

⚫ インフルエンザの流行期前(10～11月中に実施） 

 

3. 学生指導 

⚫ 感染症抗体検査の結果、基準値を下回る場合は感染症ワクチンの接種を強く推奨し、接種す

るよう指導を行うものとする。 

⚫ インフルエンザワクチン接種は、アレルギー等がない限り全員を対象に 10~11 月中に 接種

を行うものとする。 

⚫ インフルエンザワクチン接種は、アレルギー等がない限り全教職員および理学療法学 科 3 年

生以外の学生はワクチンの接種を強く推奨し、接種するよう指導を行うものと する。 

 

4. 感染症抗体検査結果の情報開示 

⚫ 臨地実習施設に対して、本学が必要と認めた場合において感染症抗体検査結果および 感染症

ワクチンの接種の有無について文書にて開示するものとする。 

⚫ 臨地実習施設は本学に対して、感染症抗体検査結果および感染症ワクチンの接種の有 無につ

いて問い合わせることができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



様式 6．  

出 席 表 

 

最終提出日：     年    月   日 

 

宝塚医療大学保健医療学部口腔保健学科 

 

学籍番号：              ） 

 

氏 名：               ）      

  

歯科衛生士臨地実習   Ⅰ    Ⅱ    Ⅲ  ・     

実習施設名称：                                   ）                        

 

日付 登院時間 退院時間 指導者印 教員印 欠席・遅刻・早退 

/ ： ： 
   

/ ： ： 
   

/ ： ： 
   

/ ： ： 
   

/ ： ： 
   

/ ： ： 
   

/ ： ： 
   

/ ： ： 
   

/ ： ： 
   

/ ： ： 
   



様式７①  

『実習記録ノート』 

提出日：    年   月   日 

宝塚医療大学保健医療学部口腔保健学科 

学籍番号：              ） 

氏     名：              ）         

歯科衛生士臨地実習  Ⅰ   Ⅱ   Ⅲ  ・         

実習先：                  ）                                

実習日：     年    月    日  .  

本日の課題：                                                                

課題の取り組みと実施内容 

 

 

 

 

 

 

 

達成度：  0  1  2  3  4  5 

指導内容および改善点 

 

 

 

 

次回の課題とその理由 

 

 

 

 

指導者コメント 

 

 

 

指導者印 教員印 



様式７②  

『実習記録ノート』－症例シート－ 

提出日：    年   月   日 

宝塚医療大学保健医療学部口腔保健学科 

学籍番号：              ） 

氏     名：              ） 

歯科衛生士臨地実習  Ⅰ   Ⅱ   Ⅲ  ・         

実習先：                  ）                                

実習日：     年    月    日  .  

   

実習先において、1 日 1症例を選択して記載すること。 

患者概要（氏名は記載しないこと、性別、月齢もしくは年齢、疾患、投薬内容など） 

 

 

 

 

症例を選択した理由： 

 

 

 

 

症例内容 （ 実施  見学  指導 ）  

＊治療内容、対象者への指導内容など、歯科医師・歯科衛生士が実際に実施した内容を具体的

に記載すること。 

 

 

 

 

 

実習指導者コメント 

指導者印 教員印 



様式 7③ 

『実習記録ノート』－歯科衛生過程実施記録― 

提出日：     年    月   日 

宝塚医療大学保健医療学部口腔保健学科 

学籍番号：                ） 

氏   名：               ）                         

症例シートの症例について、自分ならどのような歯科衛生課程にするかを記載すること。 

歯科衛生ニーズ 歯科衛生アセスメント 
歯科衛生診断 歯科衛生計画 

情報統合 歯科衛生診断文 ケア計画 教育計画 観察計画 

 

      

指導者印 教員印 



様式 7④ 

 

『実習記録ノート』―臨地実習先での履修内容― 

 

提出日：    年   月   日 

宝塚医療大学保健医療学部口腔保健学科 

学籍番号：              ） 

氏     名：              ） 

）歯科衛生士臨地実習  Ⅰ   Ⅱ   Ⅲ  ・         

実習先：                  ）                                

実習日：     年    月    日       .         

※実習が偏らないように工夫し、実習した科目に日付を入れること。 

歯科予防処置 

歯周病検査 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

スケーリング 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

SRP 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

シャープニング 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

フッ素塗布 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

シーラント 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

歯科訪問診療 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

 

歯科診療補助 

歯科保存 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

歯内療法 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

指導者印 教員印 



歯周外科 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

補綴（義歯） 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

補綴 

（メタル） 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

口腔外科 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

矯正 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

小児 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

技工 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

医療安全 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

 

歯科保健指導 

妊産婦 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

母子 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

小児 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

成人 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

高齢者 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

障がい者 実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

実施・見学  

/ 

 

 



様式 8① 

臨地実習履修証明書 

 

提出日：     年     月    日 

 

宝塚医療大学学長殿 

 

 

 

宝塚医療大学保健医療学部口腔保健学科 

学籍番号：                    ） 

氏   名：                                                ) 

                       

 

 

上記学生は    年   月 日 から    年 月 日 にかけて歯科衛生士

臨地実習に必要な実習を当施設で実施したことを証明し、別紙評価表を提出いたします。 

 

 

 

 

実習施設名：                                                                                         ) 

実習指導者名：                                                                                   ) 

職          種：                                    ）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式 8② 

臨地実習成績評価表 

 

実習施設名：                                                                    )                      

実習指導者名：                                                               ) 

職           種：                  ）   

実習生氏名:                                                                              ) 

 

実習期間：     年   月  日～    年  月  日  

 

臨地実習の成績評価について、評定を下記「評定」欄に○の記入をお願いします。 

評価 評定 内  容 

優 

 到達目標達成度（90％以上） 

 到達目標達成度（80％以上 90％未満） 

良  到達目標達成度（70％以上 80％未満） 

可  到達目標達成度（60％以上 70％未満） 

不可  到達目標達成度（60％未満） 

放棄  出席時間が規定の時間に満たない場合 

 

具体的な内容があればお願いいたします。 

＜実習指導者コメント＞ 

                                                                     

 

                                                                     

                                                                



【資料26】  Will傷害保険

























1 3 4 5 6 7 8 9・10

16：20～17：50

科目名 科目名

前半 206教室

後半 206教室

前半 講義室
1.2

前半 旭 講義室
1.2

後半 講義室
5.6

後半 丹根 講義室
1.2

A 講義室
3.4 歯科保健指導実習Ⅳ ―

A 埴岡・瀬戸口 講義室
3.4

A 名村・村井・金子 チェアー実
習室 歯科予防処置実習Ⅲ ―

A 名村・村井・金子 チェアー実
習室

B チェアー実
習室 歯科予防処置実習Ⅲ ―

B 名村・村井・金子 チェアー実
習室

B 埴岡・瀬戸口 講義室
3.4 歯科保健指導実習Ⅳ ―

B 埴岡・瀬戸口 講義室
3.4

4 杉山・埴岡・森田
学・荒川・野上・
村井・森田章子・
名村・瀬戸口・金
子

杉山・埴岡・森田
学・荒川・野上・
村井・森田章子・
名村・瀬戸口・金
子

杉山・埴岡・森田
学・荒川・野上・
村井・森田章子・
名村・瀬戸口・金
子

―

1 A 情報処理
室

阿部 大講義室 杉山 206教室 徳野 大講義室 東洋の歴史 廣田 大講義室

A

講義室 1.2/
マ/チェ

歯科診療補助実習Ⅰ ― A 荒川・野上

講義室
1.2/マ/チェ A 埴岡・金子

講義室
5.6 歯科保健指導実習Ⅰ ― A 埴岡・金子

B

講義室
5.6 歯科保健指導実習Ⅰ ― B 埴岡・金子

講義室
5.6 B 荒川・野上

講義室
1,2/マ/チェ 歯科診療補助実習Ⅰ ― B 荒川・野上

講義室
1,2/マ/
チェ

前半 村井・森田 章子 チェアー実
習室 歯科診療補助実習Ⅲ ―

前半 村井・森田 章子 チェアー実
習室

後半 チェアー実
習室 歯科診療補助実習Ⅲ ―

後半 村井・森田 章子 チェアー実
習室

4 杉山・埴岡・森田
学・荒川・野上・
村井・森田章子・
名村・瀬戸口・金
子

杉山・埴岡・森田
学・荒川・野上・
村井・森田章子・
名村・瀬戸口・金
子

杉山・埴岡・森田
学・荒川・野上・
村井・森田章子・
名村・瀬戸口・金
子

―

1 大講義
室

廣田 大講義
室

澤山 206教室 吉田 206教室 情報処理演習Ⅰ B 前田 情報処
理室

A マ/チェ
歯科予防処置実習Ⅰ ―

A 森田学・名村・村
井

マ/チェ A 張 講義室
1.2

A 荒川 講義室
1.2

B 講義室
1.2

B 張 講義室
1.2

B 森田学・名村・村
井

マ/チェ
歯科予防処置実習Ⅰ ―

B 森田学・名村・村
井

マ/チェ

A 講義室
3.4 歯科保健指導実習Ⅳ ―

A 埴岡・瀬戸口 講義室
3.4

A 杉山・金子・野上 講義室
5.6 口腔機能管理実習 ―

A 杉山・金子・野上 講義室
5.6

B 講義室
5.6 口腔機能管理実習 ―

B 杉山・金子・野上 講義室
5.6

B 埴岡・瀬戸口 講義室
3.4 歯科保健指導実習Ⅳ ―

B 埴岡・瀬戸口 講義室
3.4

4 杉山・埴岡・森田
学・荒川・野上・
村井・森田章子・
名村・瀬戸口・金
子

杉山・埴岡・森田
学・荒川・野上・
村井・森田章子・
名村・瀬戸口・金
子

杉山・埴岡・森田
学・荒川・野上・
村井・森田章子・
名村・瀬戸口・金
子

―

1 大講義
室

澤山 206教室 原田 206教室 西尾 運動場・
体育館

健康と体力づくり 酒井 大講義
室

前半 杉山 講義室
1.2

後半 杉山・金子・小谷 講義室
1.2

A マ/チェ
歯科診療補助実習Ⅲ ―

A 荒川・野上・村井 マ/チェ A 森田学・名村・金
子

チェ/マ
歯科予防処置実習Ⅲ ―

A 森田学・名村・金
子

チェ/マ

B チェ/マ
歯科予防処置実習Ⅲ ―

B 森田学・名村・金
子

チェ/マ B 荒川・野上・村井 マ/チェ
歯科診療補助実習Ⅲ ―

B 荒川・野上・村井 マ/チェ

4 杉山・埴岡・森田
学・荒川・野上・
村井・森田章子・
名村・瀬戸口・金
子

杉山・埴岡・森田
学・荒川・野上・
村井・森田章子・
名村・瀬戸口・金
子

杉山・埴岡・森田
学・荒川・野上・
村井・森田章子・
名村・瀬戸口・金
子

―

1 基礎医学
実習室 吉田 篤

基礎医学
実習室 阿部

2F中講義
室 前田

1F中講義
室 哲学 廣田

大講義室

A マ/チェ
歯科予防処置実習Ⅰ ―

A 森田学・名村・瀬
戸口

マ/チェ A 荒川・野上・森田
章子

チェ/マ
歯科診療補助実習Ⅰ ―

A 荒川・野上・森田
章子

チェ/マ

B チェ/マ
歯科診療補助実習Ⅰ ―

B 荒川・野上・森田
章子

チェ/マ B 森田学・名村・瀬
戸口

マ/チェ
歯科予防処置実習Ⅰ ―

B 森田学・名村・瀬
戸口

マ/チェ

前半 講義室
3.4

前半 杉山・村井・金子 講義室
3.4

前半 竹森 講義室
3.4

後半 杉山・埴岡・村井 講義室
3.4

後半 岸野・旭 講義室
3.4

4
杉山・埴岡・森田
学・荒川・野上・
村井・森田章子・
名村・瀬戸口・金
子

杉山・埴岡・荒
川・村井・
森田 章子

講義室
5.6

―

赤文字

【資料27 】時間割案

前期時間割案

曜日
学
科

学年

1限目 2限目 3限目 4限目 5限目

2

適用 担当者 教室 適用 担当者 教室 適用 担当者 教室 適用 担当者 教室 適用 担当者 教室9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10

科目名 科目名 科目名

月

口腔
保健
学科 1

歯科衛生士概論 杉山・野上

少子高齢化と社会 竹森

1F中講義
室

3
歯科保健指導実習Ⅳ

埴岡・瀬戸口

― ―

―

歯科臨床概論

杉山・荒川・森田
学・森田章子

2

小児歯科学
大継

救急蘇生学

歯科予防処置論

森田学 講義室
1.2

歯科統計学・疫学演習

森田学・森田章
子

講義室
1.2

―

基礎看護学
三好

歯科矯正学

歯科予防処置実習Ⅲ

―

歯科予防処置実習Ⅲ
名村・村井・金子

歯科保健指導実習Ⅳ

歯科衛生士臨地実習Ⅱ

杉山・埴岡・森田
学・荒川・野上・
村井・森田章子・
名村・瀬戸口・金
子

歯科衛生士臨地実習Ⅱ 歯科衛生士臨地実習Ⅱ 歯科衛生士臨地実習Ⅱ

火

口腔
保健
学科

情報処理演習Ⅰ
前田

生物学 基礎ゼミナール 日本国憲法

2

歯科診療補助実習Ⅰ 荒川・野上 歯科保健指導実習Ⅰ

歯科衛生士臨地実習Ⅱ

杉山・埴岡・森田
学・荒川・野上・
村井・森田章子・
名村・瀬戸口・金
子

歯科衛生士臨地実習Ⅱ 歯科衛生士臨地実習Ⅱ 歯科衛生士臨地実習Ⅱ

―

歯科保健指導実習Ⅰ 埴岡・金子 歯科診療補助実習Ⅰ

3

― ― 歯科診療補助実習Ⅲ

―

歯科診療補助実習Ⅲ
村井・森田 章子

― ―

水

口腔
保健
学科

スポーツトレーニング論
沼澤

医療倫理 英会話 生理学・口腔生理学

2

歯科予防処置実習Ⅰ
森田学・名村・村
井 臨床医学 歯科保存学

歯科衛生士臨地実習Ⅱ

杉山・埴岡・森田
学・荒川・野上・
村井・森田章子・
名村・瀬戸口・金
子

歯科衛生士臨地実習Ⅱ 歯科衛生士臨地実習Ⅱ 歯科衛生士臨地実習Ⅱ

―

歯科保存学
荒川

臨床医学 歯科予防処置実習Ⅰ

3
歯科保健指導実習Ⅳ

埴岡・瀬戸口
口腔機能管理実習

―

口腔機能管理実習
杉山・金子・野上

歯科保健指導実習Ⅳ

木

口腔
保健
学科

バイオメカニクス
森

英語Ⅰ コミュニケーション演習 体育実技Ⅰ

2 口腔外科学 杉山

講義室
1.2

医療安全管理学

歯科保健指導論 埴岡・瀬戸口

講義室
1.2

科学英語演習Ⅰ

歯科衛生士臨地実習Ⅱ

杉山・埴岡・森田
学・荒川・野上・
村井・森田章子・
名村・瀬戸口・金
子

歯科衛生士臨地実習Ⅱ 歯科衛生士臨地実習Ⅱ 歯科衛生士臨地実習Ⅱ

杉山・森田 章子 講義室
1.2

―

摂食嚥下障害学

3

歯科診療補助実習Ⅲ
荒川・野上・村井

歯科予防処置実習Ⅲ

―

歯科予防処置実習Ⅲ
森田学・名村・金
子 歯科診療補助実習Ⅲ

金

口腔
保健
学科

全身解剖学 吉田 口腔解剖学 化学 数学

2

歯科予防処置実習Ⅰ
森田学・名村・瀬
戸口 歯科診療補助実習Ⅰ

歯科衛生士臨地実習

杉山・埴岡・森田
学・荒川・野上・
村井・森田章子・
名村・瀬戸口・金
子

歯科衛生士臨地実習 ― 臨床口腔保健応用医学演習

―

歯科診療補助実習Ⅰ
荒川・野上・森田
章子 歯科予防処置実習Ⅰ

3

医療コミュニケーション
杉山・村井・金子

医療・保健・福祉における連携

口腔保健学研究演習Ⅰ

杉山・埴岡・吉
田・森田学・荒
川・森田章子・野
上・村井

講義室
3.4  実験
室1,2

社会福祉学

―

― 口腔保健と専門職 臨床検査学・歯科麻酔学

宝塚キャンパスで受講 前半：学期の前半

学外実習 後半：学期の後半

兼担・非常勤講師 A：クラス１

マ：マネキン実習室 B：クラス２

チェ：チェアー実習室



1 3 4 5 6 7 8 9・10

16：20～17：50

科目名 科目名

前半 206教室

A チェ/マ
歯科予防処置実習Ⅱ ―

A 森田学・名村 チェ/マ A 埴岡・瀬戸口・
金子

講義室
1.2/チェ 歯科保健指導実習Ⅱ ―

A 埴岡・瀬戸口・
金子

講義室
1.2/チェ

B 講義室
1.2/チェ 歯科保健指導実習Ⅱ ―

B 埴岡・瀬戸口・
金子

講義室
1.2/チェ

B 森田学・名村 チェ/マ
歯科予防処置実習Ⅱ ―

B 森田学・名村 チェ/マ

3

杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

杉山・埴岡・吉
田・森田学・荒
川・森田章子・
野
上・村井

講義室
3.4、実験
室1,2

―

4 杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

―

1 基礎医学
実習室 上田 206教室

吉田・森田章子

206教室 森田章子 タ講義室 ―

A 実験室1
歯科保健指導実習Ⅲ ―

A 埴岡・瀬戸口・
金子

実験室1 A 荒川・野上・村
井

チェアー実
習室 歯科診療補助実習Ⅱ ―

A 荒川・野上・村
井

チェアー実
習室

B チェアー実
習室 歯科診療補助実習Ⅱ ―

B 荒川・野上・村
井

チェアー実
習室

B 埴岡・瀬戸口・
金子

実験室1
歯科保健指導実習Ⅲ ―

B 埴岡・瀬戸口・
金子

実験室1

3 杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

―

4
杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

―

A 情報処
理室

A 杉山 206教室

B 206教室 B 山脇 情報処理
室

A マ/チェ 歯科予防処置実習Ⅱ A 森田学・名村 マ/チェ A
荒川・野上・村
井・森田 章子 チェ/マ 歯科診療補助実習Ⅱ ― A

荒川・野上・村
井・森田 章子 チェ/マ

B チェ/マ 歯科診療補助実習Ⅱ B
荒川・野上・村
井・森田 章子 チェ/マ B 森田学・名村 マ/チェ 歯科予防処置実習Ⅱ ― B 森田学・名村 マ/チェ

3 杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

―

4 講義室
5.6

埴岡・瀬戸口 講義室
5.6

―

1 運動場・
体育館

足立 大講義
室

岡島 大講義
室

荒川 206教室 ―

A

埴岡・杉山・吉
田・森田学・荒
川・森田章子・
野上・村井

講義室
1.2

A

杉山・金子・野
上・村井

実験室1 食生活指導演習 ― A

杉山・金子・野
上・村井

実験室1

B 実験室1 食生活指導演習 ― B
杉山・金子・野
上・村井 実験室1 B

埴岡・杉山・吉
田・森田学・荒
川・森田章子・

講義室
1,2

3 杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

―

4 講義室
5.6

森田学・名村 講義室
5.6

―

前半 森田学 前半 岡﨑

後半 森田学 後半 柿本

前半 講義室
3.4

前半 荒川・森田章
子・金子

講義室
3.4

後半 講義室
3.4

後半 埴岡 講義室
3.4

3 杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

―

4 講義室
5.6

杉山・村井 講義室
5.6

―

赤文字

後期時間割案

曜日
学
科

学年

1限目 2限目 3限目 4限目 5限目

2

適用 担当者 教室 適用 担当者 教室 適用 担当者 教室 適用 担当者 教室 適用 担当者 教室9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10

科目名 科目名 科目名

月

口腔
保健
学科

1 栄養代謝学・生化学 爲房・加藤

病理学・口腔病理学 岸野

基礎医学
実習室 社会と法 岡田

大講義室

英語Ⅲ 澤山 206教室

―

―

2

歯科予防処置実習Ⅱ
森田学・名村

歯科保健指導実習Ⅱ
―

歯科保健指導実習Ⅱ
埴岡・瀬戸口・
金子 歯科予防処置実習Ⅱ

歯科衛生士臨地実習Ⅰ

杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

歯科衛生士臨地実習Ⅰ ― 口腔保健学研究演習Ⅱ

歯科衛生士臨地実習Ⅲ

杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

歯科衛生士臨地実習Ⅲ ― ―

火

口腔
保健
学科

組織学・発生学演習

吉田・森田章子

薬理学・歯科薬理学 口腔基礎科学演習 歯科補綴学

2

歯科保健指導実習Ⅲ
埴岡・瀬戸口・
金子 歯科診療補助実習Ⅱ

歯科衛生士臨地実習Ⅲ

杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

歯科衛生士臨地実習Ⅲ ― ―

口腔保健特論演習Ⅱ
埴岡・金子

― 口腔保健特論演習Ⅱ

―

歯科診療補助実習Ⅱ
荒川・野上・村
井 歯科保健指導実習Ⅲ

歯科衛生士臨地実習Ⅰ

杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

歯科衛生士臨地実習Ⅰ 歯科衛生士臨地実習Ⅰ 歯科衛生士臨地実習Ⅰ

英語Ⅱ

澤山

ビジネスコミュニケーション演習 杉山 情報処理演習Ⅱ

2

歯科予防処置実習Ⅱ 森田学・名村 歯科診療補助実習Ⅱ

206教室

医療経営学

志倉 大講義室 マーケティング論 志倉 大講義室

―

歯科診療補助実習Ⅱ
荒川・野上・村
井・森田 章子 歯科予防処置実習Ⅱ

歯科衛生士臨地実習Ⅰ

杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

歯科衛生士臨地実習Ⅰ 歯科衛生士臨地実習Ⅰ 歯科衛生士臨地実習Ⅰ

―

木

口腔
保健
学科

体育実技Ⅱ
鳥井

文化人類学 臨床心理学 微生物学・免疫学

2

― 口腔保健学研究論 食生活指導演習

口腔保健特論演習Ⅰ
森田学・名村

― 口腔保健特論演習Ⅰ ―

水

口腔
保健
学科

1 情報処理演習Ⅱ
山脇

ビジネスコミュニケーション演習

―

食生活指導演習
杉山・金子・野
上・村井 口腔保健学研究論 ―

歯科衛生士臨地実習Ⅰ

杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

歯科衛生士臨地実習Ⅰ 歯科衛生士臨地実習Ⅰ 歯科衛生士臨地実習Ⅰ

統計学 橘

金

口腔
保健
学科

1
物理学

阿部 大講義室 衛生学・公衆衛生学 基礎医学
実習室

歯科衛生士臨地実習Ⅰ

杉山・埴岡・森
田学・荒川・野
上・村井・森田
章子・名村・瀬
戸口・金子

歯科衛生士臨地実習Ⅰ

2

障害者歯科学
秋山

成人・高齢者歯科学

医療情報処理演習

玉川・森田章子 講義室
3.4

科学英語演習Ⅱ

衛生行政
埴岡

地域歯科保健

歯科衛生士臨地実習Ⅰ

口腔保健特論演習Ⅲ
荒川・野上

― 口腔保健特論演習Ⅲ ―

宝塚キャンパスで受講 前半：学期の前半

大講義室

口腔衛生学 歯科放射線学

杉山・森田章子 講義室
3.4

―

歯科英会話

森田学 206教室 歯科材料学 206教室

学外実習 後半：学期の後半

兼担・非常勤講師 A：クラス１

マ：マネキン実習室 B：クラス２

チェ：チェアー実習室

歯科衛生士臨地実習Ⅰ
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宝塚医療大学教員選考基準 

（目的） 

第１条 この基準は，宝塚医療大学（以下「本学」という。）の教授，准教授，講師，助教（以下「教員」とい

う。）及び助手の採用並びに昇任の基準を定めることを目的とする。 

（選考基準） 

第２条 本学の教員は，次の各号のいずれかに該当し，高潔な人格と豊かな教養を備え，本学の教育目的に沿っ

て学生の学習及び一般生活の指導・助言について責任を負い，かつ，本学における教育を担当するにふさわし

い教育上の能力を有する者から選考する。 

（１） 教授となることのできる者は，次のいずれかに該当する者とする。

ア 博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し，研究上の業績を有する

者 

イ 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

ウ 専門職学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し，当該専門職学位の専攻

分野に関する実務上の業績を有する者 

エ 大学において教授，准教授又は専任の講師の経歴（外国におけるこれらに相当する教員としての経歴

を含む。）を有する者 

オ 芸術，体育等については，特殊な技能に秀でていると認められる者

カ 専攻分野について，特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

キ 宝塚医療大学において５年以上の准教授の経歴又はこれに相当すると認められる経歴を有する者

（２） 准教授となることのできる者は，次のいずれかに該当する者とする。

ア 前号のいずれかに該当する者

イ 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴（外国におけるこれらに相当する職員としての

経歴を含む。）を有する者 

ウ 修士の学位又は専門職学位（外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。）を有する者

エ 研究所，試験所，調査所等に在職し，研究上の業績を有する者

オ 専攻分野について，優れた知識及び経験を有すると認められる者

カ 宝塚医療大学において５年以上の講師の経歴又はこれに相当すると認められる経歴を有する者

（３） 講師となることのできる者は，次のいずれかに該当する者とする。

ア 第１号又は前号に規定する教授又は准教授となることのできる者

イ その他特殊な専攻分野について，大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると

認められる者 

ウ 宝塚医療大学において４年以上の助教の経歴又はこれに相当すると認められる経歴を有する者

（４） 助教となることのできる者は，次のいずれかに該当する者とする。

ア 第１号又は第２号のいずれかに該当する者

イ 修士の学位又は専門職学位（外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。）を有する者

ウ 専攻分野について，知識及び経験を有すると認められる者

エ 宝塚医療大学において，修士の学位を有する助手の場合は３年以上の同経歴を有する者又はこれに相
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当すると認められる経歴を有する者とし，学士の学位を有する助手の場合は５年以上の同経歴を有する

者又はこれに相当すると認められる経歴を有する者 

（５） 助手となることのできる者は，次のいずれかに該当する者とする。 

ア 学士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者 

イ アに準ずる能力を有すると認められる者 

２ 教員の採用又は昇任（以下「任用」という。）に当たっては，前項に定めるものの他，次に定める任用時以

前の１０年間における業績評価を加味することができる。 

（１） 教育上の能力に関する業績を有すること。 

（２） 関連分野の学術論文等を次に掲げる編数以上有すること。 

ア 教授 学術論文１０編以上若しくは学術著書１点及び学術論文５編以上又はこれらに相当すると認め

られる業績を有すること。ただし，この場合において，学術論文のうち４編以上は中央学会誌又はこれ

に準ずる学術誌に掲載されたものとする。 

イ 准教授 学術論文５編以上又はこれに相当すると認められる業績を有すること。ただし，この場合に

おいて，学術論文のうち２編以上は中央学会誌又はこれに準ずる学術誌に掲載されたものとする。 

ウ 講師 学術論文３編以上又はこれに相当すると認められる業績を有すること。 

エ 助教 学術論文２編以上又はこれに相当すると認められる業績を有すること。 

 

 

附 則 

この基準は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は，平成２８年４月１３日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

 



宝塚医療大学教員選考規程 

（目的） 

第１条 この規程は，宝塚医療大学教員の採用及び昇任に関し，必要な事項を定める。 

（教員の選考） 

第２条 教員の採用及び昇任については，学長の命により理事長の承認を得て教員選考委員会の設置を決定する。 

２ 選考委員会は，学長のもとに設置し,別に定める選考基準委基づき,候補者を選考する。 

３ 選考委員会は，学科長の推薦のもとに学長が指名する３名以上の教授をもって構成し，学長が指名する副学

長がその委員長となる。 

４ 選考委員会は，選考対象分野について原則複数名の候補者を選定し，優先順位をつけるものとする。 

（選考経過の報告及び任命） 

第３条 委員長は，選考委員会における選考結果について，選考経過資料を添えて，学長に報告しなければならな

い。 

２ 学長は，前項の規定による選考結果を踏まえて候補者を決定し，任命する。 

附 則 

この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２７年６月１６日から施行し，平成２７年４月１日から適用する。 

  附 則 

  この規程は,令和元年５月２８日から施行し,平成３１年４月１日から適用する。 
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宝塚医療大学学長企画調整会議規程 

（設置） 

第１条 宝塚医療大学（以下「本学」という。）の円滑な運営を図るために，学長の下に宝塚医療大学学長企

画調整会議（以下「学長会議」という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 学長会議は，次の事項を審議し，学長が決定する。なお，学長は，その決定について，理事長の承認

を得るものとする。 

（１） 本学の将来計画に関すること。

（２） 本学の重要事項に関すること。

（３） 組織の間の連絡調整に関すること。

（４） その他学長が必要と認めた事項に関すること。

（組織） 

第３条 学長会議は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

（１） 学長

（２） 副学長

（３） 学部長

（４） 学科長

（５） 統括長

（６） 事務局長

（７） その他学長が必要と認めた者

２ 前項第７号に掲げる委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任の委員

の任期は，前任者の残任期間とする。 

（議長） 

第４条 議長は学長とし，学長に事故あるときは，あらかじめ学長が指名した者が代行する。 

２ 議長は，学長会議を主宰する。 

（議事） 

第５条 学長会議は，委員の過半数が出席しなければ議事を開き，議決をすることができない。 

２ 学長会議の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 学長会議が必要と認めたときは，学長会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。 

（事務） 

第７条 学長会議に関する事務は，学長企画室学長企画課において処理する。 
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（規程の改廃） 

第８条 本規程の改廃については，学長会議の議を経て学長が決定する。 

 

 

附 則 

１ この規程は，平成２７年１１月１７日から施行する。 

２ 宝塚医療大学将来計画委員会規程（平成２３年４月１日制定）は，廃止する。 

附 則 

   この規程は，平成２８年８月１０日から施行し，平成２８年７月１２日から適用する。 

附 則 

   この規程は，平成２８年１２月１３日から施行し，平成２８年９月７日から適用する。 

  附 則 

   この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 



【資料�  32 宝塚医療大学常置委員会状況】

宝塚医療大学常置委員会状況 

宝塚医療大学 常置委員会状況（令和 4年 3月現在） 

名称 主な構成員 協議事項 

自己点検・評価委員会 学長が指名した副学長 

学部長 

各学科長 

各学科から選出された教員各

１人 

事務局長 

その他学長が必要と認める者 

・自己点検・評価の基本方針及び実施項目の作成に関す

ること。

・自己点検・評価の実施に関すること。

・自己点検・評価に係る報告書の作成及び公表に関する

こと。

・自己点検・評価の結果の活用に関すること。

・第三者評価への対応に関すること。

・前各号に定めるもののほか，学長が必要と認める自己

点検・評価等に関すること。

ＦＳＤ推進委員会 学長が指名した副学長 

学部長 

各学科から選出された教員各

１人 

事務局長 

学長企画室学長企画課長 

総務課長 

学務課長 

その他，委員会が必要と認め

た者 

・教育研究活動改善のための企画及び立案に関する

こと。

・ＦＤ・ＳＤに係る基本方針の策定，実施及び評価に関

すること。

・ＦＤ・ＳＤに係る情報の収集と提供に関すること。

・ＦＤ・ＳＤ研修プログラムの開発及び実施に関する

こと。

・その他，ＦＤ・ＳＤに関すること。

研究推進委員会 学長が指名した副学長 

各学科から選出された教員各

１人 

総務課長 

その他学長が指名した者 

・学術研究，共同研究の企画立案及び推進に関すること。 

・プロジェクト研究の企画立案及び推進に関すること。

・本学の知的財産の取得，管理及び運用等に関すること。 

・研究紀要の編集，発行等に関すること。

・その他研究環境等の整備推進に関すること。

広報委員会 学部長 

各学科から選出された教員各

１人 

総務課長 

入試課長 

学長企画室地域連携推進課長 

その他学長が必要と認める者 

・本学の広報活動に関すること。

・高等学校生徒を対象とした大学の授業公開に関する

こと。

・地域社会等との連携及び交流の推進に関すること。

・前各号に定めるもののほか，学長が必要と認める広報

活動等に関すること。



附属図書館運営委員会 

 

 

 

 

館長 

各学科から選出された２名ず

つの教員 

事務系職員１名 

その他学長が必要と認めた者 

・附属図書館の管理，運営に関する重要事項を審議する。 

教務委員会 

 

 

 

学部長 

各学科長 

各学科から選出された教員各

１人 

学部共通教育授業科目担当教

員２人 

教職科目担当教員２人 

学務課長 

その他学長が必要と認める者 

・本学の教務に関すること。 

・学科間における教育の連携に関すること。 

・学科間における教育課程の調整に関すること。 

・他機関との連携教育に関すること。 

・教育の改善及び調査・研究に関すること。 

・その他教務に関すること。 

・本学の教職課程の責任ある運営や教職指導を全学的

に行う体制の構築に関すること。 

・本学の教育実習の目的，目標に基づく教育実習の内

容，実施方法等について審議，調整し，実施するこ

と。 

・本学の円滑かつ効果的な教職実践演習の実施に関す

る事項を審議し，実施すること。 

・本学外の関係機関との連絡調整等を行い，円滑かつ

効果的な教育実習を進め，教育実習の水準を確保す

ること。 

・本学との協定に基づき協定先大学が設置する通信教

育課程（以下、通信教育課程という。）を利用した

教職免許の取得に関する事項を審議し，実施するこ

と。  

・通信教育課程を受講する学生の選考及び指導に関す

ること。  

・通信教育課程を受講する学生を対象とした介護等体

験について、本学外の関係機関との連絡調整等を行

い，円滑かつ効果的な介護等体験を進め，介護等体

験の水準を確保すること。 

・前各号に定めるもののほか，学長が必要と認める教職

課程の運営等に関すること。 

学生委員会 学部長 

各学科長 

各学科から選出された教員各

１人 

・学生の団体及び課外活動に関すること。 

・学生に対する広報活動に関すること。 

・学生の表彰及び懲戒の調整に関すること。 

・学生の福利厚生に関すること。 



学務課長 

その他学長が必要と認める者 

 

・運動場及び体育館等の運動施設の運用計画その他管 

理・運営に関すること。 

・その他学生生活上の指導に関すること。 

入学試験委員会 

 

学長が指名した副学長 

学部長 

学科長 

統括長 

事務局長 

入試課長 

その他学長が指名した者 

 

・入学試験及び学生募集の基本方針に関すること。 

・入学試験制度に関すること。 

・個別学力検査等の実施計画に関すること。 

・大学入学共通テストの実施に関すること。 

・学生募集要項等の作成に関すること。 

・個別学力検査等の問題作成及び管理に関すること。 

・試験場の設定，監督その他個別学力検査等の実施に関 

すること。 

・個別学力検査等の採点及び合格者判定資料の作成に関 

すること。 

・入学試験の合否に関すること。 

アドミッションオフィス

運営委員会 

 

入学試験委員会と同じ者 ・ＡＯ入試の企画，立案に関すること。 

・ＡＯ入試受験者の選考に関すること。 

・ＡＯ入試選考に関する各学科との調整に関すること。  

・その他学長が必要と認める事項。 

キャリア開発センター 

運営委員会 

 

 

 

キャリア開発センター長 

学部長 

各学科から選出された教員各

１名 

学務課長 

その他学長が必要と認める者 

・学生等のキャリア開発に関すること。 

・本学在学生の学修支援に関すること。 

・入学前教育及び卒後教育に関すること。 

・学生等の就職活動の支援に関すること。 

・リカレント教育に関すること。 

・その他キャリア開発等に関すること。 

国家試験対策委員会 

 

 

 

副学長 

学部長 

各学科長 

その他学長が必要と認める者 

・国家試験対策計画の策定に関すること。 

・各学科の国家試験対策計画の進捗について審議し，対 

策すること。 

・前各号に定めるもののほか，学長が必要と認める国家 

試験対策に関すること。 

危機管理委員会 

 

学長 

副学長 

学部長 

各学科長 

事務局長 

その他委員会が特に必要と認

めた者 

 

・想定される危機の検討に関すること。 

・想定される危機に関する情報（学内外の動向等の情報

を含む。）の収集及び分析に関すること。 

・想定される危機の評価及び優先順位付けに関する 

こと。 

・想定される危機への対応策の検討，立案及び実施に関

すること。 

・危機管理マニュアルの作成，見直し及び周知に関する



こと。 

・職員及び学生等に対する適切な情報提供に関する   

こと。 

・職員及び学生等への教育及び訓練の実施に関する   

こと。 

・危機対策本部の組織体制及び活動内容の決定に関する

こと。 

・緊急時の情報伝達体制の整備に関すること。 

・危機対策本部の設置場所，備品及び通信機器の準備に 

関すること。 

コンプライアンス委員会 推進責任者 

学部長 

各学科長 

事務局長 

最高責任者が必要と認めた者 

若干人 

・コンプライアンス事案の総合的な検証及び防止活動の

実施計画に関する総括的な審議を行う。 

・必要に応じて適切な措置（内部監査の実施を含む。）

を行う。 

 

ハラスメント防止対策委

員会 

 

 

 

学長が指名した副学長 

学長が指名した教員３人 

健康管理室長 

ハラスメント問題に知識と理

解のある教員若干人 

総務課長 

学務課長 

・ハラスメントの防止に関する啓発及び研修に関する 

こと。 

・ハラスメントに関する相談体制に関すること。 

・ハラスメント防止のための環境改善に関すること。 

・その他ハラスメントの防止等に関すること。 

 

研究倫理委員会 

 

 

 

学長が指名した副学長 

健康管理室長 

各学科から選出された教員各

１人 

学外の学識経験者のうちから

学長が委嘱した者１人 

その他学長が必要と認めた者 

若干人 

・研究実施計画の科学的正当性及び倫理的妥当性の審査

に関すること。 

・その他研究上の倫理に関すること。 

 

安全衛生委員会 

 

総括安全衛生管理者 

衛生管理者 

産業医 

安全衛生に関し経験を有する

者のうちから学長が指名する

もの 

・教職員の危険及び健康障害を防止するための基本とな 

るべき対策に関すること。 

・教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき 

対策に関すること。 

・労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。 

・安全衛生に関する規程の作成に関すること。 



 ・前各号に掲げるもののほか安全衛生に関する重要事項 

遺伝子組換え実験安全委

員会 

遺伝子組換え実験研究者であ

る教員若干人 

各学科から選出された教員各

１人 

人文・社会科学系研究分野の

教員１人 

遺伝子組換え実験安全主任者 

事務局長 

その他学長が必要と認めた者 

・実験に関する学内規則等の制定及び改廃に関する事項 

・実験計画の関係法令等及びこの規則に対する適合性の 

審査に関する事項 

・実験に係る教育訓練及び健康管理に関する事項 

・事故発生の際の必要な措置及び改善策に関する事項 

・その他実験の安全確保に関する必要な事項 

 

動物実験委員会 

 

 

 

動物実験等に関して優れた識

見を有する教員１人 

実験動物に関して優れた識見

を有する教員若干人 

その他学識経験を有する者で

学長が必要と認めた者若干人 

 

・動物実験計画の指針等及び本規則への適合性に関する 

こと。 

・動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。 

・施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること。 

・動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令

等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること。 

・動物実験等に関わる自己点検・評価に関すること。 

・本規則の改廃に関すること。 

・その他動物実験等の適正な実施のため必要な事項。 

附属治療院運営委員会 

 

 

 

院長 

学長が指名する副学長 

柔道整復学科及び鍼灸学科か

ら選出された教員各２人 

事務局長 

その他学長が必要と認めた者 

若干人 

・宝塚医療大学附属治療院の管理運営に関する事項 

健康管理室運営委員会 

 

健康管理室長 

各学科長 

総務課長 

学務課長 

その他学長必要と認めた者 

 

・定期及び臨時の健康診断 

・健康相談及び救急措置 

・健康診断の事後措置その他，健康の保持増進に関する 

必要な指導 

・学内の環境衛生及び伝染病予防に関する指導援助 

・学内における保健計画の立案に関する指導援助 

・保健管理充実向上のための調査研究 

・健康管理室の具体的運営に関する事項 

・その他保健管理に関し必要な業務 



アスレチックトレーナー

ズ委員会 

各学科長 

学長が指名する専任教員各学

科から２名 

学務課長 

総務課長 

入試課長 

その他学長が必要と認める者 

若干名 

・教育活動に関する事項 

・研究活動に関する事項 

・広報活動に関する事項 

・その他学長が定める事項 

 

ＩＲ推進委員会 

 

 

 

大学担当理事（統括長） 

副学長 

学部長 

各学科長 

事務局長 

学長企画室学長企画課長 

総務課長 

学務課長 

その他，委員会が必要と認め

た者 

・学生の学修データの収集及び分析に関すること。 

・学生の退学，休学等に係るデータの収集及び分析に関

すること。 

・文部科学省等の大学施策に係る情報の収集及び提供に

関すること。 

・その他教学に係るデータの分析，活用及び提供に関す

ること。 

 

紀要委員会 

 

各学科の推薦に基づき学長が

指名した教授，准教授又は講

師各１人 

総務課長 

その他学長が指名した者 

・紀要の編集内容及び編集方針に関すること。 

・紀要の原稿募集に関すること。 

・紀要の編集に関すること。 

・投稿論文の査読者の選定に関すること。 

・紀要の刊行に関すること。 

・その他紀要の編集と刊行に必要な事項に関すること。 

国際交流委員会 

 

学長が指名した副学長 

学部長 

各学科長 

各学科から選出された教員 

各一人 

事務局長 

総務課長 

学務課長 

入試課長 

その他，委員会が必要と認め

た者 

・学術及び教育の国際交流に関すること。 

・学術及び教育の国際交流協定に関すること。 

・外国人留学生の受け入れに関すること。 

・外国人留学生の生活支援に関すること。 

・外国人留学生の授業料減免に関すること。 

・学生の海外留学及び海外研修に関すること。 

・その他国際交流に関すること。 

 

 

 



宝塚医療大学自己点検・評価委員会規程 

（設置） 

第１条 宝塚医療大学（以下「本学」という。）に，本学学則第２条に基づき，教育研究水準の向上を

図り，その目的及び社会的使命を達成するため，宝塚医療大学自己点検・評価委員会（以下「委員会」

という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は，自己点検・評価について次の各号に掲げる事項を所掌する。 

（１） 自己点検・評価の基本方針及び実施項目の作成に関すること。

（２） 自己点検・評価の実施に関すること。

（３） 自己点検・評価に係る報告書の作成及び公表に関すること。

（４） 自己点検・評価の結果の活用に関すること。

（５） 第三者評価への対応に関すること。

（６） 前各号に定めるもののほか，学長が必要と認める自己点検・評価等に関すること。

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

（１） 学長が指名した副学長

（２） 統括長

（３） 学部長

（４） 学科長

（５） 別科長

（６） 事務局長

（７） 事務長

（８） 学長企画室長

（９） その他学長が必要と認める者

２ 前項第９号の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員を生じた場合の後任の委員の任期は，

前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き，前条第１号に規定する委員をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

（議事） 

第５条 会議は，委員の３分の２以上の出席がなければ開くことができない。 

２ 議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

（専門部会） 

第６条 委員会に，必要に応じ，専門部会を置くことができる。 
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２ 専門部会は，委員長からの諮問により個別の点検項目について自己点検・評価を実施し，その結果

を委員会に提言する。なお，既設委員会等で，この目的を達成することが可能な場合は，それをもっ

て専門部会とすることができる。 

３ 専門部会に関し，必要な事項は，委員会が別に定める。 

 

（委員以外の者の出席） 

第７条 委員会は，必要があると認めるときは，委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことがで

きる。 

 

（事務） 

第８条 委員会に関する事務は，学長企画室学長企画課において処理する。 

 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営等に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 

 

（改廃） 

第１０条 この規程の改廃は，学長企画調整会議の議を経て，学長が行う。 

 

 

附 則 

１ この規程は，平成２８年４月１３日から施行し，平成２８年４月１日から適用する。 

２ 宝塚医療大学評価委員会規程（平成２７年６月９日制定）は，廃止する。 

  附 則 

この規程は，平成２８年８月１０日から施行し，平成２８年７月１２日から適用する。 

附 則  

この規程は，平成３０年４月１日から施行する。  

附 則  

この規程は，令和３年５月１０日から施行する。  

 



宝塚医療大学ＦＳＤ推進委員会規程 

（設置） 

第１条 この規程は，宝塚医療大学学則第１８条第２項の規定に基づき，宝塚医療大学（以下「本学」

という。）の教育理念の実現に向け，ファカルティ・ディベロップメント（以下「ＦＤ」という。）

及びスタッフ・ディベロップメント（以下「ＳＤ」という。）を積極的に推進するために，ＦＳＤ推

進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議，実施事項） 

第２条 委員会は次に掲げる事項を審議し，実施にあたる。 

（１） 教育研究活動改善のための企画及び立案に関すること。

（２） ＦＤ・ＳＤに係る基本方針の策定，実施及び評価に関すること。

（３） ＦＤ・ＳＤに係る情報の収集と提供に関すること。

（４） ＦＤ・ＳＤ研修プログラムの開発及び実施に関すること。

（５） その他，ＦＤ・ＳＤに関すること。

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

（１） 学長が指名した副学長

（２） 統括長

（３） 学部長

（４） 学科長

（５） 別科長

（６） 事務局長

（７） 事務長

（８） 学長企画室長

（９） その他学長が必要と認める者

２ 前項第９号の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員を生じた場合の後任の委員の任期は，

前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第４条 委員会に，委員長を置き，前条第１号に規定する委員をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは，委員長があらかじめ指名する委員が，その職務を代行する。 

（会議） 

第５条 会議は，委員の３分の２以上の出席がなければ開くことができない。 

２ 議事は出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 
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（事務） 

第６条 委員会に関する事務は，学長企画室学長企画課において処理する。 

 

（補則） 

第７条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，別に定める。 

 

（改廃） 

第８条 この規程の改廃は，学長企画調整会議の議を経て，学長が行う。 

 

 

附 則 

この規程は，平成２８年４月１３日から施行し，平成２８年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成２８年８月１０日から施行し，平成２８年７月１２日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則  

この規程は，令和３年５月１０日から施行する。  

 



宝塚医療大学紀要委員会規程 

（設置） 

第１条 宝塚医療大学（以下「本学」という。）に，本学における学術研究の成果の他，教職員等による活動成

果などを社会に発信し，その成果が広く社会において活用されることを目的として発行する宝塚医療大学紀要

（以下「紀要」という。）の編集及び刊行等に関する業務を審議，実行するために，宝塚医療大学紀要委員会

（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を所掌する。 

（１） 紀要の編集内容及び編集方針に関すること

（２） 紀要の原稿募集に関すること

（３） 紀要の編集に関すること

（４） 投稿論文の査読者の選定に関すること

（５） 紀要の刊行に関すること

（６） その他紀要の編集と刊行に必要な事項に関すること

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

（１） 各学科の推薦に基づき学長が指名した教授，准教授又は講師 各１人

（２） 総務課長

（３） その他学長が指名した者

２ 前項第１号に規定する委員の任期は２年とし，第３号に規定する委員の任期は，委員として指名された日か

ら第１号に規定する委員の任期の終期とする。ただし，欠員が生じた場合の後任の委員の任期は，前任者の任

期の残余の期間とする。 

３ 前項の規定による委員は，再任されることができる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き，委員のうちから学長が指名する委員をもって充てる。 

２ 委員会に副委員長を置き，委員長の指名する委員をもって充てる。 

３ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，委員長の職務を代行する。 

（会議） 

第５条 会議は，委員の３分の２以上の出席がなければ開くことができない。 

２ 議事は出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

（事務） 

第６条 委員会に関する事務は，総務課において処理する。 
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（補則） 

第７条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，別に定める。 

 

（改廃） 

第８条 この規程の改廃は，学長企画調整会議において審議し，学長が行う。 

 

 

附 則 

この規程は，平成２８年９月７日から施行する。 

 



【資料36】FSD研修会実施状況

日時 場所 講師 演題 参加者

1 平成30年4月25日
宝塚キャンパス
206教室

小原統括長、各学科長
教職員全体集会（事業内容の反省・点
検・評価について）

64

2 平成30年7月5日
宝塚キャンパス
2階中講義室

入試課長　白石　司
平成31年度入試変更点及び高校訪問
の手法等について

33

3 平成30年8月26日
ホテル阪急インター
ナショナル

①株式会社エックス都市研究
所　理事信時　正人
②各学校、施設代表者

①まちづくりの要諦
②平成医療学園グループ合同研修会

87
（内大学関係
者24人）

4 平成30年12月26日
宝塚キャンパス
情報処理室

㈱リクルートキャリア 適性検査（ＳＰＩ）の活用方法について 53

5 平成31年2月12日
宝塚キャンパス
中講義室

中田正浩教授 担任業務研修会 32

6 令和元年7月21日
和歌山キャンパス
中講義室

中塚学長企画室長
教職課程について
星槎大学通信教職課程の内容と進行に
ついて

21

7 令和2年3月24日
ホテル阪急インター
ナショナル

岸野理事長
平成医療学園のあゆみとこれからの大
学教育について

57

8 令和2年12月23日
宝塚キャンパス
事務局

事務局各課長 学生満足度の向上に向けて 25

9
令和3年6月9日～23
日

宝塚医療大学 カウンセラー　井池　直美
カウンセラーに何ができるか？学生相談
室の観点から（オンデマンド配信）

85

10
令和3年8月23日～9
月20日

宝塚医療大学 日本私立大学協会関西支部 私大職員研修会（オンデマンド配信） 30

11 令和3年10月6日
宝塚医療大学
大講義室

小原統括長
これからの社会における大学運営の展
開～Z世代へのアプローチ～

65

12 令和3年1月19日
宝塚医療大学
大講義室

滋賀医科大学
久津見　弘

研究実施に際して知っておくべき個人
情報と倫理に関する事項

44

（平成30年度～令和3年度）

FSD研修会 実施状況



宝塚医療大学保健医療学部国家試験対策委員会規程 

（設置） 

第１条 宝塚医療大学保健医療学部に，宝塚医療大学国家試験対策委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を所掌する。 

（１） 国家試験対策計画の策定に関すること。

（２） 各学科の国家試験対策計画の進捗について審議し，対策すること。

（３） 前各号に定めるもののほか，学長が必要と認める国家試験対策に関すること。

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

（１） 副学長

（２） 学部長

（３） 各学科長

（４） その他学長が必要と認める者

２ 前項第４号の委員の任期は２年とする。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き，委員の互選により選出する。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員会に副委員長を置き，委員長が指名する。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，その職務を代行する。 

（議事） 

第５条 委員会は，委員の３分の２以上の出席がなければ開くことができない。 

２ 議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 委員会は，必要があると認めるときは，委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。 

（委員会の運営） 

第７条 委員会は，委員長が招集する。 

（事務） 

第８条 委員会に関する事務は，学務課において処理する。 
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（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営等に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 

 

（改廃） 

第１０条 この規程の改廃は，学長企画調整会議において審議し，学長が行う。 

 

 

附 則 

この規程は，平成２７年６月９日から施行し，平成２７年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和２年５月１３日から施行し，令和２年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，令和４年４月１日から施行する。 

 



宝塚医療大学キャリア開発センター規程 

(趣旨) 

第１条 この規程は，宝塚医療大学学則第９条の規定に基づき，宝塚医療大学キャリア開発センター（以下「セ

ンター」という。）の業務，組織及び運営について定めるものとする。

(目的) 

第２条 センターは，学内外の関係機関等と連携し，本学の建学の精神及び教育目標の具現化を図るため，本学

の学生及び卒業生（以下「学生等」という。）のキャリア開発，就職活動等（再就職に係るものを含む。）の

支援を行うことを目的とする。 

(業務) 

第３条 センターにおける業務は，次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） 入学前教育に関すること

（２） 学生等のキャリア開発に関すること

（３） 在学生の学修支援に関すること

（４） 学生等の就職活動の支援に関すること

（５） 卒後教育に関すること

（６） リカレンント教育に関すること

（７） その他キャリア開発等に関すること

(組織) 

第４条 センターに次の各号に掲げる者を置く。 

（１） センター長

（２） キャリア開発等支援教員

（３） 事務職員

（４） その他学長が必要と認めた者

２ 前項第４号に規定する職員については，必要に応じて学外から人材を求めることができるものとする。 

３ 第１項第２号及び４号の者は，学長が任命する。 

４ センターに宝塚医療大学修学支援センターを置く。 

５ 宝塚医療大学修学支援センターに関する事項は別に定める。 

(キャリア開発センター運営委員会)

第５条 センターの管理運営に関する事項並びにキャリア開発等の企画立案及び実施する事項を審議するため，

宝塚医療大学キャリア開発センター運営委員会（以下「センター運営委員会」という。）を置く。 

２ センター運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定める。 

(事務) 

第６条 センターの事務は，学務課において処理する。 
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(雑則) 

第７条 この規程に定めるもののほか，センターの運営等に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

 

（改廃） 

第８条 この規程の改廃は，学長企画調整会議の議を経て，学長が決定する。 

 

 

附 則 

１ この規程は，令和２年９月２日から施行し，令和２年４月１日から適用する。 

２ 宝塚医療大学キャリア開発センター規則（平成２５年４月１６日）は廃止する。 

 



学部」という。）に，宝塚医療大学保健医療学部キャリア開発センター運営委員会（以下「委員会」

という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を所掌する。 

（１） 本学部の学生及び卒業生（以下「学生等」という。）のキャリア開発を支援する事業の企画立

案及び実施・運営に関すること。

（２） 学生等の就職に関すること。

（３） 入学前教育に関すること。

（４） 前各号に定めるもののほか，学長が必要と認める学生等の就職や就労に関すること。

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

（１） キャリア開発センター長

（２） 学部長

（３） 各学科から選出された教員各１名

（４） 学務課長

（５） その他学長が必要と認める者

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き，キャリア開発センター長をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

（委員の任期） 

第５条 第３条第３号及び第５号の委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場

合の後任の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（議事） 

第６条 委員会は，委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。 

２ 議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

（専門部会） 

第７条 委員会は，必要に応じ，専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会に関し，必要な事項は，委員会が別に定める。 

【資料39】保健医療学部キャリア開発センター運営委員会規程

宝塚医療大学保健医療学部キャリア開発センター運営委員会規程 

（設置） 

第１条 宝塚医療大学キャリア開発センター規則第５条に基づき，宝塚医療大学保健医療学部（以下「本



（委員以外の者の出席） 

第８条 委員会は，必要があると認めるときは，委員以外の者の出席を求め，その意見を聞くことがで

きる。 

 

（事務） 

第９条 委員会に関する事務は，学務課において処理する。 

 

（雑則） 

第１０条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 

 

（改廃） 

第１１条 この規程の改廃は，学長企画調整会議の議を経て，学長が行う。 

 

 

附 則 

この規程は，平成２７年６月９日から施行し，平成２７年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成２９年１１月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則  

この規程は，令和３年５月１０日から施行する。  
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